
1 1
1 キログラム当たり共済金額の範囲 1 キログラム当たり共済金額の範囲

１類 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦 １類 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦
うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦

うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦 種子麦
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦及び種子麦以外の麦 対象麦及び種子麦以外の麦
円 円 円 円 円 円

２類 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦 ２類 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦
うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦

うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦 種子麦
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦及び種子麦以外の麦 対象麦及び種子麦以外の麦
円 円 円 円 円 円

３類 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦（秋まき） ３類 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦（秋まき）
４類 うち課税対象農業者に係るもの ４類 うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦（秋まき） パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦（秋まき）

うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦（秋まき） 種子麦（秋まき）
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦及び種子麦以外の麦（秋まき） 対象麦及び種子麦以外の麦（秋まき）
円 円 円 円 円 円

パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦（春まき） パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦（春まき）
うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦（春まき） パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦（春まき）

うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦（春まき） 種子麦（春まき）
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦及び種子麦以外の麦（春まき） 対象麦及び種子麦以外の麦（春まき）
円 円 円 円 円 円

５類 対象麦 ５類 対象麦
うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
ビール麦 ビール麦

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
種子麦 種子麦

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦 対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦

円 円 円 円 円 円

区分 区分

１６７ １５２ １３１ １０９ ８７ ６６ ４４ ３３

「次のよう」の部分
　次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分（以下「傍線部分」という。）でこれに対応する改正後欄に掲げる傍線部分があるものは、これを当該傍線部分のように改め、改正後欄に掲げる規定の傍線部分でこれに対応する改正前欄に掲げる規定の傍線部分が
ないものは、これを加える。

改　　　正　　　後 改　　　正　　　前

地域 北海道 地域 北海道

１６６ １４２ １１９ ９５ ７１ ４７９５ ７１ ４７ ２３７ ２１３ １９０２３７ ２１３ １９０ １６６ １４２ １１９

９０ ７５ ５９ ４４

６６ ４４ ３３ ２２

１２９

２２ １７４ １５２ １３１ １０９ ８７

１２３ １０１ ８０ ５８ ４４ ２９５８ ４４ ２９ １８８ １６６ １４５１８１ １６６ １４５ １２３ １０１ ８０

４４ ３３ ２２４４ ３３ ２２

９４ ７７ ６１ ４４

１１３ ９０ ６７ ４４ ３３ ２２４４ ３３ ２２ １８１ １５８ １３５１７６ １５８ １３５ １１３ ９０ ６７

９９ ８５ ７２ ５８ ４４ ２９５８ ４４ ２９ １３９ １２６ １１２１３１ １２６ １１２ ９９ ８５ ７２

４４ ２９５８ ４４ ２９ １４５ １３１ １１６１４０ １３１ １１６ １０２ ８７ ７３

３３ ２２４４ ３３ ２２ １３６ １２１ １０５

３３ ２２４４ ３３ ２２ １４３ １２７ １１０１３７ １２７ １１０ ９４ ７７ ６１

１２１ １０５ ９０ ７５ ５９

１５２ １３１１６７ １５２ １３１ １０９ ８７ ６６

５８ ４４ ２９５８ ４４ ２９

１８８ １６１ １３４ １０７ ８０ ５４１０７ ８０ ５４ ２６８ ２４１ ２１４２６８ ２４１ ２１４ １８８ １６１ １３４

１６６ １４２ １１９ ９５ ７１ ４７９５ ７１ ４７ ２３７ ２１３ １９０２３７ ２１３ １９０ １６６ １４２ １１９

９０ ７５ ５９ ４４ ３３ ２２４４ ３３ ２２ １３６ １２１ １０５１２９ １２１ １０５ ９０ ７５ ５９

３３ ２２４４ ３３ ２２ １４３ １２７ １１０１３７ １２７ １１０ ９４ ７７ ６１

１２３ １０１ ８０ ５８ ４４ ２９５８ ４４ ２９ １８８ １６６ １４５１８１ １６６ １４５ １２３ １０１ ８０

４４ ３３ ２２４４ ３３ ２２

５８ ４４ ２９５８ ４４ ２９

１８８ １６１ １３４ １０７ ８０ ５４１０７ ８０ ５４ ２６８ ２４１ ２１４２６８ ２４１ ２１４ １８８ １６１ １３４

３１ １５ １１ ８１１ ８ １１２ ９６ ８０９５ ８０ ６４ ４７ ３１ １５

６７ ５０ ３２ １５ １１ ８１１ ８ １１９ １０２ ８４１０１ ８４ ６７ ５０ ３２ １５

１０２ ８７ ７３ ５８

１２７ １０４ ８１ ５８ ４４ ２９５８ ４４ ２９ １９５ １７２ １４９１９０ １７２ １４９ １２７ １０４ ８１

９４ ７７ ６１ ４４

１１３ ９０ ６７ ４４ ３３ ２２４４ ３３ ２２ １８１ １５８ １３５１７６ １５８ １３５ １１３ ９０ ６７

１０９ ８７ ６６ ４４ ３３ ２２４４ ３３ ２２ １７４

１０２ ８７ ７３ ５８ ４４ ２９５８ ４４ ２９ １４５ １３１ １１６１４０ １３１ １１６ １０２ ８７ ７３

１２７ １０４ ８１ ５８ ４４ ２９５８ ４４ ２９ １９５ １７２ １４９１９０ １７２ １４９ １２７ １０４ ８１

９９ ８５ ７２ ５８ ４４ ２９５８ ４４ ２９ １３９ １２６ １１２１３１ １２６ １１２ ９９ ８５ ７２

１５ １１ ８１５ １１ ８

１４３ １２２ １０２ ８２ ６１ ４１８２ ６１ ４１ ２０４ １８４ １６３２０４ １８４ １６３ １４３ １２２ １０２

９６ ８２ ６９ ５５ ４１ ２７５５ ４１ ２７ １３７ １２３ １１０１３６ １２３ １１０ ９６ ８２ ６９

６４ ４７



６類 対象麦 ６類 対象麦
うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
ビール麦 ビール麦

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
種子麦 種子麦

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦 対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦

円 円 円 円 円 円
７類 対象麦（秋まき） ７類 対象麦（秋まき）
８類 うち課税対象農業者に係るもの ８類 うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
ビール麦（秋まき） ビール麦（秋まき）

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
種子麦（秋まき） 種子麦（秋まき）

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦（秋まき） 対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦（秋まき）

円 円 円 円 円 円
対象麦（春まき） 対象麦（春まき）

うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

ビール麦（春まき） ビール麦（春まき）
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦（春まき） 種子麦（春まき）
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦（春まき） 対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦（春まき）
円 円 円 円 円 円

９類 対象麦 ９類 対象麦
10類 うち課税対象農業者に係るもの 10類 うち課税対象農業者に係るもの
11類 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 11類 円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦 種子麦
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦及び種子麦以外の麦 対象麦及び種子麦以外の麦
円 円 円 円 円 円

12類 対象麦 12類 対象麦
13類 うち課税対象農業者に係るもの 13類 うち課税対象農業者に係るもの
14類 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 14類 円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦 種子麦
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦及び種子麦以外の麦 対象麦及び種子麦以外の麦
円 円 円 円 円 円

16類 対象麦（裸麦） 16類 対象麦（裸麦）
うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
種子麦（裸麦） 種子麦（裸麦）

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
対象麦及び種子麦以外の麦（裸麦） 対象麦及び種子麦以外の麦（裸麦）

円 円 円 円 円 円

備考： 備考：

３　この表において「課税対象農業者」とは、対象農業者のうち、免税対象農業者以外のものをいう。 ３　この表において「課税対象農業者」とは、対象農業者のうち、免税対象農業者以外のものをいう。

５　この表において「種子麦」とは、種子の用に供することを目的とする麦の耕作を行う耕地に係る麦をいう。 ５　この表において「種子麦」とは、種子の用に供することを目的とする麦の耕作を行う耕地に係る麦をいう。
６　この表において「ビール麦」とは、ビールの用に供することを目的とする麦の耕作を行う耕地に係る麦をいう。 ６　この表において「ビール麦」とは、ビールの用に供することを目的とする麦の耕作を行う耕地に係る麦をいう。

６８ ５０ ３３ １５ １１ ８１５ １１ ８ １２０ １０３ ８５１０４ １０３ ８５ ６８ ５０ ３３

７１ ５２ ３４ １５ １１ ８１５ １１ ８ １２７ １０８ ９０１１０ １０８ ９０ ７１ ５２ ３４

１５ １１ ８ １５ １１ ８

１４４ １２４ １０３ ８２ ６２ ４１８２ ６２ ４１ ２０６ １８５ １６５２０６ １８５ １６５ １４４ １２４ １０３

９６ ８２ ６９ ５５ ４１ ２７５５ ４１ ２７ １３７ １２３ １１０１３７ １２３ １１０ ９６ ８２ ６９

９６ ８２ ６９ ５５ ４１ ２７５５ ４１ ２７ １３７ １２３ １１０

３１ １５ １１ ８

１３６ １２３ １１０ ９６ ８２ ６９

１１２ ９６ ８０ ６４ ４７９５ ８０ ６４ ４７ ３１ １５ １１ ８

６７ ５０ ３２ １５ １１ ８１１ ８ １１９ １０２ ８４１０１ ８４ ６７ ５０ ３２ １５

９６ ８２ ６９ ５５ ４１ ２７５５ ４１ ２７ １３７ １２３ １１０１３７ １２３ １１０ ９６ ８２ ６９

１１ ８１５ １１ ８

１４３ １２２ １０２ ８２ ６１ ４１８２ ６１ ４１ ２０４ １８４ １６３２０４ １８４ １６３ １４３ １２２ １０２

７１ ５２ ３４ １５ １１ ８１５ １１ ８ １２７ １０８ ９０１１０ １０８ ９０ ７１ ５２ ３４

６８ ５０

５８ ４３ ２９ １５ １１ ８２９ １５ １１ １００ ８６ ７２１１７ １００ ８６ ７２ ５８ ４３

１５ １１ ８ １５ １１ ８

１４４ １２４ １０３ ８２ ６２ ４１８２ ６２ ４１ ２０６ １８５ １６５２０６ １８５ １６５ １４４ １２４ １０３

１６ １２ ８ １６ １２ ８

１５０ １２８ １０７ ８６ ６４ ４３８６ ６４ ４３ ２１４ １９３ １７１２１４ １９３ １７１ １５０ １２８ １０７

６０ ４０１００ ８０ ６０ ２００ １８０ １６０２０２ ２００ １８０ １６０ １４０ １２０

３６ １６ １２ ８３６ １６ １２ １３４ １１４ ９５１３５ １３４ １１４ ９５ ７５ ５５

１５ １１ ８ １５ １１ ８

１４０ １２０ １００ ８０

１５１ １２９ １０８ ８６ ６５ ４３１０８ ８６ ６５ ２１５ １９４ １７２２１６ ２１５ １９４ １７２ １５１ １２９

７９ ５８ ３７ １６ １２ ８３７ １６ １２ １４１ １２０ ９９１４２ １４１ １２０ ９９ ７９ ５８

８３ ６１ ３８ １６ １２ ８３８ １６ １２ １５０ １２８ １０５１５２ １５０ １２８ １０５ ８３ ６１

１　この表において「区分」とは、農業保険法（昭和22年法律第185号）第136条第１項の農林水産大臣が定める区分
　をいう。

１　この表において「区分」とは、農業保険法（昭和22年法律第185号）第136条第１項の農林水産大臣が定める区
分

２　この表において「対象麦」とは、対象農業者（農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律（平成18
年法律第88号）第５条第１項の規定に基づき同法第３条第１項第２号の交付金の交付の申請をする者であって、法第２条第４項
各号に掲げる要件に該当するものをいう。以下同じ。）が耕作の業務を営む耕地に係る麦をいう。

２　この表において「対象麦」とは、対象農業者（農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する
法律（平成18年法律第88号）第５条第１項の規定に基づき同法第３条第１項第２号の交付金の交付の申請をする者
であって、法第２条第４項各号に掲げる要件に該当するものをいう。以下同じ。）が耕作の業務を営む耕地に係る
麦をいう。

４　この表において「免税対象農業者」とは、対象農業者のうち、法第３条第５項の規定に基づき農林水産大臣が
定める数量単価について、免税事業者に対するものの適用を受け法第３条第１項第２号の交付金が交付されるもの
をいう。

４　この表において「免税対象農業者」とは、対象農業者のうち、法第３条第５項の規定に基づき農林水産大臣が定める数量単
価について、免税事業者に対するものの適用を受け法第３条第１項第２号の交付金が交付されるものをいう。

１６ １２ ８ １６ １２ ８

３３ １５ １１ ８１５ １１ ８ １２０ １０３ ８５１０４ １０３ ８５ ６８ ５０ ３３

１５

８０ ５８ ３７ １６ １２ ８３７ １６ １２ １４３ １２２ １０１１４５ １４３ １２２ １０１ ８０ ５８

６１ ４５ ３０ １５ １１ ８３０ １５ １１ １０６ ９１ ７６１２５ １０６ ９１ ７６ ６１ ４５

７５ ５５

８

８

４０

８

８

８

８

４３



2 2
1 キログラム当たり共済金額の範囲 1 キログラム当たり共済金額の範囲

１類 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦 １類 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦
うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦

うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦 種子麦
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦及び種子麦以外の麦 対象麦及び種子麦以外の麦
円 円 円 円 円 円

２類 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦 ２類 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦
うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦

うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦 種子麦
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦及び種子麦以外の麦 対象麦及び種子麦以外の麦
円 円 円 円 円 円

３類 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦（秋まき） ３類 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦（秋まき）
４類 うち課税対象農業者に係るもの ４類 うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦（秋まき） パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦（秋まき）

うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦（秋まき） 種子麦
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦及び種子麦以外の麦（秋まき） 対象麦及び種子麦以外の麦（秋まき）
円 円 円 円 円 円

パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦（春まき） パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦（春まき）
うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦（春まき） パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦（春まき）

うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦（春まき） 種子麦（春まき）
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦及び種子麦以外の麦（春まき） 対象麦及び種子麦以外の麦（春まき）
円 円 円 円 円 円

５類 対象麦 ５類 対象麦
うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
ビール麦 ビール麦

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
種子麦 種子麦

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦 対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦

円 円 円 円 円 円

９ １０１ ８７ ７３９３ ８７ ７３ ６０ ４６ ３２

地域 青森県 地域 青森県
区分 区分

８２ ６１ ３９ １８ １４ ９１８ １４ ９ １４６ １２５ １０３１４０ １２５ １０３ ８２ ６１ ３９

７９ ５８ ３８ １８ １４ ９１８ １４ ９ １３９ １１９ ９９１３２ １１９ ９９ ７９

９９ ８５ ７２ ５８ ４４ ２９５８ ４４ ２９ １３９ １２６ １１２１３１ １２６ １１２ ９９ ８５ ７２

１４ ９１８ １４ ９

１５３ １３１ １１０ ８８ ６６ ４４８８ ６６ ４４ ２１９ １９７ １７５２１８ １９７ １７５ １５３ １３１ １１０

１８

５８ ４４ ２９５８ ４４ ２９

１８８ １６１ １３４ １０７ ８０ ５４１０７ ８０ ５４ ２６８ ２４１ ２１４２６８ ２４１ ２１４ １８８ １６１ １３４

６０ ４６ ３２ １８ １４ ９１８ １４ ９ １０１ ８７ ７３９３ ８７ ７３ ６０ ４６ ３２

７９ ５５ ３８ １８ １４ ９１８ １４ ９ １３９ １１９ ９９１３２ １１９ ９９ ７９ ５８ ３８

８２ ６１ ３９ １８ １４ ９１８ １４ ９ １４６ １２５ １０３１４０ １２５ １０３ ８２ ６１ ３９

５８ ４４ ２９５８ ４４ ２９

１０７ ８０ ５４２６８ ２４１ ２１４ １８８ １６１ １３４

５８ ４４ ２９１３１ １２６ １１２ ９９ ８５ ７２

７９ ６８ ５７ ４５ ３４ ２３４５ ３４ ２３ １１３ １０２ ９０１０９ １０２ ９０ ７９ ６８ ５７

６０ ４５ ３０ １５ １１ ８１１ ８ １０５ ９０ ７５８９ ７５ ６０ ４５ ３０ １５

６４ ４７ ３１ １５ １１ ８１１ ８ １１２ ９６ ８０９５ ８０ ６４ ４７ ３１ １５

１５ １１ ８１５ １１ ８

１３５ １１６ ９７ ７７ ５８ ３９７７ ５８ ３９ １９３ １７４ １５４１９１ １７４ １５４ １３５ １１６ ９７

５８ ３８

１２７ １０４ ８１ ５８ ４４ ２９５８ ４４ ２９ １９５ １７２ １４９１９０ １７２ １４９ １２７ １０４ ８１

６３ ４８ ３３ １８ １４ ９１８ １４ ９ １０８ ９３ ７８１０２ ９３ ７８ ６３ ４８ ３３

１２３ １０１ ８０ ５８ ４４ ２９５８ ４４ ２９ １８８ １６６ １４５１８１ １６６ １４５ １２３ １０１ ８０

６０ ４６ ３２ １８ １４ ９１８ １４

１２７ １０４ ８１ ５８ ４４ ２９５８ ４４ ２９ １９５ １７２ １４９１９０ １７２ １４９ １２７ １０４ ８１

１０２ ８７ ７３ ５８ ４４ ２９５８ ４４ ２９ １４５ １３１ １１６１４０ １３１ １１６ １０２ ８７ ７３

１２３ １０１ ８０ ５８ ４４ ２９５８ ４４ ２９ １８８ １６６ １４５１８１ １６６ １４５ １２３ １０１ ８０

１８

６３ ４８ ３３ １８ １４ ９１８ １４ ９ １０８ ９３ ７８１０２ ９３ ７８ ６３ ４８ ３３

１４ ９１８ １４ ９

１５３ １３１ １１０ ８８ ６６ ４４８８ ６６ ４４ ２１９ １９７ １７５２１８ １９７ １７５ １５３ １３１ １１０

４４ ２９１３９ １２６ １１２ ９９ ８５ ７２ ５８

１０２ ８７ ７３ ５８ ４４ ２９５８ ４４ ２９ １４５ １３１ １１６１４０ １３１ １１６ １０２ ８７ ７３

２６８ ２４１ ２１４ １８８ １６１ １３４ １０７ ８０ ５４



６類 対象麦 ６類 対象麦
うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
ビール麦 ビール麦

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
種子麦 種子麦

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦 対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦

円 円 円 円 円 円
７類 対象麦（秋まき） ７類 対象麦（秋まき）
８類 うち課税対象農業者に係るもの ８類 うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
ビール麦（秋まき） ビール麦（秋まき）

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
種子麦（秋まき） 種子麦（秋まき）

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦（秋まき） 対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦（秋まき）

円 円 円 円 円 円
対象麦（春まき） 対象麦（春まき）

うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

ビール麦（春まき） ビール麦（春まき）
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦（春まき） 種子麦（春まき）
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦（春まき） 対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦（春まき）
円 円 円 円 円 円

９類 対象麦 ９類 対象麦
10類 うち課税対象農業者に係るもの 10類 うち課税対象農業者に係るもの
11類 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 11類 円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦 種子麦
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦及び種子麦以外の麦 対象麦及び種子麦以外の麦
円 円 円 円 円 円

12類 対象麦 12類 対象麦
13類 うち課税対象農業者に係るもの 13類 うち課税対象農業者に係るもの
14類 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 14類 円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦 種子麦
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦及び種子麦以外の麦 対象麦及び種子麦以外の麦
円 円 円 円 円 円

16類 対象麦（裸麦） 16類 対象麦（裸麦）
うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
種子麦（裸麦） 種子麦（裸麦）

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
対象麦及び種子麦以外の麦（裸麦） 対象麦及び種子麦以外の麦（裸麦）

円 円 円 円 円 円

備考： 備考：

３　この表において「課税対象農業者」とは、対象農業者のうち、免税対象農業者以外のものをいう。 ３　この表において「課税対象農業者」とは、対象農業者のうち、免税対象農業者以外のものをいう。

５　この表において「種子麦」とは、種子の用に供することを目的とする麦の耕作を行う耕地に係る麦をいう。 ５　この表において「種子麦」とは、種子の用に供することを目的とする麦の耕作を行う耕地に係る麦をいう。
６　この表において「ビール麦」とは、ビールの用に供することを目的とする麦の耕作を行う耕地に係る麦をいう。 ６　この表において「ビール麦」とは、ビールの用に供することを目的とする麦の耕作を行う耕地に係る麦をいう。

１０３

９６ ８２ ６９ ５５ ４１ ２７５５ ４１ ２７ １３７ １２３ １１０１３７ １２３ １１０ ９６ ８２ ６９

６８ ５０ ３３ １５ １１ ８１５ １１ ８ １２０ １０３ ８５１０４ １０３ ８５ ６８ ５０ ３３

７１ ５２ ３４ １５ １１ ８１５ １１ ８ １２７ １０８ ９０１１０ １０８ ９０ ７１ ５２ ３４

７９ ６８ ５７ ４５ ３４ ２３４５ ３４ ２３ １１３ １０２ ９０

３０ １５ １１ ８

１０９ １０２ ９０ ７９ ６８ ５７

１０５ ９０ ７５ ６０ ４５８９ ７５ ６０ ４５ ３０ １５ １１ ８

６４ ４７ ３１ １５ １１ ８１１ ８ １１２ ９６ ８０９５ ８０ ６４ ４７ ３１ １５

１５ １１ ８１５ １１ ８

１３５ １１６ ９７ ７７ ５８ ３９７７ ５８ ３９ １９３ １７４ １５４１９１ １７４ １５４ １３５ １１６ ９７

９６ ８２ ６９ ５５ ４１ ２７５５ ４１ ２７ １３７ １２３ １１０１３７ １２３ １１０ ９６ ８２ ６９

６８ ５０ ３３ １５ １１ ８１５ １１ ８ １２０ １０３ ８５１０４ １０３ ８５ ６８ ５０ ３３

１０８ ９０ ７１ ５２ ３４ ８ １２７ １０８ ９０１１０

６７ ４９ ３２ １５ １１ ８３２ １５ １１ １１８ １０１ ８４１３５ １１８ １０１ ８４ ６７ ４９

１５ １１ ８ １５ １１ ８

１４４ １２４ １０３ ８２ ６２ ４１８２ ６２ ４１ ２０６ １８５ １６５２０６ １８５ １６５ １４４ １２４ １０３

８

７４ ５４ ３５ １６ １２ ８３５ １６ １２ １３１ １１２ ９３１３３ １３１ １１２ ９３ ７４ ５４

１５ １１ ８ １５ １１ ８

１４１ １２１ １０１ ８１ ６１ ４０１０１ ８１ ６１ ２０２ １８２ １６２２０４ ２０２ １８２ １６２ １４１ １２１

７９ ５８ ３７ １６ １２ ８３７ １６ １２ １４１ １２０ ９９１４２ １４１ １２０ ９９ ７９ ５８

１６ １２ ８ １６ １２ ８

１５０ １２８ １０７ ８６ ６４ ４３８６ ６４ ４３ ２１４ １９３ １７１２１４ １９３ １７１ １５０ １２８ １０７

１　この表において「区分」とは、農業保険法（昭和22年法律第185号）第136条第１項の農林水産大臣が定める区分
　をいう。

１　この表において「区分」とは、農業保険法（昭和22年法律第185号）第136条第１項の農林水産大臣が定める区
分

２　この表において「対象麦」とは、対象農業者（農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律（平成18
年法律第88号）第５条第１項の規定に基づき同法第３条第１項第２号の交付金の交付の申請をする者であって、法第２条第４項
各号に掲げる要件に該当するものをいう。以下同じ。）が耕作の業務を営む耕地に係る麦をいう。

２　この表において「対象麦」とは、対象農業者（農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する
法律（平成18年法律第88号）第５条第１項の規定に基づき同法第３条第１項第２号の交付金の交付の申請をする者
であって、法第２条第４項各号に掲げる要件に該当するものをいう。以下同じ。）が耕作の業務を営む耕地に係る
麦をいう。

１６ １２ ８ １６ １２ ８

１５１ １２９ １０８ ８６ ６５ ４３１０８ ８６ ６５ ２１５ １９４ １７２２１６ ２１５ １９４ １７２ １５１ １２９

１５ １１ ８ １５ １１ ８

１４４ １２４ １０３ ８２ ６２ ４１８２ ６２ ４１ ２０６ １８５ １６５２０６ １８５ １６５ １４４ １２４

８３ ６１ ３８ １６ １２ ８３８ １６ １２ １５０ １２８ １０５１５２ １５０ １２８ １０５ ８３ ６１

７８ ５７ ３７ １６ １２ ８３７ １６ １２ １４０ １１９ ９９１４２ １４０ １１９ ９９ ７８ ５７

７０ ５１ ３３ １５ １１ ８３３ １５ １１ １２４ １０６ ８８１４３ １２４ １０６ ８８ ７０ ５１

７１

４　この表において「免税対象農業者」とは、対象農業者のうち、法第３条第５項の規定に基づき農林水産大臣が定める数量単
価について、免税事業者に対するものの適用を受け法第３条第１項第２号の交付金が交付されるものをいう。

４　この表において「免税対象農業者」とは、対象農業者のうち、法第３条第５項の規定に基づき農林水産大臣が
定める数量単価について、免税事業者に対するものの適用を受け法第３条第１項第２号の交付金が交付されるもの
をいう。

５２ ３４ １５ １１ ８１５ １１

８

４０

８

８

８

８

４３



3 3
1 キログラム当たり共済金額の範囲 1 キログラム当たり共済金額の範囲

１類 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦 １類 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦
うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦

うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦 種子麦
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦及び種子麦以外の麦 対象麦及び種子麦以外の麦
円 円 円 円 円 円

２類 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦 ２類 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦
うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦

うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦 種子麦
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦及び種子麦以外の麦 対象麦及び種子麦以外の麦
円 円 円 円 円 円

３類 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦（秋まき） ３類 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦（秋まき）
４類 うち課税対象農業者に係るもの ４類 うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦（秋まき） パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦（秋まき）

うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦（秋まき） 種子麦（秋まき）
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦及び種子麦以外の麦（秋まき） 対象麦及び種子麦以外の麦（秋まき）
円 円 円 円 円 円

パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦（春まき） パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦（春まき）
うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦（春まき） パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦（春まき）

うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦（春まき） 種子麦（春まき）
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦及び種子麦以外の麦（春まき） 対象麦及び種子麦以外の麦（春まき）
円 円 円 円 円 円

５類 対象麦 ５類 対象麦
うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対係るも の うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
ビール麦 ビール麦

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
種子麦 種子麦

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦 対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦

円 円 円 円 円 円

１８ １４ ９ １５３ １３１

地域 岩手県 地域 岩手県
区分 区分

２４５ ２０４

６３ ４８ ３３ １８ １４ ９１８ １４ ９ １０８ ９３ ７８１０１ ９３ ７８ ６３ ４８ ３３

８２ ６１ ３９ １８ １４ ９１８ １４ ９ １４６ １２５ １０３１３９ １２５ １０３ ８２ ６１ ３９

１８ １４ ９１１５ ９９ ８３ ６７ ５０ ３４

９

１０９ ９９ ８３ ６７ ５０ ３４ １８ １４ ９

１０８ ８６ ６３ ４１ １８ １４４１

１６６ １４５１８１ １６６ １４５ １２３ １０１ ８０

１８ １４ ９１８ １４ ９

１９０ １７２ １４９ １２７ １０４ ８１ ５８ １０４ ８１ ５８ ４４ ２９４４ ２９ １９５ １７２ １４９ １２７

１２３ １０１ ８０ ５８ ４４ ２９５８ ４４ ２９ １８８

１８８ １６１ １３４

９９ ８５ ７２ ５８ ４４ ２９５８ ４４ ２９ １３９ １２６ １１２１３１ １２６ １１２ ９９ ８５ ７２

１８

１４０ １３１ １１６ １０２ ８７

１４ ９１８ １４ ９

２８６ ２４５ ２０４ １６３ １２２ ８２１６３ １２２ ８２ ４０８ ３６７ ３２６４０８ ３６７ ３２６

１８８ １６１ １３４ １０７ ８０ ５４１０７

９１８ １４ ９ １４６ １２５ １０３１３９ １２５ １０３ ８２ ６１ ３９

５８ ４４ ２９５８ ４４ ２９

９９ ８５ ７２ ５８ ４４ ２９５８ ４４ ２９ １３９ １２６ １１２１３１ １２６ １１２ ９９ ８５ ７２

１２３ １０１ ８０ ５８ ４４ ２９

４７

４４ ２９ １８８ １６６ １４５１８１ １６６ １４５ １２３ １０１ ８０

８０ ５４ ２６８ ２４１ ２１４２６８ ２４１ ２１４ １８８ １６１ １３４

８

１３５ １１６ ９７ ７７ ５８ ３９７７ ５８ ３９ １９３ １７４ １５４１９１ １７４ １５４ １３５ １１６ ９７

７９ ６８ ５７ ４５ ３４ ２３４５ ３４ ２３ １１３ １０２ ９０１０９ １０２ ９０ ７９ ６８ ５７

８

１４７ １３１ １０８ ８６ ６３

２８６ ２４５ ２０４ １６３ １２２ ８２１６３ １２２ ８２ ４０８ ３６７ ３２６４０８ ３６７ ３２６ ２８６

２９

１０９ ９９ ８３ ６７ ５０ ３４ １８ １４ ９

１１６ １０２ ８７ ７３ ５８ ４４７３ ５８ ４４ ２９ １４５ １３１

６３ ４８ ３３ １８ １４ ９１８ １４ ９ １０８ ９３

１８８ １６１ １３４ １０７ ８０ ５４１０７ ８０ ５４ ２６８ ２４１ ２１４２６８ ２４１ ２１４

２８６ ２４５ ２０４

７８１０１ ９３ ７８ ６３ ４８ ３３

８２ ６１ ３９ １８ １４

６３ ４１ １８ １４ ９

１９０ １７２ １４９ １２７ １０４

１４ ９ １５３ １３１ １０８ ８６

１８ １４ ９

１４７ １３１ １０８ ８６ ６３ ４１ １８

１１５ ９９ ８３ ６７ ５０ ３４

５８

１５ １１ ８１５ １１

５８ ４４ ２９

９５ ８０ ６４ ４７ ３１ １５ １１

１４５ １３１ １１６ １０２ ８７ ７３

２９

１４０ １３１ １１６ １０２ ８７ ７３ ５８ ４４ ２９

１４９ １２７ １０４ ８１ ５８ ４４８１ ５８ ４４ ２９ １９５ １７２

６０ ４５ ３０ １５ １１ ８１１ ８ １０５ ９０ ７５８９ ７５ ６０ ４５ ３０ １５

５８

３１ １５ １１ ８

４４ ２９５８ ４４ ２９

１１２ ９６ ８０ ６４



６類 対象麦 ６類 対象麦
うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
ビール麦 ビール麦

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
種子麦 種子麦

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦 対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦

円 円 円 円 円 円
７類 対象麦（秋まき） ７類 対象麦（秋まき）
８類 うち課税対象農業者に係るもの ８類 うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対係るも の うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
ビール麦（秋まき） ビール麦（秋まき）

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
種子麦（秋まき） 種子麦（秋まき）

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦（秋まき） 対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦（秋まき）

円 円 円 円 円 円
対象麦（春まき） 対象麦（春まき）

うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

ビール麦（春まき） ビール麦（春まき）
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦（春まき） 種子麦（春まき）
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦（春まき） 対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦（春まき）
円 円 円 円 円 円

９類 対象麦 ９類 対象麦
10類 うち課税対象農業者に係るもの 10類 うち課税対象農業者に係るもの
11類 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 11類 円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦 種子麦
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦及び種子麦以外の麦 対象麦及び種子麦以外の麦
円 円 円 円 円 円

12類 対象麦 12類 対象麦
13類 うち課税対象農業者に係るもの 13類 うち課税対象農業者に係るもの
14類 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 14類 円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦 種子麦
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦及び種子麦以外の麦 対象麦及び種子麦以外の麦
円 円 円 円 円 円

16類 対象麦（裸麦） 16類 対象麦（裸麦）
うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
種子麦（裸麦） 種子麦（裸麦）

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
対象麦及び種子麦以外の麦（裸麦） 対象麦及び種子麦以外の麦（裸麦）

円 円 円 円 円 円

備考： 備考：

３　この表において「課税対象農業者」とは、対象農業者のうち、免税対象農業者以外のものをいう。 ３　この表において「課税対象農業者」とは、対象農業者のうち、免税対象農業者以外のものをいう。

５　この表において「種子麦」とは、種子の用に供することを目的とする麦の耕作を行う耕地に係る麦をいう。 ５　この表において「種子麦」とは、種子の用に供することを目的とする麦の耕作を行う耕地に係る麦をいう。
６　この表において「ビール麦」とは、ビールの用に供することを目的とする麦の耕作を行う耕地に係る麦をいう。 ６　この表において「ビール麦」とは、ビールの用に供することを目的とする麦の耕作を行う耕地に係る麦をいう。

４　この表において「免税対象農業者」とは、対象農業者のうち、法第３条第５項の規定に基づき農林水産大臣が定める数量単
価について、免税事業者に対するものの適用を受け法第３条第１項第２号の交付金が交付されるものをいう。

４　この表において「免税対象農業者」とは、対象農業者のうち、法第３条第５項の規定に基づき農林水産大臣が
定める数量単価について、免税事業者に対するものの適用を受け法第３条第１項第２号の交付金が交付されるもの
をいう。

１８５ １６５ １４４ １２４ １０３

９６ ８２ ６９ ５５ ４１ ２７５５ ４１ ２７ １３７ １２３ １１０１３７ １２３ １１０ ９６ ８２ ６９

６８ ５０ ３３ １５ １１ ８１５ １１ ８ １２０ １０３ ８５１０４ １０３ ８５ ６８ ５０ ３３

１４４ １２４ １０３ ８２ ６２ ４１８２ ６２ ４１ ２０６ １８５ １６５２０６

１３５ １１６ ９７ ７７ ５８ ３９７７ ５８ ３９ １９３ １７４ １５４１９１ １７４ １５４ １３５ １１６ ９７

７９ ６８ ５７ ４５ ３４ ２３４５ ３４ ２３ １１３ １０２ ９０

３０ １５ １１ ８

１０９ １０２ ９０ ７９ ６８ ５７

１０５ ９０ ７５ ６０ ４５８９ ７５ ６０ ４５ ３０ １５ １１ ８

１５ １１ ８１１２ ９６ ８０ ６４ ４７ ３１

８１５ １１ ８ １２０ １０３ ８５１０４ １０３ ８５ ６８ ５０ ３３

５２ ３４ １５ １１ ８１１ ８ １２７ １０８ ９０ ７１１１０ １０８ ９０ ７１ ５２ ３４ １５

１５ １１ ８１５ １１ ８

１４０ １２０ １００ ８０ ６０ ４０１００ ８０ ６０ ２００ １８０ １６０２０２ ２００ １８０ １６０ １４０ １２０

５８ ４４ ２９ １５ １１ ８２９ １５ １１ １０１ ８７ ７２１１８ １０１ ８７ ７２ ５８ ４４

１２５ １０７ ９２ ７６ ６１ ８７６ ６１ ４６ ３０ １５ １１４６ ３０ １５ １１ １０７ ９２

８

８

４０

２１４ １９３ １７１２１４ １９３ １７１ １５０ １２８ １０７

７４ ５４ ３５ １６ １２ ８３５ １６ １２ １３１ １１２ ９３１３３ １３１ １１２ ９３ ７４ ５４

１５ １１ ８ １５ １１ ８

１６ １２ ８１４０ １１９ ９９ ７８ ５７ ３７１４２ １４０ １１９ ９９ ７８ ５７ ３７ １６ １２

８

８

１５１ １２９ １０８ ８６ ６５ ４３１０８ ８６ ６５ ２１５ １９４ １７２２１６ ２１５ １９４ １７２ １５１ １２９

７９ ５８ ３７ １６ １２ ８３７ １６ １２ １４１ １２０ ９９１４２ １４１ １２０ ９９ ７９ ５８

８１０５ ８３ ６１ ３８ １６ １２６１ ３８ １６ １２ １５０ １２８１５２ １５０ １２８ １０５ ８３

８

８

４３

 
１　この表において「区分」とは、農業保険法（昭和22年法律第185号）第136条第１項の農林水産大臣が定める区
分

.,

２　この表において「対象麦」とは、対象農業者（農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する
法律（平成18年法律第88号）第５条第１項の規定に基づき同法第３条第１項第２号の交付金の交付の申請をする者
であって、法第２条第４項各号に掲げる要件に該当するものをいう。以下同じ。）が耕作の業務を営む耕地に係る
麦をいう。

１６ １２ ８ １６ １２ ８

８

９５ ８０ ６４ ４７ ３１ １５ １１ ８

９０ ７１ ５２ ３４ １５ １１３４ １５ １１ ８ １２７ １０８

１５ １１ ８ １５ １１ ８

１５ １１ ８ １５ １１ ８

１４４ １２４ １０３ ８２

１１０ １０８ ９０ ７１ ５２

６２ ４１８２ ６２ ４１ ２０６ １８５ １６５２０６ １８５ １６５ １４４ １２４ １０３

９６ ８２ ６９ ５５ ４１ ２７５５ ４１ ２７ １３７ １２３ １１０１３７ １２３ １１０ ９６ ８２ ６９

６８ ５０ ３３ １５ １１

１６ １２ ８ １６ １２ ８

１５０ １２８ １０７ ８６ ６４ ４３８６ ６４ ４３



4 4
1 キログラム当たり共済金額の範囲 1 キログラム当たり共済金額の範囲

１類 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦 １類 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦
うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦

うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦 種子麦
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦及び種子麦以外の麦 対象麦及び種子麦以外の麦
円 円 円 円 円 円

２類 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦 ２類 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦
うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦

うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦 種子麦
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦及び種子麦以外の麦 対象麦及び種子麦以外の麦
円 円 円 円 円 円

３類 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦（秋まき） ３類 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦（秋まき）
４類 うち課税対象農業者に係るもの ４類 うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦（秋まき） パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦（秋まき）

うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦（秋まき） 種子麦（秋まき）
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦及び種子麦以外の麦（秋まき） 対象麦及び種子麦以外の麦（秋まき）
円 円 円 円 円 円

パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦（春まき） パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦（春まき）
うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦（春まき） パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦（春まき）

うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦（春まき） 種子麦（春まき）
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦及び種子麦以外の麦（春まき） 対象麦及び種子麦以外の麦（春まき）
円 円 円 円 円 円

５類 対象麦 ５類 対象麦
うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
ビール麦 ビール麦

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
種子麦 種子麦

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦 対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦

円 円 円 円 円 円

１１１ １０９ ９０ ７２ ５３ ３４ １５ １１ ８ １２８ １０９ ９０ ７２ ５３ ３４ １５ １１ ８

１３７ １１７ ９８ ７８ ５９ ３９７８ ５９ ３９ １９５ １７６ １５６１９３ １７６ １５６ １３７ １１７ ９８

８１ ７０ ５８ ４６ ３５ ２３４６ ３５ ２３ １１６

１９０ １７２ １４９ １２７ １０４ ８１ ５８ ４４ ２９ １９５ １７２ １４９ １２７ １０４ ８１ ５８ ４４ ２９

１４０ １３１ １１６ １０２ ８７ ７３ ５８ ４４ ２９ １４５ １３１ １１６ １０２ ８７ ７３ ５８ ４４ ２９

１６１ １４４ １２２ １００ ７８ ５６ ３４ ２６ １７ １６６ １４４ １２２ １００ ７８ ５６ ３４ ２６ １７

１２２ １１２ ９７ ８１ ６５ ５０ ３４ ２６ １７ １２８ １１２ ９７ ８１ ６５ ５０ ３４ ２６ １７

１９０ １７２ １４９ １２７ １０４ ８１ ５８ ４４ ２９ １９５ １７２ １４９ １２７ １０４ ８１ ５８ ４４ ２９

１４０ １３１ １１６ １０２ ８７ ７３ ５８ ４４ ２９ １４５ １３１ １１６ １０２ ８７ ７３ ５８ ４４ ２９

１６１ １４４ １２２ １００ ７８ ５６ ３４ ２６ １７ １６６ １４４ １２２ １００ ７８ ５６ ３４ ２６ １７

９７ ７６ ５５ ３４ ２６ １７３４ ２６ １７ １５９ １３８ １１７１５２ １３８ １１７ ９７ ７６ ５５

地域 宮城県 地域 宮城県
区分 区分

１７９ １５４ １２８ １０２ ７７ ５１１０２ ７７ ５１ ２５６ ２３０ ２０５２５６ ２３０ ２０５ １７９ １５４ １２８

７８ ６３ ４９ ３４ ２６ １７３４ ２６ １７ １２１ １０７ ９２１１３ １０７ ９２ ７８ ６３ ４９

１２２ １１２ ９７ ８１ ６５ ５０ ３４ ２６ １７ １２８ １１２ ９７ ８１ ６５ ５０ ３４ ２６ １７

１２３ １０１ ８０ ５８ ４４ ２９５８ ４４ ２９ １８８ １６６ １４５１８１ １６６ １４５ １２３ １０１ ８０

３４ ２６ １７３４ ２６ １７

１８８ １６１ １３４ １０７ ８０ ５４１０７ ８０ ５４ ２６８ ２４１ ２１４２６８ ２４１ ２１４ １８８ １６１ １３４

９９ ８５ ７２ ５８ ４４ ２９５８ ４４ ２９ １３９ １２６ １１２１３１ １２６ １１２ ９９ ８５ ７２

９７ ７６ ５５ ３４ ２６ １７３４ ２６ １７ １５９ １３８ １１７１５２ １３８ １１７ ９７ ７６ ５５

５８ ４４ ２９５８ ４４ ２９

１７９ １５４ １２８ １０２ ７７ ５１１０２ ７７ ５１ ２５６ ２３０ ２０５２５６ ２３０ ２０５ １７９ １５４ １２８

７８ ６３ ４９ ３４ ２６ １７３４ ２６ １７ １２１ １０７ ９２１１３ １０７ ９２ ７８ ６３ ４９

１２３ １０１ ８０ ５８ ４４ ２９５８ ４４ ２９ １８８ １６６ １４５１８１ １６６ １４５ １２３ １０１ ８０

３４ ２６ １７３４ ２６ １７

１８８ １６１ １３４ １０７ ８０ ５４１０７ ８０ ５４ ２６８ ２４１ ２１４２６８ ２４１ ２１４ １８８ １６１ １３４

９９ ８５ ７２ ５８ ４４ ２９５８ ４４ ２９ １３９ １２６ １１２１３１ １２６ １１２ ９９ ８５ ７２

６８ ５０ ３３ １５ １１ ８１５ １１ ８ １２１ １０３ ８６１０５ １０３ ８６ ６８ ５０ ３３

５８ ４４ ２９５８ ４４ ２９

１０４ ９３１１３ １０４ ９３ ８１ ７０ ５８

１５ １１ ８１５ １１ ８



６類 対象麦 ６類 対象麦
うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
ビール麦 ビール麦

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
種子麦 種子麦

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦 対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦

円 円 円 円 円 円
７類 対象麦（秋まき） ７類 対象麦（秋まき）
８類 うち課税対象農業者に係るもの ８類 うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
ビール麦（秋まき） ビール麦（秋まき）

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
種子麦（秋まき） 種子麦（秋まき）

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦（秋まき） 対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦（秋まき）

円 円 円 円 円 円
対象麦（春まき） 対象麦（春まき）

うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

ビール麦（春まき） ビール麦（春まき）
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦（春まき） 種子麦（春まき）
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦（春まき） 対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦（春まき）
円 円 円 円 円 円

９類 対象麦 ９類 対象麦
10類 うち課税対象農業者に係るもの 10類 うち課税対象農業者に係るもの
11類 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 11類 円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦 種子麦
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦及び種子麦以外の麦 対象麦及び種子麦以外の麦
円 円 円 円 円 円

12類 対象麦 12類 対象麦
13類 うち課税対象農業者に係るもの 13類 うち課税対象農業者に係るもの
14類 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 14類 円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦 種子麦
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦及び種子麦以外の麦 対象麦及び種子麦以外の麦
円 円 円 円 円 円

16類 対象麦（裸麦） 16類 対象麦（裸麦）
うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
種子麦（裸麦） 種子麦（裸麦）

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
対象麦及び種子麦以外の麦（裸麦） 対象麦及び種子麦以外の麦（裸麦）

円 円 円 円 円 円

備考： 備考：

３　この表において「課税対象農業者」とは、対象農業者のうち、免税対象農業者以外のものをいう。 ３　この表において「課税対象農業者」とは、対象農業者のうち、免税対象農業者以外のものをいう。

５　この表において「種子麦」とは、種子の用に供することを目的とする麦の耕作を行う耕地に係る麦をいう。 ５　この表において「種子麦」とは、種子の用に供することを目的とする麦の耕作を行う耕地に係る麦をいう。
６　この表において「ビール麦」とは、ビールの用に供することを目的とする麦の耕作を行う耕地に係る麦をいう。 ６　この表において「ビール麦」とは、ビールの用に供することを目的とする麦の耕作を行う耕地に係る麦をいう。

１２８ １０５ ８３ ６１ ３８ １６ １２ １５０ １２８ １０５ ８３ ６１ １２ ８

１３３ １１４ １００ ８５ ７１ ５６ ４２ ２７ ２０ １１４ １００ ８５ ７１ ５６ ４２ ２７ ２０ １４

１４２ １４０ １１９ ９９ ７８ ５７ ３７ １６ １２ １４０ １１９ ９９ ７８ ５７ ３７ １６ １２ ８

７４ ５４ ３５ １６ １２ ８３５ １６ １２ １３１

９９ ７９ ５８

１６ １２ ８ １６ １２ ８

１５０ １２８ １０７ ８６ ６４

１５２ １５０

１１０ １０８ ９０ ７１ ５２ ３４ １５ １１ ８ １２７ １０８ ９０ ７１ ５２ ３４ １５ １１ ８

６８ ５０ ３３ １５ １１ ８１５ １１ ８ １２０ １０３ ８５１０４ １０３ ８５ ６８ ５０ ３３

１５ １１ ８ １５ １１ ８

１４４ １２４ １０３ ８２ ６２ ４１８２ ６２ ４１ ２０６ １８５ １６５２０６ １８５ １６５ １４４ １２４ １０３

９６ ８２ ６９ ５５ ４１ ２７５５ ４１ ２７ １３７ １２３ １１０１３７ １２３ １１０ ９６ ８２ ６９

８１ ７０ ５８ ４６ ３５ ２３４６ ３５ ２３ １１６ １０４ ９３

３３ １５ １１ ８

１１３ １０４ ９３ ８１ ７０ ５８

８ １２１ １０３ ８６ ６８ ５０１０５ １０３ ８６ ６８ ５０ ３３ １５ １１

１１１ １０９ ９０ ７２ ５３ ３４ １５ １１ ８ １２８ １０９ ９０ ７２ ５３ ３４ １５ １１ ８

１５ １１ ８１５ １１ ８

１３７ １１７ ９８ ７８ ５９ ３９７８ ５９ ３９ １９５ １７６ １５６１９３ １７６ １５６ １３７ １１７ ９８

６８ ５０ ３３ １５ １１ ８１５ １１ ８ １２０ １０３ ８６１０４ １０３ ８５ ６８ ５０ ３３

１１０ １０８ ９０ ７１ ５２ ３４ １５ １１ ８ １２７ １０８ ９０ ７１ ５２ ３４ １５ １１ ８２１４

１５ １１ ８ １５ １１ ８

１４４ １２４ １０３ ８２ ６２ ４１８２ ６２ ４１ ２０６ １８５ １６５２０６ １８５ １６５ １４４ １２４ １０３

９６ ８２ ６９ ５５ ４１ ２７５５ ４１ ２７ １３７ １２３ １１０１３７ １２３ １１０ ９６ ８２ ６９

６４

６８ ５４ ４１ ２７ ２０ １４４１ ２７ ２０ １０８ ９５ ８１１２５ １０８ ９５ ８１ ６８ ５４

１２９ １０８ ８６ ６５ ４３１０８ ８６ ６５ ２１５ １９４ １７２２１６ ２１５ １９４ １７２ １５１ １２９

１１２ ９３１３３ １３１ １１２ ９３ ７４ ５４

２７ ２０ １４ ２７ ２０ １４

１６２ １３９ １１６ ９３ ７０ ４６１１６ ９３ ７０ ２３２ ２０９ １８６

３８ １６

２０９ １８６ １６２ １３９

７９ ５８ ３７ １６ １２ ８３７ １６ １２ １４１ １２０ ９９１４２ １４１ １２０

４３８６

４　この表において「免税対象農業者」とは、対象農業者のうち、法第３条第５項の規定に基づき農林水産大臣が定める数量単
価について、免税事業者に対するものの適用を受け法第３条第１項第２号の交付金が交付されるものをいう。

４　この表において「免税対象農業者」とは、対象農業者のうち、法第３条第５項の規定に基づき農林水産大臣が
定める数量単価について、免税事業者に対するものの適用を受け法第３条第１項第２号の交付金が交付されるもの
をいう。

４３ ２１４ １９３ １７１２１４ １９３ １７１ １５０ １２８ １０７

１　この表において「区分」とは、農業保険法（昭和22年法律第185号）第136条第１項の農林水産大臣が定める区分
　をいう。

１　この表において「区分」とは、農業保険法（昭和22年法律第185号）第136条第１項の農林水産大臣が定める区
分

２　この表において「対象麦」とは、対象農業者（農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律（平成18
年法律第88号）第５条第１項の規定に基づき同法第３条第１項第２号の交付金の交付の申請をする者であって、法第２条第４項
各号に掲げる要件に該当するものをいう。以下同じ。）が耕作の業務を営む耕地に係る麦をいう。

２　この表において「対象麦」とは、対象農業者（農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する
法律（平成18年法律第88号）第５条第１項の規定に基づき同法第３条第１項第２号の交付金の交付の申請をする者
であって、法第２条第４項各号に掲げる要件に該当するものをいう。以下同じ。）が耕作の業務を営む耕地に係る
麦をいう。

１６ １２ ８ １６ １２ ８

１５１

２３４ ２３２

１４

１４

４６

８

８

８

８

４３



5 5
1 キログラム当たり共済金額の範囲 1 キログラム当たり共済金額の範囲

１類 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦 １類 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦
うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦

うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦 種子麦
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦及び種子麦以外の麦 対象麦及び種子麦以外の麦
円 円 円 円 円 円

２類 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦 ２類 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦
うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦

うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦 種子麦
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦及び種子麦以外の麦 対象麦及び種子麦以外の麦
円 円 円 円 円 円

３類 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦（秋まき） ３類 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦（秋まき）
４類 うち課税対象農業者に係るもの ４類 うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦（秋まき） パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦（秋まき）

うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦（秋まき） 種子麦（秋まき）
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦及び種子麦以外の麦（秋まき） 対象麦及び種子麦以外の麦（秋まき）
円 円 円 円 円 円

パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦（春まき） パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦（春まき）
うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦（春まき） パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦（春まき）

うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦（春まき） 種子麦（春まき）
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦及び種子麦以外の麦（春まき） 対象麦及び種子麦以外の麦（春まき）
円 円 円 円 円 円

５類 対象麦 ５類 対象麦
うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
ビール麦 ビール麦

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
種子麦 種子麦

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦 対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦

円 円 円 円 円 円

２４１ ２１４２６８ ２４１ ２１４ １８８ １６１ １３４

９９ ８５

３７

２４１ ２１４２６８ ２４１ ２１４ １８８ １６１ １３４

９９ ８５

１８０ １６０２００ １８０ １６０ １４０ １２０ １００

５５ ４２

９２ ８４ ７１ ５８ ４４ ３１ １８ １４ ９ ９７ ８４ ７１ ５８ ４４

１４０ １３１ １１６ １０２ ８７ ７３ ５８ ４４ ２９ １４５ １３１ １１６ １０２ ８７

９２ ８４ ７１

１８０ １６０２００ １８０ １６０ １４０ １２０ １００

５５ ４２ ３０ １８ １４ ９１８ １４ ９ ９１ ７９ ６７８３ ７９ ６７ ５５ ４２ ３０

７６ ５７ ３７ １８ １４ ９１８ １４ ９ １３４ １１５ ９５１２７ １１５ ９５ ７６ ５７

７２ ５８ ４４ ２９５８ ４４ ２９ １３９ １２６ １１２１３１ １２６ １１２ ９９ ８５ ７２

１２３ １０１ ８０ ５８ ４４ ２９５８ ４４ ２９ １８８ １６６ １４５１８１ １６６ １４５ １２３ １０１ ８０

３０ １８ １４ ９１８ １４ ９ ９１ ７９ ６７８３ ７９ ６７ ５５ ４２ ３０

７６ ５７ ３７ １８ １４ ９１８ １４ ９ １３４ １１５ ９５１２７ １１５ ９５ ７６ ５７ ３７

７２ ５８ ４４ ２９５８ ４４ ２９ １３９ １２６ １１２１３１ １２６ １１２ ９９ ８５ ７２

１２３ １０１ ８０ ５８ ４４ ２９５８ ４４ ２９ １８８ １６６ １４５１８１ １６６ １４５ １２３ １０１ ８０

７９ ６８ ５７ ４５ ３４ ２３４５ ３４ ２３ １１３ １０２ ９０１０９ １０２ ９０ ７９ ６８ ５７

６０ ４５ ３０ １５ １１ ８１１ ８ １０５ ９０ ７５８９ ７５ ６０ ４５ ３０ １５

１５ １１ ８１５ １１ ８

１３５ １１６ ９７ ７７ ５８ ３９７７ ５８ ３９ １９３ １７４ １５４１９１ １７４ １５４ １３５ １１６ ９７

１３５ １２１ １００ ８０ ５９ ３９ １８ １４ ９ １４１ １２１ １００ ８０ ５９ ３９ １８ １４ ９

地域 秋田県 地域 秋田県
区分 区分

３１ １８ １４ ９

１９０ １７２ １４９ １２７ １０４ ８１ ５８ ４４ ２９ １９５ １７２ １４９ １２７ １０４ ８１ ５８ ４４ ２９

１８ １４ ９１８ １４ ９

１４０ １２０ １００ ８０ ６０ ４０８０ ６０ ４０ ２００

７３ ５８ ４４ ２９

１３５ １２１ １００ ８０ ５９ ３９ １８ １４ ９ １４１ １２１ １００ ８０ ５９ ３９ １８ １４ ９

５８ ４４ ２９５８ ４４ ２９

１８８ １６１ １３４ １０７ ８０ ５４１０７ ８０ ５４ ２６８

５８ ４４ ３１ １８ １４ ９ ９７ ８４ ７１ ５８ ４４ ３１ １８ １４ ９

１９０ １７２ １４９ １２７ １０４ ８１ ５８ ４４ ２９ １９５ １７２ １４９ １２７ １０４ ８１ ５８ ４４ ２９

１８ １４ ９１８ １４ ９

１４０ １２０ １００ ８０ ６０ ４０８０ ６０ ４０ ２００

１４０ １３１ １１６ １０２ ８７ ７３ ５８ ４４ ２９ １４５ １３１ １１６ １０２ ８７ ７３ ５８ ４４ ２９

９５ ８０ ６４ ４７ ３１ １５ １１ ８ １１２ ９６ ８０ ６４ ４７ ３１ １５ １１ ８

５８ ４４ ２９５８ ４４ ２９

１８８ １６１ １３４ １０７ ８０ ５４１０７ ８０ ５４ ２６８



６類 対象麦 ６類 対象麦
うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
ビール麦 ビール麦

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
種子麦 種子麦

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦 対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦

円 円 円 円 円 円
７類 対象麦（秋まき） ７類 対象麦（秋まき）
８類 うち課税対象農業者に係るもの ８類 うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
ビール麦（秋まき） ビール麦（秋まき）

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
種子麦（秋まき） 種子麦（秋まき）

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦 対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦

円 円 円 円 円 円
対象麦（春まき） 対象麦（春まき）

うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

ビール麦（春まき） ビール麦（春まき）
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦（春まき） 種子麦（春まき）
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦（春まき） 対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦（春まき）
円 円 円 円 円 円

９類 対象麦 ９類 対象麦
10類 うち課税対象農業者に係るもの 10類 うち課税対象農業者に係るもの
11類 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 11類 円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦 種子麦
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦及び種子麦以外の麦 対象麦及び種子麦以外の麦
円 円 円 円 円 円

12類 対象麦 12類 対象麦
13類 うち課税対象農業者に係るもの 13類 うち課税対象農業者に係るもの
14類 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 14類 円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦 種子麦
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦及び種子麦以外の麦 対象麦及び種子麦以外の麦
円 円 円 円 円 円

16類 対象麦（裸麦） 16類 対象麦（裸麦）
うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
種子麦（裸麦） 種子麦（裸麦）

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
対象麦及び種子麦以外の麦（裸麦） 対象麦及び種子麦以外の麦（裸麦）

円 円 円 円 円 円

備考： 備考：

３　この表において「課税対象農業者」とは、対象農業者のうち、免税対象農業者以外のものをいう。 ３　この表において「課税対象農業者」とは、対象農業者のうち、免税対象農業者以外のものをいう。

５　この表において「種子麦」とは、種子の用に供することを目的とする麦の耕作を行う耕地に係る麦をいう。 ５　この表において「種子麦」とは、種子の用に供することを目的とする麦の耕作を行う耕地に係る麦をいう。
６　この表において「ビール麦」とは、ビールの用に供することを目的とする麦の耕作を行う耕地に係る麦をいう。 ６　この表において「ビール麦」とは、ビールの用に供することを目的とする麦の耕作を行う耕地に係る麦をいう。

６８ ５０ ３３ １５ １１ ８１５ １１ ８ １２０ １０３ ８５１０４ １０３ ８５ ６８ ５０ ３３

１１０ １０８ ９０ ７１ ５２ ３４ １５ １１ ８ １２７ １０８ ９０ ７１ ５２ ３４ １５ １１ ８

１５ １１ ８ １５ １１ ８

１４４ １２４ １０３ ８２ ６２ ４１８２ ６２ ４１ ２０６ １８５ １６５２０６ １８５ １６５ １４４ １２４ １０３

９６ ８２ ６９ ５５ ４１ ２７５５ ４１ ２７ １３７ １２３ １１０１３７ １２３ １１０ ９６ ８２ ６９

１５

７９ ６８ ５７ ４５ ３４ ２３４５ ３４ ２３ １１３ １０２ ９０

３０ １５ １１ ８

１０９ １０２ ９０ ７９ ６８ ５７

１０５ ９０ ７５ ６０ ４５

９５ ８０ ６４ ４７ ３１ １５ １１ ８ １１２ ９６ ８０ ６４ ４７ ３１ １５ １１ ８

８９ ７５ ６０ ４５ ３０ １５ １１ ８

５４

１４４ １２４ １０３

９６

１１０ １０８ ９０ ７１ ５２ ３４ １５ １１ ８ １２７ １０８ ９０ ７１ ５２ ３４ １５ １１ ８

１３５ １１６ ９７ ７７ ５８ ３９７７ ５８ ３９ １９３ １７４ １５４１９１ １７４ １５４ １３５ １１６ ９７

６８ ５０ ３３ １５ １１ ８１５ １１ ８ １２０ １０３ ８５１０４ １０３ ８５ ６８ ５０ ３３

８２ ６２ ４１ ２０６ １８５ １６５２０６ １８５ １６５

１１ ８１５ １１ ８

１０４ ８７ ７５ ６３ ５１ ３９

１５ １１ ８ １５ １１ ８

１１２ ９３ ８０ ６７ ５４ ４１ ２８ １５ １１ ９３ ８０ ６７

８

８

７４ ５４ ３５ １６ １２ ８３５ １６ １２ １３１ １１２ ９３１３３ １３１ １１２ ９３ ７４ ５４

１４２ １４０ １１９ ９９ ７８ ５７ ３７ １６ １２ １４０ １１９ ９９ ７８ ５７ ３７ １６ １２ ８

１５２ １５０ １２８ １０５ ８３ ６１ ３８ １６ １２ １５０ １２８ １０５ ８３ ６１ ３８ １６ １２ ８

１６ １２ ８ １６ １２ ８

１５０ １２８ １０７ ８６ ６４ ４３８６ ６４ ４３ ２１４ １９３ １７１２１４ １９３ １７１ １５０ １２８ １０７

７９ ５８ ３７ １６ １２ ８３７ １６ １２ １４１ １２０ ９９１４２ １４１ １２０ ９９ ７９ ５８

１６ １２ ８ １６ １２ ８

１　この表において「区分」とは、農業保険法（昭和22年法律第185号）第136条第１項の農林水産大臣が定める区分
　をいう。

１　この表において「区分」とは、農業保険法（昭和22年法律第185号）第136条第１項の農林水産大臣が定める区
分

２　この表において「対象麦」とは、対象農業者（農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律（平成18
年法律第88号）第５条第１項の規定に基づき同法第３条第１項第２号の交付金の交付の申請をする者であって、法第２条第４項
各号に掲げる要件に該当するものをいう。以下同じ。）が耕作の業務を営む耕地に係る麦をいう。

２　この表において「対象麦」とは、対象農業者（農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する
法律（平成18年法律第88号）第５条第１項の規定に基づき同法第３条第１項第２号の交付金の交付の申請をする者
であって、法第２条第４項各号に掲げる要件に該当するものをいう。以下同じ。）が耕作の業務を営む耕地に係る
麦をいう。

４　この表において「免税対象農業者」とは、対象農業者のうち、法第３条第５項の規定に基づき農林水産大臣が定める数量単
価について、免税事業者に対するものの適用を受け法第３条第１項第２号の交付金が交付されるものをいう。

４　この表において「免税対象農業者」とは、対象農業者のうち、法第３条第５項の規定に基づき農林水産大臣が
定める数量単価について、免税事業者に対するものの適用を受け法第３条第１項第２号の交付金が交付されるもの
をいう。

１５１ １２９ １０８ ８６ ６５ ４３１０８ ８６ ６５ ２１５ １９４ １７２２１６ ２１５ １９４ １７２ １５１ １２９

８２ ６９ ５５ ４１ ２７５５ ４１ ２７ １３７

１５ １１ ８ １５ １１ ８

１３９ １１９ ９９ ７９ ５９ ４０９９ ７９ ５９ １９８ １７８ １５８２００ １９８ １７８ １５８ １３９ １１９

５１ ３９ ２７ １５ １１ ８２７ １５ １１ ８７ ７５ ６３

４１ ２８ １５ １１ ８

１２３ １１０１３７ １２３ １１０ ９６ ８２ ６９

１４４ １２４ １０３ ８２ ６２ ４１

４０

８

８

８

８

４３



6 6
1 キログラム当たり共済金額の範囲 1 キログラム当たり共済金額の範囲

１類 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦 １類 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦
うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦

うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦 種子麦
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦及び種子麦以外の麦 対象麦及び種子麦以外の麦
円 円 円 円 円 円

２類 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦 ２類 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦
うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦

うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦 種子麦
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦及び種子麦以外の麦 対象麦及び種子麦以外の麦
円 円 円 円 円 円

３類 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦（秋まき） ３類 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦（秋まき）
４類 うち課税対象農業者に係るもの ４類 うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦（秋まき） パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦（秋まき）

うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦（秋まき） 種子麦（秋まき）
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦及び種子麦以外の麦（秋まき） 対象麦及び種子麦以外の麦（秋まき）
円 円 円 円 円 円

パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦（春まき） パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦（春まき）
うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦（春まき） パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦（春まき）

うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦（春まき） 種子麦（春まき）
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦及び種子麦以外の麦（春まき） 対象麦及び種子麦以外の麦（春まき）
円 円 円 円 円 円

５類 対象麦 ５類 対象麦
うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
ビール麦 ビール麦

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
種子麦 種子麦

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦 対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦

円 円 円 円 円 円

地域 山形県 地域 山形県
区分 区分

１１９ １０２ ８５ ６８ ５１ ３４６８ ５１ ３４ １７０ １５３ １３６１６７ １５３ １３６ １１９ １０２ ８５

５１ ４０ ２９ １８ １４ ９１８ １４ ９ ８３ ７２ ６１７５ ７２ ６１ ５１ ４０ ２９

７７ ６５ ５４ ４２ ３０ １８ １４ ９

１２３ １０１ ８０ ５８ ４４ ２９５８ ４４ ２９ １８８ １６６ １４５１８１ １６６ １４５ １２３ １０１ ８０

１８ １４ ９１８ １４ ９

１８８ １６１ １３４ １０７ ８０ ５４１０７ ８０ ５４ ２６８ ２４１ ２１４２６８ ２４１ ２１４ １８８ １６１ １３４

９９ ８５ ７２ ５８ ４４ ２９５８ ４４ ２９ １３９ １２６ １１２１３１ １２６ １１２ ９９ ８５ ７２

１４０ １３１ １１６ １０２ ８７ ７３ ５８ ４４ ２９ １４５ １３１ １１６ １０２ ８７ ７３ ５８ ４４ ２９

７４ ５５ ３７ １８ １４ ９１８ １４ ９ １３０ １１１ ９３１２３ １１１ ９３ ７４ ５５ ３７

５８ ４４ ２９５８ ４４ ２９

１１９ １０２ ８５ ６８ ５１ ３４６８ ５１ ３４ １７０ １５３ １３６１６７ １５３ １３６ １１９ １０２ ８５

５１ ４０ ２９ １８ １４ ９１８ １４ ９ ８３ ７２ ６１７５ ７２ ６１ ５１ ４０ ２９

１２３ １０１ ８０ ５８ ４４ ２９５８ ４４ ２９ １８８ １６６ １４５１８１ １６６ １４５ １２３ １０１ ８０

１８ １４ ９１８ １４ ９

１８８ １６１ １３４ １０７ ８０ ５４１０７ ８０ ５４ ２６８ ２４１ ２１４２６８ ２４１ ２１４ １８８ １６１ １３４

９９ ８５ ７２ ５８ ４４ ２９５８ ４４ ２９ １３９ １２６ １１２１３１ １２６ １１２ ９９ ８５ ７２

６０ ４５ ３０ １５ １１ ８１１ ８ １０５ ９０ ７５８９ ７５ ６０ ４５ ３０ １５

５８ ４４ ２９５８ ４４ ２９

１１ ８１５ １１ ８

１３５ １１６ ９７ ７７ ５８ ３９７７ ５８ ３９ １９３ １７４ １５４１９１ １７４ １５４ １３５ １１６ ９７

７９ ６８ ５７ ４５ ３４ ２３４５ ３４ ２３ １１３ １０２ ９０１０９ １０２ ９０ ７９ ６８ ５７

７４ ５５ ３７ １８ １４ ９１８ １４ ９ １３０ １１１ ９３１２３ １１１ ９３ ７４ ５５ ３７

１９０ １７２ １４９ １２７ １０４ ８１ ５８ ４４ ２９ １９５ １７２ １４９ １２７ １０４ ８１ ５８ ４４ ２９

１３２ １１７ ９７ ７８ ５８ ３８ １８ １４ ９ １３７ １１７ ９７ ７８ ５８ ３８ １８ １４ ９

８４ ７７ ６５ ５４ ４２ ３０ １８ １４ ９ ８９

１３２ １１７ ９７ ７８ ５８ ３８ １８ １４ ９ １３７ １１７ ９７ ７８ ５８ ３８ １８ １４ ９

８４ ７７ ６５ ５４ ４２ ３０ １８ １４ ９ ８９ ７７ ６５ ５４ ４２ ３０ １８ １４ ９

１９０ １７２ １４９ １２７ １０４ ８１ ５８ ４４ ２９ １９５ １７２ １４９ １２７ １０４ ８１ ５８ ４４ ２９

１４０ １３１ １１６ １０２ ８７ ７２ ５８ ４４ ２９ １４５ １３１ １１６ １０２ ８７ ７３ ５８ ４４ ２９

９５ ８０ ６４ ４７ ３１ １５ １１ ８ １１２ ９６ ８０ ６４ ４７ ３１ １５ １１ ８

１５



６類 対象麦 ６類 対象麦
うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
ビール麦 ビール麦

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
種子麦 種子麦

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦 対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦

円 円 円 円 円 円
７類 対象麦（秋まき） ７類 対象麦（秋まき）
８類 うち課税対象農業者に係るもの ８類 うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
ビール麦（秋まき） ビール麦

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
種子麦（秋まき） 種子麦

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦（秋まき） 対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦

円 円 円 円 円 円
対象麦（春まき） 対象麦（春まき）

うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

ビール麦 ビール麦（春まき）
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦 種子麦（春まき）
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦（春まき） 対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦（春まき）
円 円 円 円 円 円

９類 対象麦 ９類 対象麦
10類 うち課税対象農業者に係るもの 10類 うち課税対象農業者に係るもの
11類 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 11類 円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦 種子麦
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦及び種子麦以外の麦 対象麦及び種子麦以外の麦
円 円 円 円 円 円

12類 対象麦 12類 対象麦
13類 うち課税対象農業者に係るもの 13類 うち課税対象農業者に係るもの
14類 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 14類 円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦 種子麦
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦及び種子麦以外の麦 対象麦及び種子麦以外の麦
円 円 円 円 円 円

16類 対象麦（裸麦） 16類 対象麦（裸麦）
うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
種子麦（裸麦） 種子麦（裸麦）

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
対象麦及び種子麦以外の麦（裸麦） 対象麦及び種子麦以外の麦（裸麦）

円 円 円 円 円 円

備考： 備考：

３　この表において「課税対象農業者」とは、対象農業者のうち、免税対象農業者以外のものをいう。 ３　この表において「課税対象農業者」とは、対象農業者のうち、免税対象農業者以外のものをいう。

５　この表において「種子麦」とは、種子の用に供することを目的とする麦の耕作を行う耕地に係る麦をいう。 ５　この表において「種子麦」とは、種子の用に供することを目的とする麦の耕作を行う耕地に係る麦をいう。
６　この表において「ビール麦」とは、ビールの用に供することを目的とする麦の耕作を行う耕地に係る麦をいう。 ６　この表において「ビール麦」とは、ビールの用に供することを目的とする麦の耕作を行う耕地に係る麦をいう。

１５ １１ ８ １５ １１ ８

１４４ １２４ １０３ ８２ ６２ ４１８２ ６２ ４１ ２０６ １８５ １６５２０６ １８５ １６５ １４４ １２４ １０３

９６ ８２ ６９ ５５ ４１ ２７５５ ４１ ２７ １３７ １２３ １１０１３７ １２３ １１０ ９６ ８２ ６９

７９ ６８ ５７ ４５ ３４ ２７４５ ３４ ２３ １１３ １０２ ９０

３０ １５ １１ ８

１０９ １０２ ９０ ７９ ６８ ５７

１０５ ９０ ７５ ６０ ４５８９ ７５ ６０ ４５ ３０ １５ １１ ８

９５ ８０ ６４ ４７ ３１ １５ １１ ８ １１２ ９６ ８０ ６４ ４７ ３１ １５ １１ ８

１５ １１ ８１５ １１ ８

１３５ １１６ ９７ ７７ ５８ ３９７７ ５８ ３９ １９３ １７４ １５４１９１ １７４ １５４ １３５ １１６ ９７

６８ ５０ ３３ １５ １１ ８１５ １１ ８ １２０ １０３ ８５１０４ １０３ ８５ ６８ ５０ ３３

１１０ １０８ ９０ ７１ ５２ ３４ １５ １１ ８ １２７ １０８ ９０ ７１ ５２ ３４ １５ １１ ８

１４４ １２４ １０３ ８２ ６２ ４１８２ ６２ ４１ ２０６ １８５ １６５２０６ １８５ １６５ １４４ １２４ １０３

９６ ８２ ６９ ５５ ４１ ２７５５ ４１ ２７ １３７ １２３ １１０１３７ １２３ １１０ ９６ ８２ ６９

５９ ４０９９ ７９ ５９ １９８ １７８ １５８２００ １９８ １７８ １５８ １３９ １１９

５２ ３９ ２７ １５ １１ ８２７ １５ １１ ８８ ７６ ６４１０５ ８８ ７６ ６４ ５２ ３９

１５ １１ ８ １５ １１ ８

１１３ ９４ ８１ ６８ ５５ ４１ ２８ １５ １１ ９４ ８１ ６８ ５５ ４１ ２８ １５ １１ ８

８

８

４０

７９ ５８ ３７ １６ １２ ８３７ １６ １２ １４１ １２０ ９９１４２ １４１ １２０ ９９ ７９ ５８

１６ １２ ８ １６ １２ ８

１５０ １２８ １０７ ８６ ６４ ４３８６ ６４ ４３ ２１４ １９３ １７１２１４ １９３ １７１ １５０ １２８ １０７

８

１６ １２ ８ １６ １２ ８

１５１ １２９ １０８ ８６ ６４ ４３１０８ ８６ ６５ ２１５ １９４ １７２２１６ ２１５ １９４ １７２ １５１ １２９

１　この表において「区分」とは、農業保険法（昭和22年法律第185号）第136条第１項の農林水産大臣が定める区分
　をいう。

１　この表において「区分」とは、農業保険法（昭和22年法律第185号）第136条第１項の農林水産大臣が定める区
分

２　この表において「対象麦」とは、対象農業者（農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律（平成18
年法律第88号）第５条第１項の規定に基づき同法第３条第１項第２号の交付金の交付の申請をする者であって、法第２条第４項
各号に掲げる要件に該当するものをいう。以下同じ。）が耕作の業務を営む耕地に係る麦をいう。

２　この表において「対象麦」とは、対象農業者（農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する
法律（平成18年法律第88号）第５条第１項の規定に基づき同法第３条第１項第２号の交付金の交付の申請をする者
であって、法第２条第４項各号に掲げる要件に該当するものをいう。以下同じ。）が耕作の業務を営む耕地に係る
麦をいう。

４　この表において「免税対象農業者」とは、対象農業者のうち、法第３条第５項の規定に基づき農林水産大臣が定める数量単
価について、免税事業者に対するものの適用を受け法第３条第１項第２号の交付金が交付されるものをいう。

４　この表において「免税対象農業者」とは、対象農業者のうち、法第３条第５項の規定に基づき農林水産大臣が
定める数量単価について、免税事業者に対するものの適用を受け法第３条第１項第２号の交付金が交付されるもの
をいう。

１１０ １０８ ９０ ７１ ５２ ３４ １５ １１ ８ １２７ １０８ ９０ ７１ ５２ ３４ １５ １１ ８

６８ ５０ ３３ １５ １１ ８１５ １１ ８ １２０ １０３ ８５１０４ １０３ ８５ ６８ ５０ ３３

１４２ １４０ １１９ ９９ ７８ ５７ ３７ １６ １２ １４０ １１９ ９９ ７８ ５７ ３７ １６ １２ ８

７４ ５４ ３５ １６ １２ ８３５ １６ １２ １３１ １１２ ９３１３３ １３１ １１２ ９３ ７４ ５４ ８

８

１５ １１ ８ １５ １１ ８

１３９ １１９ ９９ ７９

１５２ １５０ １２８ １０５ ８３ ６１ ３８ １６ １２ １５０ １２８ １０５ ８３ ６１ ３８ １６ １２ ８８

４３



7 7
1 キログラム当たり共済金額の範囲 1 キログラム当たり共済金額の範囲

１類 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦 １類 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦
うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦

うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦 種子麦
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦及び種子麦以外の麦 対象麦及び種子麦以外の麦
円 円 円 円 円 円

２類 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦 ２類 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦
うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦

うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦 種子麦
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦及び種子麦以外の麦 対象麦及び種子麦以外の麦
円 円 円 円 円 円

３類 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦（秋まき） ３類 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦（秋まき）
４類 うち課税対象農業者に係るもの ４類 うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦（秋まき） パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦（秋まき）

うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦（秋まき） 種子麦（秋まき）
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦及び種子麦以外の麦（秋まき） 対象麦及び種子麦以外の麦（秋まき）
円 円 円 円 円 円

パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦（春まき） パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦（春まき）
うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦（春まき） パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦（春まき）

うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦（春まき） 種子麦（春まき）
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦及び種子麦以外の麦（春まき） 対象麦及び種子麦以外の麦（春まき）
円 円 円 円 円 円

５類 対象麦 ５類 対象麦
うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
ビール麦 ビール麦

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
種子麦 種子麦

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦 対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦

円 円 円 円 円 円

地域 福島県 地域 福島県
区分 区分

５５ ４３ ３０ １８ １４ ９１８ １４ ９ ９２ ８０ ６７８５ ８０ ６７ ５５ ４３ ３０

７５ ５６ ３７ １８ １４ ９１８ １４ ９ １３２ １１３ ９４１２５ １１３ ９４ ７５ ５６ ３７

１８１ １６６ １４５ １２３ １０１

１８ １４ ９

１１４ ８６ ５７

１８ １４ ９

２８５ ２５７ ２２８ ２００ １７１ １４３２８５ ２５７ ２２８ ２００ １７１ １４３ １１４ ８６ ５７

５８ ４４ ２９

２６８ ２４１ ２１４ １８８ １６１ １３４ １０７

１３９ １２６ １１２ ９９ ８５ ７２

２９

１３１ １２６ １１２ ９９ ８５ ７２ ５８ ４４ ２９

１４５ １２３ １０１ ８０ ５８ ４４８０ ５８ ４４ ２９ １８８ １６６

１０４ ８１ ５８ ４４ ２９ １９５ １７２ １４９ １２７ １０４

５８ ４４

９３ ８６ ７２ ５９ ４５ ３２ １８ １４ ９ ９９

１６１ １３４ １０７ ８０ ５４

５８ ４４ ２９

８０ ５４ ２６８ ２４１ ２１４ １８８

５６ ３７ １８ １４ ９

２９

８０ ５８

１８ １４ ９

５７

１８ １４ ９

２２８ ２００ １７１ １４３ １１４ ８６１４３ １１４ ８６ ５７ ２８５ ２５７

４３ ３０ １８ １４ ９

２８５ ２５７ ２２８ ２００ １７１

１４ ９ ９２ ８０ ６７ ５５８５ ８０ ６７ ５５ ４３ ３０ １８

８６ ７２ ５９ ４５ ３２ １８ １４ ９

１０１ ８０

８９ ７５ ６０ ４５ ３０

５８ ４４ ２９

１０７ ８０ ５４

５８ ４４ ２９

２６８ ２４１ ２１４ １８８ １６１ １３４

２９

２６８ ２４１ ２１４ １８８ １６１ １３４ １０７ ８０ ５４

１１２ ９９ ８５ ７２ ５８ ４４７２ ５８ ４４ ２９ １３９ １２６１３１ １２６ １１２ ９９ ８５

１１６ ９７ ７７ ５８ ３９

１５ １１ ８

５８ ３９ １９３ １７４ １５４ １３５

４５ ３４ ２３

１９１ １７４ １５４ １３５ １１６ ９７ ７７

１１３ １０２ ９０ ７９ ６８ ５７

８

１０９ １０２ ９０ ７９ ６８ ５７ ４５ ３４ ２３

７５ ６０ ４５ ３０ １５ １１１５ １１ ８ １０５ ９０

９５ ８０ ６４ ４７ ３１ １５ １１ ８ １１２

８１５ １１

１３４ １１９ ９９ ７９ ５８ ３８ １８ １４ ９ １３９ １１９ ９９ ７９ ５８ ３８ １８ １４ ９

９３ ８６ ７２ ５９ ４５ ３２ １８ １４ ９ ９９ ８６ ７２ ５９ ４５ ３２ １８ １４ ９

１９０ １７２ １４９ １２７ ８１ ５８ ４４ ２９

１４０ １３１ １１６ １０２ ８７ ７３ ５８ ４４ ２９ １４５ １３１ １１６ １０２ ８７ ７３ ５８ ４４ ２９

１３４ １１９ ９９ ７９ ５８ ３８ １８ １４ ９ １３９ １１９ ９９ ７９ ５８ ３８ １８ １４ ９

１８ １４ ９１３２ １１３ ９４ ７５ ５６ ３７１２５ １１３ ９４ ７５

１８１ １６６ １４５ １２３ １０１

９６ ８０ ６４ ４７ ３１ １５ １１ ８

１９０ １７２ １４９ １２７ １０４ ８１ ５８ ４４ ２９ １９５ １７２ １４９ １２７ １０４ ８１ ５８ ４４ ２９

１４０ １３１ １１６ １０２ ８７ ７３ ５８ ４４ ２９ １４５ １３１ １１６

５８ ４４ ２９４４ ２９ １８８ １６６ １４５ １２３

１０２ ８７ ７３ ５８ ４４ ２９



６類 対象麦 ６類 対象麦
うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
ビール麦 ビール麦

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
種子麦 種子麦

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦 対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦

円 円 円 円 円 円
７類 対象麦（秋まき） ７類 対象麦（秋まき）
８類 うち課税対象農業者に係るもの ８類 うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
ビール麦（秋まき） ビール麦（秋まき）

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
種子麦（秋まき） 種子麦（秋まき）

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦（秋まき） 対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦（秋まき）

円 円 円 円 円 円
対象麦（春まき） 対象麦（春まき）

うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

ビール麦（春まき） ビール麦（春まき）
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦（春まき） 種子麦（春まき）
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦（春まき） 対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦（春まき）
円 円 円 円 円 円

９類 対象麦 ９類 対象麦
10類 うち課税対象農業者に係るもの 10類 うち課税対象農業者に係るもの
11類 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 11類 円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦 種子麦
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦及び種子麦以外の麦 対象麦及び種子麦以外の麦
円 円 円 円 円 円

12類 対象麦 12類 対象麦
13類 うち課税対象農業者に係るもの 13類 うち課税対象農業者に係るもの
14類 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 14類 円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦 種子麦
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦及び種子麦以外の麦 対象麦及び種子麦以外の麦
円 円 円 円 円 円

16類 対象麦（裸麦） 16類 対象麦（裸麦）
うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
種子麦（裸麦） 種子麦（裸麦）

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
対象麦及び種子麦以外の麦（裸麦） 対象麦及び種子麦以外の麦（裸麦）

円 円 円 円 円 円

備考： 備考：

３　この表において「課税対象農業者」とは、対象農業者のうち、免税対象農業者以外のものをいう。 ３　この表において「課税対象農業者」とは、対象農業者のうち、免税対象農業者以外のものをいう。

５　この表において「種子麦」とは、種子の用に供することを目的とする麦の耕作を行う耕地に係る麦をいう。 ５　この表において「種子麦」とは、種子の用に供することを目的とする麦の耕作を行う耕地に係る麦をいう。
６　この表において「ビール麦」とは、ビールの用に供することを目的とする麦の耕作を行う耕地に係る麦をいう。 ６　この表において「ビール麦」とは、ビールの用に供することを目的とする麦の耕作を行う耕地に係る麦をいう。

８

１３７ １２３ １１０ ９６ ８２ ６９ ５５

１２０ １０３ ８５ ６８ ５０ ３３１０４ １０３ ８５ ６８ ５０ ３３ １５ １１ ８

１１６ ９７ ７７ ５８ ３９

１５ １１ ８

５８ ３９ １９３ １７４ １５４ １３５

４５ ３４ ２３

１９１ １７４ １５４ １３５ １１６ ９７ ７７

１１３ １０２ ９０ ７９ ６８ ５７

８

１０９ １０２ ９０ ７９ ６８ ５７ ４５ ３４ ２３

７５ ６０ ４５ ３０ １５ １１１５ １１ ８ １０５ ９０８９ ７５ ６０ ４５ ３０

９５ ８０ ６４ ４７ ３１

１５ １１ ８

１３７ １２３ １１０ ９６ ８２ ６９ ５５

１２０ １０３ ８５ ６８ ５０ ３３１０４ １０３ ８５ ６８ ５０ ３３ １５ １１ ８

８１５ １１

１１０ １０８ ９０ ７１ ５２ ３４ １５ １１ ８ １２７ １０８ ９０ ７１ ５２ ３４ １５ １１ ８

４１

１５ １１ ８ １５ １１ ８

１６５ １４４ １２４ １０３ ８２ ６２１０３ ８２ ６２ ４１ ２０６ １８５

８２ ６９ ５５ ４１ ２７

２０６ １８５ １６５ １４４ １２４

４１ ２７ １３７ １２３ １１０ ９６

１５ １１ ８ １５ １１ ８

１３９ １１９ １００ ８０ ６０ ４０１００ ８０ ６０ １９９ １７９ １５９２０２ １９９ １７９ １５９ １３９ １１９

５５ ４１ ２８ １５ １１ ８２８ １５ １１ ９４ ８１ ６８１１１ ９４ ８１ ６８ ５５ ４１

１１９ １００ ８６ ７２ ５８ ４３ ２９ １５ １１ １００ ８６ ７２ ５８ ４３ ２９ １５ １１ ８

８

８

４０

１６ １２ ８ １６ １２ ８

１５０ １２８ １０７ ８６ ６４ ４３８６ ６４ ４３ ２１４ １９３ １７１２１４ １９３ １７１ １５０ １２８ １０７

７４ ５４ ３５ １６ １２ ８３５ １６ １２ １３１ １１２ ９３１３３ １３１ １１２ ９３ ７４ ５４

１４２ １４０ １１９ ９９ ７８ ５７ ３７ １６ １２ １４０ １１９ ９９ ７８ ５７ ３７ １６ １２ ８

８

８

７９ ５８ ３７ １６ １２ ８３７ １６ １２ １４１ １２０ ９９１４２ １４１ １２０ ９９ ７９ ５８

１５２ １５０ １２８ １０５ ８３ ６１ ３８ １６ １２ １５０ １２８ １０５ ８３ ６１ ３８ １６ １２ ８８

８

１６ １２ ８ １６ １２ ８

１５１ １２９ １０８ ８６ ６５ ４３１０８ ８６ ６５ ２１５ １９４ １７２２１６ ２１５ １９４ １７２ １５１ １２９ ４３

１　この表において「区分」とは、農業保険法（昭和22年法律第185号）第136条第１項の農林水産大臣が定める区分
　をいう。

１　この表において「区分」とは、農業保険法（昭和22年法律第185号）第136条第１項の農林水産大臣が定める区
分

２　この表において「対象麦」とは、対象農業者（農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律（平成18
年法律第88号）第５条第１項の規定に基づき同法第３条第１項第２号の交付金の交付の申請をする者であって、法第２条第４項
各号に掲げる要件に該当するものをいう。以下同じ。）が耕作の業務を営む耕地に係る麦をいう。

２　この表において「対象麦」とは、対象農業者（農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する
法律（平成18年法律第88号）第５条第１項の規定に基づき同法第３条第１項第２号の交付金の交付の申請をする者
であって、法第２条第４項各号に掲げる要件に該当するものをいう。以下同じ。）が耕作の業務を営む耕地に係る
麦をいう。

４　この表において「免税対象農業者」とは、対象農業者のうち、法第３条第５項の規定に基づき農林水産大臣が定める数量単
価について、免税事業者に対するものの適用を受け法第３条第１項第２号の交付金が交付されるものをいう。

４　この表において「免税対象農業者」とは、対象農業者のうち、法第３条第５項の規定に基づき農林水産大臣が
定める数量単価について、免税事業者に対するものの適用を受け法第３条第１項第２号の交付金が交付されるもの
をいう。

１１０ １０８ ９０ ７１ ５２ ３４ １５ １１ ８ １２７ １０８ ９０ ７１ ５２ ３４ １５ １１ ８

１５

１５ １１ ８ １１２ ９６ ８０ ６４ ４７ ３１ １５ １１ ８

４１

１５ １１ ８ １５ １１ ８

１６５ １４４ １２４ １０３ ８２ ６２１０３ ８２ ６２ ４１ ２０６ １８５

８２ ６９ ５５ ４１ ２７

２０６ １８５ １６５ １４４ １２４

４１ ２７ １３７ １２３ １１０ ９６

１１



8 8
1 キログラム当たり共済金額の範囲 1 キログラム当たり共済金額の範囲

１類 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦 １類 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦
うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦

うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦 種子麦
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦及び種子麦以外の麦 対象麦及び種子麦以外の麦
円 円 円 円 円 円

２類 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦 ２類 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦
うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦

うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦 種子麦
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦及び種子麦以外の麦 対象麦及び種子麦以外の麦
円 円 円 円 円 円

３類 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦（秋まき） ３類 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦（秋まき）
４類 うち課税対象農業者に係るもの ４類 うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦（秋まき） パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦（秋まき）

うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦（秋まき） 種子麦（秋まき）
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦及び種子麦以外の麦（秋まき） 対象麦及び種子麦以外の麦（秋まき）
円 円 円 円 円 円

パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦（春まき） パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦（春まき）
うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦（春まき） パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦（春まき）

うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦（春まき） 種子麦（春まき）
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦及び種子麦以外の麦（春まき） 対象麦及び種子麦以外の麦（春まき）
円 円 円 円 円 円

５類 対象麦 ５類 対象麦
うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
ビール麦 ビール麦

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
種子麦 種子麦

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦 対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦

円 円 円 円 円 円

９８ ７７ ５７ ３７ ２８ １９３７ ２８ １９ １５８ １３８ １１８１５１ １３８ １１８ ９８ ７７ ５７

地域 茨城県 地域 茨城県
区分 区分

１５６ １３４ １１２ ８９ ６７ ４５８９ ６７ ４５ ２２３ ２０１ １７８２２３ ２０１ １７８ １５６ １３４ １１２

７８ ６４ ５１ ３７ ２８ １９３７ ２８ １９ １１８ １０５ ９１１１１ １０５ ９１ ７８ ６４ ５１

１２３ １０１ ８０ ５８ ４４ ２９５８ ４４ ２９ １８８ １６６ １４５１８１ １６６ １４５ １２３ １０１ ８０

３７ ２８ １９３７ ２８ １９

１８８ １６１ １３４ １０７ ８０ ５４１０７ ８０ ５４ ２６８ ２４１ ２１４２６８ ２４１ ２１４ １８８ １６１ １３４

９９ ８５ ７２ ５８ ４４ ２９５８ ４４ ２９ １３９ １２６ １１２１３１ １２６ １１２ ９９ ８５ ７２

９８ ７７ ５７ ３７ ２８ １９３７ ２８ １９ １５８ １３８ １１８１５１ １３８ １１８ ９８ ７７ ５７

５８ ４４ ２９５８ ４４ ２９

１５６ １３４ １１２ ８９ ６７ ４５８９ ６７ ４５ ２２３ ２０１ １７８２２３ ２０１ １７８ １５６ １３４ １１２

７８ ６４ ５１ ３７ ２８ １９３７ ２８ １９ １１８ １０５ ９１１１１ １０５ ９１ ７８ ６４ ５１

１２３ １０１ ８０ ５８ ４４ ２９５８ ４４ ２９ １８８ １６６ １４５１８１ １６６ １４５ １２３ １０１ ８０

３７ ２８ １９３７ ２８ １９

１８８ １６１ １３４ １０７ ８０ ５４１０７ ８０ ５４ ２６８ ２４１ ２１４２６８ ２４１ ２１４ １８８ １６１ １３４

９９ ８５ ７２ ５８ ４４ ２９５８ ４４ ２９ １３９ １２６ １１２１３１ １２６ １１２ ９９ ８５ ７２

７９ ６０ ４１ ２２ １７ １１２２ １７ １１ １３５ １１６ ９７１１８ １１６ ９７ ７９ ６０ ４１

５８ ４４ ２９５８ ４４ ２９

１７ １１２２ １７ １１

１６６ １４２ １１９ ９５ ７１ ４７９５ ７１ ４７ ２３７ ２１３ １９０２３７ ２１３ １９０ １６６ １４２ １１９

８４ ７２ ６０ ４８ ３６ ２４４８ ３６ ２４ １２０ １０８ ９６１１６ １０８ ９６ ８４ ７２ ６０

１５９ １４４ １２２ １０１ ８０ ５８ ３７ ２８ １９ １６５ １４４ １２２ １０１ ８０ ５８ ３７ ２８ １９

１２０ １１０ ９６ ８１ ６６ ５２ ３７ ２８ １９ １２５ １１０ ９６ ８１ ６６ ５２ ３７ ２８ １９

１９０ １７２ １４９ １２７ １０４ ８１ ５８ ４４ ２９ １９５ １７２ １４９ １２７ １０４ ８１ ５８ ４４ ２９

１４０ １３１ １１６ １０２ ８７ ７３ ５８ ４４ ２９ １４５ １３１ １１６ １０２ ８７ ７３ ５８ ４４ ２９

１５９ １４４ １２２ １０１ ８０ ５８ ３７ ２８ １９ １６５ １４４ １２２ １０１ ８０ ５８ ３７ ２８ １９

１２０ １１０ ９６ ８１ ６６ ５２ ３７ ２８ １９ １２５ １１０ ９６ ８１ ６６ ５２ ３７ ２８ １９

１９０ １７２ １４９ １２７ １０４ ８１ ５８ ４４ ２９ １９５ １７２ １４９ １２７ １０４ ８１ ５８ ４４ ２９

１４０ １３１ １１６ １０２ ８７ ７３ ５８ ４４ ２９ １４５ １３１ １１６ １０２ ８７ ７３ ５８ ４４ ２９

１２４ １２２ １０２ ８２ ６２ ４２ ２２ １７ １１ １４２ １２２ １０２ ８２ ６２ ４２ ２２ １７ １１

２２



６類 対象麦 ６類 対象麦
うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
ビール麦 ビール麦

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
種子麦 種子麦

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦 対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦

円 円 円 円 円 円
７類 対象麦（秋まき） ７類 対象麦（秋まき）
８類 うち課税対象農業者に係るもの ８類 うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
ビール麦（秋まき） ビール麦（秋まき）

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
種子麦（秋まき） 種子麦（秋まき）

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦（秋まき） 対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦（秋まき）

円 円 円 円 円 円
対象麦（春まき） 対象麦（春まき）

うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

ビール麦（春まき） ビール麦（春まき）
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦（春まき） 種子麦（春まき）
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦（春まき） 対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦（春まき）
円 円 円 円 円 円

９類 対象麦 ９類 対象麦
10類 うち課税対象農業者に係るもの 10類 うち課税対象農業者に係るもの
11類 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 11類 円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦 種子麦
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦及び種子麦以外の麦 対象麦及び種子麦以外の麦
円 円 円 円 円 円

12類 対象麦 12類 対象麦
13類 うち課税対象農業者に係るもの 13類 うち課税対象農業者に係るもの
14類 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 14類 円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦 種子麦
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦及び種子麦以外の麦 対象麦及び種子麦以外の麦
円 円 円 円 円 円

16類 対象麦（裸麦） 16類 対象麦（裸麦）
うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
種子麦（裸麦） 種子麦（裸麦）

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
対象麦及び種子麦以外の麦（裸麦） 対象麦及び種子麦以外の麦（裸麦）

円 円 円 円 円 円

備考： 備考：

３　この表において「課税対象農業者」とは、対象農業者のうち、免税対象農業者以外のものをいう。 ３　この表において「課税対象農業者」とは、対象農業者のうち、免税対象農業者以外のものをいう。

５　この表において「種子麦」とは、種子の用に供することを目的とする麦の耕作を行う耕地に係る麦をいう。 ５　この表において「種子麦」とは、種子の用に供することを目的とする麦の耕作を行う耕地に係る麦をいう。
６　この表において「ビール麦」とは、ビールの用に供することを目的とする麦の耕作を行う耕地に係る麦をいう。 ６　この表において「ビール麦」とは、ビールの用に供することを目的とする麦の耕作を行う耕地に係る麦をいう。

１５ １１ ８ １５ １１ ８

１４４ １２４ １０３ ８２ ６２ ４１８２ ６２ ４１ ２０６ １８５ １６５２０６ １８５ １６５ １４４ １２４ １０３

９６ ８２ ６９ ５５ ４１ ２７５５ ４１ ２７ １３７ １２３ １１０１３７ １２３ １１０ ９６ ８２ ６９

８４ ７２ ６０ ４８ ３６ ２４４８ ３６ ２４ １２０ １０８ ９６

４１ ２２ １７ １１

１１６ １０８ ９６ ８４ ７２ ６０

１１ １３５ １１６ ９７ ７９ ６０１１８ １１６ ９７ ７９ ６０ ４１ ２２ １７

１２４ １２２ １０２ ８２ ６２ ４２ ２２ １７ １１ １４２ １２２ １０２ ８２ ６２ ４２ ２２ １７ １１

２２ １７ １１２２ １７ １１

１６６ １４２ １１９ ９５ ７１ ４７９５ ７１ ４７ ２３７ ２１３ １９０２３７ ２１３ １９０ １６６ １４２ １１９

６８ ５０ ３３ １５ １１ ８１５ １１ ８ １２０ １０３ ８５１０４ １０３ ８５ ６８ ５０ ３３

１１０ １０８ ９０ ７１ ５２ ３４ １５ １１ ８ １２７ １０８ ９０ ７１ ５２ ３４ １５ １１ ８

１４４ １２４ １０３ ８２ ６２ ４１８２ ６２ ４１ ２０６ １８５ １６５２０６ １８５ １６５ １４４ １２４ １０３

９６ ８２ ６９ ５５ ４１ ２７５５ ４１ ２７ １３７ １２３ １１０１３７ １２３ １１０ ９６ ８２ ６９

７５ ６０ ４５ ３０ ２３ １５４５ ３０ ２３ １２０ １０５ ９０１３７ １２０ １０５ ９０ ７５ ６０

１５ １１ ８ １５ １１ ８

１４５ １２６ １１０ ９４ ７８ ６２ ４６ ３０ ２３ １２６ １１０ ９４ ７８ ６２ ４６ ３０ ２３ １５

８２ ５５１１０ ８２ ５５ ２７４ ２４７ ２１９２７４ ２４７ ２１９ １９２ １６４ １３７

６７ ４４１１１ ８９ ６７ ２２２ ２００ １７８２２３ ２２２ ２００ １７８ １５５ １３３

１７２ １７０ １４４ １１９ ９３ ６７ ４２ １６ １２ １７０ １４４ １１９ ９３ ６７ ４２ １６ １２ ８

８９ ６４ ４０ １６ １２ ８４０ １６ １２ １６１ １３７ １１３１６２ １６１ １３７ １１３ ８９ ６４

１５１ １２９ １０８ ８６ ６５ ４３１０８ ８６ ６５ ２１５ １９４ １７２２１６ ２１５ １９４ １７２ １５１ １２９

１　この表において「区分」とは、農業保険法（昭和22年法律第185号）第136条第１項の農林水産大臣が定める区分
　をいう。

１　この表において「区分」とは、農業保険法（昭和22年法律第185号）第136条第１項の農林水産大臣が定める区
分

２　この表において「対象麦」とは、対象農業者（農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律（平成18
年法律第88号）第５条第１項の規定に基づき同法第３条第１項第２号の交付金の交付の申請をする者であって、法第２条第４項
各号に掲げる要件に該当するものをいう。以下同じ。）が耕作の業務を営む耕地に係る麦をいう。

２　この表において「対象麦」とは、対象農業者（農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する
法律（平成18年法律第88号）第５条第１項の規定に基づき同法第３条第１項第２号の交付金の交付の申請をする者
であって、法第２条第４項各号に掲げる要件に該当するものをいう。以下同じ。）が耕作の業務を営む耕地に係る
麦をいう。

４　この表において「免税対象農業者」とは、対象農業者のうち、法第３条第５項の規定に基づき農林水産大臣が定める数量単
価について、免税事業者に対するものの適用を受け法第３条第１項第２号の交付金が交付されるものをいう。

４　この表において「免税対象農業者」とは、対象農業者のうち、法第３条第５項の規定に基づき農林水産大臣が
定める数量単価について、免税事業者に対するものの適用を受け法第３条第１項第２号の交付金が交付されるもの
をいう。

７９ ５８ ３７ １６ １２ ８３７ １６ １２ １４１ １２０ ９９１４２ １４１ １２０ ９９ ７９ ５８

１２ ８

１６ １２ ８ １６ １２ ８

１１０ １０８ ９０ ７１ ５２ ３４ １５ １１ ８ １２７ １０８ ９０ ７１ ５２ ３４ １５ １１ ８

６８ ５０ ３３ １５ １１ ８１５ １１ ８ １２０ １０３ ８５１０４ １０３ ８５ ６８ ５０ ３３

３０ ２３ １５ ３０ ２３ １５

１５５ １３３ １１１ ８９

１５２ １５０ １２８ １０５ ８３ ６１ ３８ １６ １２ １５０ １２８ １０５ ８３ ６１ ３８ １６

１６ １２ ８ １６ １２ ８

１９２ １６４ １３７ １１０

１５

１５

４４

８

８

８

８

４３
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1 キログラム当たり共済金額の範囲 1 キログラム当たり共済金額の範囲

１類 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦 １類 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦
うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦

うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦 種子麦
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦及び種子麦以外の麦 対象麦及び種子麦以外の麦
円 円 円 円 円 円

２類 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦 ２類 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦
うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦

うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦 種子麦
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦及び種子麦以外の麦 対象麦及び種子麦以外の麦
円 円 円 円 円 円

３類 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦（秋まき） ３類 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦（秋まき）
４類 うち課税対象農業者に係るもの ４類 うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦（秋まき） パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦（秋まき）

うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦（秋まき） 種子麦（秋まき）
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦及び種子麦以外の麦（秋まき） 対象麦及び種子麦以外の麦（秋まき）
円 円 円 円 円 円

パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦（春まき） パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦（春まき）
うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦（春まき） パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦（春まき）

うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦（春まき） 種子麦（春まき）
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦及び種子麦以外の麦（春まき） 対象麦及び種子麦以外の麦（春まき）
円 円 円 円 円 円

５類 対象麦 ５類 対象麦
うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
ビール麦 ビール麦

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
種子麦 種子麦

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦 対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦

円 円 円 円 円 円

地域 栃木県 地域 栃木県
区分 区分

６２ ４７ ３３ １８ １４ ９１８ １４ ９ １０５ ９１ ７６９７ ９１ ７６ ６２ ４７ ３３

８３ ６１ ４０ １８ １４ ９１８ １４ ９ １４７ １２６

１４８ １３１ １０９ ８６ ６３ ４１ １８ １４ ９ １５４ １３１ １０９ ８６ ６３ ４１ １８ １４ ９

４４ ２９ １８８ １６６ １４５１８１ １６６ １４５ １２３ １０１ ８０

１８ １４ ９１８ １４ ９

２０９ １７９ １４９ １１９ ８９

８３ ６１ ４０ １８ １４ ９１８ １４ ９ １４７ １２６ １０４１４０ １２６ １０４ ８３ ６１ ４０

２６８

１０４１４０ １２６ １０４ ８３ ６１ ４０

６０１１９ ８９ ６０ ２９８ ２６８ ２３８２９８ ２６８ ２３８ ２０９ １７９ １４９

２４１ ２１４２６８ ２４１ ２１４ １８８ １６１ １３４

９９ ８５ ７２ ５８ ４４

１２３ １０１ ８０ ５８ ４４

１３１ １１６ １０２ ８７ ７３ ５８ ４４ ２９

１０４ ８１ ５８ ４４ ２９ １９５ １７２ １４９ １２７ １０４ ８１ ５８ ４４ ２９

１８８ １６１ １３４ １０７ ８０ ５４

６２ ４７ ３３ １８ １４ ９１８ １４ ９ １０５ ９１ ７６

２９５８ ４４ ２９ １３９ １２６ １１２８５ ７２

１１２ ９６ ８１ ６５ ４９ ３４ １８ １４ ９

２０９ １７９ １４９ １１９ ８９

２４１ ２１４２６８ ２４１ ２１４ １８８ １６１ １３４

９９ ８５ ７２ ５８ ４４ ２９５８ ４４ ２９ １３９ １２６ １１２１３１ １２６ １１２ ９９ ８５ ７２

１２３ １０１ ８０ ５８ ４４ ２９５８ ４４ ２９ １８８ １６６ １４５１８１ １６６ １４５ １２３ １０１ ８０

１４０ １３１ １１６ １０２ ８７ ７３ ５８ ４４ ２９ １４５

９７ ８３ ６９ ５５ ４１ ２８５５ ４１ ２８ １３８ １２４ １１０１３７ １２４ １１０ ９７ ８３ ６９

７３ ５４ ３４ １５ １１ ８１５ １１ ８ １３１ １１２ ９２１１５ １１２ ９２ ７３ ５４ ３４

１２１ １１８ ９７ ７７ ５６ ３６ １５ １１ ８ １３８ １１８ ９７ ７７ ５６ ３６ １５ １１ ８

１５ １１ ８１５ １１ ８

２０８ １７８ １４９ １１９ ８９ ５９１１９ ８９ ５９ ２９７ ２６７ ２３８２９７ ２６７ ２３８ ２０８ １７８ １４９

５８ ４４ ２９５８ ４４ ２９

１０６ ９６ ８１ ６５ ４９ ３４ １８ １４ ９ １１２ ９６ ８１ ６５ ４９ ３４ １８ １４ ９

１９０ １７２ １４９ １２７

１４０ １３１ １１６ １０２ ８７ ７３ ５８ ４４ ２９ １４５ １３１ １１６ １０２ ８７ ７３ ５８ ４４ ２９

１３１ １２６ １１２ ９９

２９５８

１９５ １７２ １４９ １２７ １０４ ８１ ５８ ４４ ２９

１８ １４ ９１８ １４ ９

１４８ １３１ １０９ ８６ ６３ ４１ １８ １４ ９ １５４ １３１ １０９ ８６ ６３ ４１ １８ １４ ９

９１ ７６ ６２ ４７ ３３

６０２６８ ２３８２９８ ２９８

５８ ４４ ２９５８ ４４ ２９

１８８ １６１ １３４ １０７ ８０ ５４１０７ ８０ ５４ ２６８

１０７ ８０ ５４

２６８ ２３８ ２０９ １７９ １４９ １１９ ８９ ６０

１０６ ９６ ８１ ６５ ４９ ３４ １８ １４ ９

１９０ １７２ １４９ １２７ １０４ ８１ ５８ ４４ ２９

９７



６類 対象麦 ６類 対象麦
うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
ビール麦 ビール麦

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
種子麦 種子麦

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦 対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦

円 円 円 円 円 円
７類 対象麦（秋まき） ７類 対象麦（秋まき）
８類 うち課税対象農業者に係るもの ８類 うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
ビール麦（秋まき） ビール麦（秋まき）

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
種子麦（秋まき） 種子麦（秋まき）

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦（秋まき） 対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦（秋まき）

円 円 円 円 円 円
対象麦（春まき） 対象麦（春まき）

うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

ビール麦（春まき） ビール麦（春まき）
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦（春まき） 種子麦（春まき）
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦（春まき） 対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦（春まき）
円 円 円 円 円 円

９類 対象麦 ９類 対象麦
10類 うち課税対象農業者に係るもの 10類 うち課税対象農業者に係るもの
11類 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 11類 円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦 種子麦
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦及び種子麦以外の麦 対象麦及び種子麦以外の麦
円 円 円 円 円 円

12類 対象麦 12類 対象麦
13類 うち課税対象農業者に係るもの 13類 うち課税対象農業者に係るもの
14類 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 14類 円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦 種子麦
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦及び種子麦以外の麦 対象麦及び種子麦以外の麦
円 円 円 円 円 円

16類 対象麦（裸麦） 16類 対象麦（裸麦）
うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
種子麦（裸麦） 種子麦（裸麦）

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
対象麦及び種子麦以外の麦（裸麦） 対象麦及び種子麦以外の麦（裸麦）

円 円 円 円 円 円

備考： 備考：

３　この表において「課税対象農業者」とは、対象農業者のうち、免税対象農業者以外のものをいう。 ３　この表において「課税対象農業者」とは、対象農業者のうち、免税対象農業者以外のものをいう。

５　この表において「種子麦」とは、種子の用に供することを目的とする麦の耕作を行う耕地に係る麦をいう。 ５　この表において「種子麦」とは、種子の用に供することを目的とする麦の耕作を行う耕地に係る麦をいう。
６　この表において「ビール麦」とは、ビールの用に供することを目的とする麦の耕作を行う耕地に係る麦をいう。 ６　この表において「ビール麦」とは、ビールの用に供することを目的とする麦の耕作を行う耕地に係る麦をいう。

６８ ５０ ３３ １５ １１ ８１５ １１ ８ １２０ １０３ ８５１０４ １０３ ８５ ６８ ５０ ３３

１１０ １０８ ９０ ７１ ５２ ３４ １５ １１ ８ １２７ １０８ ９０ ７１ ５２ ３４ １５ １１ ８

１５ １１ ８

１４４ １２４ １０３ ８２ ６２ ４１８２ ６２ ４１ ２０６ １８５ １６５２０６ １８５ １６５ １４４ １２４ １０３

９６ ８２ ６９ ５５ ４１ ２７５５ ４１ ２７ １３７ １２３ １１０１３７ １２３ １１０ ９６ ８２ ６９

１２４ １１０

３４ １５ １１ ８

１３７ １２４ １１０ ９７ ８３ ６９

８ １３１ １１２ ９２ ７３ ５４

１２１ １１８ ９７ ７７ ５６ ３６ １５ １１ ８ １３８ １１８ ９７ ７７ ５６ ３６ １５ １１ ８

１１５ １１２ ９２ ７３ ５４ ３４ １５ １１

４１ ２７５５ ４１ ２７ １３７ １２３ １１０１３７ １２３ １１０ ９６ ８２ ６９

６８ ５０ ３３ １５ １１ ８１５ １１ ８ １２０ １０３ ８５１０４ １０３ ８５ ６８ ５０ ３３

１５ １１ ８１５ １１ ８

１７ １３ ９

２１０ １８０ １５０ １２０ ９０ ６０１５０ １２０ ９０ ３００ ２７０ ２４０３０１ ３００ ２７０ ２４０ ２１０ １８０

６６ ４９ ３３ １７ １３ ９３３ １７ １３ １１４ ９８ ８２１３１ １１４ ９８ ８２ ６６ ４９

１３８ １２０ １０３ ８６ ６９ ５１ ３４ １７ １３ １２０ １０３ ８６ ６９ ５１ ３４ １７ １３ ９

１６ １２ ８

１５３ １３１ １１０ ８８ ６６ ４４８８ ６６ ４４ ２１９ １９７ １７５２１９ １９７ １７５ １５３ １３１ １１０

８８ ６４ ４０ １６ １２ ８４０ １６ １２ １５９ １３５ １１１１６０ １５９ １３５ １１１ ８８ ６４

１７０ １６８ １４３ １１７ ９２ ６７ ４１ １６ １２ １６８ １４３ １１７ ９２ ６７ ４１ １６ １２ ８

７９ ５８ ３７ １６ １２ ８３７ １６ １２ １４１ １２０ ９９１４２ １４１ １２０ ９９ ７９ ５８

１５２ １５０ １２８ １０５ ８３ ６１ ３８ １６ １２ １５０ １２８ １０５ ８３ ６１ ３８ １６ １２ ８

１６ １２ ８ １６ １２ ８

１５１ １２９ １０８ ８６ ６５ ４３１０８ ８６ ６５ ２１５ １９４ １７２２１６ ２１５ １９４ １７２ １５１ １２９

１　この表において「区分」とは、農業保険法（昭和22年法律第185号）第136条第１項の農林水産大臣が定める区分
　をいう。

１　この表において「区分」とは、農業保険法（昭和22年法律第185号）第136条第１項の農林水産大臣が定める区
分

２　この表において「対象麦」とは、対象農業者（農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律（平成18
年法律第88号）第５条第１項の規定に基づき同法第３条第１項第２号の交付金の交付の申請をする者であって、法第２条第４項
各号に掲げる要件に該当するものをいう。以下同じ。）が耕作の業務を営む耕地に係る麦をいう。

２　この表において「対象麦」とは、対象農業者（農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する
法律（平成18年法律第88号）第５条第１項の規定に基づき同法第３条第１項第２号の交付金の交付の申請をする者
であって、法第２条第４項各号に掲げる要件に該当するものをいう。以下同じ。）が耕作の業務を営む耕地に係る
麦をいう。

４　この表において「免税対象農業者」とは、対象農業者のうち、法第３条第５項の規定に基づき農林水産大臣が定める数量単
価について、免税事業者に対するものの適用を受け法第３条第１項第２号の交付金が交付されるものをいう。

４　この表において「免税対象農業者」とは、対象農業者のうち、法第３条第５項の規定に基づき農林水産大臣が
定める数量単価について、免税事業者に対するものの適用を受け法第３条第１項第２号の交付金が交付されるもの
をいう。

１１０ １０８ ９０ ７１ ５２ ３４ １５ １１ ８ １２７ １０８ ９０ ７１ ５２ ３４ １５ １１ ８

２０８ １７８ １４９ １１９ ８９ ５９１１９ ８９ ５９ ２９７ ２６７ ２３８２９７ ２６７ ２３８ ２０８ １７８

９７ ８３ ６９ ５５ ４１ ２８５５ ４１ ２８ １３８

９

９

６０

８

８

８

８

４３

１４９

１５ １１ ８

１４４ １２４ １０３ ８２ ６２ ４１８２ ６２ ４１ ２０６ １８５ １６５１０３

９６ ８２ ６９ ５５

１５ １１ ８

１６ １２ ８

１７ １３ ９

１５ １１

２０６ １８５ １６５ １４４ １２４

８



# #
1 キログラム当たり共済金額の範囲 1 キログラム当たり共済金額の範囲

１類 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦 １類 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦
うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦

うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦 種子麦
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦及び種子麦以外の麦 対象麦及び種子麦以外の麦
円 円 円 円 円 円

２類 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦 ２類 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦
うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦

うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦 種子麦
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦及び種子麦以外の麦 対象麦及び種子麦以外の麦
円 円 円 円 円 円

３類 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦（秋まき） ３類 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦（秋まき）
４類 うち課税対象農業者に係るもの ４類 うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦（秋まき） パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦（秋まき）

うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦（秋まき） 種子麦（秋まき）
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦及び種子麦以外の麦（秋まき） 対象麦及び種子麦以外の麦（秋まき）
円 円 円 円 円 円

パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦（春まき） パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦（春まき）
うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦（春まき） パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦（春まき）

うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦（春まき） 種子麦（春まき）
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦及び種子麦以外の麦（春まき） 対象麦及び種子麦以外の麦（春まき）
円 円 円 円 円 円

５類 対象麦 ５類 対象麦
うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
ビール麦 ビール麦

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
種子麦 種子麦

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦 対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦

円 円 円 円 円 円

１６６ １４５ １２３１５９ １４５ １２３ １０２ ８１ ５９

地域 群馬県 地域 群馬県
区分 区分

１６０ １３７ １１４ ９１ ６８ ４６９１ ６８ ４６ ２２８ ２０５ １８２２２８ ２０５ １８２ １６０ １３７ １１４

８２ ６７ ５３ ３８ ２９ １９３８ ２９ １９ １２５ １１１ ９６１１８ １１１ ９６ ８２ ６７ ５３

１２６ １１６ １０１ ８５ ６９ ５４ ３８ ２９ １９ １３２ １１６ １０１ ８５ ６９ ５４ ３８ ２９ １９

１２３ １０１ ８０ ５８ ４４ ２９５８ ４４ ２９ １８８ １６６ １４５１８１ １６６ １４５ １２３ １０１ ８０

３８ ２９ １９３８ ２９ １９

１８８ １６１ １３４ １０７ ８０ ５４１０７ ８０ ５４ ２６８ ２４１ ２１４２６８ ２４１ ２１４ １８８ １６１ １３４

９９ ８５ ７２ ５８ ４４ ２９５８ ４４ ２９ １３９ １２６ １１２１３１ １２６ １１２ ９９ ８５ ７２

１６０ １３７ １１４ ９１ ６８ ４６９１ ６８ ４６ ２２８ ２０５ １８２２２８ ２０５ １８２ １６０ １３７ １１４

８２ ６７ ５３ ３８ ２９ １９３８ ２９ １９ １２５ １１１ ９６１１８ １１１ ９６ ８２ ６７ ５３

２９ １９

１２３ １０１ ８０ ５８ ４４ ２９５８ ４４ ２９ １８８ １６６ １４５１８１ １６６ １４５ １２３ １０１ ８０

３８ ２９ １９３８ ２９ １９

１８８ １６１ １３４ １０７ ８０ ５４１０７ ８０ ５４ ２６８ ２４１ ２１４２６８ ２４１ ２１４ １８８ １６１ １３４

９９ ８５ ７２ ５８ ４４ ２９５８ ４４ ２９ １３９ １２６ １１２１３１ １２６ １１２ ９９ ８５ ７２

７３ ５４ ３４ １５ １１ ８１５ １１ ８ １３１ １１２ ９２１１５ １１２ ９２ ７３ ５４ ３４

５８ ４４ ２９５８ ４４ ２９

１４４ １２３ １０３ ８２ ６２ ４１８２ ６２ ４１ ２０５ １８５ １６４２０５ １８５ １６４ １４４ １２３ １０３

９６ ８２ ６９ ５５ ４１ ２７５５ ４１ ２７ １３７ １２３ １１０１３７ １２３ １１０ ９６ ８２ ６９

１５ １１ ８１５ １１ ８

１７３ １５１ １２８ １０６ ８３ ６１ ３８ ２９ １９

１０２ ８１ ５９ ３８ ２９ １９３８ ２９

１９５ １７２ １４９ １２７ １０４ ８１ ５８ ４４ ２９

１４０ １３１ １１６ １０２ ８７ ７３ ５８ ４４ ２９ １４５ １３１ １１６ １０２ ８７ ７３ ５８ ４４ ２９

１０２ ８１ ５９ ３８ ２９ １９３８ ２９ １９ １６６ １４５ １２３１５９ １４５ １２３ １０２ ８１ ５９

５８ ４４ ２９５８ ４４ ２９

１９５ １７２ １４９ １２７ １０４ ８１ ５８ ４４ ２９

１４０ １３１ １１６ １０２ ８７ ７３ ５８ ４４ ２９ １４５ １３１ １１６ １０２ ８７ ７３ ５８ ４４ ２９

１６８ １５１ １２８ １０６ ８３ ６１ ３８ ２９ １９ １７３ １５１ １２８ １０６ ８３ ６１ ３８ ２９ １９

１２６ １１６ １０１ ８５ ６９ ５４ ３８ ２９ １９ １３２ １１６ １０１ ８５ ６９ ５４ ３８

１２０ １１８ ９７ ７７ ５６ ３６ １５ １１ ８ １３８ １１８ ９７ ７７ ５６ ３６ １５ １１ ８

１９０ １７２ １４９ １２７ １０４ ８１ ５８ ４４ ２９

１９

１６８ １５１ １２８ １０６ ８３ ６１ ３８ ２９ １９

１９０ １７２ １４９ １２７ １０４ ８１ ５８ ４４ ２９



６類 対象麦 ６類 対象麦
うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
ビール麦 ビール麦

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
種子麦 種子麦

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦 対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦

円 円 円 円 円 円
７類 対象麦（秋まき） ７類 対象麦（秋まき）
８類 うち課税対象農業者に係るもの ８類 うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
ビール麦（秋まき） ビール麦（秋まき）

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
種子麦（秋まき） 種子麦（秋まき）

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦（秋まき） 対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦（秋まき）

円 円 円 円 円 円
対象麦（春まき） 対象麦（春まき）

うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

ビール麦（春まき） ビール麦（春まき）
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦（春まき） 種子麦（春まき）
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦（春まき） 対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦（春まき）
円 円 円 円 円 円

９類 対象麦 ９類 対象麦
10類 うち課税対象農業者に係るもの 10類 うち課税対象農業者に係るもの
11類 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 11類 円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦 種子麦
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦及び種子麦以外の麦 対象麦及び種子麦以外の麦
円 円 円 円 円 円

12類 対象麦 12類 対象麦
13類 うち課税対象農業者に係るもの 13類 うち課税対象農業者に係るもの
14類 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 14類 円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦 種子麦
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦及び種子麦以外の麦 対象麦及び種子麦以外の麦
円 円 円 円 円 円

16類 対象麦（裸麦） 16類 対象麦（裸麦）
うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
種子麦（裸麦） 種子麦（裸麦）

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
対象麦及び種子麦以外の麦（裸麦） 対象麦及び種子麦以外の麦（裸麦）

円 円 円 円 円 円

備考： 備考：

３　この表において「課税対象農業者」とは、対象農業者のうち、免税対象農業者以外のものをいう。 ３　この表において「課税対象農業者」とは、対象農業者のうち、免税対象農業者以外のものをいう。

５　この表において「種子麦」とは、種子の用に供することを目的とする麦の耕作を行う耕地に係る麦をいう。 ５　この表において「種子麦」とは、種子の用に供することを目的とする麦の耕作を行う耕地に係る麦をいう。
６　この表において「ビール麦」とは、ビールの用に供することを目的とする麦の耕作を行う耕地に係る麦をいう。 ６　この表において「ビール麦」とは、ビールの用に供することを目的とする麦の耕作を行う耕地に係る麦をいう。

６８ ５０ ３３ １５ １１ ８１５ １１ ８ １２０ １０３ ８５１０４ １０３ ８５ ６８ ５０ ３３

１１８ ９７ ７７ ５６ ３６ １５ １１ ８

１５ １１ ８ １５ １１ ８

１４４ １２４ １０３ ８２ ６２ ４１８２ ６２ ４１ ２０６ １８５ １６５２０６ １８５ １６５ １４４ １２４ １０３

９６ ８２ ６９ ５５ ４１ ２７５５ ４１ ２７ １３７ １２３ １１０１３７ １２３ １１０ ９６ ８２ ６９

１４４ １２３ １０３ ８２ ６２ ４１８２ ６２ ４１ ２０５ １８５ １６４２０５ １８５ １６４ １４４ １２３ １０３

９６ ８２ ６９ ５５ ４１ ２７５５ ４１ ２７ １３７ １２３ １１０

３４ １５ １１ ８

１３７ １２３ １１０ ９６ ８２ ６９

８ １３１ １１２ ９２ ７３ ５４１１５ １１２ ９２ ７３ ５４ ３４ １５ １１

１２０ １１８ ９７ ７７ ５６ ３６ １５ １１ ８ １３８

６８ ５０ ３３ １５ １１ ８１５ １１ ８ １２０ １０３ ８５１０４ １０３ ８５ ６８ ５０ ３３

１５ １１ ８１５ １１ ８

１５ １１ ８

８２ ６２ ４１ ２０６ １８５ １６５２０６ １８５ １６５ １４４ １２４ １０３

９６ ８２ ６９ ５５ ４１ ２７５５ ４１ ２７ １３７ １２３ １１０１３７ １２３ １１０ ９６ ８２ ６９

１５ １１ ８

１１

１４９ １２８ １０７ ８５ ６４ ４３８５ ６４ ４３ ２１３ １９２ １７０２１３ １９２ １７０ １４９ １２８ １０７

６８ ５３ ３７ ２２ １７ １１３７ ２２ １７ １１４ ９９ ８３１３１ １１４ ９９ ８３ ６８ ５３

７９ ５８ ３７ １６ １２ ８３７ １６ １２ １４１ １２０ ９９１４２ １４１ １２０ ９９ ７９ ５８

１６ １２ ８ １６ １２ ８

１５１ １２９ １０８ ８６ ６５ ４３１０８ ８６ ６５ ２１５ １９４ １７２２１６ ２１５ １９４ １７２ １５１ １２９

１６ １２ ８ １６ １２ ８

１５１ １２９ １０８ ８６ ６５ ４３１０８ ８６ ６５ ２１５ １９４ １７２２１６ ２１５ １９４ １７２ １５１ １２９

１　この表において「区分」とは、農業保険法（昭和22年法律第185号）第136条第１項の農林水産大臣が定める区分
　をいう。

１　この表において「区分」とは、農業保険法（昭和22年法律第185号）第136条第１項の農林水産大臣が定める区
分

２　この表において「対象麦」とは、対象農業者（農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律（平成18
年法律第88号）第５条第１項の規定に基づき同法第３条第１項第２号の交付金の交付の申請をする者であって、法第２条第４項
各号に掲げる要件に該当するものをいう。以下同じ。）が耕作の業務を営む耕地に係る麦をいう。

２　この表において「対象麦」とは、対象農業者（農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する
法律（平成18年法律第88号）第５条第１項の規定に基づき同法第３条第１項第２号の交付金の交付の申請をする者
であって、法第２条第４項各号に掲げる要件に該当するものをいう。以下同じ。）が耕作の業務を営む耕地に係る
麦をいう。

４　この表において「免税対象農業者」とは、対象農業者のうち、法第３条第５項の規定に基づき農林水産大臣が定める数量単
価について、免税事業者に対するものの適用を受け法第３条第１項第２号の交付金が交付されるものをいう。

４　この表において「免税対象農業者」とは、対象農業者のうち、法第３条第５項の規定に基づき農林水産大臣が
定める数量単価について、免税事業者に対するものの適用を受け法第３条第１項第２号の交付金が交付されるもの
をいう。

５７ ３７ １６ １２ ８

１１０ １０８ ９０ ７１ ５２ ３４ １５ １１ ８ １２７ １０８ ９０ ７１ ５２ ３４ １５ １１ ８

７４ ５４ ３５ １６ １２ ８３５ １６ １２ １３１ １１２ ９３１３３ １３１ １１２ ９３ ７４ ５４

２２ １７ １１ ２２ １７

１５０ １２８ １０５ ８３ ６１ ３８ １６ １２ ８

１４４ １２４ １０３ ８２ ６２ ４１

１１０ １０８ ９０ ７１ ５２ ３４ １５ １１ ８ １２７ １０８ ９０ ７１ ５２ ３４ １５ １１ ８

１３８ １２０ １０４ ８７ ７１ ５５ ３８ ２２ １７ １２０ １０４ ８７ ７１ ５５ ３８ ２２ １７ １１

１４２ １４０ １１９ ９９ ７８ ５７ ３７ １６ １２ １４０ １１９ ９９ ７８

１１

１１

８

８

４３

８

８

４３

１５２ １５０ １２８ １０５ ８３ ６１ ３８ １６ １２



# #
1 キログラム当たり共済金額の範囲 1 キログラム当たり共済金額の範囲

１類 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦 １類 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦
うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦

うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦 種子麦
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦及び種子麦以外の麦 対象麦及び種子麦以外の麦
円 円 円 円 円 円

２類 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦 ２類 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦
うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦

うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦 種子麦
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦及び種子麦以外の麦 対象麦及び種子麦以外の麦
円 円 円 円 円 円

３類 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦（秋まき） ３類 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦（秋まき）
４類 うち課税対象農業者に係るもの ４類 うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦（秋まき） パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦（秋まき）

うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦（秋まき） 種子麦（秋まき）
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦及び種子麦以外の麦（秋まき） 対象麦及び種子麦以外の麦（秋まき）
円 円 円 円 円 円

パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦（春まき） パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦（春まき）
うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦（春まき） パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦（春まき）

うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦（春まき） 種子麦（春まき）
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦及び種子麦以外の麦（春まき） 対象麦及び種子麦以外の麦（春まき）
円 円 円 円 円 円

５類 対象麦 ５類 対象麦
うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
ビール麦 ビール麦

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
種子麦 種子麦

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦 対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦

円 円 円 円 円 円

１３１ １１５ １００ ８４ ６８ ５３ ３７ ２８ １９

１９０ １７２ １４９ １２７ １０４ ８１ ５８ ４４ ２９ １９５ １７２ １４９ １２７ １０４ ８１ ５８ ４４ ２９

１４０ １３１ １１６ １０２ ８７ ７３ ５８ ４４ ２９ １４５ １３１ １１６ １０２ ８７ ７３ ５８ ４４ ２９

３７ ２８ １９３７ ２８ １９

１９１

５３ ３７ ２８ １９

１９０ １７２ １４９ １２７ １０４ ８１ ５８ ４４ ２９ １９５ １７２ １４９ １２７ １０４ ８１ ５８ ４４ ２９

１４０ １３１ １１６ １０２ ８７ ７３ ５８ ４４ ２９ １４５ １３１ １１６ １０２ ８７ ７３ ５８ ４４ ２９

３７ ２８ １９３７ ２８ １９

１９１ １６４ １３７ １０９ ８２ ５５

１５９ １４４ １２２ １０１ ８０ ５８ ３７ ２８ １９ １６５ １４４ １２２ １０１ ８０ ５８ ３７ ２８ １９

１２６ １１５ １００ ８４ ６８ ５３ ３７ ２８ １９ １３１ １１５ １００ ８４ ６８

地域 埼玉県
区分 区分
地域 埼玉県

８１ ６６ ５２ ３７ ２８ １９３７ ２８ １９ １２４ １１０ ９５１１７ １１０ ９５ ８１ ６６ ５２

９８ ７７ ５７ ３７ ２８ １９３７ ２８ １９ １５８ １３８ １１８１５１ １３８ １１８ ９８ ７７ ５７

２７３ ２４６ ２１８２７３ ２４６ ２１８ １９１ １６４ １３７

９９ ８５ ７２ ５８ ４４ ２９５８ ４４ ２９ １３９ １２６ １１２１３１ １２６ １１２ ９９ ８５ ７２

１２３ １０１ ８０ ５８ ４４ ２９５８ ４４ ２９ １８８ １６６ １４５１８１ １６６ １４５ １２３ １０１ ８０

５８ ４４ ２９５８ ４４ ２９

１８８ １６１ １３４ １０７ ８０ ５４１０７ ８０ ５４ ２６８ ２４１ ２１４２６８ ２４１ ２１４ １８８ １６１ １３４

８１ ６６ ５２ ３７ ２８ １９３７ ２８ １９ １２４ １１０ ９５１１７ １１０ ９５ ８１ ６６ ５２

９８ ７７ ５７ ３７ ２８ １９３７ ２８ １９ １５８ １３８ １１８１５１ １３８ １１８ ９８ ７７ ５７

１６５ １４４ １２２ １０１ ８０ ５８ ３７ ２８ １９１５９ １４４ １２２ １０１ ８０ ５８ ３７ ２８ １９

１６４ １３７ １０９ ８２ ５５１０９ ８２ ５５ ２７３ ２４６ ２１８２７３ ２４６ ２１８ １９１ １６４ １３７

９９ ８５ ７２ ５８ ４４ ２９５８ ４４ ２９ １３９ １２６ １１２１３１ １２６ １１２ ９９ ８５ ７２

１２３ １０１ ８０ ５８ ４４ ２９５８ ４４ ２９ １８８ １６６ １４５１８１ １６６ １４５ １２３ １０１ ８０

５８ ４４ ２９５８ ４４ ２９

１８８ １６１ １３４ １０７ ８０ ５４１０７ ８０ ５４ ２６８ ２４１ ２１４２６８ ２４１ ２１４ １８８ １６１ １３４

９５ ８１ ６８ ５４ ４１ ２７５４ ４１ ２７ １３５ １２２ １０８１３２ １２２ １０８ ９５ ８１ ６８

６７ ４９ ３２ １５ １１ ８１１ ８ １１８ １０１ ８４１０１ ８４ ６７ ４９ ３２ １５

１２５ １０７ ８８ ７０ ５２ ３３ １５ １１ ８１０７ ８８ ７０ ５２ ３３ １５ １１ ８

１５ １１ ８１５ １１ ８

２０１ １７２ １４４ １１５ ８６ ５７１１５ ８６ ５７ ２８７ ２５８ ２３０２８７ ２５８ ２３０ ２０１ １７２ １４４

１２６ １１５ １００ ８４ ６８ ５３ ３７ ２８ １９

１０９ ８２ ５５



６類 対象麦 ６類 対象麦
うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
ビール麦 ビール麦

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
種子麦 種子麦

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦 対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦

円 円 円 円 円 円
７類 対象麦（秋まき） ７類 対象麦（秋まき）
８類 うち課税対象農業者に係るもの ８類 うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
ビール麦（秋まき） ビール麦（秋まき）

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
種子麦（秋まき） 種子麦（秋まき）

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦（秋まき） 対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦（秋まき）

円 円 円 円 円 円
対象麦（春まき） 対象麦（春まき）

うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

ビール麦（春まき） ビール麦（春まき）
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦（春まき） 種子麦（春まき）
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦（春まき） 対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦（春まき）
円 円 円 円 円 円

９類 対象麦 ９類 対象麦
10類 うち課税対象農業者に係るもの 10類 うち課税対象農業者に係るもの
11類 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 11類 円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦 種子麦
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦及び種子麦以外の麦 対象麦及び種子麦以外の麦
円 円 円 円 円 円

12類 対象麦 12類 対象麦
13類 うち課税対象農業者に係るもの 13類 うち課税対象農業者に係るもの
14類 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 14類 円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦 種子麦
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦及び種子麦以外の麦 対象麦及び種子麦以外の麦
円 円 円 円 円 円

16類 対象麦（裸麦） 16類 対象麦（裸麦）
うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
種子麦（裸麦） 種子麦（裸麦）

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
対象麦及び種子麦以外の麦（裸麦） 対象麦及び種子麦以外の麦（裸麦）

円 円 円 円 円 円

備考： 備考：

３　この表において「課税対象農業者」とは、対象農業者のうち、免税対象農業者以外のものをいう。 ３　この表において「課税対象農業者」とは、対象農業者のうち、免税対象農業者以外のものをいう。

５　この表において「種子麦」とは、種子の用に供することを目的とする麦の耕作を行う耕地に係る麦をいう。 ５　この表において「種子麦」とは、種子の用に供することを目的とする麦の耕作を行う耕地に係る麦をいう。
６　この表において「ビール麦」とは、ビールの用に供することを目的とする麦の耕作を行う耕地に係る麦をいう。 ６　この表において「ビール麦」とは、ビールの用に供することを目的とする麦の耕作を行う耕地に係る麦をいう。

１２７ １０８ ９０ ７１ ５２ ３４ １５ １１ ８

１１８ ９９ ８５ ７１ ５７ ４３ ２９ １５ １１ ９９ ８５ ７１ ５７ ４３ ２９ １５ １１ ８

１７６ １７４ １４８ １２１ ９５ ６９ ４２ １６ １２ １７４ １４８ １２１ ９５ ６９ ４２ １６ １２ ８

１５ １１ ８ １５ １１ ８

１４４ １２４ １０３ ８２ ６２ ４１８２ ６２ ４１ ２０６ １８５ １６５２０６

１　この表において「区分」とは、農業保険法（昭和22年法律第185号）第136条第１項の農林水産大臣が定める区分
　をいう。

１　この表において「区分」とは、農業保険法（昭和22年法律第185号）第136条第１項の農林水産大臣が定める区
分

２　この表において「対象麦」とは、対象農業者（農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律（平成18
年法律第88号）第５条第１項の規定に基づき同法第３条第１項第２号の交付金の交付の申請をする者であって、法第２条第４項
各号に掲げる要件に該当するものをいう。以下同じ。）が耕作の業務を営む耕地に係る麦をいう。

２　この表において「対象麦」とは、対象農業者（農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する
法律（平成18年法律第88号）第５条第１項の規定に基づき同法第３条第１項第２号の交付金の交付の申請をする者
であって、法第２条第４項各号に掲げる要件に該当するものをいう。以下同じ。）が耕作の業務を営む耕地に係る
麦をいう。

４　この表において「免税対象農業者」とは、対象農業者のうち、法第３条第５項の規定に基づき農林水産大臣が定める数量単
価について、免税事業者に対するものの適用を受け法第３条第１項第２号の交付金が交付されるものをいう。

４　この表において「免税対象農業者」とは、対象農業者のうち、法第３条第５項の規定に基づき農林水産大臣が
定める数量単価について、免税事業者に対するものの適用を受け法第３条第１項第２号の交付金が交付されるもの
をいう。

１１０ １０８ ９０ ７１ ５２ ３４ １５ １１ ８

１０７ ８８ ７０ ５２

１５２ １５０ １２８ １０５ ８３ ６１ ３８ １６ １２

６８ ５０ ３３ １５ １１ ８１５ １１ ８ １２０ １０３ ８５１０４ １０３ ８５ ６８ ５０ ３３

１１０ １０８ ９０ ７１ ５２ ３４ １５ １１ ８ １２７ １０８ ９０ ７１ ５２ ３４ １５ １１ ８

１５ １１ ８

１４４ １２４ １０３ ８２ ６２ ４１８２ ６２ ４１ ２０６ １８５ １６５２０６ １８５ １６５ １４４ １２４ １０３

９６ ８２ ６９ ５５ ４１ ２７５５ ４１ ２７ １３７ １２３ １１０１３７ １２３ １１０ ９６ ８２ ６９

２０１ １７２ １４４ １１５ ８６ ５７１１５ ８６ ５７ ２８７ ２５８ ２３０２８７ ２５８ ２３０ ２０１ １７２ １４４

９５ ８１ ６８ ５４ ４１ ２７５４ ４１ ２７ １３５ １２２ １０８

３２ １５ １１ ８

１３２ １２２ １０８ ９５ ８１ ６８

１１８ １０１ ８４ ６７ ４９

１２５ １０７ ８８ ７０ ５２ ３３ １５ １１ ８

１０１ ８４ ６７ ４９ ３２ １５ １１ ８

８

６８ ５０ ３３ １５ １１ ８１５ １１ ８ １２０ １０３ ８５１０４ １０３ ８５ ６８ ５０ ３３

１５ １１ ８１５ １１ ８

９６ ８２ ６９ ５５ ４１ ２７５５ ４１ ２７ １３７ １２３ １１０１３７ １２３ １１０ ９６ ８２ ６９

１５ １１ ８ １５ １１ ８

１６９ １４５ １２１ ９６ ７２ ４８１２１ ９６ ７２ ２４１ ２１７ １９３２４２ ２４１ ２１７ １９３ １６９ １４５

５４ ４１ ２８ １５ １１ ８２８ １５ １１ ９３ ８０ ６７１１０ ９３ ８０ ６７ ５４ ４１ ８

８

４８

１６ １２ ８ １６ １２ ８

１５６ １３４ １１２ ８９ ６７ ４５８９ ６７ ４５ ２２３ ２０１ １７８２２３ ２０１ １７８ １５６ １３４ １１２

９１ ６６ ４１ １６ １２ ８４１ １６ １２ １６５ １４０ １１５１６６ １６５ １４０ １１５ ９１ ６６ ８

８

１５１ １２９ １０８ ８６ ６５ ４３１０８ ８６ ６５ ２１５ １９４ １７２２１６ ２１５ １９４ １７２ １５１ １２９

７９ ５８ ３７ １６ １２ ８３７ １６ １２ １４１ １２０ ９９１４２ １４１ １２０ ９９ ７９ ５８

１５０ １２８ １０５ ８３ ６１ ３８ １６ １２ ８

８

８

４３

１６ １２ ８ １６ １２ ８

１８５ １６５ １４４ １２４ １０３

１５ １１ ８

３３ １５ １１



# #
1 キログラム当たり共済金額の範囲 1 キログラム当たり共済金額の範囲

１類 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦 １類 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦
うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦

うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦 種子麦
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦及び種子麦以外の麦 対象麦及び種子麦以外の麦
円 円 円 円 円 円

２類 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦 ２類 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦
うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦

うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦 種子麦
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦及び種子麦以外の麦 対象麦及び種子麦以外の麦
円 円 円 円 円 円

３類 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦（秋まき） ３類 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦（秋まき）
４類 うち課税対象農業者に係るもの ４類 うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦（秋まき） パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦（秋まき）

うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦（秋まき） 種子麦（秋まき）
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦及び種子麦以外の麦（秋まき） 対象麦及び種子麦以外の麦（秋まき）
円 円 円 円 円 円

パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦（春まき） パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦（春まき）
うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦（春まき） パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦（春まき）

うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦（春まき） 種子麦（春まき）
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦及び種子麦以外の麦（春まき） 対象麦及び種子麦以外の麦（春まき）
円 円 円 円 円 円

５類 対象麦 ５類 対象麦
うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
ビール麦 ビール麦

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
種子麦 種子麦

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦 対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦

円 円 円 円 円 円

１９５ １７２ １４９ １２７ １０４ ８１ ５８ ４４ ２９

１４０ １３１ １１６ １０２ ８７ ７３ ５８ ４４ ２９ １４５ １３１ １１６ １０２ ８７ ７３ ５８ ４４ ２９

９５ ８０ ６４ ４７ ３１ １５ １１ ８ １１２ ９６ ８０ ６４ ４７ ３１ １５ １１ ８

１９５ １７２ １４９ １２７ １０４ ８１ ５８ ４４ ２９

１４０ １３１ １１６ １０２ ８７ ７３ ５８ ４４ ２９ １４５ １３１ １１６ １０２ ８７ ７３ ５８ ４４ ２９

１４２ １２６ １０４ ８３ ６１ ４０ １８ １４ ９ １４７ １２６ １０４ ８３ ６１ ４０ １８ １４ ９

１８８ １６１ １３４ １０７ ８０ ５４２６８ ２４１ ２１４

９９ ８５ ７２ ５８ ４４ ２９１３９ １２６ １１２

７９

１０４ ８３ ６１ ４０ １８ １４ ９ １４７ １２６ １０４ ８３ ６１ ４０ １８ １４ ９

９９ ９０ ７５ ６１ ４７ ３２ １８ １４ ９ １０４ ９０ ７５ ６１ ４７ ３２ １８ １４ ９

１９０ １７２ １４９ １２７ １０４ ８１ ５８ ４４ ２９

９９ ９０ ７５ ６１ ４７ ３２ １８ １４ ９

１９０ １７２ １４９ １２７ １０４ ８１ ５８ ４４ ２９

７１ ５８ ４４ ３１

１０７ ８０ ５４２６８ ２４１ ２１４ １８８ １６１ １３４

５８ ４４ ２９１３１ １２６

７９ ５９ ３８ １８ １４ ９１８ １４ ９ １４０ １２０ ９９１３３ １２０ ９９ ７９ ５９ ３８

地域 千葉県 地域 千葉県
区分 区分

１１３ ９７ ８１ ６５ ４９ ３２６５ ４９ ３２ １６２ １４６ １３０１５９ １４６ １３０ １１３ ９７ ８１

５８ ４４ ３１ １８ １４ ９１８ １４ ９ ９７ ８４ ７１９０ ８４

１４２ １２６

１２３ １０１ ８０ ５８ ４４ ２９５８ ４４ ２９ １８８ １６６ １４５１８１ １６６ １４５ １２３ １０１ ８０

１８ １４ ９１８ １４ ９

５９ ３８ １８ １４ ９１８ １４ ９ １４０ １２０ ９９１３３ １２０ ９９ ７９ ５９ ３８

５８ ４４ ２９５８ ４４ ２９

１１３ ９７ ８１ ６５ ４９ ３２６５ ４９ ３２ １６２ １４６ １３０１５９ １４６ １３０ １１３ ９７ ８１

５８ ４４ ３１ １８ １４ ９１８ １４ ９ ９７ ８４ ７１９０ ８４ ７１ ５８ ４４ ３１

１０４ ９０ ７５ ６１ ４７ ３２ １８ １４ ９

１２３ １０１ ８０ ５８ ４４ ２９５８ ４４ ２９ １８８ １６６ １４５１８１ １６６ １４５ １２３ １０１ ８０

１８ １４ ９１８ １４ ９

１８８ １６１ １３４ １０７ ８０ ５４１０７ ８０ ５４ ２６８ ２４１ ２１４２６８ ２４１ ２１４ １８８ １６１ １３４

９９ ８５ ７２ ５８ ４４ ２９５８ ４４ ２９ １３９ １２６ １１２１３１ １２６ １１２ ９９ ８５ ７２

６０ ４５ ３０ １５ １１ ８１１ ８ １０５ ９０ ７５８９ ７５ ６０ ４５ ３０ １５

５８ ４４ ２９５８ ４４ ２９

１３５ １１６ ９７ ７７ ５８ ３９７７ ５８ ３９ １９３ １７４ １５４１９１ １７４ １５４ １３５ １１６ ９７

７９ ６８ ５７ ４５ ３４ ２３４５ ３４ ２３ １１３ １０２ ９０１０９ １０２ ９０ ７９ ６８ ５７

１５ １１ ８１５ １１ ８

１１２ ９９ ８５ ７２



６類 対象麦 ６類 対象麦
うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
ビール麦 ビール麦

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
種子麦 種子麦

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦 対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦

円 円 円 円 円 円
７類 対象麦（秋まき） ７類 対象麦（秋まき）
８類 うち課税対象農業者に係るもの ８類 うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
ビール麦（秋まき） ビール麦（秋まき）

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
種子麦（秋まき） 種子麦（秋まき）

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦（秋まき） 対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦（秋まき）

円 円 円 円 円 円
対象麦（春まき） 対象麦（春まき）

うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

ビール麦（春まき） ビール麦（春まき）
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦（春まき） 種子麦（春まき）
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦（春まき） 対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦（春まき）
円 円 円 円 円 円

９類 対象麦 ９類 対象麦
10類 うち課税対象農業者に係るもの 10類 うち課税対象農業者に係るもの
11類 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 11類 円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦 種子麦
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦及び種子麦以外の麦 対象麦及び種子麦以外の麦
円 円 円 円 円 円

12類 対象麦 12類 対象麦
13類 うち課税対象農業者に係るもの 13類 うち課税対象農業者に係るもの
14類 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 14類 円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦 種子麦
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦及び種子麦以外の麦 対象麦及び種子麦以外の麦
円 円 円 円 円 円

16類 対象麦（裸麦） 16類 対象麦（裸麦）
うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
種子麦（裸麦） 種子麦（裸麦）

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
対象麦及び種子麦以外の麦（裸麦） 対象麦及び種子麦以外の麦（裸麦）

円 円 円 円 円 円

備考： 備考：

３　この表において「課税対象農業者」とは、対象農業者のうち、免税対象農業者以外のものをいう。 ３　この表において「課税対象農業者」とは、対象農業者のうち、免税対象農業者以外のものをいう。

５　この表において「種子麦」とは、種子の用に供することを目的とする麦の耕作を行う耕地に係る麦をいう。 ５　この表において「種子麦」とは、種子の用に供することを目的とする麦の耕作を行う耕地に係る麦をいう。
６　この表において「ビール麦」とは、ビールの用に供することを目的とする麦の耕作を行う耕地に係る麦をいう。 ６　この表において「ビール麦」とは、ビールの用に供することを目的とする麦の耕作を行う耕地に係る麦をいう。

１０５ ９０ ７５ ６０ ４５ ３０ １５ １１ ８

１４２ １４０ １１９ ９９ ７８ ５７ ３７ １６ １２ １４０ １１９ ９９ ７８ ５７ ３７ １６ １２ ８

１０８ ９０ ７１ ５２ ３４ １５ １１ ８

１５ １１ ８ １５ １１ ８

１４４ １２４ １０３ ８２ ６２ ４１８２ ６２ ４１ ２０６ １８５ １６５２０６ １８５

９６ ８２ ６９ ５５ ４１ ２７１３７ １２３ １１０

１５０ １２８ １０５ ８３ ６１ ３８ １６ １２ ８

１１０ １２７ １０８ ９０ ７１ ５２ ３４ １５ １１ ８

３８ １６ １２

１６５ １４４ １２４ １０３

５５ ４１ ２７１３７ １２３ １１０

６８ ５０ ３３ １５ １１ ８１５ １１ ８ １２０ １０３ ８５１０４ １０３ ８５ ６８ ５０ ３３

７９ ６８ ５７ ４５ ３４ ２３４５ ３４ ２３ １１３ １０２ ９０

３０ １５ １１ ８

１０９ １０２ ９０ ７９ ６８ ５７

１０５ ９０ ７５ ６０ ４５８９ ７５ ６０ ４５ ３０ １５ １１ ８

１１２ ９６ ８０ ６４ ４７ ３１ １５ １１ ８９５ ８０ ６４ ４７ ３１ １５ １１ ８

１５ １１ ８１５ １１ ８

１３５ １１６ ９７ ７７ ５８ ３９７７ ５８ ３９ １９３ １７４ １５４１９１ １７４ １５４ １３５ １１６ ９７

９６ ８２ ６９ ５５ ４１ ２７５５ ４１ ２７ １３７ １２３ １１０１３７ １２３ １１０ ９６ ８２ ６９

６８ ５０ ３３ １５ １１ ８１５ １１ ８ １２０ １０３ ８５１０４ １０３ ８５ ６８ ５０ ３３

１２７ １０８ ９０ ７１ ５２ ３４ １５ １１ ８１１０ １０８ ９０ ７１ ５２ ３４ １５ １１ ８

５７ ４３ ２９ １５ １１ ８２９ １５ １１ ９９ ８５ ７１１１６ ９９ ８５ ７１ ５７ ４３

１５ １１ ８ １５ １１ ８

１４４ １２４ １０３ ８２ ６２ ４１８２ ６２ ４１ ２０６ １８５ １６５２０６ １８５ １６５ １４４ １２４ １０３

８

７４ ５４ ３５ １６ １２ ８３５ １６ １２ １３１ １１２ ９３１３３ １３１ １１２ ９３ ７４ ５４

１５ １１ ８ １５ １１ ８

１３９ １１９ １００ ８０ ６０ ４０１００ ８０ ６０ １９９ １７９ １５９２０２ １９９ １７９ １５９ １３９ １１９

７９ ５８ ３７ １６ １２ ８３７ １６ １２ １４１ １２０ ９９１４２ １４１ １２０ ９９ ７９ ５８

１６ １２ ８ １６ １２ ８

１５０ １２８ １０７ ８６ ６４ ４３８６ ６４ ４３ ２１４ １９３ １７１２１４ １９３ １７１ １５０ １２８ １０７

１６ １２ ８ １６ １２ ８

１５１ １２９ １０８ ８６ ６５ ４３１０８ ８６ ６５ ２１５ １９４ １７２２１６ ２１５ １９４ １７２ １５１ １２９

１　この表において「区分」とは、農業保険法（昭和22年法律第185号）第136条第１項の農林水産大臣が定める区
分

２　この表において「対象麦」とは、対象農業者（農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する
法律（平成18年法律第88号）第５条第１項の規定に基づき同法第３条第１項第２号の交付金の交付の申請をする者
であって、法第２条第４項各号に掲げる要件に該当するものをいう。以下同じ。）が耕作の業務を営む耕地に係る
麦をいう。

４　この表において「免税対象農業者」とは、対象農業者のうち、法第３条第５項の規定に基づき農林水産大臣が
定める数量単価について、免税事業者に対するものの適用を受け法第３条第１項第２号の交付金が交付されるもの
をいう。

９６ ８２ ６９

８

４０

８

８

８

８

４３

１２４ １０５ ９０ ７５ ６０ ４５ ３０ １５ １１

２　この表において「対象麦」とは、対象農業者（農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律（平成18
年法律第88号）第５条第１項の規定に基づき同法第３条第１項第２号の交付金の交付の申請をする者であって、法第２条第４項
各号に掲げる要件に該当するものをいう。以下同じ。）が耕作の業務を営む耕地に係る麦をいう。

４　この表において「免税対象農業者」とは、対象農業者のうち、法第３条第５項の規定に基づき農林水産大臣が定める数量単
価について、免税事業者に対するものの適用を受け法第３条第１項第２号の交付金が交付されるものをいう。

１　この表において「区分」とは、農業保険法（昭和22年法律第185号）第136条第１項の農林水産大臣が定める区分
　をいう。

１５２ １５０ １２８ １０５ ８３ ６１



# #
1 キログラム当たり共済金額の範囲 1 キログラム当たり共済金額の範囲

１類 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦 １類 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦
うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦

うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦 種子麦
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦及び種子麦以外の麦 対象麦及び種子麦以外の麦
円 円 円 円 円 円

２類 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦 ２類 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦
うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦

うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦 種子麦
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦及び種子麦以外の麦 対象麦及び種子麦以外の麦
円 円 円 円 円 円

３類 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦（秋まき） ３類 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦（秋まき）
４類 うち課税対象農業者に係るもの ４類 うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦（秋まき） パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦（秋まき）

うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦（秋まき） 種子麦（秋まき）
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦及び種子麦以外の麦（秋まき） 対象麦及び種子麦以外の麦（秋まき）
円 円 円 円 円 円

パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦（春まき） パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦（春まき）
うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦（春まき） パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦（春まき）

うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦（春まき） 種子麦（春まき）
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦及び種子麦以外の麦（春まき） 対象麦及び種子麦以外の麦（春まき）
円 円 円 円 円 円

５類 対象麦 ５類 対象麦
うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
ビール麦 ビール麦

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
種子麦 種子麦

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦 対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦

円 円 円 円 円 円

８６ ７５

地域 東京都
区分 区分

４９ ３９ ２８ １８ １４ ９１８ １４ ９ ８０ ７０ ５９７２ ７０ ５９ ４９ ３９ ２８

６９ ５２ ３５ １８ １４ ９１８ １４ ９ １２０ １０３

１２１ １０９

８６１１３ １０３ ８６ ６９ ５２ ３５

１２７ １０９ ９１ ７３ ５４ ３６ １８ １４ ９

２４１ ２１４２６８ ２４１ ２１４ １８８ １６１ １３４

９９ ８５ ７２ ５８ ４４ ２９５８ ４４ ２９ １３９ １２６ １１２１３１ １２６ １１２ ９９ ８５ ７２

１２３ １０１ ８０ ５８ ４４ ２９５８ ４４ ２９ １８８ １６６ １４５１８１ １６６ １４５ １２３ １０１ ８０

１４０ １３１ １１６ １０２ １４５ １３１ １１６ １０２ ８７ ７３ ５８ ４４ ２９

６９ ５２ ３５ １８ １４ ９１８ １４ ９ １２０ １０３ ８６１１３ １０３ ８６ ６９ ５２ ３５

１２１ １０９ ９１ ７３ ５４ ３６ １８ １４ ９ １２７ １０９ ９１ ７３ ５４ ３６ １８ １４ ９

５８ ４４ ２９５８ ４４

１８８ １６１ １３４ １０７ ８０

５４１０７ ８０ ５４ ２６８ ２４１ ２１４２６８ ２４１ ２１４ １８８ １６１ １３４

９９ ８５ ７２ ５８ ４４ ２９５８ ４４ ２９ １３９ １２６ １１２１３１ １２６ １１２ ９９ ８５ ７２

１２３ １０１ ８０ ５８ ４４ ２９５８ ４４ ２９ １８８ １６６ １４５１８１ １６６ １４５ １２３ １０１ ８０

１９０ １７２ １４９ １２７ １０４ ８１ ５８ ４４ ２９ １９５ １７２ １４９ １２７ １０４

７９ ６８ ５７ ４５ ３４ ２３４５ ３４ ２３ １１３ １０２ ９０１０９ １０２ ９０ ７９ ６８ ５７

６０ ４５ ３０ １５ １１ ８１１ ８ １０５ ９０ ７５８９ ７５ ６０ ４５ ３０ １５

９５ ８０ ６４ ４７ ３１ １５ １１ ８ １１２ ９６ ８０ ６４ ４７ ３１ １５ １１ ８

１５ １１ ８１５ １１ ８

１３５ １１６ ９７ ７７ ５８ ３９７７ ５８ ３９ １９３ １７４ １５４１９１ １７４ １５４ １３５ １１６ ９７

６３ ５２ ４１ ２９ １８ １４ ９

１９０ １７２ １４９ １２７ １０４ ８１ ５８ ４４ ２９ １９５ １７２ １４９ １２７ １０４ ８１ ５８ ４４ ２９

１８ １４ ９１８ １４ ９

１０５ ９０ ７５ ６０ ４５ ３０６０ ４５ ３０ １５０ １３５ １２０１４７ １３５ １２０ １０５ ９０ ７５

８１ ７５ ６３

５４１０７ ８０ ５４ ２６８

８１ ７５ ６３ ５２ ４１ ２９ １８ １４ ９ ８６ ７５ ６３ ５２ ４１ ２９ １８ １４ ９

４９ ３９ ２８ １８ １４ ９１８ １４ ９ ８０ ７０ ５９７２ ７０ ５９

８１ ５８ ４４ ２９

１８ １４ ９１８ １４ ９

１０５ ９０ ７５ ６０ ４５

１４０ １３１ １１６ １０２ ８７ ７３ ５８ ４４ ２９ １４５ １３１ １１６ １０２ ８７ ７３ ５８ ４４ ２９

３０６０ ４５ ３０ １５０ １３５ １２０１４７ １３５ １２０ １０５ ９０ ７５

５８ ４４ ２９５８ ４４ ２９

１８８ １６１ １３４ １０７ ８０

４９ ３９ ２８

５２ ４１ ２９ １８ １４ ９

２９

８７ ７３ ５８ ４４ ２９

９１ ７３ ５４ ３６ １８ １４ ９

地域 東京都



６類 対象麦 ６類 対象麦
うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
ビール麦 ビール麦

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
種子麦 種子麦

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦 対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦

円 円 円 円 円 円
７類 対象麦（秋まき） ７類 対象麦（秋まき）
８類 うち課税対象農業者に係るもの ８類 うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
ビール麦（秋まき） ビール麦（秋まき）

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
種子麦（秋まき） 種子麦（秋まき）

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦（秋まき） 対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦（秋まき）

円 円 円 円 円 円
対象麦（春まき） 対象麦（春まき）

うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

ビール麦（春まき） ビール麦（春まき）
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦（春まき） 種子麦（春まき）
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦（春まき） 対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦（春まき）
円 円 円 円 円 円

９類 対象麦 ９類 対象麦
10類 うち課税対象農業者に係るもの 10類 うち課税対象農業者に係るもの
11類 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 11類 円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦 種子麦
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦及び種子麦以外の麦 対象麦及び種子麦以外の麦
円 円 円 円 円 円

12類 対象麦 12類 対象麦
13類 うち課税対象農業者に係るもの 13類 うち課税対象農業者に係るもの
14類 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 14類 円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦 種子麦
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦及び種子麦以外の麦 対象麦及び種子麦以外の麦
円 円 円 円 円 円

16類 対象麦（裸麦） 16類 対象麦（裸麦）
うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
種子麦（裸麦） 種子麦（裸麦）

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
対象麦及び種子麦以外の麦（裸麦） 対象麦及び種子麦以外の麦（裸麦）

円 円 円 円 円 円

備考： 備考：

３　この表において「課税対象農業者」とは、対象農業者のうち、免税対象農業者以外のものをいう。 ３　この表において「課税対象農業者」とは、対象農業者のうち、免税対象農業者以外のものをいう。

５　この表において「種子麦」とは、種子の用に供することを目的とする麦の耕作を行う耕地に係る麦をいう。 ５　この表において「種子麦」とは、種子の用に供することを目的とする麦の耕作を行う耕地に係る麦をいう。
６　この表において「ビール麦」とは、ビールの用に供することを目的とする麦の耕作を行う耕地に係る麦をいう。 ６　この表において「ビール麦」とは、ビールの用に供することを目的とする麦の耕作を行う耕地に係る麦をいう。

６８ ５０ ３３ １５ １１ ８１５ １１ ８ １２０ １０３ ８５１０４ １０３ ８５ ６８ ５０ ３３

１１０ １０８ ９０ ７１ ５２ ３４ １５ １１ ８ １２７ １０８ ９０ ７１ ５２ ３４ １５ １１ ８

１５ １１ ８

１４４ １２４ １０３ ８２ ６２ ４１８２ ６２ ４１ ２０６ １８５ １６５２０６ １８５ １６５ １４４ １２４ １０３

９６ ８２ ６９ ５５ ４１ ２７５５ ４１ ２７ １３７ １２３ １１０１３７ １２３ １１０ ９６ ８２ ６９

２３４５ ３４ ２３ １１３ １０２ ９０

３０ １５ １１ ８

１０９ １０２ ９０ ７９ ６８ ５７

１０５ ９０ ７５ ６０ ４５

９５ ８０ ６４ ４７ ３１ １５ １１ ８ １１２ ９６ ８０ ６４ ４７ ３１ １５ １１ ８

８９ ７５ ６０ ４５ ３０ １５ １１ ８

４１ ２７５５ ４１ ２７ １３７ １２３ １１０１３７ １２３ １１０ ９６ ８２ ６９

６８ ５０ ３３ １５ １１ ８１５ １１ ８ １２０ １０３ ８５１０４ １０３ ８５ ６８ ５０ ３３

１５ １１ ８１５ １１ ８

１５ １１ ８ １５ １１ ８

１３９ １１９ ９９ ７９ ５９ ４０９９ ７９ ５９ １９８ １７８ １５８２００ １９８ １７８ １５８ １３９ １１９

５１ ３９ ２７ １５ １１ ８２７ １５ １１ ８７ ７５ ６３１０４ ８７ ７５ ６３ ５１ ３９

１１２ ９３ ８０ ６７ ５４ ４１ ２８ １５ １１ ９３ ８０ ６７ ５４ ４１ ２８ １５ １１ ８

８

８

８６ ６４ ４３ ２１４ １９３ １７１２１４ １９３ １７１ １５０ １２８ １０７

７４ ５４ ３５ １６ １２ ８３５ １６ １２ １３１ １１２ ９３１３３ １３１ １１２ ９３ ７４ ５４

１４２ １４０ １１９ ９９ ７８ ５７ ３７ １６ １２ １４０ １１９ ９９ ７８ ５７ ３７ １６ １２ ８

１５１ １２９ １０８ ８６ ６５ ４３１０８ ８６ ６５ ２１５ １９４ １７２２１６ ２１５ １９４ １７２ １５１ １２９

７９ ５８ ３７ １６ １２ ８３７ １６ １２ １４１ １２０ ９９１４２ １４１ １２０ ９９ ７９ ５８

１５２ １５０ １２８ １０５ ８３ ６１ ３８ １６ １２ １５０ １２８ １０５ ８３ ６１ ３８ １６ １２ ８

１６ １２ ８ １６ １２ ８

１　この表において「区分」とは、農業保険法（昭和22年法律第185号）第136条第１項の農林水産大臣が定める区分
　をいう。

１　この表において「区分」とは、農業保険法（昭和22年法律第185号）第136条第１項の農林水産大臣が定める区
分

２　この表において「対象麦」とは、対象農業者（農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律（平成18
年法律第88号）第５条第１項の規定に基づき同法第３条第１項第２号の交付金の交付の申請をする者であって、法第２条第４項
各号に掲げる要件に該当するものをいう。以下同じ。）が耕作の業務を営む耕地に係る麦をいう。

２　この表において「対象麦」とは、対象農業者（農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する
法律（平成18年法律第88号）第５条第１項の規定に基づき同法第３条第１項第２号の交付金の交付の申請をする者
であって、法第２条第４項各号に掲げる要件に該当するものをいう。以下同じ。）が耕作の業務を営む耕地に係る
麦をいう。

４　この表において「免税対象農業者」とは、対象農業者のうち、法第３条第５項の規定に基づき農林水産大臣が定める数量単
価について、免税事業者に対するものの適用を受け法第３条第１項第２号の交付金が交付されるものをいう。

４　この表において「免税対象農業者」とは、対象農業者のうち、法第３条第５項の規定に基づき農林水産大臣が
定める数量単価について、免税事業者に対するものの適用を受け法第３条第１項第２号の交付金が交付されるもの
をいう。

１１０ １０８ ９０ ７１ ５２ ３４ １５ １１ ８ １２７ １０８ ９０ ７１ ５２ ３４ １５ １１ ８

１３５ １１６ ９７ ７７ ５８ ３９７７ ５８ ３９ １９３ １７４ １５４１９１ １７４ １５４ １３５ １１６ ９７

７９ ６８ ５７ ４５ ３４

１５ １１ ８

１４４ １２４ １０３ ８２ ６２ ４１８２ ６２ ４１ ２０６ １８５ １６５２０６ １８５ １６５ １４４ １２４ １０３

９６ ８２ ６９ ５５

４０

８

８

８

８

４３

１６ １２ ８ １６ １２ ８

１５０ １２８ １０７ ８６ ６４ ４３

１５ １１ ８

１５ １１ ８



# #
1 キログラム当たり共済金額の範囲 1 キログラム当たり共済金額の範囲

１類 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦 １類 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦
うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦

うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦 種子麦
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦及び種子麦以外の麦 対象麦及び種子麦以外の麦
円 円 円 円 円 円

２類 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦 ２類 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦
うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦

うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦 種子麦
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦及び種子麦以外の麦 対象麦及び種子麦以外の麦
円 円 円 円 円 円

３類 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦（秋まき） ３類 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦（秋まき）
４類 うち課税対象農業者に係るもの ４類 うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦（秋まき） パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦（秋まき）

うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦（秋まき） 種子麦（秋まき）
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦及び種子麦以外の麦（秋まき） 対象麦及び種子麦以外の麦（秋まき）
円 円 円 円 円 円

パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦（春まき） パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦（春まき）
うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦（春まき） パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦（春まき）

うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦（春まき） 種子麦（春まき）
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦及び種子麦以外の麦（春まき） 対象麦及び種子麦以外の麦（春まき）
円 円 円 円 円 円

５類 対象麦 ５類 対象麦
うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
ビール麦 ビール麦

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
種子麦 種子麦

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦 対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦

円 円 円 円 円 円

８０ ７６ ６５ ５３ ４１ ３０ １８ １４ ９ ８８

地域 神奈川県 地域 神奈川県
区分 区分

１２１ １１０ ９１ ７３ ５５ ３６ １８ １４ ９ １２８ １１０ ９１ ７３ ５５ ３６ １８ １４ ９

１４５ １２３ １０１ ８０

１８ １４ ９１８ １４ ９

１０８ ９２ ７７ ６２ ４６ ３１６２ ４６ ３１ １５４ １３９ １２３１５１ １３９ １２３ １０８ ９２ ７７

４４ ２９５８ ４４ ２９

１８８ １６１ １３４ １０７ ８０ ５４１０７ ８０ ５４ ２６８ ２４１ ２１４２６８ ２４１ ２１４ １８８ １６１ １３４

９９ ８５ ７２ ５８ ４４ ２９５８ ４４ ２９ １３９ １２６ １１２１３１ １２６ １１２ ９９ ８５ ７２

５８

１０８ ９２ ７７ ６２ ４６ ３１６２ ４６ ３１ １５４ １３９ １２３１５１ １３９ １２３ １０８ ９２ ７７

５３ ４１ ３０ １８ １４ ９１８ １４ ９ ８８ ７６ ６５８０ ７６ ６５ ５３ ４１ ３０

８９ ８２ ６９ ５７ ４４ ３１ １８ １４ ９ ９５ ８２ ６９ ５７ ４４ ３１ １８ １４ ９

１２３ １０１ ８０ ５８ ４４ ２９５８ ４４ ２９ １８８ １６６ １４５１８１ １６６ １４５ １２３ １０１ ８０

１８ １４ ９１８ １４ ９

１８８ １６１ １３４ １０７ ８０ ５４１０７ ８０ ５４ ２６８ ２４１ ２１４２６８ ２４１ ２１４ １８８ １６１ １３４

９９ ８５ ７２ ５８ ４４ ２９５８ ４４ ２９ １３９ １２６ １１２１３１ １２６ １１２ ９９ ８５ ７２

６０ ４５ ３０ １５ １１ ８１１ ８ １０５ ９０ ７５８９ ７５ ６０ ４５ ３０ １５

５８ ４４ ２９５８ ４４ ２９

１１ ８１５ １１ ８

１３５ １１６ ９７ ７７ ５８ ３９７７ ５８ ３９ １９３ １７４ １５４１９１ １７４ １５４ １３５ １１６ ９７

７９ ６８ ５７ ４５ ３４ ２３４５ ３４ ２３ １１３ １０２ ９０１０９ １０２ ９０ ７９ ６８ ５７

５７ ３８ １８ １４ ９ １３５ １１６ ９６ ７７ ５７ ３８ １８ １４ ９１２９ １１６ ９６ ７７

７６ ６５ ５３ ４１ ３０ １８ １４ ９

８９ ８２ ６９ ５７ ４４ ３１ １８ １４ ９ ９５ ８２ ６９ ５７ ４４ ３１ １８ １４ ９

１９０ １７２ １４９ １２７ １０４ ８１ ５８ ４４ ２９ １９５ １７２ １４９ １２７ １０４ ８１ ５８ ４４ ２９

１２３ １０１ ８０ ５８ ４４ ２９５８ ４４ ２９ １８８ １６６ １４５１８１ １６６

１２９ １１６ ９６ ７７ ５７ ３８ １８ １４ ９ １３５ １１６ ９６ ７７ ５７ ３８ １８ １４ ９

７３ ５５ ３６ １８ １４ ９１８ １４ ９ １２８ １１０ ９１１２１ １１０ ９１ ７３ ５５ ３６

１９０ １７２ １４９ １２７ １０４ ８１ ５８ ４４ ２９ １９５ １７２ １４９ １２７ １０４ ８１ ５８ ４４ ２９

１４０ １３１ １１６ １０２ ８７ ７３ ５８ ４４ ２９ １４５ １３１ １１６ １０２ ８７ ７３ ５８ ４４ ２９

９５ ８０ ６４ ４７ ３１ １５ １１ ８ １１２ ９６ ８０ ６４ ４７ ３１ １５ １１ ８

１５

１４０ １３１ １１６ １０２ ８７ ７３ ５８ ４４ ２９ １４５ １３１ １１６ １０２ ８７ ７３ ５８ ４４ ２９



６類 対象麦 ６類 対象麦
うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
ビール麦 ビール麦

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
種子麦 種子麦

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦 対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦

円 円 円 円 円 円
７類 対象麦（秋まき） ７類 対象麦（秋まき）
８類 うち課税対象農業者に係るもの ８類 うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
ビール麦（秋まき） ビール麦（秋まき）

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
種子麦（秋まき） 種子麦（秋まき）

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦（秋まき） 対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦（秋まき）

円 円 円 円 円 円
対象麦（春まき） 対象麦（春まき）

うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

ビール麦（春まき） ビール麦（春まき）
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦（春まき） 種子麦（春まき）
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦（春まき） 対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦（春まき）
円 円 円 円 円 円

９類 対象麦 ９類 対象麦
10類 うち課税対象農業者に係るもの 10類 うち課税対象農業者に係るもの
11類 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 11類 円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦 種子麦
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦及び種子麦以外の麦 対象麦及び種子麦以外の麦
円 円 円 円 円 円

12類 対象麦 12類 対象麦
13類 うち課税対象農業者に係るもの 13類 うち課税対象農業者に係るもの
14類 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 14類 円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦 種子麦
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦２び種子麦以外の麦 対象麦２び種子麦以外の麦
円 円 円 円 円 円

16類 対象麦（裸麦） 16類 対象麦（裸麦）
うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
種子麦（裸麦） 種子麦（裸麦）

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
対象麦及び種子麦以外の麦（裸麦） 対象麦及び種子麦以外の麦（裸麦）

円 円 円 円 円 円

備考： 備考：

３　この表において「課税対象農業者」とは、対象農業者のうち、免税対象農業者以外のものをいう。 ３　この表において「課税対象農業者」とは、対象農業者のうち、免税対象農業者以外のものをいう。

５　この表において「種子麦」とは、種子の用に供することを目的とする麦の耕作を行う耕地に係る麦をいう。 ５　この表において「種子麦」とは、種子の用に供することを目的とする麦の耕作を行う耕地に係る麦をいう。
６　この表において「ビール麦」とは、ビールの用に供することを目的とする麦の耕作を行う耕地に係る麦をいう。 ６　この表において「ビール麦」とは、ビールの用に供することを目的とする麦の耕作を行う耕地に係る麦をいう。

１５ １１ ８ １５ １１ ８

１４４ １２４ １０３ ８２ ６２ ４１８２ ６２ ４１ ２０６ １８５ １６５２０６ １８５ １６５ １４４ １２４ １０３

９６ ８２ ６９ ５５ ４１ ２７５５ ４１ ２７ １３７ １２３ １１０１３７ １２３ １１０ ９６ ８２ ６９

７９ ６８ ５７ ４５ ３４ ２３４５ ３４ ２３ １１３ １０２ ９０

３０ １５ １１ ８

１０９ １０２ ９０ ７９ ６８ ５７

１０５ ９０ ７５ ６０ ４５８９ ７５ ６０ ４５ ３０ １５ １１ ８

９５ ８０ ６４ ４７ ３１ １５ １１ ８ １１２ ９６ ８０ ６４ ４７ ３１ １５ １１ ８

１５ １１ ８１５ １１ ８

１３５ １１６ ９７ ７７ ５８ ３９７７ ５８ ３９ １９３ １７４ １５４１９１ １７４ １５４ １３５ １１６ ９７

６８ ５０ ３３ １５ １１ ８１５ １１ ８ １２０ １０３ ８５１０４ １０３ ８５ ６８ ５０ ３３

１１０ １０８ ９０ ７１ ５２ ３４ １５ １１ ８ １２７ １０８ ９０ ７１ ５２ ３４ １５ １１ ８

１５ １１ ８ １５ １１ ８

１４４ １２４ １０３ ８２ ６２ ４１８２ ６２ ４１ ２０６ １８５ １６５２０６ １８５ １６５ １４４ １２４ １０３

９６ ８２ ６９ ５５ ４１ ２７５５ ４１ ２７ １３７ １２３ １１０１３７ １２３ １１０ ９６ ８２ ６９

５１ ３９ ２７ １５ １１ ８２７ １５ １１ ８７ ７５ ６３１０４ ８７ ７５ ６３ ５１ ３９

１１２ ９３ ８０ ６７ ５４ ４１ ２８ １５ １１ ９３ ８０ ６７ ５４ ４１ ２８ １５ １１ ８

７９ ５８ ３７ １６ １２ ８３７ １６ １２ １４１ １２０ ９９１４２ １４１ １２０ ９９ ７９ ５８

１６ １２ ８ １６ １２ ８

１５０ １２８ １０７ ８６ ６４ ４３８６ ６４ ４３ ２１４ １９３ １７１２１４ １９３ １７１ １５０ １２８ １０７

８

１６ １２ ８ １６ １２ ８

１５１ １２９ １０８ ８６ ６５ ４３１０８ ８６ ６５ ２１５ １９４ １７２２１６ ２１５ １９４ １７２ １５１ １２９

１　この表において「区分」とは、農業保険法（昭和22年法律第185号）第136条第１項の農林水産大臣が定める区分
　をいう。

１　この表において「区分」とは、農業保険法（昭和22年法律第185号）第136条第１項の農林水産大臣が定める区
分

２　この表において「対象麦」とは、対象農業者（農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律（平成18
年法律第88号）第５条第１項の規定に基づき同法第３条第１項第２号の交付金の交付の申請をする者であって、法第２条第４項
各号に掲げる要件に該当するものをいう。以下同じ。）が耕作の業務を営む耕地に係る麦をいう。

２　この表において「対象麦」とは、対象農業者（農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する
法律（平成18年法律第88号）第５条第１項の規定に基づき同法第３条第１項第２号の交付金の交付の申請をする者
であって、法第２条第４項各号に掲げる要件に該当するものをいう。以下同じ。）が耕作の業務を営む耕地に係る
麦をいう。

４　この表において「免税対象農業者」とは、対象農業者のうち、法第３条第５項の規定に基づき農林水産大臣が定める数量単
価について、免税事業者に対するものの適用を受け法第３条第１項第２号の交付金が交付されるものをいう。

４　この表において「免税対象農業者」とは、対象農業者のうち、法第３条第５項の規定に基づき農林水産大臣が
定める数量単価について、免税事業者に対するものの適用を受け法第３条第１項第２号の交付金が交付されるもの
をいう。

１１０ １０８ ９０ ７１ ５２ ３４ １５ １１ ８ １２７ １０８ ９０ ７１ ５２ ３４ １５ １１ ８

６８ ５０ ３３ １５ １１ ８１５ １１ ８ １２０ １０３ ８５１０４ １０３ ８５ ６８ ５０ ３３

１４２ １４０ １１９ ９９ ７８ ５７ ３７ １６ １２ １４０ １１９ ９９ ７８ ５７ ３７ １６ １２ ８

４０

８

８

７４ ５４ ３５ １６ １２ ８３５ １６ １２ １３１ １１２ ９３１３３ １３１ １１２ ９３ ７４ ５４

１５ １１ ８ １５ １１ ８

１３９ １１９ ９９ ７９ ５９ ４０９９ ７９ ５９ １９８ １７８ １５８２００ １９８ １７８ １５８ １３９ １１９

１５２ １５０ １２８ １０５ ８３ ６１ ３８ １６ １２ １５０ １２８ １０５ ８３ ６１ ３８ １６ １２ ８

８

８

８

４３



# #
1 キログラム当たり共済金額の範囲 1 キログラム当たり共済金額の範囲

１類 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦 １類 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦
うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦

うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦 種子麦
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦及び種子麦以外の麦 対象麦及び種子麦以外の麦
円 円 円 円 円 円

２類 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦 ２類 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦
うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦

うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦 種子麦
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦及び種子麦以外の麦 対象麦及び種子麦以外の麦
円 円 円 円 円 円

３類 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦（秋まき） ３類 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦（秋まき）
４類 うち課税対象農業者に係るもの ４類 うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦（秋まき） パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦（秋まき）

うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦（秋まき） 種子麦（秋まき）
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦及び種子麦以外の麦（秋まき） 対象麦及び種子麦以外の麦（秋まき）
円 円 円 円 円 円

パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦（春まき） パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦（春まき）
うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦（春まき） パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦（春まき）

うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦（春まき） 種子麦（春まき）
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦及び種子麦以外の麦（春まき） 対象麦及び種子麦以外の麦（春まき）
円 円 円 円 円 円

５類 対象麦 ５類 対象麦
うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
ビール麦 ビール麦

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
種子麦 種子麦

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦 対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦

円 円 円 円 円 円

８８ ８１ ６９ ５６ ４３ ３１ １８ １４

地域 新潟県 地域 新潟県
区分 区分

５３ ４１ ３０ １８ １４ ９１８ １４ ９ ８７ ７６ ６４８０ ７６ ６４ ５３ ４１ ３０

７４ ５５ ３７ １８ １４ ９１８ １４ ９ １２９ １１１ ９２１２２ １１１ ９２ ７４ ５５ ３７

１３１ １１６ ９７ ７７ ５７ ３８ １８ １４ ９ １３６ １１６ ９７ ７７ ５７ ３８ １８ １４ ９

２４１ ２１４２６８ ２４１ ２１４ １８８ １６１ １３４

９９ ８５ ７２ ５８ ４４ ２９５８ ４４ ２９ １３９ １２６ １１２１３１ １２６ １１２ ９９ ８５ ７２

１２３ １０１ ８０ ５８ ４４ ２９５８ ４４ ２９ １８８ １６６ １４５１８１ １６６ １４５ １２３ １０１ ８０

１４０ １３１ １１６ １０２ ８７ ７３ ５８ ４４ ２９ １４５ １３１ １１６ １０２ ８７ ７３ ５８ ４４ ２９

７４ ５５ ３７ １８ １４ ９１８ １４ ９ １２９ １１１ ９２１２２ １１１ ９２ ７４ ５５ ３７

１３１ １１６ ９７ ７７ ５７ ３８ １８ １４ ９ １３６ １１６ ９７ ７７ ５７ ３８ １８ １４ ９

１８ １４ ９１８ １４ ９

１１９ １０２ ８５ ６８ ５１ ３４６８ ５１ ３４ １７０ １５３ １３６１６７ １５３ １３６ １１９ １０２ ８５

９９ ８５ ７２ ５８ ４４ ２９５８ ４４ ２９ １３９ １２６ １１２１３１ １２６ １１２ ９９ ８５ ７２

１２３ １０１ ８０ ５８ ４４ ２９５８ ４４ ２９ １８８ １６６ １４５１８１ １６６ １４５ １２３ １０１ ８０

１９０ １７２ １４９ １２７ １０４ ８１ ５８ ４４ ２９ １９５ １７２ １４９ １２７ １０４ ８１ ５８ ４４ ２９

５８ ４４ ２９５８ ４４ ２９

１８８ １６１ １３４ １０７ ８０ ５４１０７ ８０ ５４ ２６８ ２４１ ２１４２６８ ２４１ ２１４ １８８ １６１ １３４

７９ ６８ ５７ ４５ ３４ ２３４５ ３４ ２３ １１３ １０２ ９０１０９ １０２ ９０ ７９ ６８ ５７

６０ ４５ ３０ １５ １１ ８１１ ８ １０５ ９０ ７５８９ ７５ ６０ ４５ ３０ １５

９５ ８０ ６４ ４７ ３１ １５ １１ ８ １１２ ９６ ８０ ６４ ４７ ３１ １５ １１ ８

１５ １１ ８１５ １１ ８

１３５ １１６ ９７ ７７ ５８ ３９７７ ５８ ３９ １９３ １７４ １５４１９１ １７４ １５４ １３５ １１６ ９７

９ ９４ ８１ ６９ ５６ ４３ ３１ １８ １４ ９

１９０ １７２ １４９ １２７ １０４ ８１ ５８ ４４ ２９ １９５ １７２ １４９ １２７ １０４ ８１ ５８ ４４ ２９

１８ １４ ９１８ １４ ９

１１９ １０２ ８５ ６８ ５１ ３４６８ ５１ ３４ １７０ １５３ １３６１６７ １５３ １３６ １１９ １０２ ８５

５８ ４４ ２９５８ ４４ ２９

１８８ １６１ １３４ １０７ ８０ ５４１０７ ８０ ５４ ２６８

８８ ８１ ６９ ５６ ４３ ３１ １８ １４ ９ ９４ ８１ ６９ ５６ ４３ ３１ １８ １４ ９

５３ ４１ ３０ １８ １４ ９１８ １４ ９ ８７ ７６ ６４８０ ７６ ６４ ５３ ４１ ３０

１４０ １３１ １１６ １０２ ８７ ７３ ５８ ４４ ２９ １４５ １３１ １１６ １０２ ８７ ７３ ５８ ４４ ２９



６類 対象麦 ６類 対象麦
うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
ビール麦 ビール麦

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
種子麦 種子麦

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦 対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦

円 円 円 円 円 円
７類 対象麦（秋まき） ７類 対象麦（秋まき）
８類 うち課税対象農業者に係るもの ８類 うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
ビール麦（秋まき） ビール麦（秋まき）

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
種子麦（秋まき） 種子麦（秋まき）

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦（秋まき） 対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦（秋まき）

円 円 円 円 円 円
対象麦（春まき） 対象麦（春まき）

うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

ビール麦（春まき） ビール麦（春まき）
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦（春まき） 種子麦（春まき）
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦（春まき） 対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦（春まき）
円 円 円 円 円 円

９類 対象麦 ９類 対象麦
10類 うち課税対象農業者に係るもの 10類 うち課税対象農業者に係るもの
11類 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 11類 円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦 種子麦
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦及び種子麦以外の麦 対象麦及び種子麦以外の麦
円 円 円 円 円 円

12類 対象麦 12類 対象麦
13類 うち課税対象農業者に係るもの 13類 うち課税対象農業者に係るもの
14類 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 14類 円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦 種子麦
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦及び種子麦以外の麦 対象麦及び種子麦以外の麦
円 円 円 円 円 円

16類 対象麦（裸麦） 16類 対象麦（裸麦）
うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
種子麦（裸麦） 種子麦（裸麦）

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
対象麦及び種子麦以外の麦（裸麦） 対象麦及び種子麦以外の麦（裸麦）

円 円 円 円 円 円

備考： 備考：

３　この表において「課税対象農業者」とは、対象農業者のうち、免税対象農業者以外のものをいう。 ３　この表において「課税対象農業者」とは、対象農業者のうち、免税対象農業者以外のものをいう。

５　この表において「種子麦」とは、種子の用に供することを目的とする麦の耕作を行う耕地に係る麦をいう。 ５　この表において「種子麦」とは、種子の用に供することを目的とする麦の耕作を行う耕地に係る麦をいう。
６　この表において「ビール麦」とは、ビールの用に供することを目的とする麦の耕作を行う耕地に係る麦をいう。 ６　この表において「ビール麦」とは、ビールの用に供することを目的とする麦の耕作を行う耕地に係る麦をいう。

９６ ８２ ６９ ５５ ４１ ２７５５ ４１ ２７ １３７ １２３ １１０１３７ １２３ １１０ ９６ ８２ ６９

６８ ５０ ３３ １５ １１ ８１５ １１ ８ １２０ １０３ ８５１０４ １０３ ８５ ６８ ５０ ３３

１１０ １０８ ９０ ７１ ５２ ３４ １５ １１ ８ １２７ １０８ ９０ ７１ ５２ ３４ １５ １１ ８

８９ ７５ ６０ ４５ ３０ １５ １１ ８

１５ １１ ８ １５ １１ ８

１４４ １２４ １０３ ８２ ６２ ４１８２ ６２ ４１ ２０６ １８５ １６５２０６ １８５ １６５ １４４ １２４ １０３

１３５ １１６ ９７ ７７ ５８ ３９７７ ５８ ３９ １９３ １７４ １５４１９１ １７４ １５４ １３５ １１６ ９７

７９ ６８ ５７ ４５ ３４ ２３４５ ３４ ２３ １１３ １０２ ９０

３０ １５ １１ ８

１０９ １０２ ９０ ７９ ６８ ５７

１０５ ９０ ７５ ６０ ４５

９５ ８０ ６４ ４７ ３１ １５ １１ ８ １１２ ９６ ８０ ６４ ４７ ３１ １５ １１ ８

４１ ２７５５ ４１ ２７ １３７ １２３ １１０１３７ １２３ １１０ ９６ ８２ ６９

６８ ５０ ３３ １５ １１ ８１５ １１ ８ １２０ １０３ ８５１０４ １０３ ８５ ６８ ５０ ３３

１５ １１ ８１５ １１ ８

１５ １１ ８ １５ １１ ８

１５３ １３１ １０９ ８７ ６５ ４４８７ ６５ ４４ ２１８ １９６ １７４２１８ １９６ １７４ １５３ １３１ １０９

５３ ４０ ２８ １５ １１ ８２８ １５ １１ ９１ ７８ ６６１０８ ９１ ７８ ６６ ５３ ４０

１６ １２ ８ １６ １２ ８

１５０ １２８ １０７ ８６ ６４ ４３８６ ６４ ４３ ２１４ １９３ １７１２１４ １９３ １７１ １５０ １２８ １０７

７４ ５４ ３５ １６ １２ ８３５ １６ １２ １３１ １１２ ９３１３３ １３１ １１２ ９３ ７４ ５４

１４２ １４０ １１９ ９９ ７８ ５７ ３７ １６ １２ １４０ １１９ ９９ ７８ ５７ ３７ １６ １２ ８

１５１ １２９ １０８ ８６ ６５ ４３１０８ ８６ ６５ ２１５ １９４ １７２２１６ ２１５ １９４ １７２ １５１ １２９

７９ ５８ ３７ １６ １２ ８３７ １６ １２ １４１ １２０ ９９１４２ １４１ １２０ ９９ ７９ ５８

１５２ １５０ １２８ １０５ ８３ ６１ ３８ １６ １２ １５０ １２８ １０５ ８３ ６１ ３８ １６ １２ ８

１６ １２ ８ １６ １２ ８

１　この表において「区分」とは、農業保険法（昭和22年法律第185号）第136条第１項の農林水産大臣が定める区分
　をいう。

１　この表において「区分」とは、農業保険法（昭和22年法律第185号）第136条第１項の農林水産大臣が定める区
分

２　この表において「対象麦」とは、対象農業者（農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律（平成18
年法律第88号）第５条第１項の規定に基づき同法第３条第１項第２号の交付金の交付の申請をする者であって、法第２条第４項
各号に掲げる要件に該当するものをいう。以下同じ。）が耕作の業務を営む耕地に係る麦をいう。

２　この表において「対象麦」とは、対象農業者（農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する
法律（平成18年法律第88号）第５条第１項の規定に基づき同法第３条第１項第２号の交付金の交付の申請をする者
であって、法第２条第４項各号に掲げる要件に該当するものをいう。以下同じ。）が耕作の業務を営む耕地に係る
麦をいう。

４　この表において「免税対象農業者」とは、対象農業者のうち、法第３条第５項の規定に基づき農林水産大臣が定める数量単
価について、免税事業者に対するものの適用を受け法第３条第１項第２号の交付金が交付されるものをいう。

４　この表において「免税対象農業者」とは、対象農業者のうち、法第３条第５項の規定に基づき農林水産大臣が
定める数量単価について、免税事業者に対するものの適用を受け法第３条第１項第２号の交付金が交付されるもの
をいう。

１１０ １０８ ９０ ７１ ５２ ３４ １５ １１ ８ １２７ １０８ ９０ ７１ ５２ ３４ １５ １１ ８

１１５ ９７ ８３ ７０ ５６ ４２ ２９ １５ １１ ９７ ８３ ７０ ５６ ４２ ２９ １５ １１ ８

１５ １１ ８ １５ １１ ８

１４４ １２４ １０３ ８２ ６２ ４１８２ ６２ ４１ ２０６ １８５ １６５２０６ １８５ １６５ １４４ １２４ １０３

９６ ８２ ６９ ５５

８

８

８

８

８

８

４３



# #
1 キログラム当たり共済金額の範囲 1 キログラム当たり共済金額の範囲

１類 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦 １類 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦
うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦

うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦 種子麦
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦及び種子麦以外の麦 対象麦及び種子麦以外の麦
円 円 円 円 円 円

２類 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦 ２類 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦
うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦

うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦 種子麦
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦及び種子麦以外の麦 対象麦及び種子麦以外の麦
円 円 円 円 円 円

３類 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦（秋まき） ３類 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦（秋まき）
４類 うち課税対象農業者に係るもの ４類 うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦（秋まき） パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦（秋まき）

うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦（秋まき） 種子麦（秋まき）
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦及び種子麦以外の麦（秋まき） 対象麦及び種子麦以外の麦（秋まき）
円 円 円 円 円 円

パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦（春まき） パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦（春まき）
うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦（春まき） パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦（春まき）

うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦（春まき） 種子麦（春まき）
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦及び種子麦以外の麦（春まき） 対象麦及び種子麦以外の麦（春まき）
円 円 円 円 円 円

５類 対象麦 ５類 対象麦
うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
ビール麦 ビール麦

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
種子麦 種子麦

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦 対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦

円 円 円 円 円 円

８３ ６１ ４０ １８ １４ ９１８ １４ ９ １４７ １２６ １０４１４０ １２６ １０４ ８３ ６１ ４０

地域 富山県 地域 富山県
区分 区分

１２０ １０３ ８６ ６８ ５１ ３４６８ ５１ ３４ １７１ １５４ １３７１６９ １５４ １３７ １２０ １０３ ８６

６４ ４９ ３３ １８ １４ ９１８ １４ ９ １１０ ９５ ７９１０３ ９５ ７９ ６４ ４９ ３３

１２３ １０１ ８０ ５８ ４４ ２９５８ ４４ ２９ １８８ １６６ １４５１８１ １６６ １４５ １２３ １０１ ８０

１８ １４ ９１８ １４ ９

５８ ４４ ２９５８ ４４ ２９

１８８ １６１ １３４ １０７ ８０ ５４１０７ ８０ ５４ ２６８ ２４１ ２１４２６８ ２４１ ２１４ １８８ １６１ １３４

９９ ８５ ７２ ５８ ４４ ２９５８ ４４ ２９ １３９ １２６ １１２１３１ １２６ １１２ ９９ ８５ ７２

６４ ４９ ３３ １８ １４ ９１８ １４ ９ １１０ ９５ ７９１０３ ９５ ７９ ６４ ４９ ３３

１１２ １０１ ８４ ６８ ５１ ３５ １８ １４ ９ １１７ １０１ ８４ ６８ ５１ ３５ １８ １４ ９

１２３ １０１ ８０

１８ １４ ９１８ １４ ９

１２０ １０３ ８６ ６８ ５１ ３４６８ ５１ ３４ １７１ １５４ １３７１６９ １５４ １３７ １２０ １０３ ８６

１８８ １６１ １３４ １０７ ８０ ５４１０７ ８０ ５４ ２６８ ２４１ ２１４２６８ ２４１ ２１４ １８８ １６１ １３４

９９ ８５ ７２ ５８ ４４ ２９５８ ４４ ２９ １３９ １２６ １１２１３１ １２６ １１２ ９９ ８５ ７２

６０ ４５ ３０ １５ １１ ８１１ ８ １０５ ９０ ７５８９ ７５ ６０ ４５ ３０ １５

５８ ４４ ２９５８ ４４ ２９

１５ １１ ８１５ １１ ８

１３５ １１６ ９７ ７７ ５８ ３９７７ ５８ ３９ １９３ １７４ １５４１９１ １７４ １５４ １３５ １１６ ９７

９１ ７８ ６５ ５２ ３９ ２６５２ ３９ ２６ １３０ １１７ １０４１２６ １１７ １０４ ９１ ７８ ６５

１４８ １３１ １０９ ８６ ６３ ４１ １８ １４ ９ １５４ １３１ １０９ ８６ ６３ ４１ １８ １４ ９

１１２ １０１ ８４ ６８ ５１ ３５ １８ １４ ９ １１７ １０１ ８４ ６８ ５１ ３５ １８ １４ ９

１９０ １７２ １４９ １２７ １０４ ８１ ５８ ４４ ２９ １９５ １７２ １４９ １２７ １０４ ８１ ５８ ４４ ２９

１４０ １３１ １１６ １０２ ８７ ７３ ５８ ４４ ２９ １４５ １３１ １１６ １０２ ８７ ７３ ５８ ４４ ２９

１４８ １３１ １０９ ８６ ６３ ４１ １８ １４ ９ １５４ １３１ １０９ ８６ ６３ ４１ １８ １４ ９

８３ ６１ ４０ １８ １４ ９１８ １４ ９ １４７ １２６ １０４１４０ １２６ １０４ ８３ ６１ ４０

１９０ １７２ １４９ １２７ １０４ ８１ ５８ ４４ ２９ １９５ １７２ １４９ １２７ １０４ ８１ ５８ ４４ ２９

１４０ １３１ １１６ １０２ ８７ ７３ ５８ ４４ ２９ １４５ １３１ １１６ １０２ ８７ ７３ ５８ ４４ ２９

１２３ １０１ ８０ ５８ ４４ ２９５８ ４４ ２９ １８８ １６６ １４５１８１ １６６ １４５

９５ ８０ ６４ ４７ ３１ １５ １１ ８ １１２ ９６ ８０ ６４ ４７ ３１ １５ １１ ８



６類 対象麦 ６類 対象麦
うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
ビール麦 ビール麦

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
種子麦 種子麦

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦 対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦

円 円 円 円 円 円
７類 対象麦（秋まき） ７類 対象麦（秋まき）
８類 うち課税対象農業者に係るもの ８類 うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
ビール麦（秋まき） ビール麦（秋まき）

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
種子麦（秋まき） 種子麦（秋まき）

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦（秋まき） 対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦（秋まき）

円 円 円 円 円 円
対象麦（春まき） 対象麦（春まき）

うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

ビール麦（春まき） ビール麦（春まき）
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦（春まき） 種子麦（春まき）
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦（春まき） 対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦（春まき）
円 円 円 円 円 円

９類 対象麦 ９類 対象麦
10類 うち課税対象農業者に係るもの 10類 うち課税対象農業者に係るもの
11類 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 11類 円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦 種子麦
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦及び種子麦以外の麦 対象麦及び種子麦以外の麦
円 円 円 円 円 円

12類 対象麦 12類 対象麦
13類 うち課税対象農業者に係るもの 13類 うち課税対象農業者に係るもの
14類 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 14類 円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦 種子麦
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦及び種子麦以外の麦 対象麦及び種子麦以外の麦
円 円 円 円 円 円

16類 対象麦（裸麦） 16類 対象麦（裸麦）
うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
種子麦（裸麦） 種子麦（裸麦）

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
対象麦及び種子麦以外の麦（裸麦） 対象麦及び種子麦以外の麦（裸麦）

円 円 円 円 円 円

備考： 備考：

３　この表において「課税対象農業者」とは、対象農業者のうち、免税対象農業者以外のものをいう。 ３　この表において「課税対象農業者」とは、対象農業者のうち、免税対象農業者以外のものをいう。

５　この表において「種子麦」とは、種子の用に供することを目的とする麦の耕作を行う耕地に係る麦をいう。 ５　この表において「種子麦」とは、種子の用に供することを目的とする麦の耕作を行う耕地に係る麦をいう。
６　この表において「ビール麦」とは、ビールの用に供することを目的とする麦の耕作を行う耕地に係る麦をいう。 ６　この表において「ビール麦」とは、ビールの用に供することを目的とする麦の耕作を行う耕地に係る麦をいう。

１５ １１ ８ １５ １１ ８

１４４ １２４ １０３ ８２ ６２ ４１８２ ６２ ４１ ２０６ １８５ １６５２０６ １８５ １６５ １４４ １２４ １０３

９６ ８２ ６９ ５５ ４１ ２７５５ ４１ ２７ １３７ １２３ １１０１３７ １２３ １１０ ９６ ８２ ６９

９１ ７８ ６５ ５２ ３９ ２６５２ ３９ ２６ １３０ １１７ １０４

３０ １５ １１ ８

１２６ １１７ １０４ ９１ ７８ ６５

１０５ ９０ ７５ ６０ ４５８９ ７５ ６０ ４５ ３０ １５ １１ ８

９５ ８０ ６４ ４７ ３１ １５ １１ ８ １１２ ９６ ８０ ６４ ４７ ３１ １５ １１ ８

１５ １１ ８１５ １１ ８

１３５ １１６ ９７ ７７ ５８ ３９７７ ５８ ３９ １９３ １７４ １５４１９１ １７４ １５４ １３５ １１６ ９７

９６ ８２ ６９ ５５ ４１ ２７５５ ４１ ２７ １３７ １２３ １１０１３７ １２３ １１０ ９６ ８２ ６９

６８ ５０ ３３ １５ １１ ８１５ １１ ８ １２０ １０３ ８５１０４ １０３ ８５ ６８ ５０ ３３

１１０ １０８ ９０ ７１ ５２ ３４ １５ １１ ８ １２７ １０８ ９０ ７１ ５２ ３４ １５ １１ ８

７６ ５９ ４２ ２５ １９ １３４２ ２５ １９ １２７ １１０ ９３１４４ １２７ １１０ ９３ ７６ ５９

１５ １１ ８ １５ １１ ８

１４４ １２４ １０３ ８２ ６２ ４１８２ ６２ ４１ ２０６ １８５ １６５２０６ １８５ １６５ １４４ １２４ １０３

１３

１６ １２ ８ １６ １２ ８

１５０ １２８ １０７ ８６ ６４ ４３８６ ６４ ４３ ２１４ １９３ １７１２１４ １９３ １７１ １５０ １２８ １０７

８

７４ ５４ ３５ １６ １２ ８３５ １６ １２ １３１ １１２ ９３１３３ １３１ １１２ ９３ ７４ ５４

１６ １２ ８ １６ １２ ８

１５１ １２９ １０８ ８６ ６５ ４３１０８ ８６ ６５ ２１５ １９４ １７２２１６ ２１５ １９４ １７２ １５１ １２９

７９ ５８ ３７ １６ １２ ８３７ １６ １２ １４１ １２０ ９９１４２ １４１ １２０ ９９ ７９ ５８

１５２ １５０ １２８ １０５ ８３ ６１ ３８ １６ １２ １５０ １２８ １０５ ８３ ６１ ３８ １６

１　この表において「区分」とは、農業保険法（昭和22年法律第185号）第136条第１項の農林水産大臣が定める区分
　をいう。

１　この表において「区分」とは、農業保険法（昭和22年法律第185号）第136条第１項の農林水産大臣が定める区
分

２　この表において「対象麦」とは、対象農業者（農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律（平成18
年法律第88号）第５条第１項の規定に基づき同法第３条第１項第２号の交付金の交付の申請をする者であって、法第２条第４項
各号に掲げる要件に該当するものをいう。以下同じ。）が耕作の業務を営む耕地に係る麦をいう。

２　この表において「対象麦」とは、対象農業者（農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する
法律（平成18年法律第88号）第５条第１項の規定に基づき同法第３条第１項第２号の交付金の交付の申請をする者
であって、法第２条第４項各号に掲げる要件に該当するものをいう。以下同じ。）が耕作の業務を営む耕地に係る
麦をいう。

４　この表において「免税対象農業者」とは、対象農業者のうち、法第３条第５項の規定に基づき農林水産大臣が定める数量単
価について、免税事業者に対するものの適用を受け法第３条第１項第２号の交付金が交付されるものをいう。

４　この表において「免税対象農業者」とは、対象農業者のうち、法第３条第５項の規定に基づき農林水産大臣が
定める数量単価について、免税事業者に対するものの適用を受け法第３条第１項第２号の交付金が交付されるもの
をいう。

１１０ １０８ ９０ ７１ ５２ ３４ １５ １１ ８ １２７ １０８ ９０ ７１ ５２ ３４ １５ １１ ８

６８ ５０ ３３ １５ １１ ８１５ １１ ８ １２０ １０３ ８５１０４ １０３ ８５ ６８ ５０ ３３

１５２ １３３ １１５ ９７ ７９ ６１ ４３ ２５ １９ １３３ １１５ ９７ ７９ ６１ ４３ ２５ １９ １３

１４２ １４０ １１９ ９９ ７８ ５７ ３７ １６ １２ １４０ １１９ ９９ ７８ ５７ ３７ １６ １２ ８

１３

８

８

２５ １９ １３ ２５ １９ １３

１８１ １５５ １２９ １０３ ７７ ５２１０３ ７７ ５２ ２５８ ２３２ ２０６２５８ ２３２ ２０６ １８１ １５５ １２９

１２ ８８

４３



# #
1 キログラム当たり共済金額の範囲 1 キログラム当たり共済金額の範囲

１類 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦 １類 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦
うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦

うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦 種子麦
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦及び種子麦以外の麦 対象麦及び種子麦以外の麦
円 円 円 円 円 円

２類 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦 ２類 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦
うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦

うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦 種子麦
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦及び種子麦以外の麦 対象麦及び種子麦以外の麦
円 円 円 円 円 円

３類 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦（秋まき） ３類 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦（秋まき）
４類 うち課税対象農業者に係るもの ４類 うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦（秋まき） パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦（秋まき）

うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦（秋まき） 種子麦（秋まき）
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦及び種子麦以外の麦（秋まき） 対象麦及び種子麦以外の麦（秋まき）
円 円 円 円 円 円

パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦（春まき） パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦（春まき）
うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦（春まき） パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦（春まき）

うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦（春まき） 種子麦（春まき）
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦及び種子麦以外の麦（春まき） 対象麦及び種子麦以外の麦（春まき）
円 円 円 円 円 円

５類 対象麦 ５類 対象麦
うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
ビール麦 ビール麦

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
種子麦 種子麦

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦 対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦

円 円 円 円 円 円

地域 石川県 地域 石川県
区分 区分

５８ ４４ ３１ １８ １４ ９１８ １４ ９ ９７ ８４ ７１９０ ８４ ７１ ５８ ４４ ３１

８２ ６０ ３９ １８ １４ ９１８ １４ ９ １４５ １２４ １０３１３７ １２４ １０３ ８２ ６０ ３９

１８ １４ ９１８ １４ ９

１２３ １０６ ８８ ７０ ５３ ３５７０ ５３ ３５ １７６ １５８ １４１１７２ １５８ １４１ １２３ １０６ ８８

２４１ ２１４２６８ ２４１ ２１４ １８８ １６１ １３４

９９ ８５ ７２ ５８ ４４ ２９５８ ４４ ２９ １３９ １２６ １１２１３１ １２６ １１２ ９９ ８５ ７２

１２３ １０１ ８０ ５８ ４４ ２９５８ ４４ ２９ １８８ １６６ １４５１８１ １６６ １４５ １２３ １０１ ８０

１０４ ８１ ５８ ４４ ２９ １９５ １７２ １４９ １２７ １０４ ８１ ５８ ４４ ２９

７３ ５８ ４４ ２９

３９ １８ １４ ９１８ １４ ９ １４５ １２４ １０３１３７ １２４ １０３ ８２ ６０ ３９

１４６ １３０ １０７ ８５ ６３ ４０ １８ １４ ９ １５２ １３０ １０７ ８５ ６３ ４０ １８ １４ ９

２４１ ２１４２６８ ２４１ ２１４ １８８ １６１ １３４

９９ ８５ ７２ ５８ ４４ ２９５８ ４４ ２９ １３９ １２６ １１２１３１ １２６ １１２ ９９ ８５ ７２

１２３ １０１ ８０ ５８ ４４ ２９５８ ４４ ２９ １８８ １６６ １４５１８１ １６６ １４５ １２３ １０１ ８０

１９０ １７２ １４９ １２７ １０４ ８１ ５８ ４４ ２９ １９５ １７２ １４９ １２７ １０４ ８１ ５８ ４４ ２９

７９ ６８ ５７ ４５ ３４ ２３４５ ３４ ２３ １１３ １０２ ９０１０９ １０２ ９０ ７９ ６８ ５７

６０ ４５ ３０ １５ １１ ８１１ ８ １０５ ９０ ７５８９ ７５ ６０ ４５ ３０ １５

９５ ８０ ６４ ４７ ３１ １５ １１ ８ １１２ ９６ ８０ ６４ ４７ ３１ １５ １１ ８

１５ １１ ８１５ １１ ８

１３５ １１６ ９７ ７７ ５８ ３９７７ ５８ ３９ １９３ １７４ １５４１９１ １７４ １５４ １３５ １１６ ９７

１４６ １３０ １０７ ８５ ６３ ４０ １８ １４ ９ １５２ １３０ １０７ ８５ ６３ ４０ １８ １４ ９

９８ ９０ ７５ ６１ ４７ ３２ １８ １４ ９ １０４ ９０ ７５ ６１ ４７ ３２ １８ １４ ９

１９０ １７２ １４９ １２７

１４０ １３１ １１６ １０２ ８７ ７３ ５８ ４４ ２９ １４５ １３１ １１６ １０２ ８７

５８ ４４ ２９５８ ４４ ２９

１８８ １６１ １３４ １０７ ８０ ５４１０７ ８０ ５４ ２６８

９８ ９０ ７５ ６１ ４７ ３２ １８ １４ ９ １０４ ９０ ７５ ６１ ４７ ３２ １８ １４ ９

５８ ４４ ３１ １８ １４ ９１８ １４ ９ ９７ ８４ ７１９０ ８４ ７１ ５８ ４４ ３１

８２ ６０

１８ １４ ９１８ １４ ９

１２３ １０６ ８８ ７０ ５３ ３５７０ ５３ ３５ １７６

１４０ １３１ １１６ １０２ ８７ ７３ ５８ ４４ ２９ １４５ １３１ １１６ １０２ ８７ ７３ ５８ ４４ ２９

１５８ １４１１７２ １５８ １４１ １２３ １０６ ８８

５８ ４４ ２９５８ ４４ ２９

１８８ １６１ １３４ １０７ ８０ ５４１０７ ８０ ５４ ２６８



６類 対象麦 ６類 対象麦
うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
ビール麦 ビール麦

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
種子麦 種子麦

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦 対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦

円 円 円 円 円 円
７類 対象麦（秋まき） ７類 対象麦（秋まき）
８類 うち課税対象農業者に係るもの ８類 うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
ビール麦（秋まき） ビール麦（秋まき）

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
種子麦（秋まき） 種子麦（秋まき）

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦（秋まき） 対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦（秋まき）

円 円 円 円 円 円
対象麦（春まき） 対象麦（春まき）

うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

ビール麦（春まき） ビール麦（春まき）
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦（春まき） 種子麦（春まき）
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦（春まき） 対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦（春まき）
円 円 円 円 円 円

９類 対象麦 ９類 対象麦
10類 うち課税対象農業者に係るもの 10類 うち課税対象農業者に係るもの
11類 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 11類 円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦 種子麦
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦及び種子麦以外の麦 対象麦及び種子麦以外の麦
円 円 円 円 円 円

12類 対象麦 12類 対象麦
13類 うち課税対象農業者に係るもの 13類 うち課税対象農業者に係るもの
14類 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 14類 円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦 種子麦
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦及び種子麦以外の麦 対象麦及び種子麦以外の麦
円 円 円 円 円 円

16類 対象麦（裸麦） 16類 対象麦（裸麦）
うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
種子麦（裸麦） 種子麦（裸麦）

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
対象麦及び種子麦以外の麦（裸麦） 対象麦及び種子麦以外の麦（裸麦）

円 円 円 円 円 円

備考： 備考：

３　この表において「課税対象農業者」とは、対象農業者のうち、免税対象農業者以外のものをいう。 ３　この表において「課税対象農業者」とは、対象農業者のうち、免税対象農業者以外のものをいう。

５　この表において「種子麦」とは、種子の用に供することを目的とする麦の耕作を行う耕地に係る麦をいう。 ５　この表において「種子麦」とは、種子の用に供することを目的とする麦の耕作を行う耕地に係る麦をいう。
６　この表において「ビール麦」とは、ビールの用に供することを目的とする麦の耕作を行う耕地に係る麦をいう。 ６　この表において「ビール麦」とは、ビールの用に供することを目的とする麦の耕作を行う耕地に係る麦をいう。

６８ ５０ ３３ １５ １１ ８１５ １１ ８ １２０ １０３ ８５１０４ １０３ ８５ ６８ ５０ ３３

１１０ １０８ ９０ ７１ ５２ ３４ １５ １１ ８ １２７ １０８ ９０ ７１ ５２ ３４ １５ １１ ８

１５ １１ ８ １５ １１ ８

１４４ １２４ １０３ ８２ ６２ ４１８２ ６２ ４１ ２０６ １８５ １６５２０６ １８５ １６５ １４４ １２４ １０３

９６ ８２ ６９ ５５ ４１ ２７５５ ４１ ２７ １３７ １２３ １１０１３７ １２３ １１０ ９６ ８２ ６９

１９１ １７４ １５４ １３５ １１６ ９７

７９ ６８ ５７ ４５ ３４ ２３４５ ３４ ２３ １１３ １０２ ９０

３０ １５ １１ ８

１０９ １０２ ９０ ７９ ６８ ５７

１０５ ９０ ７５ ６０ ４５

９５ ８０ ６４ ４７ ３１ １５ １１ ８ １１２ ９６ ８０ ６４ ４７ ３１ １５ １１ ８

８９ ７５ ６０ ４５ ３０ １５ １１ ８

４１ ２７５５ ４１ ２７ １３７ １２３ １１０１３７ １２３ １１０ ９６ ８２ ６９

６８ ５０ ３３ １５ １１ ８１５ １１ ８ １２０ １０３ ９５１０４ １０３ ８５ ６８ ５０ ３３

１５ １１ ８１５ １１ ８

２６ ２０ １３ ２６ ２０ １３

１５３ １３１ １１０ ８８ ６６ ４４８８ ６６ ４４ ２１９ １９７ １７５２１９ １９７ １７５ １５３ １３１ １１０

７３ ５７ ４２ ２６ ２０ １３４２ ２６ ２０ １２０ １０４ ８９１３７ １２０ １０４ ８９ ７３ ５７

１４５ １２６ １０９ ９３ ７６ ５９ ４３ ２６ ２０ １２６ １０９ ９３ ７６ ５９ ４３ ２６ ２０ １３

１６ １２ ８ １６ １２ ８

１５０ １２８ １０７ ８６ ６４ ４３８６ ６４ ４３ ２１４ １９３ １７１２１４ １９３ １７１ １５０ １２８ １０７

７４ ５４ ３５ １６ １２ ８３５ １６ １２ １３１ １１２ ９３１３３ １３１ １１２ ９３ ７４ ５４

１４２ １４０ １１９ ９９ ７８ ５７ ３７ １６ １２ １４０ １１９ ９９ ７８ ５７ ３７ １６ １２ ８

７９ ５８ ３７ １６ １２ ８３７ １６ １２ １４１ １２０ ９９１４２ １４１ １２０ ９９ ７９ ５８

１５２ １５０ １２８ １０５ ８３ ６１ ３８ １６ １２ １５０ １２８ １０５ ８３ ６１ ３８ １６ １２ ８

８

８

１６ １２ ８ １６ １２ ８

１５１ １２９ １０８ ８６ ６５ ４３１０８ ８６ ６５ ２１５ １９４ １７２２１６ ２１５ １９４ １７２ １５１ １２９ ４３

１　この表において「区分」とは、農業保険法（昭和22年法律第185号）第136条第１項の農林水産大臣が定める区分
　をいう。

１　この表において「区分」とは、農業保険法（昭和22年法律第185号）第136条第１項の農林水産大臣が定める区
分

２　この表において「対象麦」とは、対象農業者（農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律（平成18
年法律第88号）第５条第１項の規定に基づき同法第３条第１項第２号の交付金の交付の申請をする者であって、法第２条第４項
各号に掲げる要件に該当するものをいう。以下同じ。）が耕作の業務を営む耕地に係る麦をいう。

２　この表において「対象麦」とは、対象農業者（農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する
法律（平成18年法律第88号）第５条第１項の規定に基づき同法第３条第１項第２号の交付金の交付の申請をする者
であって、法第２条第４項各号に掲げる要件に該当するものをいう。以下同じ。）が耕作の業務を営む耕地に係る
麦をいう。

４　この表において「免税対象農業者」とは、対象農業者のうち、法第３条第５項の規定に基づき農林水産大臣が定める数量単
価について、免税事業者に対するものの適用を受け法第３条第１項第２号の交付金が交付されるものをいう。

４　この表において「免税対象農業者」とは、対象農業者のうち、法第３条第５項の規定に基づき農林水産大臣が
定める数量単価について、免税事業者に対するものの適用を受け法第３条第１項第２号の交付金が交付されるもの
をいう。

１１０ １０８ ９０ ７１ ５２ ３４ １５ １１ ８ １２７ １０８ ９０ ７１ ５２ ３４ １５ １１ ８

１３５ １１６ ９７ ７７ ５８ ３９７７ ５８ ３９ １９３ １７４ １５４

１５ １１ ８ １５ １１ ８

１４４ １２４ １０３ ８２ ６２ ４１８２ ６２ ４１ ２０６ １８５ １６５２０６ １８５ １６５ １４４ １２４ １０３

９６ ８２ ６９ ５５

１３

１３

８

８



# #
1 キログラム当たり共済金額の範囲 1 キログラム当たり共済金額の範囲

１類 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦 １類 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦
うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦

うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦 種子麦
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦及び種子麦以外の麦 対象麦及び種子麦以外の麦
円 円 円 円 円 円

２類 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦 ２類 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦
うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦

うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦 種子麦
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦及び種子麦以外の麦 対象麦及び種子麦以外の麦
円 円 円 円 円 円

３類 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦（秋まき） ３類 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦（秋まき）
４類 うち課税対象農業者に係るもの ４類 うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦（秋まき） パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦（秋まき）

うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦（秋まき） 種子麦（秋まき）
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦及び種子麦以外の麦（秋まき） 対象麦及び種子麦以外の麦（秋まき）
円 円 円 円 円 円

パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦（春まき） パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦（春まき）
うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦（春まき） パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦（春まき）

うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦（春まき） 種子麦（春まき）
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦及び種子麦以外の麦（春まき） 対象麦及び種子麦以外の麦（春まき）
円 円 円 円 円 円

５類 対象麦 ５類 対象麦
うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
ビール麦 ビール麦

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
種子麦 種子麦

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦 対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦

円 円 円 円 円 円

８３ ６１ ４０ １８ １４ ９１８ １４ ９ １４８ １２６ １０５１４１ １２６ １０５ ８３ ６１ ４０

地域 福井県 地域 福井県
区分 区分

１３７ １１７ ９８ ７８ ５９ ３９７８ ５９ ３９ １９５ １７６ １５６１９３ １７６ １５６ １３７ １１７ ９８

５９ ４５ ３２ １８ １４ ９１８ １４ ９ ９９ ８６ ７２９２ ８６ ７２ ５９ ４５ ３２

６２ ４７ ３３ １８ １４ ９

１２３ １０１ ８０ ５８ ４４ ２９５８ ４４ ２９ １８８ １６６ １４５１８１ １６６ １４５ １２３ １０１ ８０

１８ １４ ９１８ １４ ９

５８ ４４ ２９５８ ４４ ２９

１８８ １６１ １３４ １０７ ８０ ５４１０７ ８０ ５４ ２６８ ２４１ ２１４２６８ ２４１ ２１４ １８８ １６１ １３４

９９ ８５ ７２ ５８ ４４ ２９５８ ４４ ２９ １３９ １２６ １１２１３１ １２６ １１２ ９９ ８５ ７２

８７ ７３ ５８ ４４ ２９ １４５ １３１ １１６ １０２ ８７ ７３ ５８ ４４ ２９

１３７ １１７ ９８ ７８ ５９ ３９７８ ５９ ３９ １９５ １７６ １５６１９３ １７６ １５６ １３７ １１７ ９８

５９ ４５ ３２ １８ １４ ９１８ １４ ９ ９９ ８６ ７２９２ ８６ ７２ ５９ ４５ ３２

１０１ ９１ ７７ ６２ ４７ ３３ １８ １４ ９ １０６ ９１ ７７ ６２ ４７ ３３ １８ １４ ９

１２３ １０１ ８０ ５８ ４４ ２９５８ ４４ ２９ １８８ １６６ １４５１８１ １６６ １４５ １２３ １０１ ８０

１８ １４ ９１８ １４ ９

１８８ １６１ １３４ １０７ ８０ ５４１０７ ８０ ５４ ２６８ ２４１ ２１４２６８ ２４１ ２１４ １８８ １６１ １３４

９９ ８５ ７２ ５８ ４４ ２９５８ ４４ ２９ １３９ １２６ １１２１３１ １２６ １１２ ９９ ８５ ７２

６０ ４５ ３０ １５ １１ ８１１ ８ １０５ ９０ ７５８９ ７５ ６０ ４５ ３０ １５

５８ ４４ ２９５８ ４４ ２９

１５ １１ ８１５ １１ ８

１３５ １１６ ９７ ７７ ５８ ３９７７ ５８ ３９ １９３ １７４ １５４１９１ １７４ １５４ １３５ １１６ ９７

７９ ６８ ５７ ４５ ３４ ２３４５ ３４ ２３ １１３ １０２ ９０１０９ １０２ ９０ ７９ ６８ ５７

１５０ １３２ １０９ ８７ ６４ ４１ １８ １４ ９ １５５ １３２ １０９ ８７ ６４ ４１ １８ １４ ９

１０１ ９１ ７７ ６２ ４７ ３３ １８ １４ ９ １０６ ９１ ７７

１９０ １７２ １４９ １２７ １０４ ８１ ５８ ４４ ２９ １９５ １７２ １４９ １２７ １０４ ８１ ５８ ４４ ２９

１４０ １３１ １１６ １０２

１５０ １３２ １０９ ８７ ６４ ４１ １８ １４ ９ １５５ １３２ １０９ ８７ ６４ ４１ １８ １４ ９

８３ ６１ ４０ １８ １４ ９１８ １４ ９ １４８ １２６ １０５１４１ １２６ １０５ ８３ ６１ ４０

１９０ １７２ １４９ １２７ １０４ ８１ ５８ ４４ ２９ １９５ １７２ １４９ １２７ １０４ ８１ ５８ ４４ ２９

１４０ １３１ １１６ １０２ ８７ ７３ ５８ ４４ ２９ １４５ １３１ １１６ １０２ ８７ ７３ ５８ ４４ ２９

９５ ８０ ６４ ４７ ３１ １５ １１ ８ １１２ ９６ ８０ ６４ ４７ ３１ １５ １１ ８



６類 対象麦 ６類 対象麦
うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
ビール麦 ビール麦

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
種子麦 種子麦

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦 対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦

円 円 円 円 円 円
７類 対象麦（秋まき） ７類 対象麦（秋まき）
８類 うち課税対象農業者に係るもの ８類 うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
ビール麦（秋まき） ビール麦（秋まき）

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
種子麦（秋まき） 種子麦（秋まき）

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦（秋まき） 対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦（秋まき）

円 円 円 円 円 円
対象麦（春まき） 対象麦（春まき）

うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

ビール麦（春まき） ビール麦（春まき）
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦（春まき） 種子麦（春まき）
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦（春まき） 対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦（春まき）
円 円 円 円 円 円

９類 対象麦 ９類 対象麦
10類 うち課税対象農業者に係るもの 10類 うち課税対象農業者に係るもの
11類 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 11類 円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦 種子麦
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦及び種子麦以外の麦 対象麦及び種子麦以外の麦
円 円 円 円 円 円

12類 対象麦 12類 対象麦
13類 うち課税対象農業者に係るもの 13類 うち課税対象農業者に係るもの
14類 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 14類 円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦 種子麦
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦及び種子麦以外の麦 対象麦及び種子麦以外の麦
円 円 円 円 円 円

16類 対象麦（裸麦） 16類 対象麦（裸麦）
うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
種子麦（裸麦） 種子麦（裸麦）

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
対象麦及び種子麦以外の麦（裸麦） 対象麦及び種子麦以外の麦（裸麦）

円 円 円 円 円 円

備考： 備考：

３　この表において「課税対象農業者」とは、対象農業者のうち、免税対象農業者以外のものをいう。 ３　この表において「課税対象農業者」とは、対象農業者のうち、免税対象農業者以外のものをいう。

５　この表において「種子麦」とは、種子の用に供することを目的とする麦の耕作を行う耕地に係る麦をいう。 ５　この表において「種子麦」とは、種子の用に供することを目的とする麦の耕作を行う耕地に係る麦をいう。
６　この表において「ビール麦」とは、ビールの用に供することを目的とする麦の耕作を行う耕地に係る麦をいう。 ６　この表において「ビール麦」とは、ビールの用に供することを目的とする麦の耕作を行う耕地に係る麦をいう。

１５ １１ ８ １５ １１ ８

１４４ １２４ １０３ ８２ ６２ ４１８２ ６２ ４１ ２０６ １８５ １６５２０６ １８５ １６５ １４４ １２４ １０３

９６ ８２ ６９ ５５ ４１ ２７５５ ４１ ２７ １３７ １２３ １１０１３７ １２３ １１０ ９６ ８２ ６９

７９ ６８ ５７ ４５ ３４ ２３４５ ３４ ２３ １１３ １０２ ９０

３０ １５ １１ ８

１０９ １０２ ９０ ７９ ６８ ５７

１０５ ９０ ７５ ６０ ４５８９ ７５ ６０ ４５ ３０ １５ １１ ８

９５ ８０ ６４ ４７ ３１ １５ １１ ８ １１２ ９６ ８０ ６４ ４７ ３１ １５ １１ ８

１５ １１ ８１５ １１ ８

１３５ １１６ ９７ ７７ ５８ ３９７７ ５８ ３９ １９３ １７４ １５４１９１ １７４ １５４ １３５ １１６ ９７

６８ ５０ ３３ １５ １１ ８１５ １１ ８ １２０ １０３ ８５１０４ １０３ ８５ ６８ ５０ ３３

１１０ １０８ ９０ ７１ ５２ ３４ １５ １１ ８ １２７ １０８ ９０ ７１ ５２ ３４ １５ １１ ８

１５ １１ ８ １５ １１ ８

１４４ １２４ １０３ ８２ ６２ ４１８２ ６２ ４１ ２０６ １８５ １６５２０６ １８５ １６５ １４４ １２４ １０３

１４

９６ ８２ ６９ ５５ ４１ ２８５５ ４１ ２７ １３７ １２３ １１０１３７ １２３ １１０ ９６ ８２ ６９

８０ ６３ ４５ ２８ ２１ １４４５ ２８ ２１ １３２ １１５ ９７１４９ １３２ １１５ ９７ ８０ ６３

８３ ６５ ４６ ２８ ２１ １４

７９ ５８ ３７ １６ １２ ８３７ １６ １２ １４１ １２０ ９９１４２ １４１ １２０ ９９ ７９ ５８

１６ １２ ８ １６ １２ ８

１５０ １２８ １０７ ８６ ６４ ４３８６ ６４ ４３ ２１４ １９３ １７１２１４ １９３ １７１ １５０ １２８ １０７

８

１４２ １４０ １１９ ９９ ７８ ５７ ３７ １６ １２ １４０ １１９ ９９

１６ １２ ８ １６ １２ ８

１５１ １２９ １０８ ８６ ６５ ４３１０８ ８６ ６５ ２１５ １９４ １７２２１６ ２１５ １９４ １７２ １５１ １２９

１　この表において「区分」とは、農業保険法（昭和22年法律第185号）第136条第１項の農林水産大臣が定める区分
　をいう。

１　この表において「区分」とは、農業保険法（昭和22年法律第185号）第136条第１項の農林水産大臣が定める区
分

２　この表において「対象麦」とは、対象農業者（農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律（平成18
年法律第88号）第５条第１項の規定に基づき同法第３条第１項第２号の交付金の交付の申請をする者であって、法第２条第４項
各号に掲げる要件に該当するものをいう。以下同じ。）が耕作の業務を営む耕地に係る麦をいう。

２　この表において「対象麦」とは、対象農業者（農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する
法律（平成18年法律第88号）第５条第１項の規定に基づき同法第３条第１項第２号の交付金の交付の申請をする者
であって、法第２条第４項各号に掲げる要件に該当するものをいう。以下同じ。）が耕作の業務を営む耕地に係る
麦をいう。

４　この表において「免税対象農業者」とは、対象農業者のうち、法第３条第５項の規定に基づき農林水産大臣が定める数量単
価について、免税事業者に対するものの適用を受け法第３条第１項第２号の交付金が交付されるものをいう。

４　この表において「免税対象農業者」とは、対象農業者のうち、法第３条第５項の規定に基づき農林水産大臣が
定める数量単価について、免税事業者に対するものの適用を受け法第３条第１項第２号の交付金が交付されるもの
をいう。

１１０ １０８ ９０ ７１ ５２ ３４ １５ １１ ８ １２７ １０８ ９０ ７１ ５２ ３４ １５ １１ ８

６８ ５０ ３３ １５ １１ ８１５ １１ ８ １２０ １０３ ８５１０４ １０３ ８５ ６８ ５０ ３３

７８ ５７ ３７ １６ １２ ８

１４

４１

８

８

７４ ５４ ３５ １６ １２ ８３５ １６ １２ １３１ １１２ ９３１３３ １３１ １１２ ９３ ７４ ５４

２８ ２１ １４ ２８ ２１ １４

１４４ １２３ １０３ ８２ ６２ ４１１０３ ８２ ６２ ２０５ １８５ １６４２０７ ２０５ １８５ １６４ １４４ １２３

１５６ １３８ １２０ １０１ ８３ ６５ ４６ ２８ ２１ １３８ １２０ １０１

１５２ １５０ １２８ １０５ ８３ ６１ ３８ １６ １２ １５０ １２８ １０５ ８３ ６１ ３８ １６ １２ ８８

４３



# #
1 キログラム当たり共済金額の範囲 1 キログラム当たり共済金額の範囲

１類 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦 １類 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦
うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦

うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦 種子麦
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦及び種子麦以外の麦 対象麦及び種子麦以外の麦
円 円 円 円 円 円

２類 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦 ２類 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦
うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦

うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦 種子麦
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦及び種子麦以外の麦 対象麦及び種子麦以外の麦
円 円 円 円 円 円

３類 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦（秋まき） ３類 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦（秋まき）
４類 うち課税対象農業者に係るもの ４類 うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦（秋まき） パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦（秋まき）

うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦（秋まき） 種子麦（秋まき）
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦及び種子麦以外の麦（秋まき） 対象麦及び種子麦以外の麦（秋まき）
円 円 円 円 円 円

パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦（春まき） パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦（春まき）
うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦（春まき） パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦（春まき）

うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦（春まき） 種子麦（春まき）
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦及び種子麦以外の麦（春まき） 対象麦及び種子麦以外の麦（春まき）
円 円 円 円 円 円

５類 対象麦 ５類 対象麦
うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
ビール麦 ビール麦

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
種子麦 種子麦

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦 対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦

円 円 円 円 円 円

８２ ６１ ３９ １８ １４ ９１８ １４ ９ １４６ １２５ １０３１３９ １２５ １０３ ８２ ６１ ３９

地域 山梨県 地域 山梨県
区分 区分

１２０ １０３ ８６ ６８ ５１ ３４６８ ５１ ３４ １７１ １５４ １３７１６９ １５４ １３７ １２０ １０３ ８６

５８ ４５ ３１ １８ １４ ９１８ １４ ９ ９８ ８５ ７１９１ ８５ ７１ ５８ ４５ ３１

９１ ７６ ６２ ４７ ３３ １８ １４ ９

８０ ５８ ４４ ２９５８ ４４ ２９ １８８ １６６ １４５１８１ １６６ １４５ １２３ １０１ ８０

１８ １４ ９１８ １４ ９

１２３ １０１

１００ ９１ ７６ ６２ ４７ ３３ １８ １４

５８ ４４ ２９５８ ４４ ２９

１８８ １６１ １３４ １０７ ８０ ５４１０７ ８０ ５４ ２６８ ２４１ ２１４２６８ ２４１ ２１４ １８８ １６１ １３４

５８ ４５ ３１ １８ １４ ９１８ １４ ９ ９８ ８５ ７１９１ ８５ ７１ ５８ ４５ ３１

８２ ６１ ３９ １８ １４ ９１８ １４ ９ １４６ １２５ １０３１３９ １２５ １０３ ８２ ６１ ３９

１４７ １３１ １０８ ８６ ６３ ４１ １８ １４ ９ １５３ １３１ １０８ ８６ ６３ ４１ １８ １４ ９

２４１ ２１４２６８ ２４１ ２１４ １８８ １６１ １３４

９９ ８５ ７２ ５８ ４４ ２９５８ ４４ ２９ １３９ １２６ １１２１３１ １２６ １１２ ９９ ８５ ７２

１２３ １０１ ８０ ５８ ４４ ２９５８ ４４ ２９ １８８ １６６ １４５１８１ １６６ １４５ １２３ １０１ ８０

１４０ １３１ １１６ １０２ ８７ ７３ ５８ ４４ ２９ １４５ １３１ １１６ １０２ ８７ ７３ ５８ ４４ ２９

７９ ６８ ５７ ４５ ３４ ２３４５ ３４ ２３ １１３ １０２ ９０１０９ １０２ ９０ ７９ ６８ ５７

６０ ４５ ３０ １５ １１ ８１１ ８ １０５ ９０ ７５８９ ７５ ６０ ４５ ３０ １５

９５ ８０ ６４ ４７ ３１ １５ １１ ８ １１２ ９６ ８０ ６４ ４７ ３１ １５ １１ ８

１５ １１ ８１５ １１ ８

１３５ １１６ ９７ ７７ ５８ ３９７７ ５８ ３９ １９３ １７４ １５４１９１ １７４ １５４ １３５ １１６ ９７

１４７ １３１ １０８ ８６ ６３ ４１ １８ １４ ９ １５３ １３１ １０８ ８６ ６３ ４１ １８ １４ ９

１００ ９１ ７６ ６２ ４７ ３３ １８ １４ ９ １０５

１９０ １７２ １４９ １２７ １０４ ８１ ５８ ４４ ２９ １９５ １７２ １４９ １２７ １０４ ８１ ５８ ４４ ２９

１４０ １３１ １１６ １０２ ８７ ７３ ５８ ４４ ２９ １４５ １３１ １１６ １０２ ８７ ７３ ５８ ４４ ２９

９９ ８５ ７２ ５８ ４４ ２９５８ ４４ ２９ １３９ １２６ １１２１３１ １２６ １１２ ９９ ８５ ７２

９ １０５ ９１ ７６ ６２ ４７ ３３ １８ １４ ９

１９０ １７２ １４９ １２７ １０４ ８１ ５８ ４４ ２９ １９５ １７２ １４９ １２７ １０４ ８１ ５８ ４４ ２９

１８ １４ ９１８ １４ ９

１２０ １０３ ８６ ６８ ５１ ３４６８ ５１ ３４ １７１ １５４ １３７１６９ １５４ １３７ １２０ １０３ ８６

５８ ４４ ２９５８ ４４ ２９

１８８ １６１ １３４ １０７ ８０ ５４１０７ ８０ ５４ ２６８



６類 対象麦 ６類 対象麦
うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
ビール麦 ビール麦

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
種子麦 種子麦

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦 対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦

円 円 円 円 円 円
７類 対象麦（秋まき） ７類 対象麦（秋まき）
８類 うち課税対象農業者に係るもの ８類 うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
ビール麦（秋まき） ビール麦（秋まき）

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
種子麦（秋まき） 種子麦（秋まき）

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦（秋まき） 対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦（秋まき）

円 円 円 円 円 円
対象麦（春まき） 対象麦（春まき）

うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

ビール麦（春まき） ビール麦（春まき）
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦（春まき） 種子麦（春まき）
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦（春まき） 対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦（春まき）
円 円 円 円 円 円

９類 対象麦 ９類 対象麦
10類 うち課税対象農業者に係るもの 10類 うち課税対象農業者に係るもの
11類 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 11類 円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦 種子麦
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦及び種子麦以外の麦 対象麦及び種子麦以外の麦
円 円 円 円 円 円

12類 対象麦 12類 対象麦
13類 うち課税対象農業者に係るもの 13類 うち課税対象農業者に係るもの
14類 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 14類 円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦 種子麦
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦及び種子麦以外の麦 対象麦及び種子麦以外の麦
円 円 円 円 円 円

16類 対象麦（裸麦） 16類 対象麦（裸麦）
うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
種子麦（裸麦） 種子麦（裸麦）

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
対象麦及び種子麦以外の麦（裸麦） 対象麦及び種子麦以外の麦（裸麦）

円 円 円 円 円 円

備考： 備考：

３　この表において「課税対象農業者」とは、対象農業者のうち、免税対象農業者以外のものをいう。 ３　この表において「課税対象農業者」とは、対象農業者のうち、免税対象農業者以外のものをいう。

５　この表において「種子麦」とは、種子の用に供することを目的とする麦の耕作を行う耕地に係る麦をいう。 ５　この表において「種子麦」とは、種子の用に供することを目的とする麦の耕作を行う耕地に係る麦をいう。
６　この表において「ビール麦」とは、ビールの用に供することを目的とする麦の耕作を行う耕地に係る麦をいう。 ６　この表において「ビール麦」とは、ビールの用に供することを目的とする麦の耕作を行う耕地に係る麦をいう。

２０６ １８５ １６５ １４４ １２４ １０３

９６ ８２ ６９ ５５ ４１ ２７５５ ４１ ２７ １３７ １２３ １１０１３７ １２３ １１０ ９６ ８２ ６９

６８ ５０ ３３ １５ １１ ８１５ １１ ８ １２０ １０３ ８５１０４ １０３ ８５ ６８ ５０ ３３

１１０ １０８ ９０ ７１ ５２ ３４ １５ １１ ８ １２７ １０８ ９０ ７１ ５２ ３４ １５ １１ ８

１１ ８１５ １１ ８

１３５ １１６ ９７ ７７ ５８ ３９７７ ５８ ３９ １９３ １７４ １５４１９１ １７４ １５４ １３５ １１６ ９７

７９ ６８ ５７ ４５ ３４ ２３４５ ３４ ２３ １１３ １０２ ９０１０９ １０２ ９０ ７９ ６８ ５７

１５

１５ １１ ８ １５ １１ ８

１４４ １２４ １０３ ８２ ６２ ４１８２ ６２ ４１ ２０６ １８５ １６５２０６ １８５ １６５ １４４ １２４ １０３

９６ ８２ ６９ ５５ ４１ ２７５５ ４１ ２７ １３７ １２３ １１０１３７ １２３ １１０ ９６ ８２ ６９

１５ １１ ８ １５ １１ ８

１４０ １２０ １００ ８０ ６０ ４０１００ ８０ ６０ ２００ １８０ １６０２０３ ２００ １８０ １６０ １４０ １２０

６１ ４６ ３０ １５ １１ ８３０ １５ １１ １０７ ９２ ７６１２４ １０７ ９２ ７６ ６１ ４６

１３１ １１３ ９７ ８０ ６４ ４８ ３１ １５ １１ １１３ ９７ ８０ ６４ ４８ ３１ １５ １１ ８

８

８

４０

１６ １２ ８ １６ １２ ８

１５０ １２８ １０７ ８６ ６４ ４３８６ ６４ ４３ ２１４ １９３ １７１２１４ １９３ １７１ １５０ １２８ １０７

７４ ５４ ３５ １６ １２ ８３５ １６ １２ １３１ １１２ ９３１３３ １３１ １１２ ９３ ７４ ５４

１４２ １４０ １１９ ９９ ７８ ５７ ３７ １６ １２ １４０ １１９ ９９ ７８ ５７ ３７ １６ １２ ８

８

８

１５１ １２９ １０８ ８６ ６５ ４３１０８ ８６ ６５ ２１５ １９４ １７２２１６ ２１５ １９４ １７２ １５１ １２９

７９ ５８ ３７ １６ １２ ８３７ １６ １２ １４１ １２０ ９９１４２ １４１ １２０ ９９ ７９ ５８

１５２ １５０ １２８ １０５ ８３ ６１ ３８ １６ １２ １５０ １２８ １０５ ８３ ６１ ３８ １６ １２ ８

８

８

４３

１６ １２ ８ １６ １２ ８

１　この表において「区分」とは、農業保険法（昭和22年法律第185号）第136条第１項の農林水産大臣が定める区分
　をいう。

１　この表において「区分」とは、農業保険法（昭和22年法律第185号）第136条第１項の農林水産大臣が定める区
分

２　この表において「対象麦」とは、対象農業者（農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律（平成18
年法律第88号）第５条第１項の規定に基づき同法第３条第１項第２号の交付金の交付の申請をする者であって、法第２条第４項
各号に掲げる要件に該当するものをいう。以下同じ。）が耕作の業務を営む耕地に係る麦をいう。

２　この表において「対象麦」とは、対象農業者（農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する
法律（平成18年法律第88号）第５条第１項の規定に基づき同法第３条第１項第２号の交付金の交付の申請をする者
であって、法第２条第４項各号に掲げる要件に該当するものをいう。以下同じ。）が耕作の業務を営む耕地に係る
麦をいう。

４　この表において「免税対象農業者」とは、対象農業者のうち、法第３条第５項の規定に基づき農林水産大臣が定める数量単
価について、免税事業者に対するものの適用を受け法第３条第１項第２号の交付金が交付されるものをいう。

４　この表において「免税対象農業者」とは、対象農業者のうち、法第３条第５項の規定に基づき農林水産大臣が
定める数量単価について、免税事業者に対するものの適用を受け法第３条第１項第２号の交付金が交付されるもの
をいう。

８１１１５３０４５６０７５９０１０５８１１１５３０４５６０７５８９

９５ ８０ ６４ ４７ ３１ １５ １１ ８ １１２ ９６ ８０ ６４ ４７ ３１ １５ １１ ８

１５ １１ ８ １５ １１ ８

１４４ １２４ １０３ ８２ ６２ ４１８２ ６２ ４１ ２０６ １８５ １６５

１１０ １０８ ９０ ７１ ５２ ３４ １５ １１ ８ １２７ １０８ ９０ ７１ ５２ ３４ １５ １１ ８

６８ ５０ ３３ １５ １１ ８１５ １１ ８ １２０ １０３ ８５１０４ １０３ ８５ ６８ ５０ ３３



# #
1 キログラム当たり共済金額の範囲 1 キログラム当たり共済金額の範囲

１類 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦 １類 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦
うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦

うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦 種子麦
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦及び種子麦以外の麦 対象麦及び種子麦以外の麦
円 円 円 円 円 円

２類 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦 ２類 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦
うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦

うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦 種子麦
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦及び種子麦以外の麦 対象麦及び種子麦以外の麦
円 円 円 円 円 円

３類 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦（秋まき） ３類 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦（秋まき）
４類 うち課税対象農業者に係るもの ４類 うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦（秋まき） パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦（秋まき）

うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦（秋まき） 種子麦（秋まき）
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦及び種子麦以外の麦（秋まき） 対象麦及び種子麦以外の麦（秋まき）
円 円 円 円 円 円

パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦（春まき） パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦（春まき）
うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦（春まき） パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦（春まき）

うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦（春まき） 種子麦（春まき）
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦及び種子麦以外の麦（春まき） 対象麦及び種子麦以外の麦（春まき）
円 円 円 円 円 円

５類 対象麦 ５類 対象麦
うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
ビール麦 ビール麦

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
種子麦 種子麦

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦 対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦

円 円 円 円 円 円

８０ ５９ ３９ １８ １４ ９１８ １４ ９ １４２ １２１ １０１１３５ １２１ １０１ ８０ ５９ ３９

地域 長野県 地域 長野県
区分 区分

１８６ １６０ １３３ １０６ ８０ ５３１０６ ８０ ５３ ２６６ ２３９ ２１３２６６ ２３９ ２１３ １８６ １６０ １３３

６２ ４７ ３３ １８ １４ ９１８ １４ ９ １０５ ９１ ７６９８ ９１ ７６ ６２ ４７ ３３

１２３ １０１ ８０ ５８ ４４ ２９５８ ４４ ２９ １８８ １６６ １４５１８１ １６６ １４５ １２３ １０１ ８０

１８ １４ ９１８ １４ ９

１８８ １６１ １３４ １０７ ８０ ５４１０７ ８０ ５４ ２６８ ２４１ ２１４２６８ ２４１ ２１４ １８８ １６１ １３４

９９ ８５ ７２ ５８ ４４ ２９５８ ４４ ２９ １３９ １２６ １１２１３１ １２６ １１２ ９９ ８５ ７２

８０ ５９ ３９ １８ １４ ９１８ １４ ９ １４２ １２１ １０１１３５ １２１ １０１ ８０ ５９ ３９

５８ ４４ ２９５８ ４４ ２９

１８６ １６０ １３３ １０６ ８０ ５３１０６ ８０ ５３ ２６６ ２３９ ２１３２６６ ２３９ ２１３ １８６ １６０ １３３

６２ ４７ ３３ １８ １４ ９１８ １４ ９ １０５ ９１ ７６９８ ９１ ７６ ６２ ４７ ３３

１２３ １０１ ８０ ５８ ４４ ２９５８ ４４ ２９ １８８ １６６ １４５１８１ １６６ １４５ １２３ １０１ ８０

１８ １４ ９１８ １４ ９

１８８ １６１ １３４ １０７ ８０ ５４１０７ ８０ ５４ ２６８ ２４１ ２１４２６８ ２４１ ２１４ １８８ １６１ １３４

９９ ８５ ７２ ５８ ４４ ２９５８ ４４ ２９ １３９ １２６ １１２１３１ １２６ １１２ ９９ ８５ ７２

６０ ４５ ３０ １５ １１ ８１１ ８ １０５ ９０ ７５８９ ７５ ６０ ４５ ３０ １５

５８ ４４ ２９５８ ４４ ２９

１５ １１ ８１５ １１ ８

１３５ １１６ ９７ ７７ ５８ ３９７７ ５８ ３９ １９３ １７４ １５４１９１ １７４ １５４ １３５ １１６ ９７

７９ ６８ ５７ ４５ ３４ ２３４５ ３４ ２３ １１３ １０２ ９０１０９ １０２ ９０ ７９ ６８ ５７

１４３ １２７ １０５ ８４ ６２ ４０ １８ １４ ９ １４９ １２７ １０５ ８４ ６２ ４０ １８ １４ ９

１０７ ９６ ８１ ６５ ４９ ３４ １８ １４ ９ １１２ ９６ ８１ ６５ ４９ ３４ １８ １４ ９

１９０ １７２ １４９ １２７ １０４ ８１ ５８ ４４ ２９ １９５ １７２ １４９ １２７ １０４ ８１ ５８ ４４ ２９

１４０ １３１ １１６ １０２ ８７ ７３ ５８ ４４ ２９ １４５ １３１ １１６ １０２ ８７ ７３ ５８ ４４ ２９

１４３ １２７ １０５ ８４ ６２ ４０ １８ １４ ９ １４９ １２７ １０５ ８４ ６２ ４０ １８ １４ ９

１０７ ９６ ８１ ６５ ４９ ３４ １８ １４ ９ １１２ ９６ ８１ ６５ ４９ ３４ １８ １４ ９

１９０ １７２ １４９ １２７ １０４ ８１ ５８ ４４ ２９ １９５ １７２ １４９ １２７ １０４ ８１ ５８ ４４ ２９

１４０ １３１ １１６ １０２ ８７ ７３ ５８ ４４ ２９ １４５ １３１ １１６ １０２ ８７ ７３ ５８ ４４ ２９

９５ ８０ ６４ ４７ ３１ １５ １１ ８ １１２ ９６ ８０ ６４ ４７ ３１ １５ １１ ８



６類 対象麦 ６類 対象麦
うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
ビール麦 ビール麦

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
種子麦 種子麦

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦 対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦

円 円 円 円 円 円
７類 対象麦（秋まき） ７類 対象麦（秋まき）
８類 うち課税対象農業者に係るもの ８類 うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
ビール麦（秋まき） ビール麦（秋まき）

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
種子麦（秋まき） 種子麦（秋まき）

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦（秋まき） 対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦（秋まき）

円 円 円 円 円 円
対象麦（春まき） 対象麦（春まき）

うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

ビール麦（春まき） ビール麦（春まき）
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦（春まき） 種子麦（春まき）
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦（春まき） 対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦（春まき）
円 円 円 円 円 円

９類 対象麦 ９類 対象麦
10類 うち課税対象農業者に係るもの 10類 うち課税対象農業者に係るもの
11類 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 11類 円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦 種子麦
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦及び種子麦以外の麦 対象麦及び種子麦以外の麦
円 円 円 円 円 円

12類 対象麦 12類 対象麦
13類 うち課税対象農業者に係るもの 13類 うち課税対象農業者に係るもの
14類 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 14類 円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦 種子麦
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦及び種子麦以外の麦 対象麦及び種子麦以外の麦
円 円 円 円 円 円

16類 対象麦（裸麦） 16類 対象麦（裸麦）
うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
種子麦（裸麦） 種子麦（裸麦）

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
対象麦及び種子麦以外の麦（裸麦） 対象麦及び種子麦以外の麦（裸麦）

円 円 円 円 円 円

備考： 備考：

３　この表において「課税対象農業者」とは、対象農業者のうち、免税対象農業者以外のものをいう。 ３　この表において「課税対象農業者」とは、対象農業者のうち、免税対象農業者以外のものをいう。

５　この表において「種子麦」とは、種子の用に供することを目的とする麦の耕作を行う耕地に係る麦をいう。 ５　この表において「種子麦」とは、種子の用に供することを目的とする麦の耕作を行う耕地に係る麦をいう。
６　この表において「ビール麦」とは、ビールの用に供することを目的とする麦の耕作を行う耕地に係る麦をいう。 ６　この表において「ビール麦」とは、ビールの用に供することを目的とする麦の耕作を行う耕地に係る麦をいう。

１５ １１ ８ １５ １１ ８

１４４ １２４ １０３ ８２ ６２ ４１８２ ６２ ４１ ２０６ １８５ １６５２０６ １８５ １６５ １４４ １２４ １０３

９６ ８２ ６９ ５５ ４１ ２７５５ ４１ ２７ １３７ １２３ １１０１３７ １２３ １１０ ９６ ８２ ６９

７９ ６８ ５７ ４５ ３４ ２３４５ ３４ ２３ １１３ １０２ ９０

３０ １５ １１ ８

１０９ １０２ ９０ ７９ ６８ ５７

１０５ ９０ ７５ ６０ ４５８９ ７５ ６０ ４５ ３０ １５ １１ ８

９５ ８０ ６４ ４７ ３１ １５ １１ ８ １１２ ９６ ８０ ６４ ４７ ３１ １５ １１ ８

１５ １１ ８１５ １１ ８

１３５ １１６ ９７ ７７ ５８ ３９７７ ５８ ３９ １９３ １７４ １５４１９１ １７４ １５４ １３５ １１６ ９７

６８ ５０ ３３ １５ １１ ８１５ １１ ８ １２０ １０３ ８５１０４ １０３ ８５ ６８ ５０ ３３

１１０ １０８ ９０ ７１ ５２ ３４ １５ １１ ８ １２７ １０８ ９０ ７１ ５２ ３４ １５ １１ ８

１５ １１ ８ １５ １１ ８

１４４ １２４ １０３ ８２ ６２ ４１８２ ６２ ４１ ２０６ １８５ １６５２０６ １８５ １６５ １４４ １２４ １０３

９

９６ ８２ ６９ ５５ ４１ ２７５５ ４１ ２７ １３７ １２３ １１０１３７ １２３ １１０ ９６ ８２ ６９

６３ ４７ ３２ １７ １３ ９３２ １７ １３ １０８ ９３ ７８１２５ １０８ ９３ ７８ ６３ ４７

６６ ４９ ３３ １７ １３ ９

７９ ５８ ３７ １６ １２ ８３７ １６ １２ １４１ １２０ ９９１４２ １４１ １２０ ９９ ７９ ５８

１６ １２ ８ １６ １２ ８

１５０ １２８ １０７ ８６ ６４ ４３８６ ６４ ４３ ２１４ １９３ １７１２１４ １９３ １７１ １５０ １２８ １０７

８

１４２ １４０ １１９ ９９ ７８ ５７ ３７ １６ １２ １４０ １１９ ９９

１６ １２ ８ １６ １２ ８

１５１ １２９ １０８ ８６ ６５ ４３１０８ ８６ ６５ ２１５ １９４ １７２２１６ ２１５ １９４ １７２ １５１ １２９

１　この表において「区分」とは、農業保険法（昭和22年法律第185号）第136条第１項の農林水産大臣が定める区分
　をいう。

１　この表において「区分」とは、農業保険法（昭和22年法律第185号）第136条第１項の農林水産大臣が定める区
分

２　この表において「対象麦」とは、対象農業者（農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律（平成18
年法律第88号）第５条第１項の規定に基づき同法第３条第１項第２号の交付金の交付の申請をする者であって、法第２条第４項
各号に掲げる要件に該当するものをいう。以下同じ。）が耕作の業務を営む耕地に係る麦をいう。

２　この表において「対象麦」とは、対象農業者（農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する
法律（平成18年法律第88号）第５条第１項の規定に基づき同法第３条第１項第２号の交付金の交付の申請をする者
であって、法第２条第４項各号に掲げる要件に該当するものをいう。以下同じ。）が耕作の業務を営む耕地に係る
麦をいう。

４　この表において「免税対象農業者」とは、対象農業者のうち、法第３条第５項の規定に基づき農林水産大臣が定める数量単
価について、免税事業者に対するものの適用を受け法第３条第１項第２号の交付金が交付されるものをいう。

４　この表において「免税対象農業者」とは、対象農業者のうち、法第３条第５項の規定に基づき農林水産大臣が
定める数量単価について、免税事業者に対するものの適用を受け法第３条第１項第２号の交付金が交付されるもの
をいう。

１１０ １０８ ９０ ７１ ５２ ３４ １５ １１ ８ １２７ １０８ ９０ ７１ ５２ ３４ １５ １１ ８

６８ ５０ ３３ １５ １１ ８１５ １１ ８ １２０ １０３ ８５１０４ １０３ ８５ ６８ ５０ ３３

７８ ５７ ３７ １６ １２ ８

９

８

８

７４ ５４ ３５ １６ １２ ８３５ １６ １２ １３１ １１２ ９３１３３ １３１ １１２ ９３ ７４ ５４

１７ １３ ９ １７ １３ ９

１６７ １４３ １１９ ９５ ７１ ４８９５ ７１ ４８ ２３８ ２１４ １９０２３８ ２１４ １９０ １６７ １４３ １１９

１３３ １１４ ９８ ８２ ６６ ４９ ３３ １７ １３ １１４ ９８ ８２

１５２ １５０ １２８ １０５ ８３ ６１ ３８ １６ １２ １５０ １２８ １０５ ８３ ６１ ３８ １６ １２ ８８

４３



# #
1 キログラム当たり共済金額の範囲 1 キログラム当たり共済金額の範囲

１類 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦 １類 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦
うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦

うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦 種子麦
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦及び種子麦以外の麦 対象麦及び種子麦以外の麦
円 円 円 円 円 円

２類 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦 ２類 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦
うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦

うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦 種子麦
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦及び種子麦以外の麦 対象麦及び種子麦以外の麦
円 円 円 円 円 円

３類 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦（秋まき） ３類 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦（秋まき）
４類 うち課税対象農業者に係るもの ４類 うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦（秋まき） パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦（秋まき）

うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦（秋まき） 種子麦（秋まき）
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦及び種子麦以外の麦（秋まき） 対象麦及び種子麦以外の麦（秋まき）
円 円 円 円 円 円

パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦（春まき） パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦（春まき）
うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦（春まき） パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦（春まき）

うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦（春まき） 種子麦（春まき）
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦及び種子麦以外の麦（春まき） 対象麦及び種子麦以外の麦（春まき）
円 円 円 円 円 円

５類 対象麦 ５類 対象麦
うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
ビール麦 ビール麦

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
種子麦 種子麦

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦 対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦

円 円 円 円 円 円

地域 岐阜県 地域 岐阜県
区分 区分

４０８０ ６０ ４０ ２００ １８０ １６０２００ １８０ １６０ １４０ １２０ １００

７２ ５７ ４３ ２８ ２１ １４２８ ２１ １４ １１５ １０１ ８６１０７ １０１ ８６ ７２ ５７ ４３

１１６ １０６ ９０ ７５ ５９ ４４ ２８ ２１ １４ １２１ １０６ ９０ ７５ ５９ ４４ ２８ ２１ １４

７５ ５９

５４１０７ ８０ ５４ ２６８ ２４１ ２１４２６８ ２４１ ２１４ １８８ １６１ １３４

９９ ８５ ７２ ５８ ４４ ２９５８ ４４ ２９ １３９ １２６ １１２１３１ １２６ １１２ ９９ ８５ ７２

７３ ５８ ４４ ２９

１５５ １３８ １１６ ９４ ７２ ５０ ２８ ２１ １４ １６０

１４０ １３１ １１６ １０２ ８７ ７３ ５８ ４４ ２９ １４５ １３１ １１６ １０２ ８７

１３８ １１６

４０８０ ６０ ４０ ２００ １８０ １６０２００ １８０ １６０ １４０ １２０ １００

７２ ５７ ４３ ２８ ２１ １４２８ ２１ １４ １１５ １０１ ８６１０７ １０１ ８６ ７２ ５７ ４３

９９ ８５ ７２ ５８ ４４ ２９５８ ４４ ２９ １３９ １２６ １１２１３１ １２６ １１２ ９９ ８５ ７２

１２３ １０１

１１６ １０６ ９０ ７５ ５９ ４４ ２８ ２１ １４ １２１ １０６ ９０

１０１ ８０

７９ ６８ ５７ ４５ ３４ ２３４５ ３４ ２３ １１３ １０２ ９０１０９ １０２ ９０ ７９ ６８ ５７

６０ ４５ ３０ １５ １１ ８１１ ８ １０５ ９０ ７５８９ ７５ ６０ ４５ ３０ １５

７３ ５８ ４４ ２９

９５ ８０ ６４ ４７ ３１ １５

１３１ １１６ １０２ ８７ ７３ ５８ ４４ ２９ １４５ １３１ １１６ １０２ ８７

１１

１５ １１ ８１５ １１ ８

１３５ １１６ ９７ ７７ ５８ ３９７７ ５８ ３９ １９３ １７４ １５４１９１ １７４ １５４ １３５ １１６ ９７

１５５ １３８ １１６ ９４ ７２ ５０ ２８ ２１ １４ １６０ １３８ １１６ ９４ ７２ ５０ ２８ ２１ １４

９１ ７０ ４９ ２８ ２１ １４２８ ２１ １４ １５３ １３２ １１１１４６ １３２ １１１ ９１ ７０ ４９

１９０ １７２ １４９ １２７ １０４ ８１ ５８ ４４ ２９ １９５ １７２ １４９ １２７ １０４ ８１ ５８ ４４ ２９

２８ ２１ １４２８ ２１ １４

１４０ １２０ １００ ８０ ６０

１２３ １０１ ８０ ５８ ４４ ２９５８ ４４ ２９ １８８ １６６ １４５１８１ １６６ １４５ １２３ １０１ ８０

９４ ７２ ５０ ２８ ２１ １４

５８ ４４ ２９５８ ４４ ２９

１８８ １６１ １３４ １０７ ８０

９１ ７０ ４９ ２８ ２１ １４２８ ２１ １４ １５３ １３２ １１１１４６ １３２ １１１ ９１ ７０ ４９

４４ ２８ ２１ １４

１９０ １７２ １４９ １２７ １０４ ８１ ５８ ４４ ２９ １９５ １７２ １４９ １２７ １０４ ８１ ５８ ４４ ２９

２８ ２１ １４２８ ２１ １４

１４０ １２０ １００ ８０ ６０

８０ ５８ ４４ ２９５８ ４４ ２９ １８８ １６６ １４５１８１ １６６ １４５ １２３

８ １１２ ９６ ８０ ６４ ４７ ３１ １５ １１ ８

５８ ４４ ２９５８ ４４ ２９

１８８ １６１ １３４ １０７ ８０ ５４１０７ ８０ ５４ ２６８ ２４１ ２１４２６８ ２４１ ２１４ １８８ １６１ １３４

１４０



６類 対象麦 ６類 対象麦
うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
ビール麦 ビール麦

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
種子麦 種子麦

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦 対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦

円 円 円 円 円 円
７類 対象麦（秋まき） ７類 対象麦（秋まき）
８類 うち課税対象農業者に係るもの ８類 うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
ビール麦（秋まき） ビール麦（秋まき）

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
種子麦（秋まき） 種子麦（秋まき）

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦（秋まき） 対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦（秋まき）

円 円 円 円 円 円
対象麦（春まき） 対象麦（春まき）

うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

ビール麦（春まき） ビール麦（春まき）
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦（春まき） 種子麦（春まき）
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦（春まき） 対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦（春まき）
円 円 円 円 円 円

９類 対象麦 ９類 対象麦
10類 うち課税対象農業者に係るもの 10類 うち課税対象農業者に係るもの
11類 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 11類 円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦 種子麦
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦及び種子麦以外の麦 対象麦及び種子麦以外の麦
円 円 円 円 円 円

12類 対象麦 12類 対象麦
13類 うち課税対象農業者に係るもの 13類 うち課税対象農業者に係るもの
14類 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 14類 円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦 種子麦
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦及び種子麦以外の麦 対象麦及び種子麦以外の麦
円 円 円 円 円 円

16類 対象麦（裸麦） 16類 対象麦（裸麦）
うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
種子麦（裸麦） 種子麦（裸麦）

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
対象麦及び種子麦以外の麦（裸麦） 対象麦及び種子麦以外の麦（裸麦）

円 円 円 円 円 円

備考： 備考：

３　この表において「課税対象農業者」とは、対象農業者のうち、免税対象農業者以外のものをいう。 ３　この表において「課税対象農業者」とは、対象農業者のうち、免税対象農業者以外のものをいう。

５　この表において「種子麦」とは、種子の用に供することを目的とする麦の耕作を行う耕地に係る麦をいう。 ５　この表において「種子麦」とは、種子の用に供することを目的とする麦の耕作を行う耕地に係る麦をいう。
６　この表において「ビール麦」とは、ビールの用に供することを目的とする麦の耕作を行う耕地に係る麦をいう。 ６　この表において「ビール麦」とは、ビールの用に供することを目的とする麦の耕作を行う耕地に係る麦をいう。

９６ ８２ ６９ ５５ ４１ ２７５５ ４１ ２７ １３７ １２３ １１０１３７ １２３ １１０ ９６ ８２ ６９

６８ ５０ ３３ １５ １１ ８１５ １１ ８ １２０ １０３ ８５１０４ １０３ ８５ ６８ ５０ ３３

１１０ １０８ ９０ ７１ ５２ ３４ １５ １１ ８ １２７ １０８ ９０ ７１ ５２ ３４ １５ １１ ８

８９ ７５ ６０ ４５ ３０ １５ １１ ８

１５ １１ ８ １５ １１ ８

１４４ １２４ １０３ ８２ ６２ ４１８２ ６２ ４１ ２０６ １８５ １６５２０６ １８５ １６５ １４４ １２４ １０３

３０ １５ １１ ８１０５ ９０ ７５ ６０ ４５

９５ ８０ ６４ ４７ ３１ １５ １１ ８ １１２ ９６ ８０ ６４ ４７ ３１ １５ １１ ８

１１０ １０８ ９０ ７１ ５２ ３４ １５ １１ ８ １２７ １０８ ９０ ７１ ５２

１３５ １１６ ９７ ７７ ５８ ３９７７ ５８ ３９ １９３ １７４ １５４１９１ １７４ １５４ １３５ １１６ ９７

７９ ６８ ５７ ４５ ３４ ２３４５ ３４ ２３ １１３ １０２ ９０

６８ ５０ ３３ １５ １１ ８１５ １１ ８ １２０ １０３ ８５１０４ １０３ ８５ ６８ ５０ ３３

１５ １１ ８１５ １１ ８

１０９ １０２ ９０ ７９ ６８ ５７

１５ １１ ８ １５ １１ ８

１４１ １２１ １０１ ８０ ６０ ４０１０１ ８０ ６０ ２０１ １８１ １６１２０３ ２０１ １８１ １６１ １４１ １２１

６１ ４６ ３０ １５ １１ ８３０ １５ １１ １０７ ９２ ７６１２４ １０７ ９２ ７６ ６１ ４６

３４ １５ １１ ８

１３２ １１３ ９７ ８０ ６４ ４８ ３１ １５ １１ １１３ ９７ ８０

１６ １２ ８ １６ １２ ８

１５０ １２８ １０７ ８６ ６４ ４３８６ ６４ ４３ ２１４ １９３ １７１２１４ １９３ １７１ １５０ １２８ １０７

７４ ５４ ３５ １６ １２ ８３５ １６ １２ １３１ １１２ ９３１３３ １３１ １１２ ９３ ７４ ５４

１４２ １４０ １１９ ９９ ７８ ５７ ３７ １６ １２ １４０ １１９ ９９ ７８ ５７ ３７ １６ １２ ８

１５１ １２９ １０８ ８６ ６５ ４３１０８ ８６ ６５ ２１５ １９４ １７２２１６ ２１５ １９４ １７２ １５１ １２９

７９ ５８ ３７ １６ １２ ８３７ １６ １２ １４１ １２０ ９９１４２ １４１ １２０ ９９ ７９ ５８

１５２ １５０ １２８ １０５ ８３ ６１ ３８ １６ １２ １５０ １２８ １０５ ８３ ６１ ３８ １６ １２ ８

１６ １２ ８ １６ １２ ８

１　この表において「区分」とは、農業保険法（昭和22年法律第185号）第136条第１項の農林水産大臣が定める区分
　をいう。

１　この表において「区分」とは、農業保険法（昭和22年法律第185号）第136条第１項の農林水産大臣が定める区
分

２　この表において「対象麦」とは、対象農業者（農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律（平成18
年法律第88号）第５条第１項の規定に基づき同法第３条第１項第２号の交付金の交付の申請をする者であって、法第２条第４項
各号に掲げる要件に該当するものをいう。以下同じ。）が耕作の業務を営む耕地に係る麦をいう。

２　この表において「対象麦」とは、対象農業者（農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する
法律（平成18年法律第88号）第５条第１項の規定に基づき同法第３条第１項第２号の交付金の交付の申請をする者
であって、法第２条第４項各号に掲げる要件に該当するものをいう。以下同じ。）が耕作の業務を営む耕地に係る
麦をいう。

４　この表において「免税対象農業者」とは、対象農業者のうち、法第３条第５項の規定に基づき農林水産大臣が定める数量単
価について、免税事業者に対するものの適用を受け法第３条第１項第２号の交付金が交付されるものをいう。

４　この表において「免税対象農業者」とは、対象農業者のうち、法第３条第５項の規定に基づき農林水産大臣が
定める数量単価について、免税事業者に対するものの適用を受け法第３条第１項第２号の交付金が交付されるもの
をいう。

６４ ４８ ３１ １５ １１ ８

１５ １１ ８ １５ １１ ８

１４４ １２４ １０３ ８２ ６２ ４１８２ ６２ ４１ ２０６ １８５ １６５２０６ １８５ １６５ １４４ １２４ １０３

９６ ８２ ６９ ５５ ４１ ２７５５ ４１ ２７ １３７ １２３ １１０１３７ １２３ １１０ ９６ ８２ ６９

８

８

４０

８

８

８

８

４３



# #
1 キログラム当たり共済金額の範囲 1 キログラム当たり共済金額の範囲

１類 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦 １類 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦
うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦

うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦 種子麦
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦及び種子麦以外の麦 対象麦及び種子麦以外の麦
円 円 円 円 円 円

２類 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦 ２類 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦
うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦

うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦 種子麦
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦及び種子麦以外の麦 対象麦及び種子麦以外の麦
円 円 円 円 円 円

３類 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦（秋まき） ３類 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦（秋まき）
４類 うち課税対象農業者に係るもの ４類 うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦（秋まき） パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦（秋まき）

うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦（秋まき） 種子麦（秋まき）
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦及び種子麦以外の麦（秋まき） 対象麦及び種子麦以外の麦（秋まき）
円 円 円 円 円 円

パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦（春まき） パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦（春まき）
うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦（春まき） パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦（春まき）

うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦（春まき） 種子麦（春まき）
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦及び種子麦以外の麦（春まき） 対象麦及び種子麦以外の麦（春まき）
円 円 円 円 円 円

５類 対象麦 ５類 対象麦
うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
ビール麦 ビール麦

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
種子麦 種子麦

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦 対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦

円 円 円 円 円 円

８０ ５９ ３９ １８ １４ ９１８ １４ ９ １４２ １２１ １０１１３５ １２１ １０１ ８０ ５９ ３９

地域 静岡県 地域 静岡県
区分 区分

１２４ １０６ ８９ ７１ ５３ ３５７１ ５３ ３５ １７７ １５９ １４２１７６ １５９ １４２ １２４ １０６ ８９

５７ ４４ ３１ １８ １４ ９１８ １４ ９ ９５ ８２ ６９８８ ８２ ６９ ５７ ４４ ３１

１２３ １０１ ８０ ５８ ４４ ２９５８ ４４ ２９ １８８ １６６ １４５１８１ １６６ １４５ １２３ １０１ ８０

１８ １４ ９１８ １４ ９

１８８ １６１ １３４ １０７ ８０ ５４１０７ ８０ ５４ ２６８ ２４１ ２１４２６８ ２４１ ２１４ １８８ １６１ １３４

９９ ８５ ７２ ５８ ４４ ２９５８ ４４ ２９ １３９ １２６ １１２１３１ １２６ １１２ ９９ ８５ ７２

８０ ５９ ３９ １８ １４ ９１８ １４ ９ １４２ １２１ １０１１３５ １２１ １０１ ８０ ５９ ３９

５８ ４４ ２９５８ ４４ ２９

１２４ １０６ ８９ ７１ ５３ ３５７１ ５３ ３５ １７７ １５９ １４２１７６ １５９ １４２ １２４ １０６ ８９

５７ ４４ ３１ １８ １４ ９１８ １４ ９ ９５ ８２ ６９８８ ８２ ６９ ５７ ４４ ３１

１２３ １０１ ８０ ５８ ４４ ２９５８ ４４ ２９ １８８ １６６ １４５１８１ １６６ １４５ １２３ １０１ ８０

１８ １４ ９１８ １４ ９

１８８ １６１ １３４ １０７ ８０ ５４１０７ ８０ ５４ ２６８ ２４１ ２１４２６８ ２４１ ２１４ １８８ １６１ １３４

９９ ８５ ７２ ５８ ４４ ２９５８ ４４ ２９ １３９ １２６ １１２１３１ １２６ １１２ ９９ ８５ ７２

６３ ４７ ３１ １５ １１ ８１１ ８ １１０ ９４ ７８９３ ７８ ６３ ４７ ３１ １５

５８ ４４ ２９５８ ４４ ２９

１５ １１ ８１５ １１ ８

１３６ １１６ ９７ ７８ ５８ ３９７８ ５８ ３９ １９４ １７５ １５５１９２ １７５ １５５ １３６ １１６ ９７

９７ ８３ ６９ ５５ ４１ ２８５５ ４１ ２８ １３８ １２４ １１０１３４ １２４ １１０ ９７ ８３ ６９

１４３ １２７ １０５ ８４ ６２ ４０ １８ １４ ９ １４９ １２７ １０５ ８４ ６２ ４０ １８ １４ ９

９７ ８８ ７４ ６０ ４６ ３２ １８ １４ ９ １０２ ８８ ７４ ６０ ４６ ３２ １８ １４ ９

１９０ １７２ １４９ １２７ １０４ ８１ ５８ ４４ ２９ １９５ １７２ １４９ １２７ １０４ ８１ ５８ ４４ ２９

１４０ １３１ １１６ １０２ ８７ ７３ ５８ ４４ ２９ １４５ １３１ １１６ １０２ ８７ ７３ ５８ ４４ ２９

１４３ １２７ １０５ ８４ ６２ ４０ １８ １４ ９ １４９ １２７ １０５ ８４ ６２ ４０ １８ １４ ９

９７ ８８ ７４ ６０ ４６ ３２ １８ １４ ９ １０２ ８８ ７４ ６０ ４６ ３２ １８ １４ ９

１９０ １７２ １４９ １２７ １０４ ８１ ５８ ４４ ２９ １９５ １７２ １４９ １２７ １０４ ８１ ５８ ４４ ２９

１４０ １３１ １１６ １０２ ８７ ７３ ５８ ４４ ２９ １４５ １３１ １１６ １０２ ８７ ７３ ５８ ４４ ２９

９９ ８３ ６６ ４９ ３２ １５ １１ ８ １１７ １００ ８３ ６６ ４９ ３２ １５ １１ ８



６類 対象麦 ６類 対象麦
うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
ビール麦 ビール麦

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
種子麦 種子麦

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦 対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦

円 円 円 円 円 円
７類 対象麦（秋まき） ７類 対象麦（秋まき）
８類 うち課税対象農業者に係るもの ８類 うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
ビール麦（秋まき） ビール麦（秋まき）

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
種子麦（秋まき） 種子麦（秋まき）

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦（秋まき） 対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦（秋まき）

円 円 円 円 円 円
対象麦（春まき） 対象麦（春まき）

うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

ビール麦（春まき） ビール麦（春まき）
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦（春まき） 種子麦（春まき）
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦（春まき） 対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦（春まき）
円 円 円 円 円 円

９類 対象麦 ９類 対象麦
10類 うち課税対象農業者に係るもの 10類 うち課税対象農業者に係るもの
11類 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 11類 円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦 種子麦
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦及び種子麦以外の麦 対象麦及び種子麦以外の麦
円 円 円 円 円 円

12類 対象麦 12類 対象麦
13類 うち課税対象農業者に係るもの 13類 うち課税対象農業者に係るもの
14類 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 14類 円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦 種子麦
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦及び種子麦以外の麦 対象麦及び種子麦以外の麦
円 円 円 円 円 円

16類 対象麦（裸麦） 16類 対象麦（裸麦）
うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
種子麦（裸麦） 種子麦（裸麦）

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
対象麦及び種子麦以外の麦（裸麦） 対象麦及び種子麦以外の麦（裸麦）

円 円 円 円 円 円

備考： 備考：

３　この表において「課税対象農業者」とは、対象農業者のうち、免税対象農業者以外のものをいう。 ３　この表において「課税対象農業者」とは、対象農業者のうち、免税対象農業者以外のものをいう。

５　この表において「種子麦」とは、種子の用に供することを目的とする麦の耕作を行う耕地に係る麦をいう。 ５　この表において「種子麦」とは、種子の用に供することを目的とする麦の耕作を行う耕地に係る麦をいう。
６　この表において「ビール麦」とは、ビールの用に供することを目的とする麦の耕作を行う耕地に係る麦をいう。 ６　この表において「ビール麦」とは、ビールの用に供することを目的とする麦の耕作を行う耕地に係る麦をいう。

１５ １１ ８ １５ １１ ８

１４４ １２４ １０３ ８２ ６２ ４１８２ ６２ ４１ ２０６ １８５ １６５２０６ １８５ １６５ １４４ １２４ １０３

９６ ８２ ６９ ５５ ４１ ２７５５ ４１ ２７ １３７ １２３ １１０１３７ １２３ １１０ ９６ ８２ ６９

９７ ８３ ６９ ５５ ４１ ２８５５ ４１ ２８ １３８ １２４ １１０

３１ １５ １１ ８

１３４ １２４ １１０ ９７ ８３ ６９

１１０ ９４ ７８ ６３ ４７９３ ７８ ６３ ４７ ３１ １５ １１ ８

９９ ８３ ６６ ４９ ３２ １５ １１ ８ １１７ １００ ８３ ６６ ４９ ３２ １５ １１ ８

１５ １１ ８１５ １１ ８

１３６ １１６ ９７ ７８ ５８ ３９７８ ５８ ３９ １９４ １７５ １５５１９２ １７５ １５５ １３６ １１６ ９７

６８ ５０ ３３ １５ １１ ８１５ １１ ８ １２０ １０３ ８５１０４ １０３ ８５ ６８ ５０ ３３

１１０ １０８ ９０ ７１ ５２ ３４ １５ １１ ８ １２７ １０８ ９０ ７１ ５２ ３４ １５ １１ ８

１５ １１ ８ １５ １１ ８

１４４ １２４ １０３ ８２ ６２ ４１８２ ６２ ４１ ２０６ １８５ １６５２０６ １８５ １６５ １４４ １２４ １０３

８

９６ ８２ ６９ ５５ ４１ ２７５５ ４１ ２７ １３７ １２３ １１０１３７ １２３ １１０ ９６ ８２ ６９

５７ ４３ ２９ １５ １１ ８２９ １５ １１ ９８ ８４ ７０１１５ ９８ ８４ ７０ ５７ ４３

６０ ４５ ３０ １５ １１ ８

７９ ５８ ３７ １６ １２ ８３７ １６ １２ １４１ １２０ ９９１４２ １４１ １２０ ９９ ７９ ５８

１６ １２ ８ １６ １２ ８

１５０ １２８ １０７ ８６ ６４ ４３８６ ６４ ４３ ２１４ １９３ １７１２１４ １９３ １７１ １５０ １２８ １０７

８

１４２ １４０ １１９ ９９ ７８ ５７ ３７ １６ １２ １４０ １１９ ９９

１６ １２ ８ １６ １２ ８

１５１ １２９ １０８ ８６ ６５ ４３１０８ ８６ ６５ ２１５ １９４ １７２２１６ ２１５ １９４ １７２ １５１ １２９

１　この表において「区分」とは、農業保険法（昭和22年法律第185号）第136条第１項の農林水産大臣が定める区分
　をいう。

１　この表において「区分」とは、農業保険法（昭和22年法律第185号）第136条第１項の農林水産大臣が定める区
分

２　この表において「対象麦」とは、対象農業者（農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律（平成18
年法律第88号）第５条第１項の規定に基づき同法第３条第１項第２号の交付金の交付の申請をする者であって、法第２条第４項
各号に掲げる要件に該当するものをいう。以下同じ。）が耕作の業務を営む耕地に係る麦をいう。

２　この表において「対象麦」とは、対象農業者（農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する
法律（平成18年法律第88号）第５条第１項の規定に基づき同法第３条第１項第２号の交付金の交付の申請をする者
であって、法第２条第４項各号に掲げる要件に該当するものをいう。以下同じ。）が耕作の業務を営む耕地に係る
麦をいう。

４　この表において「免税対象農業者」とは、対象農業者のうち、法第３条第５項の規定に基づき農林水産大臣が定める数量単
価について、免税事業者に対するものの適用を受け法第３条第１項第２号の交付金が交付されるものをいう。

４　この表において「免税対象農業者」とは、対象農業者のうち、法第３条第５項の規定に基づき農林水産大臣が
定める数量単価について、免税事業者に対するものの適用を受け法第３条第１項第２号の交付金が交付されるもの
をいう。

１１０ １０８ ９０ ７１ ５２ ３４ １５ １１ ８ １２７ １０８ ９０ ７１ ５２ ３４ １５ １１ ８

６８ ５０ ３３ １５ １１ ８１５ １１ ８ １２０ １０３ ８５１０４ １０３ ８５ ６８ ５０ ３３

７８ ５７ ３７ １６ １２ ８

８

４０

８

８

７４ ５４ ３５ １６ １２ ８３５ １６ １２ １３１ １１２ ９３１３３ １３１ １１２ ９３ ７４ ５４

１５ １１ ８ １５ １１ ８

１３９ １１９ １００ ８０ ６０ ４０１００ ８０ ６０ １９９ １７９ １５９２０１ １９９ １７９ １５９ １３９ １１９

１２３ １０４ ８９ ７４ ６０ ４５ ３０ １５ １１ １０４ ８９ ７４

１５２ １５０ １２８ １０５ ８３ ６１ ３８ １６ １２ １５０ １２８ １０５ ８３ ６１ ３８ １６ １２ ８８

４３



# #
1 キログラム当たり共済金額の範囲 1 キログラム当たり共済金額の範囲

１類 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦 １類 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦
うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦

うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦 種子麦
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦及び種子麦以外の麦 対象麦及び種子麦以外の麦
円 円 円 円 円 円

２類 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦 ２類 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦
うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦

うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦 種子麦
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦及び種子麦以外の麦 対象麦及び種子麦以外の麦
円 円 円 円 円 円

３類 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦（秋まき） ３類 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦（秋まき）
４類 うち課税対象農業者に係るもの ４類 うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦（秋まき） パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦（秋まき）

うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦（秋まき） 種子麦（秋まき）
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦及び種子麦以外の麦（秋まき） 対象麦及び種子麦以外の麦（秋まき）
円 円 円 円 円 円

パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦（春まき） パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦（春まき）
うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦（春まき） パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦（春まき）

うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦（春まき） 種子麦（春まき）
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦及び種子麦以外の麦（春まき） 対象麦及び種子麦以外の麦（春まき）
円 円 円 円 円 円

５類 対象麦 ５類 対象麦
うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
ビール麦 ビール麦

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
種子麦 種子麦

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦 対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦

円 円 円 円 円 円

地域 愛知県 地域 愛知県
区分 区分

５４１０８ ８１ ５４ ２７０ ２４３ ２１６２７０ ２４３ ２１６ １８９ １６２ １３５

７８ ６３ ４９ ３４ ２６ １７３４ ２６ １７ １２１ １０７ ９２１１３ １０７ ９２ ７８ ６３ ４９

１２２ １１２ ９６ ８１ ６５ ５０ ３４ ２６ １７ １２７ １１２ ９６ ８１ ６５ ５０ ３４ ２６ １７

８１ ６５

５４１０７ ８０ ５４ ２６８ ２４１ ２１４２６８ ２４１ ２１４ １８８ １６１ １３４

９９ ８５ ７２ ５８ ４４ ２９５８ ４４ ２９ １３９ １２６ １１２１３１ １２６ １１２ ９９ ８５ ７２

７３ ５８ ４４ ２９

１６０ １４４ １２２ １００ ７８ ５６ ３４ ２６ １７ １６６

１４０ １３１ １１６ １０２ ８７ ７３ ５８ ４４ ２９ １４５ １３１ １１６ １０２ ８７

１４４ １２２

５４１０８ ８１ ５４ ２７０ ２４３ ２１６２７０ ２４３ ２１６ １８９ １６２ １３５

７８ ６３ ４９ ３４ ２６ １７３４ ２６ １７ １２１ １０７ ９２１１３ １０７ ９２ ７８ ６３ ４９

９９ ８５ ７２ ５８ ４４ ２９５８ ４４ ２９ １３９ １２６ １１２１３１ １２６ １１２ ９９ ８５ ７２

１２３ １０１

１２２ １１２ ９６ ８１ ６５ ５０ ３４ ２６ １７ １２７ １１２ ９６

１０１ ８０

９５ ８１ ６８ ５４ ４１ ２７５４ ４１ ２７ １３５ １２２ １０８１３１ １２２ １０８ ９５ ８１ ６８

６０ ４５ ３０ １５ １１ ８１１ ８ １０５ ９０ ７５８９ ７５ ６０ ４５ ３０ １５

７３ ５８ ４４ ２９

９５ ８０ ６４ ４７ ３１ １５

１３１ １１６ １０２ ８７ ７３ ５８ ４４ ２９ １４５ １３１ １１６ １０２ ８７

１１

１５ １１ ８１５ １１ ８

１３５ １１６ ９７ ７７ ５８ ３９７７ ５８ ３９ １９３ １７４ １５４１９１ １７４ １５４ １３５ １１６ ９７

１６０ １４４ １２２ １００ ７８ ５６ ３４ ２６ １７ １６６ １４４ １２２ １００ ７８ ５６ ３４ ２６ １７

９７ ７６ ５５ ３４ ２６ １７３４ ２６ １７ １５９ １３８ １１７１５２ １３８ １１７ ９７ ７６ ５５

１９０ １７２ １４９ １２７ １０４ ８１ ５８ ４４ ２９ １９５ １７２ １４９ １２７ １０４ ８１ ５８ ４４ ２９

３４ ２６ １７３４ ２６ １７

１８９ １６２ １３５ １０８ ８１

１２３ １０１ ８０ ５８ ４４ ２９５８ ４４ ２９ １８８ １６６ １４５１８１ １６６ １４５ １２３ １０１ ８０

１００ ７８ ５６ ３４ ２６ １７

５８ ４４ ２９５８ ４４ ２９

１８８ １６１ １３４ １０７ ８０

９７ ７６ ５５ ３４ ２６ １７３４ ２６ １７ １５９ １３８ １１７１５２ １３８ １１７ ９７ ７６ ５５

５０ ３４ ２６ １７

１９０ １７２ １４９ １２７ １０４ ８１ ５８ ４４ ２９ １９５ １７２ １４９ １２７ １０４ ８１ ５８ ４４ ２９

３４ ２６ １７３４ ２６ １７

１８９ １６２ １３５ １０８ ８１

８０ ５８ ４４ ２９５８ ４４ ２９ １８８ １６６ １４５１８１ １６６ １４５ １２３

８ １１２ ９６ ８０ ６４ ４７ ３１ １５ １１ ８

５８ ４４ ２９５８ ４４ ２９

１８８ １６１ １３４ １０７ ８０ ５４１０７ ８０ ５４ ２６８ ２４１ ２１４２６８ ２４１ ２１４ １８８ １６１ １３４

１４０



６類 対象麦 ６類 対象麦
うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
ビール麦 ビール麦

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
種子麦 種子麦

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦 対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦

円 円 円 円 円 円
７類 対象麦（秋まき） ７類 対象麦（秋まき）
８類 うち課税対象農業者に係るもの ８類 うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
ビール麦（秋まき） ビール麦（秋まき）

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
種子麦（秋まき） 種子麦（秋まき）

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦（秋まき） 対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦（秋まき）

円 円 円 円 円 円
対象麦（春まき） 対象麦（春まき）

うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

ビール麦（春まき） ビール麦（春まき）
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦（春まき） 種子麦（春まき）
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦（春まき） 対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦（春まき）
円 円 円 円 円 円

９類 対象麦 ９類 対象麦
10類 うち課税対象農業者に係るもの 10類 うち課税対象農業者に係るもの
11類 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 11類 円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦 種子麦
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦及び種子麦以外の麦 対象麦及び種子麦以外の麦
円 円 円 円 円 円

12類 対象麦 12類 対象麦
13類 うち課税対象農業者に係るもの 13類 うち課税対象農業者に係るもの
14類 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 14類 円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦 種子麦
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦及び種子麦以外の麦 対象麦及び種子麦以外の麦
円 円 円 円 円 円

16類 対象麦（裸麦） 16類 対象麦（裸麦）
うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
種子麦（裸麦） 種子麦（裸麦）

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
対象麦及び種子麦以外の麦（裸麦） 対象麦及び種子麦以外の麦（裸麦）

円 円 円 円 円 円

備考： 備考：

３　この表において「課税対象農業者」とは、対象農業者のうち、免税対象農業者以外のものをいう。 ３　この表において「課税対象農業者」とは、対象農業者のうち、免税対象農業者以外のものをいう。

５　この表において「種子麦」とは、種子の用に供することを目的とする麦の耕作を行う耕地に係る麦をいう。 ５　この表において「種子麦」とは、種子の用に供することを目的とする麦の耕作を行う耕地に係る麦をいう。
６　この表において「ビール麦」とは、ビールの用に供することを目的とする麦の耕作を行う耕地に係る麦をいう。 ６　この表において「ビール麦」とは、ビールの用に供することを目的とする麦の耕作を行う耕地に係る麦をいう。

９６ ８２ ６９ ５５ ４１ ２７５５ ４１ ２７ １３７ １２３ １１０１３７ １２３ １１０ ９６ ８２ ６９

６８ ５０ ３３ １５ １１ ８１５ １１ ８ １２０ １０３ ８５１０４ １０３ ８５ ６８ ５０ ３３

１１０ １０８ ９０ ７１ ５２ ３４ １５ １１ ８ １２７ １０８ ９０ ７１ ５２ ３４ １５ １１ ８

８９ ７５ ６０ ４５ ３０ １５ １１ ８

１５ １１ ８ １５ １１ ８

１４４ １２４ １０３ ８２ ６２ ４１８２ ６２ ４１ ２０６ １８５ １６５２０６ １８５ １６５ １４４ １２４ １０３

３０ １５ １１ ８１０５ ９０ ７５ ６０ ４５

９５ ８０ ６４ ４７ ３１ １５ １１ ８ １１２ ９６ ８０ ６４ ４７ ３１ １５ １１ ８

１１０ １０８ ９０ ７１ ５２ ３４ １５ １１ ８ １２７ １０８ ９０ ７１ ５２

１３５ １１６ ９７ ７７ ５８ ３９７７ ５８ ３９ １９３ １７４ １５４１９１ １７４ １５４ １３５ １１６ ９７

９５ ８１ ６８ ５４ ４１ ２７５４ ４１ ２７ １３５ １２２ １０８

６８ ５０ ３３ １５ １１ ８１５ １１ ８ １２０ １０３ ８５１０４ １０３ ８５ ６８ ５０ ３３

１５ １１ ８１５ １１ ８

１３１ １２２ １０８ ９５ ８１ ６８

１５ １１ ８ １５ １１ ８

１４１ １２１ １０１ ８１ ６１ ４０１０１ ８１ ６１ ２０２ １８２ １６２２０４ ２０２ １８２ １６２ １４１ １２１

６７ ４９ ３２ １５ １１ ８３２ １５ １１ １１８ １０１ ８４１３５ １１８ １０１ ８４ ６７ ４９

３４ １５ １１ ８

１４２ １２４ １０６ ８８ ７０ ５１ ３３ １５ １１ １２４ １０６ ８８

１６ １２ ８ １６ １２ ８

１５１ １３０ １０８ ８６ ６５ ４３８６ ６５ ４３ ２１６ １９４ １７３２１６ １９４ １７３ １５１ １３０ １０８

８０ ５８ ３７ １６ １２ ８３７ １６ １２ １４３ １２２ １０１１４４ １４３ １２２ １０１ ８０ ５８

１５３ １５１ １２９ １０６ ８４ ６１ ３９ １６ １２ １５１ １２９ １０６ ８４ ６１ ３９ １６ １２ ８

１５１ １２９ １０８ ８６ ６５ ４３１０８ ８６ ６５ ２１５ １９４ １７２２１６ ２１５ １９４ １７２ １５１ １２９

７９ ５８ ３７ １６ １２ ８３７ １６ １２ １４１ １２０ ９９１４２ １４１ １２０ ９９ ７９ ５８

１５２ １５０ １２８ １０５ ８３ ６１ ３８ １６ １２ １５０ １２８ １０５ ８３ ６１ ３８ １６ １２ ８

１６ １２ ８ １６ １２ ８

１　この表において「区分」とは、農業保険法（昭和22年法律第185号）第136条第１項の農林水産大臣が定める区分
　をいう。

１　この表において「区分」とは、農業保険法（昭和22年法律第185号）第136条第１項の農林水産大臣が定める区
分

２　この表において「対象麦」とは、対象農業者（農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律（平成18
年法律第88号）第５条第１項の規定に基づき同法第３条第１項第２号の交付金の交付の申請をする者であって、法第２条第４項
各号に掲げる要件に該当するものをいう。以下同じ。）が耕作の業務を営む耕地に係る麦をいう。

２　この表において「対象麦」とは、対象農業者（農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する
法律（平成18年法律第88号）第５条第１項の規定に基づき同法第３条第１項第２号の交付金の交付の申請をする者
であって、法第２条第４項各号に掲げる要件に該当するものをいう。以下同じ。）が耕作の業務を営む耕地に係る
麦をいう。

４　この表において「免税対象農業者」とは、対象農業者のうち、法第３条第５項の規定に基づき農林水産大臣が定める数量単
価について、免税事業者に対するものの適用を受け法第３条第１項第２号の交付金が交付されるものをいう。

４　この表において「免税対象農業者」とは、対象農業者のうち、法第３条第５項の規定に基づき農林水産大臣が
定める数量単価について、免税事業者に対するものの適用を受け法第３条第１項第２号の交付金が交付されるもの
をいう。

７０ ５１ ３３ １５ １１ ８

１５ １１ ８ １５ １１ ８

１４４ １２４ １０３ ８２ ６２ ４１８２ ６２ ４１ ２０６ １８５ １６５２０６ １８５ １６５ １４４ １２４ １０３

９６ ８２ ６９ ５５ ４１ ２７５５ ４１ ２７ １３７ １２３ １１０１３７ １２３ １１０ ９６ ８２ ６９

８

８

４０

８

８

８

８

４３



# #
1 キログラム当たり共済金額の範囲 1 キログラム当たり共済金額の範囲

１類 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦 １類 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦
うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦

うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦 種子麦
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦及び種子麦以外の麦 対象麦及び種子麦以外の麦
円 円 円 円 円 円

２類 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦 ２類 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦
うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦

うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦 種子麦
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦及び種子麦以外の麦 対象麦及び種子麦以外の麦
円 円 円 円 円 円

３類 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦（秋まき） ３類 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦（秋まき）
４類 うち課税対象農業者に係るもの ４類 うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦（秋まき） パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦（秋まき）

うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦（秋まき） 種子麦（秋まき）
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦及び種子麦以外の麦（秋まき） 対象麦及び種子麦以外の麦（秋まき）
円 円 円 円 円 円

パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦（春まき） パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦（春まき）
うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦（春まき） パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦（春まき）

うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦（春まき） 種子麦（春まき）
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦及び種子麦以外の麦（春まき） 対象麦及び種子麦以外の麦（春まき）
円 円 円 円 円 円

５類 対象麦 ５類 対象麦
うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
ビール麦 ビール麦

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
種子麦 種子麦

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦 対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦

円 円 円 円 円 円

８２ ６０ ３９ １８ １４ ９１８ １４ ９ １４５ １２４ １０３１３８ １２４ １０３ ８２ ６０ ３９

地域 三重県 地域 三重県
区分 区分

１５５ １３３ １１１ ８９ ６７ ４４８９ ６７ ４４ ２２２ ２００ １７８２２１ ２００ １７８ １５５ １３３ １１１

６３ ４８ ３３ １８ １４ ９１８ １４ ９ １０７ ９２ ７７１００ ９２ ７７ ６３ ４８ ３３

１２３ １０１ ８０ ５８ ４４ ２９５８ ４４ ２９ １８８ １６６ １４５１８１ １６６ １４５ １２３ １０１ ８０

１８ １４ ９１８ １４ ９

１８８ １６１ １３４ １０７ ８０ ５４１０７ ８０ ５４ ２６８ ２４１ ２１４２６８ ２４１ ２１４ １８８ １６１ １３４

９９ ８５ ７２ ５８ ４４ ２９５８ ４４ ２９ １３９ １２６ １１２１３１ １２６ １１２ ９９ ８５ ７２

８２ ６０ ３９ １８ １４ ９１８ １４ ９ １４５ １２４ １０３１３８ １２４ １０３ ８２ ６０ ３９

５８ ４４ ２９５８ ４４ ２９

１５５ １３３ １１１ ８９ ６７ ４４８９ ６７ ４４ ２２２ ２００ １７８２２１ ２００ １７８ １５５ １３３ １１１

６３ ４８ ３３ １８ １４ ９１８ １４ ９ １０７ ９２ ７７１００ ９２ ７７ ６３ ４８ ３３

１２３ １０１ ８０ ５８ ４４ ２９５８ ４４ ２９ １８８ １６６ １４５１８１ １６６ １４５ １２３ １０１ ８０

１８ １４ ９１８ １４ ９

１８８ １６１ １３４ １０７ ８０ ５４１０７ ８０ ５４ ２６８ ２４１ ２１４２６８ ２４１ ２１４ １８８ １６１ １３４

９９ ８５ ７２ ５８ ４４ ２９５８ ４４ ２９ １３９ １２６ １１２１３１ １２６ １１２ ９９ ８５ ７２

６０ ４５ ３０ １５ １１ ８１１ ８ １０５ ９０ ７５８９ ７５ ６０ ４５ ３０ １５

５８ ４４ ２９５８ ４４ ２９

１５ １１ ８１５ １１ ８

１３５ １１６ ９７ ７７ ５８ ３９７７ ５８ ３９ １９３ １７４ １５４１９１ １７４ １５４ １３５ １１６ ９７

７９ ６８ ５７ ４５ ３４ ２３４５ ３４ ２３ １１３ １０２ ９０１０９ １０２ ９０ ７９ ６８ ５７

１４７ １３０ １０７ ８５ ６３ ４０ １８ １４ ９ １５２ １３０ １０７ ８５ ６３ ４０ １８ １４ ９

１０９ ９８ ８２ ６６ ５０ ３４ １８ １４ ９ １１４ ９８ ８２ ６６ ５０ ３４ １８ １４ ９

１９０ １７２ １４９ １２７ １０４ ８１ ５８ ４４ ２９ １９５ １７２ １４９ １２７ １０４ ８１ ５８ ４４ ２９

１４０ １３１ １１６ １０２ ８７ ７３ ５８ ４４ ２９ １４５ １３１ １１６ １０２ ８７ ７３ ５８ ４４ ２９

１４７ １３０ １０７ ８５ ６３ ４０ １８ １４ ９ １５２ １３０ １０７ ８５ ６３ ４０ １８ １４ ９

１０９ ９８ ８２ ６６ ５０ ３４ １８ １４ ９ １１４ ９８ ８２ ６６ ５０ ３４ １８ １４ ９

１９０ １７２ １４９ １２７ １０４ ８１ ５８ ４４ ２９ １９５ １７２ １４９ １２７ １０４ ８１ ５８ ４４ ２９

１４０ １３１ １１６ １０２ ８７ ７３ ５８ ４４ ２９ １４５ １３１ １１６ １０２ ８７ ７３ ５８ ４４ ２９

９５ ８０ ６４ ４７ ３１ １５ １１ ８ １１２ ９６ ８０ ６４ ４７ ３１ １５ １１ ８



６類 対象麦 ６類 対象麦
うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
ビール麦 ビール麦

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
種子麦 種子麦

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦 対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦

円 円 円 円 円 円
７類 対象麦（秋まき） ７類 対象麦（秋まき）
８類 うち課税対象農業者に係るもの ８類 うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
ビール麦（秋まき） ビール麦（秋まき）

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
種子麦（秋まき） 種子麦（秋まき）

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦（秋まき） 対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦（秋まき）

円 円 円 円 円 円
対象麦（春まき） 対象麦（春まき）

うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

ビール麦（春まき） ビール麦（春まき）
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦（春まき） 種子麦（春まき）
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦（春まき） 対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦（春まき）
円 円 円 円 円 円

９類 対象麦 ９類 対象麦
10類 うち課税対象農業者に係るもの 10類 うち課税対象農業者に係るもの
11類 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 11類 円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦 種子麦
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦及び種子麦以外の麦 対象麦及び種子麦以外の麦
円 円 円 円 円 円

12類 対象麦 12類 対象麦
13類 うち課税対象農業者に係るもの 13類 うち課税対象農業者に係るもの
14類 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 14類 円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦 種子麦
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦及び種子麦以外の麦 対象麦及び種子麦以外の麦
円 円 円 円 円 円

16類 対象麦（裸麦） 16類 対象麦（裸麦）
うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
種子麦（裸麦） 種子麦（裸麦）

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
対象麦及び種子麦以外の麦（裸麦） 対象麦及び種子麦以外の麦（裸麦）

円 円 円 円 円 円

備考： 備考：

３　この表において「課税対象農業者」とは、対象農業者のうち、免税対象農業者以外のものをいう。 ３　この表において「課税対象農業者」とは、対象農業者のうち、免税対象農業者以外のものをいう。

５　この表において「種子麦」とは、種子の用に供することを目的とする麦の耕作を行う耕地に係る麦をいう。 ５　この表において「種子麦」とは、種子の用に供することを目的とする麦の耕作を行う耕地に係る麦をいう。
６　この表において「ビール麦」とは、ビールの用に供することを目的とする麦の耕作を行う耕地に係る麦をいう。 ６　この表において「ビール麦」とは、ビールの用に供することを目的とする麦の耕作を行う耕地に係る麦をいう。

１５ １１ ８ １５ １１ ８

１４４ １２４ １０３ ８２ ６２ ４１８２ ６２ ４１ ２０６ １８５ １６５２０６ １８５ １６５ １４４ １２４ １０３

９６ ８２ ６９ ５５ ４１ ２７５５ ４１ ２７ １３７ １２３ １１０１３７ １２３ １１０ ９６ ８２ ６９

７９ ６８ ５７ ４５ ３４ ２３４５ ３４ ２３ １１３ １０２ ９０

３０ １５ １１ ８

１０９ １０２ ９０ ７９ ６８ ５７

１０５ ９０ ７５ ６０ ４５８９ ７５ ６０ ４５ ３０ １５ １１ ８

９５ ８０ ６４ ４７ ３１ １５ １１ ８ １１２ ９６ ８０ ６４ ４７ ３１ １５ １１ ８

１５ １１ ８１５ １１ ８

１３５ １１６ ９７ ７７ ５８ ３９７７ ５８ ３９ １９３ １７４ １５４１９１ １７４ １５４ １３５ １１６ ９７

６８ ５０ ３３ １５ １１ ８１５ １１ ８ １２０ １０３ ８５１０４ １０３ ８５ ６８ ５０ ３３

１１０ １０８ ９０ ７１ ５２ ３４ １５ １１ ８ １２７ １０８ ９０ ７１ ５２ ３４ １５ １１ ８

１５ １１ ８ １５ １１ ８

１４４ １２４ １０３ ８２ ６２ ４１８２ ６２ ４１ ２０６ １８５ １６５２０６ １８５ １６５ １４４ １２４ １０３

８

９６ ８２ ６９ ５５ ４１ ２７５５ ４１ ２７ １３７ １２３ １１０１３７ １２３ １１０ ９６ ８２ ６９

６０ ４５ ３０ １５ １１ ８３０ １５ １１ １０５ ９０ ７５１２２ １０５ ９０ ７５ ６０ ４５

６３ ４７ ３１ １５ １１ ８

７９ ５８ ３７ １６ １２ ８３７ １６ １２ １４１ １２０ ９９１４２ １４１ １２０ ９９ ７９ ５８

１６ １２ ８ １６ １２ ８

１５３ １３１ １１０ ８８ ６６ ４４８８ ６６ ４４ ２１９ １９７ １７５２１９ １９７ １７５ １５３ １３１ １１０

８

１７３ １７２ １４６ １２０ ９４ ６８ ４２ １６ １２ １７２ １４６ １２０

１６ １２ ８ １６ １２ ８

１５１ １２９ １０８ ８６ ６５ ４３１０８ ８６ ６５ ２１５ １９４ １７２２１６ ２１５ １９４ １７２ １５１ １２９

１　この表において「区分」とは、農業保険法（昭和22年法律第185号）第136条第１項の農林水産大臣が定める区分
　をいう。

１　この表において「区分」とは、農業保険法（昭和22年法律第185号）第136条第１項の農林水産大臣が定める区
分

２　この表において「対象麦」とは、対象農業者（農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律（平成18
年法律第88号）第５条第１項の規定に基づき同法第３条第１項第２号の交付金の交付の申請をする者であって、法第２条第４項
各号に掲げる要件に該当するものをいう。以下同じ。）が耕作の業務を営む耕地に係る麦をいう。

２　この表において「対象麦」とは、対象農業者（農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する
法律（平成18年法律第88号）第５条第１項の規定に基づき同法第３条第１項第２号の交付金の交付の申請をする者
であって、法第２条第４項各号に掲げる要件に該当するものをいう。以下同じ。）が耕作の業務を営む耕地に係る
麦をいう。

４　この表において「免税対象農業者」とは、対象農業者のうち、法第３条第５項の規定に基づき農林水産大臣が定める数量単
価について、免税事業者に対するものの適用を受け法第３条第１項第２号の交付金が交付されるものをいう。

４　この表において「免税対象農業者」とは、対象農業者のうち、法第３条第５項の規定に基づき農林水産大臣が
定める数量単価について、免税事業者に対するものの適用を受け法第３条第１項第２号の交付金が交付されるもの
をいう。

１１０ １０８ ９０ ７１ ５２ ３４ １５ １１ ８ １２７ １０８ ９０ ７１ ５２ ３４ １５ １１ ８

６８ ５０ ３３ １５ １１ ８１５ １１ ８ １２０ １０３ ８５１０４ １０３ ８５ ６８ ５０ ３３

９４ ６８ ４２ １６ １２ ８

８

４４

８

８

９０ ６５ ４１ １６ １２ ８４１ １６ １２ １６３ １３９ １１４１６４ １６３ １３９ １１４ ９０ ６５

１５ １１ ８ １５ １１ ８

１５５ １３３ １１１ ８８ ６６ ４４１１１ ８８ ６６ ２２１ １９９ １７７２２２ ２２１ １９９ １７７ １５５ １３３

１３０ １１１ ９５ ７９ ６３ ４７ ３１ １５ １１ １１１ ９５ ７９

１５２ １５０ １２８ １０５ ８３ ６１ ３８ １６ １２ １５０ １２８ １０５ ８３ ６１ ３８ １６ １２ ８８

４３



# #
1 キログラム当たり共済金額の範囲 1 キログラム当たり共済金額の範囲

１類 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦 １類 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦
うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦

うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦 種子麦
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦及び種子麦以外の麦 対象麦及び種子麦以外の麦
円 円 円 円 円 円

２類 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦 ２類 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦
うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦

うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦 種子麦
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦及び種子麦以外の麦 対象麦及び種子麦以外の麦
円 円 円 円 円 円

３類 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦（秋まき） ３類 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦（秋まき）
４類 うち課税対象農業者に係るもの ４類 うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦（秋まき） パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦（秋まき）

うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦（秋まき） 種子麦（秋まき）
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦及び種子麦以外の麦（秋まき） 対象麦及び種子麦以外の麦（秋まき）
円 円 円 円 円 円

パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦（春まき） パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦（春まき）
うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦（春まき） パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦（春まき）

うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦（春まき） 種子麦（春まき）
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦及び種子麦以外の麦（春まき） 対象麦及び種子麦以外の麦（春まき）
円 円 円 円 円 円

５類 対象麦 ５類 対象麦
うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
ビール麦 ビール麦

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
種子麦 種子麦

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦 対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦

円 円 円 円 円 円

地域 滋賀県 地域 滋賀県
区分 区分

４４８８ ６６ ４４ ２２０ １９８ １７６２２０ １９８ １７６ １５４ １３２ １１０

７２ ５８ ４３ ２９ ２２ １５２９ ２２ １５ １１５ １０１ ８６１０８ １０１ ８６ ７２ ５８ ４３

１１７ １０７ ９１ ７６ ６０ ４５ ２９ ２２ １５ １２２ １０７ ９１ ７６ ６０ ４５ ２９ ２２ １５

７６ ６０

５４１０７ ８０ ５４ ２６８ ２４１ ２１４２６８ ２４１ ２１４ １８８ １６１ １３４

９９ ８５ ７２ ５８ ４４ ２９５８ ４４ ２９ １３９ １２６ １１２１３１ １２６ １１２ ９９ ８５ ７２

７３ ５８ ４４ ２９

１５６ １４０ １１８ ９６ ７３ ５１ ２９ ２２ １５ １６２

１４０ １３１ １１６ １０２ ８７ ７３ ５８ ４４ ２９ １４５ １３１ １１６ １０２ ８７

１４０ １１８

４４８８ ６６ ４４ ２２０ １９８ １７６２２０ １９８ １７６ １５４ １３２ １１０

７２ ５８ ４３ ２９ ２２ １５２９ ２２ １５ １１５ １０１ ８６１０８ １０１ ８６ ７２ ５８ ４３

９９ ８５ ７２ ５８ ４４ ２９５８ ４４ ２９ １３９ １２６ １１２１３１ １２６ １１２ ９９ ８５ ７２

１２３ １０１

１１７ １０７ ９１ ７６ ６０ ４５ ２９ ２２ １５ １２２ １０７ ９１

１０１ ８０

８１ ７０ ５８ ４６ ３５ ２３４６ ３５ ２３ １１６ １０４ ９３１１５ １０４ ９３ ８１ ７０ ５８

７０ ５２ ３３ １５ １１ ８１５ １１ ８ １２５ １０７ ８８１０９ １０７ ８８ ７０ ５２ ３３

７３ ５８ ４４ ２９

１１５ １１３ ９３ ７４ ５４ ３５

１３１ １１６ １０２ ８７ ７３ ５８ ４４ ２９ １４５ １３１ １１６ １０２ ８７

１５

１５ １１ ８１５ １１ ８

１３７ １１７ ９８ ７８ ５９ ３９７８ ５９ ３９ １９５ １７６ １５６１９４ １７６ １５６ １３７ １１７ ９８

１５６ １４０ １１８ ９６ ７３ ５１ ２９ ２２ １５ １６２ １４０ １１８ ９６ ７３ ５１ ２９ ２２ １５

９２ ７１ ５０ ２９ ２２ １５２９ ２２ １５ １５５ １３４ １１３１４７ １３４ １１３ ９２ ７１ ５０

１９０ １７２ １４９ １２７ １０４ ８１ ５８ ４４ ２９ １９５ １７２ １４９ １２７ １０４ ８１ ５８ ４４ ２９

２９ ２２ １５２９ ２２ １５

１５４ １３２ １１０ ８８ ６６

１２３ １０１ ８０ ５８ ４４ ２９５８ ４４ ２９ １８８ １６６ １４５１８１ １６６ １４５ １２３ １０１ ８０

９６ ７３ ５１ ２９ ２２ １５

５８ ４４ ２９５８ ４４ ２９

１８８ １６１ １３４ １０７ ８０

９２ ７１ ５０ ２９ ２２ １５２９ ２２ １５ １５５ １３４ １１３１４７ １３４ １１３ ９２ ７１ ５０

４５ ２９ ２２ １５

１９０ １７２ １４９ １２７ １０４ ８１ ５８ ４４ ２９ １９５ １７２ １４９ １２７ １０４ ８１ ５８ ４４ ２９

２９ ２２ １５２９ ２２ １５

１５４ １３２ １１０ ８８ ６６

８０ ５８ ４４ ２９５８ ４４ ２９ １８８ １６６ １４５１８１ １６６ １４５ １２３

１１ ８ １３２ １１３ ９３ ７４ ５４ ３５ １５ １１ ８

５８ ４４ ２９５８ ４４ ２９

１８８ １６１ １３４ １０７ ８０ ５４１０７ ８０ ５４ ２６８ ２４１ ２１４２６８ ２４１ ２１４ １８８ １６１ １３４

１４０



６類 対象麦 ６類 対象麦
うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
ビール麦 ビール麦

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
種子麦 種子麦

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦 対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦

円 円 円 円 円 円
７類 対象麦（秋まき） ７類 対象麦（秋まき）
８類 うち課税対象農業者に係るもの ８類 うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
ビール麦（秋まき） ビール麦（秋まき）

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
種子麦（秋まき） 種子麦（秋まき）

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦（秋まき） 対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦（秋まき）

円 円 円 円 円 円
対象麦（春まき） 対象麦（春まき）

うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

ビール麦（春まき） ビール麦（春まき）
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦（春まき） 種子麦（春まき）
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦（春まき） 対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦（春まき）
円 円 円 円 円 円

９類 対象麦 ９類 対象麦
10類 うち課税対象農業者に係るもの 10類 うち課税対象農業者に係るもの
11類 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 11類 円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦 種子麦
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦及び種子麦以外の麦 対象麦及び種子麦以外の麦
円 円 円 円 円 円

12類 対象麦 12類 対象麦
13類 うち課税対象農業者に係るもの 13類 うち課税対象農業者に係るもの
14類 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 14類 円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦 種子麦
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦及び種子麦以外の麦 対象麦及び種子麦以外の麦
円 円 円 円 円 円

16類 対象麦（裸麦） 16類 対象麦（裸麦）
うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
種子麦（裸麦） 種子麦（裸麦）

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
対象麦及び種子麦以外の麦（裸麦） 対象麦及び種子麦以外の麦（裸麦）

円 円 円 円 円 円

備考： 備考：

３　この表において「課税対象農業者」とは、対象農業者のうち、免税対象農業者以外のものをいう。 ３　この表において「課税対象農業者」とは、対象農業者のうち、免税対象農業者以外のものをいう。

５　この表において「種子麦」とは、種子の用に供することを目的とする麦の耕作を行う耕地に係る麦をいう。 ５　この表において「種子麦」とは、種子の用に供することを目的とする麦の耕作を行う耕地に係る麦をいう。
６　この表において「ビール麦」とは、ビールの用に供することを目的とする麦の耕作を行う耕地に係る麦をいう。 ６　この表において「ビール麦」とは、ビールの用に供することを目的とする麦の耕作を行う耕地に係る麦をいう。

９６ ８２ ６９ ５５ ４１ ２７５５ ４１ ２７ １３７ １２３ １１０１３７ １２３ １１０ ９６ ８２ ６９

６８ ５０ ３３ １５ １１ ８１５ １１ ８ １２０ １０３ ８５１０４ １０３ ８５ ６８ ５０ ３３

１１０ １０８ ９０ ７１ ５２ ３４ １５ １１ ８ １２７ １０８ ９０ ７１ ５２ ３４ １５ １１ ８

１０９ １０７ ８８ ７０ ５２ ３３ １５ １１

１５ １１ ８ １５ １１ ８

１４４ １２４ １０３ ８２ ６２ ４１８２ ６２ ４１ ２０６ １８５ １６５２０６ １８５ １６５ １４４ １２４ １０３

３３ １５ １１ ８８ １２５ １０７ ８８ ７０ ５２

１１５ １１３ ９３ ７４ ５４ ３５ １５ １１ ８ １３２ １１３ ９３ ７４ ５４ ３５ １５ １１ ８

１１０ １０８ ９０ ７１ ５２ ３４ １５ １１ ８ １２７ １０８ ９０ ７１ ５２

１３７ １１７ ９８ ７８ ５９ ３９７８ ５９ ３９ １９５ １７６ １５６１９４ １７６ １５６ １３７ １１７ ９８

８１ ７０ ５８ ４６ ３５ ２３４６ ３５ ２３ １１６ １０４ ９３

６８ ５０ ３３ １５ １１ ８１５ １１ ８ １２０ １０３ ８５１０４ １０３ ８５ ６８ ５０ ３３

１５ １１ ８１５ １１ ８

１１５ １０４ ９３ ８１ ７０ ５８

１５ １１ ８ １５ １１ ８

１５８ １３５ １１３ ９０ ６８ ４５９０ ６８ ４５ ２２５ ２０３ １８０２２５ ２０３ １８０ １５８ １３５ １１３

６５ ４８ ３２ １５ １１ ８３２ １５ １１ １１５ ９８ ８２１３２ １１５ ９８ ８２ ６５ ４８

３４ １５ １１ ８

１４０ １２１ １０３ ８６ ６８ ５０ ３３ １５ １１ １２１ １０３ ８６

１６ １２ ８ １６ １２ ８

１５３ １３１ １０９ ８７ ６５ ４４８７ ６５ ４４ ２１８ １９６ １７４２１８ １９６ １７４ １５３ １３１ １０９

８５ ６２ ３９ １６ １２ ８３９ １６ １２ １５４ １３１ １０８１５５ １５４ １３１ １０８ ８５ ６２

１６４ １６３ １３９ １１４ ９０ ６５ ４１ １６ １２ １６３ １３９ １１４ ９０ ６５ ４１ １６ １２ ８

１５１ １２９ １０８ ８６ ６５ ４３１０８ ８６ ６５ ２１５ １９４ １７２２１６ ２１５ １９４ １７２ １５１ １２９

７９ ５８ ３７ １６ １２ ８３７ １６ １２ １４１ １２０ ９９１４２ １４１ １２０ ９９ ７９ ５８

１５２ １５０ １２８ １０５ ８３ ６１ ３８ １６ １２ １５０ １２８ １０５ ８３ ６１ ３８ １６ １２ ８

１６ １２ ８ １６ １２ ８

１　この表において「区分」とは、農業保険法（昭和22年法律第185号）第136条第１項の農林水産大臣が定める区分
　をいう。

１　この表において「区分」とは、農業保険法（昭和22年法律第185号）第136条第１項の農林水産大臣が定める区
分

２　この表において「対象麦」とは、対象農業者（農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律（平成18
年法律第88号）第５条第１項の規定に基づき同法第３条第１項第２号の交付金の交付の申請をする者であって、法第２条第４項
各号に掲げる要件に該当するものをいう。以下同じ。）が耕作の業務を営む耕地に係る麦をいう。

２　この表において「対象麦」とは、対象農業者（農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する
法律（平成18年法律第88号）第５条第１項の規定に基づき同法第３条第１項第２号の交付金の交付の申請をする者
であって、法第２条第４項各号に掲げる要件に該当するものをいう。以下同じ。）が耕作の業務を営む耕地に係る
麦をいう。

４　この表において「免税対象農業者」とは、対象農業者のうち、法第３条第５項の規定に基づき農林水産大臣が定める数量単
価について、免税事業者に対するものの適用を受け法第３条第１項第２号の交付金が交付されるものをいう。

４　この表において「免税対象農業者」とは、対象農業者のうち、法第３条第５項の規定に基づき農林水産大臣が
定める数量単価について、免税事業者に対するものの適用を受け法第３条第１項第２号の交付金が交付されるもの
をいう。

６８ ５０ ３３ １５ １１ ８

１５ １１ ８ １５ １１ ８

１４４ １２４ １０３ ８２ ６２ ４１８２ ６２ ４１ ２０６ １８５ １６５２０６ １８５ １６５ １４４ １２４ １０３

９６ ８２ ６９ ５５ ４１ ２７５５ ４１ ２７ １３７ １２３ １１０１３７ １２３ １１０ ９６ ８２ ６９

８

８

８

８

８

８

４３



# #
1 キログラム当たり共済金額の範囲 1 キログラム当たり共済金額の範囲

１類 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦 １類 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦
うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦

うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦 種子麦
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦及び種子麦以外の麦 対象麦及び種子麦以外の麦
円 円 円 円 円 円

２類 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦 ２類 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦
うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦

うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦 種子麦
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦及び種子麦以外の麦 対象麦及び種子麦以外の麦
円 円 円 円 円 円

３類 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦（秋まき） ３類 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦（秋まき）
４類 うち課税対象農業者に係るもの ４類 うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦（秋まき） パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦（秋まき）

うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦（秋まき） 種子麦（秋まき）
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦及び種子麦以外の麦（秋まき） 対象麦及び種子麦以外の麦（秋まき）
円 円 円 円 円 円

パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦（春まき） パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦（春まき）
うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦（春まき） パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦（春まき）

うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦（春まき） 種子麦（春まき）
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦及び種子麦以外の麦（春まき） 対象麦及び種子麦以外の麦（春まき）
円 円 円 円 円 円

５類 対象麦 ５類 対象麦
うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
ビール麦 ビール麦

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
種子麦 種子麦

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦 対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦

円 円 円 円 円 円

８０ ５９ ３９ １８ １４ ９１８ １４ ９ １４１ １２１ １００１３４ １２１ １００ ８０ ５９ ３９

地域 京都府 地域 京都府
区分 区分

１６７ １４３ １１９ ９５ ７１ ４８９５ ７１ ４８ ２３８ ２１４ １９０２３６ ２１４ １９０ １６７ １４３ １１９

５５ ４３ ３０ １８ １４ ９１８ １４ ９ ９２ ８０ ６７８４ ８０ ６７ ５５ ４３ ３０

１２３ １０１ ８０ ５８ ４４ ２９５８ ４４ ２９ １８８ １６６ １４５１８１ １６６ １４５ １２３ １０１ ８０

１８ １４ ９１８ １４ ９

１８８ １６１ １３４ １０７ ８０ ５４１０７ ８０ ５４ ２６８ ２４１ ２１４２６８ ２４１ ２１４ １８８ １６１ １３４

９９ ８５ ７２ ５８ ４４ ２９５８ ４４ ２９ １３９ １２６ １１２１３１ １２６ １１２ ９９ ８５ ７２

８０ ５９ ３９ １８ １４ ９１８ １４ ９ １４１ １２１ １００１３４ １２１ １００ ８０ ５９ ３９

５８ ４４ ２９５８ ４４ ２９

１６７ １４３ １１９ ９５ ７１ ４８９５ ７１ ４８ ２３８ ２１４ １９０２３６ ２１４ １９０ １６７ １４３ １１９

５５ ４３ ３０ １８ １４ ９１８ １４ ９ ９２ ８０ ６７８４ ８０ ６７ ５５ ４３ ３０

１２３ １０１ ８０ ５８ ４４ ２９５８ ４４ ２９ １８８ １６６ １４５１８１ １６６ １４５ １２３ １０１ ８０

１８ １４ ９１８ １４ ９

１８８ １６１ １３４ １０７ ８０ ５４１０７ ８０ ５４ ２６８ ２４１ ２１４２６８ ２４１ ２１４ １８８ １６１ １３４

９９ ８５ ７２ ５８ ４４ ２９５８ ４４ ２９ １３９ １２６ １１２１３１ １２６ １１２ ９９ ８５ ７２

６８ ５０ ３３ １５ １１ ８１５ １１ ８ １２１ １０３ ８６１０５ １０３ ８６ ６８ ５０ ３３

５８ ４４ ２９５８ ４４ ２９

１５ １１ ８１５ １１ ８

１３７ １１７ ９８ ７８ ５９ ３９７８ ５９ ３９ １９５ １７６ １５６１９３ １７６ １５６ １３７ １１７ ９８

９７ ８３ ６９ ５５ ４１ ２８５５ ４１ ２８ １３８ １２４ １１０１３８ １２４ １１０ ９７ ８３ ６９

１４３ １２６ １０５ ８３ ６１ ４０ １８ １４ ９ １４８ １２６ １０５ ８３ ６１ ４０ １８ １４ ９

９３ ８６ ７２ ５９ ４５ ３２ １８ １４ ９ ９９ ８６ ７２ ５９ ４５ ３２ １８ １４ ９

１９０ １７２ １４９ １２７ １０４ ８１ ５８ ４４ ２９ １９５ １７２ １４９ １２７ １０４ ８１ ５８ ４４ ２９

１４０ １３１ １１６ １０２ ８７ ７３ ５８ ４４ ２９ １４５ １３１ １１６ １０２ ８７ ７３ ５８ ４４ ２９

１４３ １２６ １０５ ８３ ６１ ４０ １８ １４ ９ １４８ １２６ １０５ ８３ ６１ ４０ １８ １４ ９

９３ ８６ ７２ ５９ ４５ ３２ １８ １４ ９ ９９ ８６ ７２ ５９ ４５ ３２ １８ １４ ９

１９０ １７２ １４９ １２７ １０４ ８１ ５８ ４４ ２９ １９５ １７２ １４９ １２７ １０４ ８１ ５８ ４４ ２９

１４０ １３１ １１６ １０２ ８７ ７３ ５８ ４４ ２９ １４５ １３１ １１６ １０２ ８７ ７３ ５８ ４４ ２９

１１０ １０９ ９０ ７２ ５３ ３４ １５ １１ ８ １２８ １０９ ９０ ７２ ５３ ３４ １５ １１ ８



６類 対象麦 ６類 対象麦
うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
ビール麦 ビール麦

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
種子麦 種子麦

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦 対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦

円 円 円 円 円 円
７類 対象麦（秋まき） ７類 対象麦（秋まき）
８類 うち課税対象農業者に係るもの ８類 うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
ビール麦（秋まき） ビール麦（秋まき）

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
種子麦（秋まき） 種子麦（秋まき）

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦（秋まき） 対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦（秋まき）

円 円 円 円 円 円
対象麦（春まき） 対象麦（春まき）

うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

ビール麦（春まき） ビール麦（春まき）
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦（春まき） 種子麦（春まき）
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦（春まき） 対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦（春まき）
円 円 円 円 円 円

９類 対象麦 ９類 対象麦
10類 うち課税対象農業者に係るもの 10類 うち課税対象農業者に係るもの
11類 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 11類 円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦 種子麦
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦及び種子麦以外の麦 対象麦及び種子麦以外の麦
円 円 円 円 円 円

12類 対象麦 12類 対象麦
13類 うち課税対象農業者に係るもの 13類 うち課税対象農業者に係るもの
14類 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 14類 円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦 種子麦
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦及び種子麦以外の麦 対象麦及び種子麦以外の麦
円 円 円 円 円 円

16類 対象麦（裸麦） 16類 対象麦（裸麦）
うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
種子麦（裸麦） 種子麦（裸麦）

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
対象麦及び種子麦以外の麦（裸麦） 対象麦及び種子麦以外の麦（裸麦）

円 円 円 円 円 円

備考： 備考：

３　この表において「課税対象農業者」とは、対象農業者のうち、免税対象農業者以外のものをいう。 ３　この表において「課税対象農業者」とは、対象農業者のうち、免税対象農業者以外のものをいう。

５　この表において「種子麦」とは、種子の用に供することを目的とする麦の耕作を行う耕地に係る麦をいう。 ５　この表において「種子麦」とは、種子の用に供することを目的とする麦の耕作を行う耕地に係る麦をいう。
６　この表において「ビール麦」とは、ビールの用に供することを目的とする麦の耕作を行う耕地に係る麦をいう。 ６　この表において「ビール麦」とは、ビールの用に供することを目的とする麦の耕作を行う耕地に係る麦をいう。

１５ １１ ８ １５ １１ ８

１４４ １２４ １０３ ８２ ６２ ４１８２ ６２ ４１ ２０６ １８５ １６５２０６ １８５ １６５ １４４ １２４ １０３

９６ ８２ ６９ ５５ ４１ ２７５５ ４１ ２７ １３７ １２３ １１０１３７ １２３ １１０ ９６ ８２ ６９

９７ ８３ ６９ ５５ ４１ ２８５５ ４１ ２８ １３８ １２４ １１０

３３ １５ １１ ８

１３８ １２４ １１０ ９７ ８３ ６９

８ １２１ １０３ ８６ ６８ ５０１０５ １０３ ８６ ６８ ５０ ３３ １５ １１

１１０ １０９ ９０ ７２ ５３ ３４ １５ １１ ８ １２８ １０９ ９０ ７２ ５３ ３４ １５ １１ ８

１５ １１ ８１５ １１ ８

１３７ １１７ ９８ ７８ ５９ ３９７８ ５９ ３９ １９５ １７６ １５６１９３ １７６ １５６ １３７ １１７ ９８

６８ ５０ ３３ １５ １１ ８１５ １１ ８ １２０ １０３ ８５１０４ １０３ ８５ ６８ ５０ ３３

１１０ １０８ ９０ ７１ ５２ ３４ １５ １１ ８ １２７ １０８ ９０ ７１ ５２ ３４ １５ １１ ８

１５ １１ ８ １５ １１ ８

１４４ １２４ １０３ ８２ ６２ ４１８２ ６２ ４１ ２０６ １８５ １６５２０６ １８５ １６５ １４４ １２４ １０３

８

９６ ８２ ６９ ５５ ４１ ２７５５ ４１ ２７ １３７ １２３ １１０１３７ １２３ １１０ ９６ ８２ ６９

５１ ３９ ２７ １５ １１ ８２７ １５ １１ ８７ ７５ ６３１０４ ８７ ７５ ６３ ５１ ３９

５４ ４１ ２８ １５ １１ ８

７９ ５８ ３７ １６ １２ ８３７ １６ １２ １４１ １２０ ９９１４２ １４１ １２０ ９９ ７９ ５８

１６ １２ ８ １６ １２ ８

１５０ １２８ １０７ ８６ ６４ ４３８６ ６４ ４３ ２１４ １９３ １７１２１４ １９３ １７１ １５０ １２８ １０７

８

１４２ １４０ １１９ ９９ ７８ ５７ ３７ １６ １２ １４０ １１９ ９９

１６ １２ ８ １６ １２ ８

１５１ １２９ １０８ ８６ ６５ ４３１０８ ８６ ６５ ２１５ １９４ １７２２１６ ２１５ １９４ １７２ １５１ １２９

１　この表において「区分」とは、農業保険法（昭和22年法律第185号）第136条第１項の農林水産大臣が定める区分
　をいう。

１　この表において「区分」とは、農業保険法（昭和22年法律第185号）第136条第１項の農林水産大臣が定める区
分

２　この表において「対象麦」とは、対象農業者（農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律（平成18
年法律第88号）第５条第１項の規定に基づき同法第３条第１項第２号の交付金の交付の申請をする者であって、法第２条第４項
各号に掲げる要件に該当するものをいう。以下同じ。）が耕作の業務を営む耕地に係る麦をいう。

２　この表において「対象麦」とは、対象農業者（農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する
法律（平成18年法律第88号）第５条第１項の規定に基づき同法第３条第１項第２号の交付金の交付の申請をする者
であって、法第２条第４項各号に掲げる要件に該当するものをいう。以下同じ。）が耕作の業務を営む耕地に係る
麦をいう。

４　この表において「免税対象農業者」とは、対象農業者のうち、法第３条第５項の規定に基づき農林水産大臣が定める数量単
価について、免税事業者に対するものの適用を受け法第３条第１項第２号の交付金が交付されるものをいう。

４　この表において「免税対象農業者」とは、対象農業者のうち、法第３条第５項の規定に基づき農林水産大臣が
定める数量単価について、免税事業者に対するものの適用を受け法第３条第１項第２号の交付金が交付されるもの
をいう。

１１０ １０８ ９０ ７１ ５２ ３４ １５ １１ ８ １２７ １０８ ９０ ７１ ５２ ３４ １５ １１ ８

６８ ５０ ３３ １５ １１ ８１５ １１ ８ １２０ １０３ ８５１０４ １０３ ８５ ６８ ５０ ３３

７８ ５７ ３７ １６ １２ ８

８

４０

８

８

７４ ５４ ３５ １６ １２ ８３５ １６ １２ １３１ １１２ ９３１３３ １３１ １１２ ９３ ７４ ５４

１５ １１ ８ １５ １１ ８

１３９ １１９ ９９ ７９ ５９ ４０９９ ７９ ５９ １９８ １７８ １５８２００ １９８ １７８ １５８ １３９ １１９

１１２ ９３ ８０ ６７ ５４ ４１ ２８ １５ １１ ９３ ８０ ６７

１５２ １５０ １２８ １０５ ８３ ６１ ３８ １６ １２ １５０ １２８ １０５ ８３ ６１ ３８ １６ １２ ８８

４３



# #
1 キログラム当たり共済金額の範囲 1 キログラム当たり共済金額の範囲

１類 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦 １類 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦
うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦

うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦 種子麦
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦及び種子麦以外の麦 対象麦及び種子麦以外の麦
円 円 円 円 円 円

２類 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦 ２類 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦
うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦

うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦 種子麦
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦及び種子麦以外の麦 対象麦及び種子麦以外の麦
円 円 円 円 円 円

３類 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦（秋まき） ３類 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦（秋まき）
４類 うち課税対象農業者に係るもの ４類 うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦（秋まき） パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦（秋まき）

うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦（秋まき） 種子麦（秋まき）
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦及び種子麦以外の麦（秋まき） 対象麦及び種子麦以外の麦（秋まき）
円 円 円 円 円 円

パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦（春まき） パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦（春まき）
うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦（春まき） パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦（春まき）

うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦（春まき） 種子麦（春まき）
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦及び種子麦以外の麦（春まき） 対象麦及び種子麦以外の麦（春まき）
円 円 円 円 円 円

５類 対象麦 ５類 対象麦
うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
ビール麦 ビール麦

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
種子麦 種子麦

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦 対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦

円 円 円 円 円 円

地域 大阪府 地域 大阪府
区分 区分

３０６０ ４５ ３０ １５０ １３５ １２０１４７ １３５ １２０ １０５ ９０ ７５

４９ ３９ ２８ １８ １４ ９１８ １４ ９ ８０ ７０ ５９７２ ７０ ５９ ４９ ３９ ２８

８１ ７５ ６３ ５２ ４１ ２９ １８ １４ ９ ８６ ７５ ６３ ５２ ４１ ２９ １８ １４ ９

５２ ４１

５４１０７ ８０ ５４ ２６８ ２４１ ２１４２６８ ２４１ ２１４ １８８ １６１ １３４

９９ ８５ ７２ ５８ ４４ ２９５８ ４４ ２９ １３９ １２６ １１２１３１ １２６ １１２ ９９ ８５ ７２

７３ ５８ ４４ ２９

１２１ １０９ ９１ ７３ ５４ ３６ １８ １４ ９ １２７

１４０ １３１ １１６ １０２ ８７ ７３ ５８ ４４ ２９ １４５ １３１ １１６ １０２ ８７

１０９ ９１

３０６０ ４５ ３０ １５０ １３５ １２０１４７ １３５ １２０ １０５ ９０ ７５

４９ ３９ ２８ １８ １４ ９１８ １４ ９ ８０ ７０ ５９７２ ７０ ５９ ４９ ３９ ２８

９９ ８５ ７２ ５８ ４４ ２９５８ ４４ ２９ １３９ １２６ １１２１３１ １２６ １１２ ９９ ８５ ７２

１２３ １０１

８１ ７５ ６３ ５２ ４１ ２９ １８ １４ ９ ８６ ７５ ６３

１０１ ８０

９１ ７８ ６５ ５２ ３９ ２６５２ ３９ ２６ １３０ １１７ １０４１２７ １１７ １０４ ９１ ７８ ６５

６０ ４５ ３０ １５ １１ ８１１ ８ １０５ ９０ ７５８９ ７５ ６０ ４５ ３０ １５

７３ ５８ ４４ ２９

９５ ８０ ６４ ４７ ３１ １５

１３１ １１６ １０２ ８７ ７３ ５８ ４４ ２９ １４５ １３１ １１６ １０２ ８７

１１

１５ １１ ８１５ １１ ８

１３５ １１６ ９７ ７７ ５８ ３９７７ ５８ ３９ １９３ １７４ １５４１９１ １７４ １５４ １３５ １１６ ９７

１２１ １０９ ９１ ７３ ５４ ３６ １８ １４ ９ １２７ １０９ ９１ ７３ ５４ ３６ １８ １４ ９

６９ ５２ ３５ １８ １４ ９１８ １４ ９ １２０ １０３ ８６１１３ １０３ ８６ ６９ ５２ ３５

１９０ １７２ １４９ １２７ １０４ ８１ ５８ ４４ ２９ １９５ １７２ １４９ １２７ １０４ ８１ ５８ ４４ ２９

１８ １４ ９１８ １４ ９

１０５ ９０ ７５ ６０ ４５

１２３ １０１ ８０ ５８ ４４ ２９５８ ４４ ２９ １８８ １６６ １４５１８１ １６６ １４５ １２３ １０１ ８０

７３ ５４ ３６ １８ １４ ９

５８ ４４ ２９５８ ４４ ２９

１８８ １６１ １３４ １０７ ８０

６９ ５２ ３５ １８ １４ ９１８ １４ ９ １２０ １０３ ８６１１３ １０３ ８６ ６９ ５２ ３５

２９ １８ １４ ９

１９０ １７２ １４９ １２７ １０４ ８１ ５８ ４４ ２９ １９５ １７２ １４９ １２７ １０４ ８１ ５８ ４４ ２９

１８ １４ ９１８ １４ ９

１０５ ９０ ７５ ６０ ４５

８０ ５８ ４４ ２９５８ ４４ ２９ １８８ １６６ １４５１８１ １６６ １４５ １２３

８ １１２ ９６ ８０ ６４ ４７ ３１ １５ １１ ８

５８ ４４ ２９５８ ４４ ２９

１８８ １６１ １３４ １０７ ８０ ５４１０７ ８０ ５４ ２６８ ２４１ ２１４２６８ ２４１ ２１４ １８８ １６１ １３４

１４０



６類 対象麦 ６類 対象麦
うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
ビール麦 ビール麦

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
種子麦 種子麦

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦 対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦

円 円 円 円 円 円
７類 対象麦（秋まき） ７類 対象麦（秋まき）
８類 うち課税対象農業者に係るもの ８類 うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
ビール麦（秋まき） ビール麦（秋まき）

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
種子麦（秋まき） 種子麦（秋まき）

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦（秋まき） 対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦（秋まき）

円 円 円 円 円 円
対象麦（春まき） 対象麦（春まき）

うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

ビール麦（春まき） ビール麦（春まき）
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦（春まき） 種子麦（春まき）
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦（春まき） 対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦（春まき）
円 円 円 円 円 円

９類 対象麦 ９類 対象麦
10類 うち課税対象農業者に係るもの 10類 うち課税対象農業者に係るもの
11類 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 11類 円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦 種子麦
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦及び種子麦以外の麦 対象麦及び種子麦以外の麦
円 円 円 円 円 円

12類 対象麦 12類 対象麦
13類 うち課税対象農業者に係るもの 13類 うち課税対象農業者に係るもの
14類 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 14類 円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦 種子麦
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦及び種子麦以外の麦 対象麦及び種子麦以外の麦
円 円 円 円 円 円

16類 対象麦（裸麦） 16類 対象麦（裸麦）
うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
種子麦（裸麦） 種子麦（裸麦）

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
対象麦及び種子麦以外の麦（裸麦） 対象麦及び種子麦以外の麦（裸麦）

円 円 円 円 円 円

備考： 備考：

３　この表において「課税対象農業者」とは、対象農業者のうち、免税対象農業者以外のものをいう。 ３　この表において「課税対象農業者」とは、対象農業者のうち、免税対象農業者以外のものをいう。

５　この表において「種子麦」とは、種子の用に供することを目的とする麦の耕作を行う耕地に係る麦をいう。 ５　この表において「種子麦」とは、種子の用に供することを目的とする麦の耕作を行う耕地に係る麦をいう。
６　この表において「ビール麦」とは、ビールの用に供することを目的とする麦の耕作を行う耕地に係る麦をいう。 ６　この表において「ビール麦」とは、ビールの用に供することを目的とする麦の耕作を行う耕地に係る麦をいう。

９６ ８２ ６９ ５５ ４１ ２７５５ ４１ ２７ １３７ １２３ １１０１３７ １２３ １１０ ９６ ８２ ６９

６８ ５０ ３３ １５ １１ ８１５ １１ ８ １２０ １０３ ８５１０４ １０３ ８５ ６８ ５０ ３３

１１０ １０８ ９０ ７１ ５２ ３４ １５ １１ ８ １２７ １０８ ９０ ７１ ５２ ３４ １５ １１ ８

８９ ７５ ６０ ４５ ３０ １５ １１ ８

１５ １１ ８ １５ １１ ８

１４４ １２４ １０３ ８２ ６２ ４１８２ ６２ ４１ ２０６ １８５ １６５２０６ １８５ １６５ １４４ １２４ １０３

３０ １５ １１ ８１０５ ９０ ７５ ６０ ４５

９５ ８０ ６４ ４７ ３１ １５ １１ ８ １１２ ９６ ８０ ６４ ４７ ３１ １５ １１ ８

１１０ １０８ ９０ ７１ ５２ ３４ １５ １１ ８ １２７ １０８ ９０ ７１ ５２

１３５ １１６ ９７ ７７ ５８ ３９７７ ５８ ３９ １９３ １７４ １５４１９１ １７４ １５４ １３５ １１６ ９７

９１ ７８ ６５ ５２ ３９ ２６５２ ３９ ２６ １３０ １１７ １０４

６８ ５０ ３３ １５ １１ ８１５ １１ ８ １２０ １０３ ８５１０４ １０３ ８５ ６８ ５０ ３３

１５ １１ ８１５ １１ ８

１２７ １１７ １０４ ９１ ７８ ６５

１５ １１ ８ １５ １１ ８

１３９ １１９ ９９ ７９ ５９ ４０９９ ７９ ５９ １９８ １７８ １５８２００ １９８ １７８ １５８ １３９ １１９

５１ ３９ ２７ １５ １１ ８２７ １５ １１ ８７ ７５ ６３１０４ ８７ ７５ ６３ ５１ ３９

３４ １５ １１ ８

１１２ ９３ ８０ ６７ ５４ ４１ ２８ １５ １１ ９３ ８０ ６７

１６ １２ ８ １６ １２ ８

１５０ １２８ １０７ ８６ ６４ ４３８６ ６４ ４３ ２１４ １９３ １７１２１４ １９３ １７１ １５０ １２８ １０７

７４ ５４ ３５ １６ １２ ８３５ １６ １２ １３１ １１２ ９３１３３ １３１ １１２ ９３ ７４ ５４

１４２ １４０ １１９ ９９ ７８ ５７ ３７ １６ １２ １４０ １１９ ９９ ７８ ５７ ３７ １６ １２ ８

１５１ １２９ １０８ ８６ ６５ ４３１０８ ８６ ６５ ２１５ １９４ １７２２１６ ２１５ １９４ １７２ １５１ １２９

７９ ５８ ３７ １６ １２ ８３７ １６ １２ １４１ １２０ ９９１４２ １４１ １２０ ９９ ７９ ５８

１５２ １５０ １２８ １０５ ８３ ６１ ３８ １６ １２ １５０ １２８ １０５ ８３ ６１ ３８ １６ １２ ８

１６ １２ ８ １６ １２ ８

１　この表において「区分」とは、農業保険法（昭和22年法律第185号）第136条第１項の農林水産大臣が定める区分
　をいう。

１　この表において「区分」とは、農業保険法（昭和22年法律第185号）第136条第１項の農林水産大臣が定める区
分

２　この表において「対象麦」とは、対象農業者（農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律（平成18
年法律第88号）第５条第１項の規定に基づき同法第３条第１項第２号の交付金の交付の申請をする者であって、法第２条第４項
各号に掲げる要件に該当するものをいう。以下同じ。）が耕作の業務を営む耕地に係る麦をいう。

２　この表において「対象麦」とは、対象農業者（農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する
法律（平成18年法律第88号）第５条第１項の規定に基づき同法第３条第１項第２号の交付金の交付の申請をする者
であって、法第２条第４項各号に掲げる要件に該当するものをいう。以下同じ。）が耕作の業務を営む耕地に係る
麦をいう。

４　この表において「免税対象農業者」とは、対象農業者のうち、法第３条第５項の規定に基づき農林水産大臣が定める数量単
価について、免税事業者に対するものの適用を受け法第３条第１項第２号の交付金が交付されるものをいう。

４　この表において「免税対象農業者」とは、対象農業者のうち、法第３条第５項の規定に基づき農林水産大臣が
定める数量単価について、免税事業者に対するものの適用を受け法第３条第１項第２号の交付金が交付されるもの
をいう。

５４ ４１ ２８ １５ １１ ８

１５ １１ ８ １５ １１ ８

１４４ １２４ １０３ ８２ ６２ ４１８２ ６２ ４１ ２０６ １８５ １６５２０６ １８５ １６５ １４４ １２４ １０３

９６ ８２ ６９ ５５ ４１ ２７５５ ４１ ２７ １３７ １２３ １１０１３７ １２３ １１０ ９６ ８２ ６９

８

８

４０

８

８

８

８

４３



# #
1 キログラム当たり共済金額の範囲 1 キログラム当たり共済金額の範囲

１類 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦 １類 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦
うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦

うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦 種子麦
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦及び種子麦以外の麦 対象麦及び種子麦以外の麦
円 円 円 円 円 円

２類 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦 ２類 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦
うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦

うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦 種子麦
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦及び種子麦以外の麦 対象麦及び種子麦以外の麦
円 円 円 円 円 円

３類 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦（秋まき） ３類 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦（秋まき）
４類 うち課税対象農業者に係るもの ４類 うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦（秋まき） パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦（秋まき）

うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦（秋まき） 種子麦（秋まき）
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦及び種子麦以外の麦（秋まき） 対象麦及び種子麦以外の麦（秋まき）
円 円 円 円 円 円

パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦（春まき） パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦（春まき）
うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦（春まき） パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦（春まき）

うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦（春まき） 種子麦（春まき）
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦及び種子麦以外の麦（春まき） 対象麦及び種子麦以外の麦（春まき）
円 円 円 円 円 円

５類 対象麦 ５類 対象麦
うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
ビール麦 ビール麦

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
種子麦 種子麦

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦 対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦

円 円 円 円 円 円

８６ ６５ ４５ ２５ １９ １３２５ １９ １３ １４６ １２６ １０６１３８ １２６ １０６ ８６ ６５ ４５

地域 兵庫県 地域 兵庫県
区分 区分

１８８ １６１ １３４ １０７ ８０ ５４１０７ ８０ ５４ ２６８ ２４１ ２１４２６８ ２４１ ２１４ １８８ １６１ １３４

６６ ５２ ３９ ２５ １９ １３２５ １９ １３ １０６ ９３ ７９９９ ９３ ７９ ６６ ５２ ３９

１２３ １０１ ８０ ５８ ４４ ２９５８ ４４ ２９ １８８ １６６ １４５１８１ １６６ １４５ １２３ １０１ ８０

２５ １９ １３２５ １９ １３

１８８ １６１ １３４ １０７ ８０ ５４１０７ ８０ ５４ ２６８ ２４１ ２１４２６８ ２４１ ２１４ １８８ １６１ １３４

９９ ８５ ７２ ５８ ４４ ２９５８ ４４ ２９ １３９ １２６ １１２１３１ １２６ １１２ ９９ ８５ ７２

８６ ６５ ４５ ２５ １９ １３２５ １９ １３ １４６ １２６ １０６１３８ １２６ １０６ ８６ ６５ ４５

５８ ４４ ２９５８ ４４ ２９

１８８ １６１ １３４ １０７ ８０ ５４１０７ ８０ ５４ ２６８ ２４１ ２１４２６８ ２４１ ２１４ １８８ １６１ １３４

６６ ５２ ３９ ２５ １９ １３２５ １９ １３ １０６ ９３ ７９９９ ９３ ７９ ６６ ５２ ３９

１２３ １０１ ８０ ５８ ４４ ２９５８ ４４ ２９ １８８ １６６ １４５１８１ １６６ １４５ １２３ １０１ ８０

２５ １９ １３２５ １９ １３

１８８ １６１ １３４ １０７ ８０ ５４１０７ ８０ ５４ ２６８ ２４１ ２１４２６８ ２４１ ２１４ １８８ １６１ １３４

９９ ８５ ７２ ５８ ４４ ２９５８ ４４ ２９ １３９ １２６ １１２１３１ １２６ １１２ ９９ ８５ ７２

６０ ４５ ３０ １５ １１ ８１１ ８ １０５ ９０ ７５８９ ７５ ６０ ４５ ３０ １５

５８ ４４ ２９５８ ４４ ２９

１５ １１ ８１５ １１ ８

１３５ １１６ ９７ ７７ ５８ ３９７７ ５８ ３９ １９３ １７４ １５４１９１ １７４ １５４ １３５ １１６ ９７

７９ ６８ ５７ ４５ ３４ ２３４５ ３４ ２３ １１３ １０２ ９０１０９ １０２ ９０ ７９ ６８ ５７

１４７ １３２ １１０ ８９ ６８ ４６ ２５ １９ １３ １５３ １３２ １１０ ８９ ６８ ４６ ２５ １９ １３

１０８ ９８ ８４ ６９ ５４ ４０ ２５ １９ １３ １１３ ９８ ８４ ６９ ５４ ４０ ２５ １９ １３

１９０ １７２ １４９ １２７ １０４ ８１ ５８ ４４ ２９ １９５ １７２ １４９ １２７ １０４ ８１ ５８ ４４ ２９

１４０ １３１ １１６ １０２ ８７ ７３ ５８ ４４ ２９ １４５ １３１ １１６ １０２ ８７ ７３ ５８ ４４ ２９

１４７ １３２ １１０ ８９ ６８ ４６ ２５ １９ １３ １５３ １３２ １１０ ８９ ６８ ４６ ２５ １９ １３

１０８ ９８ ８４ ６９ ５４ ４０ ２５ １９ １３ １１３ ９８ ８４ ６９ ５４ ４０ ２５ １９ １３

１９０ １７２ １４９ １２７ １０４ ８１ ５８ ４４ ２９ １９５ １７２ １４９ １２７ １０４ ８１ ５８ ４４ ２９

１４０ １３１ １１６ １０２ ８７ ７３ ５８ ４４ ２９ １４５ １３１ １１６ １０２ ８７ ７３ ５８ ４４ ２９

９５ ８０ ６４ ４７ ３１ １５ １１ ８ １１２ ９６ ８０ ６４ ４７ ３１ １５ １１ ８



６類 対象麦 ６類 対象麦
うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
ビール麦 ビール麦

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
種子麦 種子麦

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦 対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦

円 円 円 円 円 円
７類 対象麦（秋まき） ７類 対象麦（秋まき）
８類 うち課税対象農業者に係るもの ８類 うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
ビール麦（秋まき） ビール麦（秋まき）

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
種子麦（秋まき） 種子麦（秋まき）

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦（秋まき） 対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦（秋まき）

円 円 円 円 円 円
対象麦（春まき） 対象麦（春まき）

うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

ビール麦（春まき） ビール麦（春まき）
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦（春まき） 種子麦（春まき）
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦（春まき） 対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦（春まき）
円 円 円 円 円 円

９類 対象麦 ９類 対象麦
10類 うち課税対象農業者に係るもの 10類 うち課税対象農業者に係るもの
11類 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 11類 円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦 種子麦
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦及び種子麦以外の麦 対象麦及び種子麦以外の麦
円 円 円 円 円 円

12類 対象麦 12類 対象麦
13類 うち課税対象農業者に係るもの 13類 うち課税対象農業者に係るもの
14類 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 14類 円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦 種子麦
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦及び種子麦以外の麦 対象麦及び種子麦以外の麦
円 円 円 円 円 円

16類 対象麦（裸麦） 16類 対象麦（裸麦）
うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
種子麦（裸麦） 種子麦（裸麦）

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
対象麦及び種子麦以外の麦（裸麦） 対象麦及び種子麦以外の麦（裸麦）

円 円 円 円 円 円

備考： 備考：

３　この表において「課税対象農業者」とは、対象農業者のうち、免税対象農業者以外のものをいう。 ３　この表において「課税対象農業者」とは、対象農業者のうち、免税対象農業者以外のものをいう。

５　この表において「種子麦」とは、種子の用に供することを目的とする麦の耕作を行う耕地に係る麦をいう。 ５　この表において「種子麦」とは、種子の用に供することを目的とする麦の耕作を行う耕地に係る麦をいう。
６　この表において「ビール麦」とは、ビールの用に供することを目的とする麦の耕作を行う耕地に係る麦をいう。 ６　この表において「ビール麦」とは、ビールの用に供することを目的とする麦の耕作を行う耕地に係る麦をいう。

１５ １１ ８ １５ １１ ８

１４４ １２４ １０３ ８２ ６２ ４１８２ ６２ ４１ ２０６ １８５ １６５２０６ １８５ １６５ １４４ １２４ １０３

９６ ８２ ６９ ５５ ４１ ２７５５ ４１ ２７ １３７ １２３ １１０１３７ １２３ １１０ ９６ ８２ ６９

７９ ６８ ５７ ４５ ３４ ２３４５ ３４ ２３ １１３ １０２ ９０

３０ １５ １１ ８

１０９ １０２ ９０ ７９ ６８ ５７

１０５ ９０ ７５ ６０ ４５８９ ７５ ６０ ４５ ３０ １５ １１ ８

９５ ８０ ６４ ４７ ３１ １５ １１ ８ １１２ ９６ ８０ ６４ ４７ ３１ １５ １１ ８

１５ １１ ８１５ １１ ８

１３５ １１６ ９７ ７７ ５８ ３９７７ ５８ ３９ １９３ １７４ １５４１９１ １７４ １５４ １３５ １１６ ９７

６８ ５０ ３３ １５ １１ ８１５ １１ ８ １２０ １０３ ８５１０４ １０３ ８５ ６８ ５０ ３３

１１０ １０８ ９０ ７１ ５２ ３４ １５ １１ ８ １２７ １０８ ９０ ７１ ５２ ３４ １５ １１ ８

１５ １１ ８ １５ １１ ８

１４４ １２４ １０３ ８２ ６２ ４１８２ ６２ ４１ ２０６ １８５ １６５２０６ １８５ １６５ １４４ １２４ １０３

１３

９６ ８２ ６９ ５５ ４１ ２７５５ ４１ ２７ １３７ １２３ １１０１３７ １２３ １１０ ９６ ８２ ６９

７３ ５７ ４１ ２５ １９ １３４１ ２５ １９ １２０ １０４ ８８１３７ １２０ １０４ ８８ ７３ ５７

７６ ５９ ４２ ２５ １９ １３

７９ ５８ ３７ １６ １２ ８３７ １６ １２ １４１ １２０ ９９１４２ １４１ １２０ ９９ ７９ ５８

１６ １２ ８ １６ １２ ８

１５３ １３１ １１０ ８８ ６６ ４４８８ ６６ ４４ ２１９ １９７ １７５２１９ １９７ １７５ １５３ １３１ １１０

８

１７２ １７０ １４４ １１９ ９３ ６７ ４２ １６ １２ １７０ １４４ １１９

１６ １２ ８ １６ １２ ８

１５１ １２９ １０８ ８６ ６５ ４３１０８ ８６ ６５ ２１５ １９４ １７２２１６ ２１５ １９４ １７２ １５１ １２９

１　この表において「区分」とは、農業保険法（昭和22年法律第185号）第136条第１項の農林水産大臣が定める区分
　をいう。

１　この表において「区分」とは、農業保険法（昭和22年法律第185号）第136条第１項の農林水産大臣が定める区
分

２　この表において「対象麦」とは、対象農業者（農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律（平成18
年法律第88号）第５条第１項の規定に基づき同法第３条第１項第２号の交付金の交付の申請をする者であって、法第２条第４項
各号に掲げる要件に該当するものをいう。以下同じ。）が耕作の業務を営む耕地に係る麦をいう。

２　この表において「対象麦」とは、対象農業者（農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する
法律（平成18年法律第88号）第５条第１項の規定に基づき同法第３条第１項第２号の交付金の交付の申請をする者
であって、法第２条第４項各号に掲げる要件に該当するものをいう。以下同じ。）が耕作の業務を営む耕地に係る
麦をいう。

４　この表において「免税対象農業者」とは、対象農業者のうち、法第３条第５項の規定に基づき農林水産大臣が定める数量単
価について、免税事業者に対するものの適用を受け法第３条第１項第２号の交付金が交付されるものをいう。

４　この表において「免税対象農業者」とは、対象農業者のうち、法第３条第５項の規定に基づき農林水産大臣が
定める数量単価について、免税事業者に対するものの適用を受け法第３条第１項第２号の交付金が交付されるもの
をいう。

１１０ １０８ ９０ ７１ ５２ ３４ １５ １１ ８ １２７ １０８ ９０ ７１ ５２ ３４ １５ １１ ８

６８ ５０ ３３ １５ １１ ８１５ １１ ８ １２０ １０３ ８５１０４ １０３ ８５ ６８ ５０ ３３

９３ ６７ ４２ １６ １２ ８

１３

４０

８

８

８９ ６４ ４０ １６ １２ ８４０ １６ １２ １６１ １３７ １１３１６２ １６１ １３７ １１３ ８９ ６４

２５ １９ １３ ２５ １９ １３

１４１ １２１ １０１ ８１ ６１ ４０１０１ ８１ ６１ ２０２ １８２ １６２２０４ ２０２ １８２ １６２ １４１ １２１

１４５ １２６ １０９ ９２ ７６ ５９ ４２ ２５ １９ １２６ １０９ ９２

１５２ １５０ １２８ １０５ ８３ ６１ ３８ １６ １２ １５０ １２８ １０５ ８３ ６１ ３８ １６ １２ ８８

４３



# #
1 キログラム当たり共済金額の範囲 1 キログラム当たり共済金額の範囲

１類 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦 １類 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦
うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦

うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦 種子麦
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦及び種子麦以外の麦 対象麦及び種子麦以外の麦
円 円 円 円 円 円

２類 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦 ２類 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦
うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦

うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦 種子麦
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦及び種子麦以外の麦 対象麦及び種子麦以外の麦
円 円 円 円 円 円

３類 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦（秋まき） ３類 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦（秋まき）
４類 うち課税対象農業者に係るもの ４類 うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦（秋まき） パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦（秋まき）

うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦（秋まき） 種子麦（秋まき）
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦及び種子麦以外の麦（秋まき） 対象麦及び種子麦以外の麦（秋まき）
円 円 円 円 円 円

パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦（春まき） パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦（春まき）
うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦（春まき） パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦（春まき）

うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦（春まき） 種子麦（春まき）
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦及び種子麦以外の麦（春まき） 対象麦及び種子麦以外の麦（春まき）
円 円 円 円 円 円

５類 対象麦 ５類 対象麦
うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
ビール麦 ビール麦

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
種子麦 種子麦

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦 対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦

円 円 円 円 円 円

地域 奈良県 地域 奈良県
区分 区分

４８９６ ７２ ４８ ２４０ ２１６ １９２２４０ ２１６ １９２ １６８ １４４ １２０

６４ ４８ ３３ １８ １４ ９１８ １４ ９ １０９ ９４ ７９１０２ ９４ ７９ ６４ ４８ ３３

１１１ １００ ８３ ６７ ５１ ３４ １８ １４ ９ １１６ １００ ８３ ６７ ５１ ３４ １８ １４ ９

６７ ５１

５４１０７ ８０ ５４ ２６８ ２４１ ２１４２６８ ２４１ ２１４ １８８ １６１ １３４

９９ ８５ ７２ ５８ ４４ ２９５８ ４４ ２９ １３９ １２６ １１２１３１ １２６ １１２ ９９ ８５ ７２

７３ ５８ ４４ ２９

１４８ １３１ １０８ ８６ ６３ ４１ １８ １４ ９ １５３

１４０ １３１ １１６ １０２ ８７ ７３ ５８ ４４ ２９ １４５ １３１ １１６ １０２ ８７

１３１ １０８

４８９６ ７２ ４８ ２４０ ２１６ １９２２４０ ２１６ １９２ １６８ １４４ １２０

６４ ４８ ３３ １８ １４ ９１８ １４ ９ １０９ ９４ ７９１０２ ９４ ７９ ６４ ４８ ３３

９９ ８５ ７２ ５８ ４４ ２９５８ ４４ ２９ １３９ １２６ １１２１３１ １２６ １１２ ９９ ８５ ７２

１２３ １０１

１１１ １００ ８３ ６７ ５１ ３４ １８ １４ ９ １１６ １００ ８３

１０１ ８０

７９ ６８ ５７ ４５ ３４ ２３４５ ３４ ２３ １１３ １０２ ９０１０９ １０２ ９０ ７９ ６８ ５７

６０ ４５ ３０ １５ １１ ８１１ ８ １０５ ９０ ７５８９ ７５ ６０ ４５ ３０ １５

７３ ５８ ４４ ２９

９５ ８０ ６４ ４７ ３１ １５

１３１ １１６ １０２ ８７ ７３ ５８ ４４ ２９ １４５ １３１ １１６ １０２ ８７

１１

１５ １１ ８１５ １１ ８

１３５ １１６ ９７ ７７ ５８ ３９７７ ５８ ３９ １９３ １７４ １５４１９１ １７４ １５４ １３５ １１６ ９７

１４８ １３１ １０８ ８６ ６３ ４１ １８ １４ ９ １５３ １３１ １０８ ８６ ６３ ４１ １８ １４ ９

８３ ６１ ４０ １８ １４ ９１８ １４ ９ １４７ １２６ １０４１３９ １２６ １０４ ８３ ６１ ４０

１９０ １７２ １４９ １２７ １０４ ８１ ５８ ４４ ２９ １９５ １７２ １４９ １２７ １０４ ８１ ５８ ４４ ２９

１８ １４ ９１８ １４ ９

１６８ １４４ １２０ ９６ ７２

１２３ １０１ ８０ ５８ ４４ ２９５８ ４４ ２９ １８８ １６６ １４５１８１ １６６ １４５ １２３ １０１ ８０

８６ ６３ ４１ １８ １４ ９

５８ ４４ ２９５８ ４４ ２９

１８８ １６１ １３４ １０７ ８０

８３ ６１ ４０ １８ １４ ９１８ １４ ９ １４７ １２６ １０４１３９ １２６ １０４ ８３ ６１ ４０

３４ １８ １４ ９

１９０ １７２ １４９ １２７ １０４ ８１ ５８ ４４ ２９ １９５ １７２ １４９ １２７ １０４ ８１ ５８ ４４ ２９

１８ １４ ９１８ １４ ９

１６８ １４４ １２０ ９６ ７２

８０ ５８ ４４ ２９５８ ４４ ２９ １８８ １６６ １４５１８１ １６６ １４５ １２３

８ １１２ ９６ ８０ ６４ ４７ ３１ １５ １１ ８

５８ ４４ ２９５８ ４４ ２９

１８８ １６１ １３４ １０７ ８０ ５４１０７ ８０ ５４ ２６８ ２４１ ２１４２６８ ２４１ ２１４ １８８ １６１ １３４

１４０



６類 対象麦 ６類 対象麦
うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
ビール麦 ビール麦

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
種子麦 種子麦

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦 対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦

円 円 円 円 円 円
７類 対象麦（秋まき） ７類 対象麦（秋まき）
８類 うち課税対象農業者に係るもの ８類 うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
ビール麦（秋まき） ビール麦（秋まき）

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
種子麦（秋まき） 種子麦（秋まき）

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦（秋まき） 対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦（秋まき）

円 円 円 円 円 円
対象麦（春まき） 対象麦（春まき）

うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

ビール麦（春まき） ビール麦（春まき）
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦（春まき） 種子麦（春まき）
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦（春まき） 対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦（春まき）
円 円 円 円 円 円

９類 対象麦 ９類 対象麦
10類 うち課税対象農業者に係るもの 10類 うち課税対象農業者に係るもの
11類 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 11類 円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦 種子麦
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦及び種子麦以外の麦 対象麦及び種子麦以外の麦
円 円 円 円 円 円

12類 対象麦 12類 対象麦
13類 うち課税対象農業者に係るもの 13類 うち課税対象農業者に係るもの
14類 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 14類 円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦 種子麦
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦及び種子麦以外の麦 対象麦及び種子麦以外の麦
円 円 円 円 円 円

16類 対象麦（裸麦） 16類 対象麦（裸麦）
うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
種子麦（裸麦） 種子麦（裸麦）

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
対象麦及び種子麦以外の麦（裸麦） 対象麦及び種子麦以外の麦（裸麦）

円 円 円 円 円 円

備考： 備考：

３　この表において「課税対象農業者」とは、対象農業者のうち、免税対象農業者以外のものをいう。 ３　この表において「課税対象農業者」とは、対象農業者のうち、免税対象農業者以外のものをいう。

５　この表において「種子麦」とは、種子の用に供することを目的とする麦の耕作を行う耕地に係る麦をいう。 ５　この表において「種子麦」とは、種子の用に供することを目的とする麦の耕作を行う耕地に係る麦をいう。
６　この表において「ビール麦」とは、ビールの用に供することを目的とする麦の耕作を行う耕地に係る麦をいう。 ６　この表において「ビール麦」とは、ビールの用に供することを目的とする麦の耕作を行う耕地に係る麦をいう。

９６ ８２ ６９ ５５ ４１ ２７５５ ４１ ２７ １３７ １２３ １１０１３７ １２３ １１０ ９６ ８２ ６９

６８ ５０ ３３ １５ １１ ８１５ １１ ８ １２０ １０３ ８５１０４ １０３ ８５ ６８ ５０ ３３

１１０ １０８ ９０ ７１ ５２ ３４ １５ １１ ８ １２７ １０８ ９０ ７１ ５２ ３４ １５ １１ ８

８９ ７５ ６０ ４５ ３０ １５ １１ ８

１５ １１ ８ １５ １１ ８

１４４ １２４ １０３ ８２ ６２ ４１８２ ６２ ４１ ２０６ １８５ １６５２０６ １８５ １６５ １４４ １２４ １０３

３０ １５ １１ ８１０５ ９０ ７５ ６０ ４５

９５ ８０ ６４ ４７ ３１ １５ １１ ８ １１２ ９６ ８０ ６４ ４７ ３１ １５ １１ ８

１１０ １０８ ９０ ７１ ５２ ３４ １５ １１ ８ １２７ １０８ ９０ ７１ ５２

１３５ １１６ ９７ ７７ ５８ ３９７７ ５８ ３９ １９３ １７４ １５４１９１ １７４ １５４ １３５ １１６ ９７

７９ ６８ ５７ ４５ ３４ ２３４５ ３４ ２３ １１３ １０２ ９０

６８ ５０ ３３ １５ １１ ８１５ １１ ８ １２０ １０３ ８５１０４ １０３ ８５ ６８ ５０ ３３

１５ １１ ８１５ １１ ８

１０９ １０２ ９０ ７９ ６８ ５７

１５ １１ ８ １５ １１ ８

１３９ １１９ ９９ ７９ ５９ ４０９９ ７９ ５９ １９８ １７８ １５８２００ １９８ １７８ １５８ １３９ １１９

５１ ３９ ２７ １５ １１ ８２７ １５ １１ ８７ ７５ ６３１０４ ８７ ７５ ６３ ５１ ３９

３４ １５ １１ ８

１１２ ９３ ８０ ６７ ５４ ４１ ２８ １５ １１ ９３ ８０ ６７

１６ １２ ８ １６ １２ ８

１５０ １２８ １０７ ８６ ６４ ４３８６ ６４ ４３ ２１４ １９３ １７１２１４ １９３ １７１ １５０ １２８ １０７

７４ ５４ ３５ １６ １２ ８３５ １６ １２ １３１ １１２ ９３１３３ １３１ １１２ ９３ ７４ ５４

１４２ １４０ １１９ ９９ ７８ ５７ ３７ １６ １２ １４０ １１９ ９９ ７８ ５７ ３７ １６ １２ ８

１５１ １２９ １０８ ８６ ６５ ４３１０８ ８６ ６５ ２１５ １９４ １７２２１６ ２１５ １９４ １７２ １５１ １２９

７９ ５８ ３７ １６ １２ ８３７ １６ １２ １４１ １２０ ９９１４２ １４１ １２０ ９９ ７９ ５８

１５２ １５０ １２８ １０５ ８３ ６１ ３８ １６ １２ １５０ １２８ １０５ ８３ ６１ ３８ １６ １２ ８

１６ １２ ８ １６ １２ ８

１　この表において「区分」とは、農業保険法（昭和22年法律第185号）第136条第１項の農林水産大臣が定める区分
　をいう。

１　この表において「区分」とは、農業保険法（昭和22年法律第185号）第136条第１項の農林水産大臣が定める区
分

２　この表において「対象麦」とは、対象農業者（農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律（平成18
年法律第88号）第５条第１項の規定に基づき同法第３条第１項第２号の交付金の交付の申請をする者であって、法第２条第４項
各号に掲げる要件に該当するものをいう。以下同じ。）が耕作の業務を営む耕地に係る麦をいう。

２　この表において「対象麦」とは、対象農業者（農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する
法律（平成18年法律第88号）第５条第１項の規定に基づき同法第３条第１項第２号の交付金の交付の申請をする者
であって、法第２条第４項各号に掲げる要件に該当するものをいう。以下同じ。）が耕作の業務を営む耕地に係る
麦をいう。

４　この表において「免税対象農業者」とは、対象農業者のうち、法第３条第５項の規定に基づき農林水産大臣が定める数量単
価について、免税事業者に対するものの適用を受け法第３条第１項第２号の交付金が交付されるものをいう。

４　この表において「免税対象農業者」とは、対象農業者のうち、法第３条第５項の規定に基づき農林水産大臣が
定める数量単価について、免税事業者に対するものの適用を受け法第３条第１項第２号の交付金が交付されるもの
をいう。

５４ ４１ ２８ １５ １１ ８

１５ １１ ８ １５ １１ ８

１４４ １２４ １０３ ８２ ６２ ４１８２ ６２ ４１ ２０６ １８５ １６５２０６ １８５ １６５ １４４ １２４ １０３

９６ ８２ ６９ ５５ ４１ ２７５５ ４１ ２７ １３７ １２３ １１０１３７ １２３ １１０ ９６ ８２ ６９

８

８

４０

８

８

８

８

４３



# #
1 キログラム当たり共済金額の範囲 1 キログラム当たり共済金額の範囲

１類 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦 １類 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦
うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦

うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦 種子麦
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦及び種子麦以外の麦 対象麦及び種子麦以外の麦
円 円 円 円 円 円

２類 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦 ２類 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦
うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦

うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦 種子麦
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦及び種子麦以外の麦 対象麦及び種子麦以外の麦
円 円 円 円 円 円

３類 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦（秋まき） ３類 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦（秋まき）
４類 うち課税対象農業者に係るもの ４類 うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦（秋まき） パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦（秋まき）

うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦（秋まき） 種子麦（秋まき）
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦及び種子麦以外の麦（秋まき） 対象麦及び種子麦以外の麦（秋まき）
円 円 円 円 円 円

パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦（春まき） パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦（春まき）
うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦（春まき） パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦（春まき）

うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦（春まき） 種子麦（春まき）
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦及び種子麦以外の麦（春まき） 対象麦及び種子麦以外の麦（春まき）
円 円 円 円 円 円

５類 対象麦 ５類 対象麦
うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
ビール麦 ビール麦

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
種子麦 種子麦

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦 対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦

円 円 円 円 円 円

６９ ５２ ３５ １８ １４ ９１８ １４ ９ １２０ １０３ ８６１１３ １０３ ８６ ６９ ５２ ３５

地域 和歌山県 地域 和歌山県
区分 区分

１０５ ９０ ７５ ６０ ４５ ３０６０ ４５ ３０ １５０ １３５ １２０１４７ １３５ １２０ １０５ ９０ ７５

４９ ３９ ２８ １８ １４ ９１８ １４ ９ ８０ ７０ ５９７２ ７０ ５９ ４９ ３９ ２８

１２３ １０１ ８０ ５８ ４４ ２９５８ ４４ ２９ １８８ １６６ １４５１８１ １６６ １４５ １２３ １０１ ８０

１８ １４ ９１８ １４ ９

１８８ １６１ １３４ １０７ ８０ ５４１０７ ８０ ５４ ２６８ ２４１ ２１４２６８ ２４１ ２１４ １８８ １６１ １３４

９９ ８５ ７２ ５８ ４４ ２９５８ ４４ ２９ １３９ １２６ １１２１３１ １２６ １１２ ９９ ８５ ７２

６９ ５２ ３５ １８ １４ ９１８ １４ ９ １２０ １０３ ８６１１３ １０３ ８６ ６９ ５２ ３５

５８ ４４ ２９５８ ４４ ２９

１０５ ９０ ７５ ６０ ４５ ３０６０ ４５ ３０ １５０ １３５ １２０１４７ １３５ １２０ １０５ ９０ ７５

４９ ３９ ２８ １８ １４ ９１８ １４ ９ ８０ ７０ ５９７２ ７０ ５９ ４９ ３９ ２８

１２３ １０１ ８０ ５８ ４４ ２９５８ ４４ ２９ １８８ １６６ １４５１８１ １６６ １４５ １２３ １０１ ８０

１８ １４ ９１８ １４ ９

１８８ １６１ １３４ １０７ ８０ ５４１０７ ８０ ５４ ２６８ ２４１ ２１４２６８ ２４１ ２１４ １８８ １６１ １３４

９９ ８５ ７２ ５８ ４４ ２９５８ ４４ ２９ １３９ １２６ １１２１３１ １２６ １１２ ９９ ８５ ７２

６０ ４５ ３０ １５ １１ ８１１ ８ １０５ ９０ ７５８９ ７５ ６０ ４５ ３０ １５

５８ ４４ ２９５８ ４４ ２９

１５ １１ ８１５ １１ ８

１３５ １１６ ９７ ７７ ５８ ３９７７ ５８ ３９ １９３ １７４ １５４１９１ １７４ １５４ １３５ １１６ ９７

７９ ６８ ５７ ４５ ３４ ２３４５ ３４ ２３ １１３ １０２ ９０１０９ １０２ ９０ ７９ ６８ ５７

１２１ １０９ ９１ ７３ ５４ ３６ １８ １４ ９ １２７ １０９ ９１ ７３ ５４ ３６ １８ １４ ９

８１ ７５ ６３ ５２ ４１ ２９ １８ １４ ９ ８６ ７５ ６３ ５２ ４１ ２９ １８ １４ ９

１９０ １７２ １４９ １２７ １０４ ８１ ５８ ４４ ２９ １９５ １７２ １４９ １２７ １０４ ８１ ５８ ４４ ２９

１４０ １３１ １１６ １０２ ８７ ７３ ５８ ４４ ２９ １４５ １３１ １１６ １０２ ８７ ７３ ５８ ４４ ２９

１２１ １０９ ９１ ７３ ５４ ３６ １８ １４ ９ １２７ １０９ ９１ ７３ ５４ ３６ １８ １４ ９

８１ ７５ ６３ ５２ ４１ ２９ １８ １４ ９ ８６ ７５ ６３ ５２ ４１ ２９ １８ １４ ９

１９０ １７２ １４９ １２７ １０４ ８１ ５８ ４４ ２９ １９５ １７２ １４９ １２７ １０４ ８１ ５８ ４４ ２９

１４０ １３１ １１６ １０２ ８７ ７３ ５８ ４４ ２９ １４５ １３１ １１６ １０２ ８７ ７３ ５８ ４４ ２９

９５ ８０ ６４ ４７ ３１ １５ １１ ８ １１２ ９６ ８０ ６４ ４７ ３１ １５ １１ ８



６類 対象麦 ６類 対象麦
うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
ビール麦 ビール麦

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
種子麦 種子麦

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦 対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦

円 円 円 円 円 円
７類 対象麦（秋まき） ７類 対象麦（秋まき）
８類 うち課税対象農業者に係るもの ８類 うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
ビール麦（秋まき） ビール麦（秋まき）

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
種子麦（秋まき） 種子麦（秋まき）

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦（秋まき） 対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦（秋まき）

円 円 円 円 円 円
対象麦（春まき） 対象麦（春まき）

うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

ビール麦（春まき） ビール麦（春まき）
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦（春まき） 種子麦（春まき）
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦（春まき） 対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦（春まき）
円 円 円 円 円 円

９類 対象麦 ９類 対象麦
10類 うち課税対象農業者に係るもの 10類 うち課税対象農業者に係るもの
11類 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 11類 円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦 種子麦
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦及び種子麦以外の麦 対象麦及び種子麦以外の麦
円 円 円 円 円 円

12類 対象麦 12類 対象麦
13類 うち課税対象農業者に係るもの 13類 うち課税対象農業者に係るもの
14類 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 14類 円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦 種子麦
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦及び種子麦以外の麦 対象麦及び種子麦以外の麦
円 円 円 円 円 円

16類 対象麦（裸麦） 16類 対象麦（裸麦）
うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
種子麦（裸麦） 種子麦（裸麦）

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
対象麦及び種子麦以外の麦（裸麦） 対象麦及び種子麦以外の麦（裸麦）

円 円 円 円 円 円

備考： 備考：

３　この表において「課税対象農業者」とは、対象農業者のうち、免税対象農業者以外のものをいう。 ３　この表において「課税対象農業者」とは、対象農業者のうち、免税対象農業者以外のものをいう。

５　この表において「種子麦」とは、種子の用に供することを目的とする麦の耕作を行う耕地に係る麦をいう。 ５　この表において「種子麦」とは、種子の用に供することを目的とする麦の耕作を行う耕地に係る麦をいう。
６　この表において「ビール麦」とは、ビールの用に供することを目的とする麦の耕作を行う耕地に係る麦をいう。 ６　この表において「ビール麦」とは、ビールの用に供することを目的とする麦の耕作を行う耕地に係る麦をいう。

１５ １１ ８ １５ １１ ８

１４４ １２４ １０３ ８２ ６２ ４１８２ ６２ ４１ ２０６ １８５ １６５２０６ １８５ １６５ １４４ １２４ １０３

９６ ８２ ６９ ５５ ４１ ２７５５ ４１ ２７ １３７ １２３ １１０１３７ １２３ １１０ ９６ ８２ ６９

７９ ６８ ５７ ４５ ３４ ２３４５ ３４ ２３ １１３ １０２ ９０

３０ １５ １１ ８

１０９ １０２ ９０ ７９ ６８ ５７

１０５ ９０ ７５ ６０ ４５８９ ７５ ６０ ４５ ３０ １５ １１ ８

９５ ８０ ６４ ４７ ３１ １５ １１ ８ １１２ ９６ ８０ ６４ ４７ ３１ １５ １１ ８

１５ １１ ８１５ １１ ８

１３５ １１６ ９７ ７７ ５８ ３９７７ ５８ ３９ １９３ １７４ １５４１９１ １７４ １５４ １３５ １１６ ９７

６８ ５０ ３３ １５ １１ ８１５ １１ ８ １２０ １０３ ８５１０４ １０３ ８５ ６８ ５０ ３３

１１０ １０８ ９０ ７１ ５２ ３４ １５ １１ ８ １２７ １０８ ９０ ７１ ５２ ３４ １５ １１ ８

１５ １１ ８ １５ １１ ８

１４４ １２４ １０３ ８２ ６２ ４１８２ ６２ ４１ ２０６ １８５ １６５２０６ １８５ １６５ １４４ １２４ １０３

８

９６ ８２ ６９ ５５ ４１ ２７５５ ４１ ２７ １３７ １２３ １１０１３７ １２３ １１０ ９６ ８２ ６９

５１ ３９ ２７ １５ １１ ８２７ １５ １１ ８７ ７５ ６３１０４ ８７ ７５ ６３ ５１ ３９

５４ ４１ ２８ １５ １１ ８

７９ ５８ ３７ １６ １２ ８３７ １６ １２ １４１ １２０ ９９１４２ １４１ １２０ ９９ ７９ ５８

１６ １２ ８ １６ １２ ８

１５０ １２８ １０７ ８６ ６４ ４３８６ ６４ ４３ ２１４ １９３ １７１２１４ １９３ １７１ １５０ １２８ １０７

８

１４２ １４０ １１９ ９９ ７８ ５７ ３７ １６ １２ １４０ １１９ ９９

１６ １２ ８ １６ １２ ８

１５１ １２９ １０８ ８６ ６５ ４３１０８ ８６ ６５ ２１５ １９４ １７２２１６ ２１５ １９４ １７２ １５１ １２９

１　この表において「区分」とは、農業保険法（昭和22年法律第185号）第136条第１項の農林水産大臣が定める区分
　をいう。

１　この表において「区分」とは、農業保険法（昭和22年法律第185号）第136条第１項の農林水産大臣が定める区
分

２　この表において「対象麦」とは、対象農業者（農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律（平成18
年法律第88号）第５条第１項の規定に基づき同法第３条第１項第２号の交付金の交付の申請をする者であって、法第２条第４項
各号に掲げる要件に該当するものをいう。以下同じ。）が耕作の業務を営む耕地に係る麦をいう。

２　この表において「対象麦」とは、対象農業者（農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する
法律（平成18年法律第88号）第５条第１項の規定に基づき同法第３条第１項第２号の交付金の交付の申請をする者
であって、法第２条第４項各号に掲げる要件に該当するものをいう。以下同じ。）が耕作の業務を営む耕地に係る
麦をいう。

４　この表において「免税対象農業者」とは、対象農業者のうち、法第３条第５項の規定に基づき農林水産大臣が定める数量単
価について、免税事業者に対するものの適用を受け法第３条第１項第２号の交付金が交付されるものをいう。

４　この表において「免税対象農業者」とは、対象農業者のうち、法第３条第５項の規定に基づき農林水産大臣が
定める数量単価について、免税事業者に対するものの適用を受け法第３条第１項第２号の交付金が交付されるもの
をいう。

１１０ １０８ ９０ ７１ ５２ ３４ １５ １１ ８ １２７ １０８ ９０ ７１ ５２ ３４ １５ １１ ８

６８ ５０ ３３ １５ １１ ８１５ １１ ８ １２０ １０３ ８５１０４ １０３ ８５ ６８ ５０ ３３

７８ ５７ ３７ １６ １２ ８

８

４０

８

８

７４ ５４ ３５ １６ １２ ８３５ １６ １２ １３１ １１２ ９３１３３ １３１ １１２ ９３ ７４ ５４

１５ １１ ８ １５ １１ ８

１３９ １１９ ９９ ７９ ５９ ４０９９ ７９ ５９ １９８ １７８ １５８２００ １９８ １７８ １５８ １３９ １１９

１１２ ９３ ８０ ６７ ５４ ４１ ２８ １５ １１ ９３ ８０ ６７

１５２ １５０ １２８ １０５ ８３ ６１ ３８ １６ １２ １５０ １２８ １０５ ８３ ６１ ３８ １６ １２ ８８

４３



# #
1 キログラム当たり共済金額の範囲 1 キログラム当たり共済金額の範囲

１類 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦 １類 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦
うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦

うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦 種子麦
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦及び種子麦以外の麦 対象麦及び種子麦以外の麦
円 円 円 円 円 円

２類 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦 ２類 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦
うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦

うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦 種子麦
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦及び種子麦以外の麦 対象麦及び種子麦以外の麦
円 円 円 円 円 円

３類 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦（秋まき） ３類 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦（秋まき）
４類 うち課税対象農業者に係るもの ４類 うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦（秋まき） パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦（秋まき）

うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦（秋まき） 種子麦（秋まき）
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦及び種子麦以外の麦（秋まき） 対象麦及び種子麦以外の麦（秋まき）
円 円 円 円 円 円

パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦（春まき） パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦（春まき）
うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦（春まき） パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦（春まき）

うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦（春まき） 種子麦（春まき）
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦及び種子麦以外の麦（春まき） 対象麦及び種子麦以外の麦（春まき）
円 円 円 円 円 円

５類 対象麦 ５類 対象麦
うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
ビール麦 ビール麦

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
種子麦 種子麦

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦 対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦

円 円 円 円 円 円

地域 鳥取県 地域 鳥取県
区分 区分

３４６８ ５１ ３４ １７１ １５４ １３７１６９ １５４ １３７ １２０ １０３ ８６

５５ ４３ ３０ １８ １４ ９１８ １４ ９ ９２ ８０ ６７８５ ８０ ６７ ５５ ４３ ３０

９４ ８６ ７２ ５９ ４５ ３２ １８ １４ ９ ９９ ８６ ７２ ５９ ４５ ３２ １８ １４ ９

５９ ４５

５４１０７ ８０ ５４ ２６８ ２４１ ２１４２６８ ２４１ ２１４ １８８ １６１ １３４

９９ ８５ ７２ ５８ ４４ ２９５８ ４４ ２９ １３９ １２６ １１２１３１ １２６ １１２ ９９ ８５ ７２

７３ ５８ ４４ ２９

１３６ １２１ １００ ８０ ５９ ３９ １８ １４ ９ １４１

１４０ １３１ １１６ １０２ ８７ ７３ ５８ ４４ ２９ １４５ １３１ １１６ １０２ ８７

１２１ １００

３４６８ ５１ ３４ １７１ １５４ １３７１６９ １５４ １３７ １２０ １０３ ８６

５５ ４３ ３０ １８ １４ ９１８ １４ ９ ９２ ８０ ６７８５ ８０ ６７ ５５ ４３ ３０

９９ ８５ ７２ ５８ ４４ ２９５８ ４４ ２９ １３９ １２６ １１２１３１ １２６ １１２ ９９ ８５ ７２

１２３ １０１

９４ ８６ ７２ ５９ ４５ ３２ １８ １４ ９ ９９ ８６ ７２

１０１ ８０

９６ ８２ ６９ ５５ ４１ ２７５５ ４１ ２７ １３７ １２３ １１０１３７ １２３ １１０ ９６ ８２ ６９

６７ ５０ ３２ １５ １１ ８１１ ８ １１９ １０２ ８４１０２ ８４ ６７ ５０ ３２ １５

７３ ５８ ４４ ２９

１０８ ８９ ７１ ５２ ３４ １５

１３１ １１６ １０２ ８７ ７３ ５８ ４４ ２９ １４５ １３１ １１６ １０２ ８７

１１

１５ １１ ８１５ １１ ８

１８４ １５８ １３２ １０５ ７９ ５３１０５ ７９ ５３ ２６３ ２３７ ２１０２６３ ２３７ ２１０ １８４ １５８ １３２

１３６ １２１ １００ ８０ ５９ ３９ １８ １４ ９ １４１ １２１ １００ ８０ ５９ ３９ １８ １４ ９

７６ ５７ ３７ １８ １４ ９１８ １４ ９ １３４ １１５ ９５１２７ １１５ ９５ ７６ ５７ ３７

１９０ １７２ １４９ １２７ １０４ ８１ ５８ ４４ ２９ １９５ １７２ １４９ １２７ １０４ ８１ ５８ ４４ ２９

１８ １４ ９１８ １４ ９

１２０ １０３ ８６ ６８ ５１

１２３ １０１ ８０ ５８ ４４ ２９５８ ４４ ２９ １８８ １６６ １４５１８１ １６６ １４５ １２３ １０１ ８０

８０ ５９ ３９ １８ １４ ９

５８ ４４ ２９５８ ４４ ２９

１８８ １６１ １３４ １０７ ８０

７６ ５７ ３７ １８ １４ ９１８ １４ ９ １３４ １１５ ９５１２７ １１５ ９５ ７６ ５７ ３７

３２ １８ １４ ９

１９０ １７２ １４９ １２７ １０４ ８１ ５８ ４４ ２９ １９５ １７２ １４９ １２７ １０４ ８１ ５８ ４４ ２９

１８ １４ ９１８ １４ ９

１２０ １０３ ８６ ６８ ５１

８０ ５８ ４４ ２９５８ ４４ ２９ １８８ １６６ １４５１８１ １６６ １４５ １２３

８ １２６ １０８ ８９ ７１ ５２ ３４ １５ １１ ８

５８ ４４ ２９５８ ４４ ２９

１８８ １６１ １３４ １０７ ８０ ５４１０７ ８０ ５４ ２６８ ２４１ ２１４２６８ ２４１ ２１４ １８８ １６１ １３４

１４０



６類 対象麦 ６類 対象麦
うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
ビール麦 ビール麦

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
種子麦 種子麦

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦 対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦

円 円 円 円 円 円
７類 対象麦（秋まき） ７類 対象麦（秋まき）
８類 うち課税対象農業者に係るもの ８類 うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
ビール麦（秋まき） ビール麦（秋まき）

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
種子麦（秋まき） 種子麦（秋まき）

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦（秋まき） 対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦（秋まき）

円 円 円 円 円 円
対象麦（春まき） 対象麦（春まき）

うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

ビール麦（春まき） ビール麦（春まき）
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦（春まき） 種子麦（春まき）
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦（春まき） 対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦（春まき）
円 円 円 円 円 円

９類 対象麦 ９類 対象麦
10類 うち課税対象農業者に係るもの 10類 うち課税対象農業者に係るもの
11類 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 11類 円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦 種子麦
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦及び種子麦以外の麦 対象麦及び種子麦以外の麦
円 円 円 円 円 円

12類 対象麦 12類 対象麦
13類 うち課税対象農業者に係るもの 13類 うち課税対象農業者に係るもの
14類 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 14類 円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦 種子麦
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦及び種子麦以外の麦 対象麦及び種子麦以外の麦
円 円 円 円 円 円

16類 対象麦（裸麦） 16類 対象麦（裸麦）
うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
種子麦（裸麦） 種子麦（裸麦）

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
対象麦及び種子麦以外の麦（裸麦） 対象麦及び種子麦以外の麦（裸麦）

円 円 円 円 円 円

備考： 備考：

３　この表において「課税対象農業者」とは、対象農業者のうち、免税対象農業者以外のものをいう。 ３　この表において「課税対象農業者」とは、対象農業者のうち、免税対象農業者以外のものをいう。

５　この表において「種子麦」とは、種子の用に供することを目的とする麦の耕作を行う耕地に係る麦をいう。 ５　この表において「種子麦」とは、種子の用に供することを目的とする麦の耕作を行う耕地に係る麦をいう。
６　この表において「ビール麦」とは、ビールの用に供することを目的とする麦の耕作を行う耕地に係る麦をいう。 ６　この表において「ビール麦」とは、ビールの用に供することを目的とする麦の耕作を行う耕地に係る麦をいう。

９６ ８２ ６９ ５５ ４１ ２７５５ ４１ ２７ １３７ １２３ １１０１３７ １２３ １１０ ９６ ８２ ６９

６８ ５０ ３３ １５ １１ ８１５ １１ ８ １２０ １０３ ８５１０４ １０３ ８５ ６８ ５０ ３３

１１０ １０８ ９０ ７１ ５２ ３４ １５ １１ ８ １２７ １０８ ９０ ７１ ５２ ３４ １５ １１ ８

１０２ ８４ ６７ ５０ ３２ １５ １１ ８

１５ １１ ８ １５ １１ ８

１４４ １２４ １０３ ８２ ６２ ４１８２ ６２ ４１ ２０６ １８５ １６５２０６ １８５ １６５ １４４ １２４ １０３

３２ １５ １１ ８１１９ １０２ ８４ ６７ ５０

１０８ ８９ ７１ ５２ ３４ １５ １１ ８ １２６ １０８ ８９ ７１ ５２ ３４ １５ １１ ８

１１０ １０８ ９０ ７１ ５２ ３４ １５ １１ ８ １２７ １０８ ９０ ７１ ５２

１８４ １５８ １３２ １０５ ７９ ５３１０５ ７９ ５３ ２６３ ２３７ ２１０２６３ ２３７ ２１０ １８４ １５８ １３２

９６ ８２ ６９ ５５ ４１ ２７５５ ４１ ２７ １３７ １２３ １１０

６８ ５０ ３３ １５ １１ ８１５ １１ ８ １２０ １０３ ８５１０４ １０３ ８５ ６８ ５０ ３３

１５ １１ ８１５ １１ ８

１３７ １２３ １１０ ９６ ８２ ６９

１５ １１ ８ １５ １１ ８

１３９ １１９ ９９ ７９ ５９ ４０９９ ７９ ５９ １９８ １７８ １５８２００ １９８ １７８ １５８ １３９ １１９

５１ ３９ ２７ １５ １１ ８２７ １５ １１ ８７ ７５ ６３１０４ ８７ ７５ ６３ ５１ ３９

３４ １５ １１ ８

１１２ ９３ ８０ ６７ ５４ ４１ ２８ １５ １１ ９３ ８０ ６７

１６ １２ ８ １６ １２ ８

１５０ １２８ １０７ ８６ ６４ ４３８６ ６４ ４３ ２１４ １９３ １７１２１４ １９３ １７１ １５０ １２８ １０７

７５ ５５ ３６ １６ １２ ８３６ １６ １２ １３３ １１４ ９４１３５ １３３ １１４ ９４ ７５ ５５

１４４ １４２ １２１ １００ ７９ ５８ ３７ １６ １２ １４２ １２１ １００ ７９ ５８ ３７ １６ １２ ８

１５１ １２９ １０８ ８６ ６５ ４３１０８ ８６ ６５ ２１５ １９４ １７２２１６ ２１５ １９４ １７２ １５１ １２９

７９ ５８ ３７ １６ １２ ８３７ １６ １２ １４１ １２０ ９９１４２ １４１ １２０ ９９ ７９ ５８

１５２ １５０ １２８ １０５ ８３ ６１ ３８ １６ １２ １５０ １２８ １０５ ８３ ６１ ３８ １６ １２ ８

１６ １２ ８ １６ １２ ８

１　この表において「区分」とは、農業保険法（昭和22年法律第185号）第136条第１項の農林水産大臣が定める区分
　をいう。

１　この表において「区分」とは、農業保険法（昭和22年法律第185号）第136条第１項の農林水産大臣が定める区
分

２　この表において「対象麦」とは、対象農業者（農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律（平成18
年法律第88号）第５条第１項の規定に基づき同法第３条第１項第２号の交付金の交付の申請をする者であって、法第２条第４項
各号に掲げる要件に該当するものをいう。以下同じ。）が耕作の業務を営む耕地に係る麦をいう。

２　この表において「対象麦」とは、対象農業者（農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する
法律（平成18年法律第88号）第５条第１項の規定に基づき同法第３条第１項第２号の交付金の交付の申請をする者
であって、法第２条第４項各号に掲げる要件に該当するものをいう。以下同じ。）が耕作の業務を営む耕地に係る
麦をいう。

４　この表において「免税対象農業者」とは、対象農業者のうち、法第３条第５項の規定に基づき農林水産大臣が定める数量単
価について、免税事業者に対するものの適用を受け法第３条第１項第２号の交付金が交付されるものをいう。

４　この表において「免税対象農業者」とは、対象農業者のうち、法第３条第５項の規定に基づき農林水産大臣が
定める数量単価について、免税事業者に対するものの適用を受け法第３条第１項第２号の交付金が交付されるもの
をいう。

５４ ４１ ２８ １５ １１ ８

１５ １１ ８ １５ １１ ８

１４４ １２４ １０３ ８２ ６２ ４１８２ ６２ ４１ ２０６ １８５ １６５２０６ １８５ １６５ １４４ １２４ １０３

９６ ８２ ６９ ５５ ４１ ２７５５ ４１ ２７ １３７ １２３ １１０１３７ １２３ １１０ ９６ ８２ ６９

８

８

４０

８

８

８

８

４３



# #
1 キログラム当たり共済金額の範囲 1 キログラム当たり共済金額の範囲

１類 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦 １類 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦
うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦

うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦 種子麦
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦及び種子麦以外の麦 対象麦及び種子麦以外の麦
円 円 円 円 円 円

２類 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦 ２類 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦
うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦

うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦 種子麦
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦及び種子麦以外の麦 対象麦及び種子麦以外の麦
円 円 円 円 円 円

３類 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦（秋まき） ３類 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦（秋まき）
４類 うち課税対象農業者に係るもの ４類 うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦（秋まき） パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦（秋まき）

うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦（秋まき） 種子麦（秋まき）
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦及び種子麦以外の麦（秋まき） 対象麦及び種子麦以外の麦（秋まき）
円 円 円 円 円 円

パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦（春まき） パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦（春まき）
うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦（春まき） パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦（春まき）

うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦（春まき） 種子麦（春まき）
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦及び種子麦以外の麦（春まき） 対象麦及び種子麦以外の麦（春まき）
円 円 円 円 円 円

５類 対象麦 ５類 対象麦
うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
ビール麦 ビール麦

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
種子麦 種子麦

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦 対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦

円 円 円 円 円 円

７３ ５４ ３６ １８ １４ ９１８ １４ ９ １２７ １０９ ９１１１９ １０９ ９１ ７３ ５４ ３６

地域 島根県 地域 島根県
区分 区分

１０９ ９３ ７８ ６２ ４７ ３１６２ ４７ ３１ １５５ １４０ １２４１５２ １４０ １２４ １０９ ９３ ７８

５２ ４０ ２９ １８ １４ ９１８ １４ ９ ８５ ７４ ６３７８ ７４ ６３ ５２ ４０ ２９

１２３ １０１ ８０ ５８ ４４ ２９５８ ４４ ２９ １８８ １６６ １４５１８１ １６６ １４５ １２３ １０１ ８０

１８ １４ ９１８ １４ ９

１８８ １６１ １３４ １０７ ８０ ５４１０７ ８０ ５４ ２６８ ２４１ ２１４２６８ ２４１ ２１４ １８８ １６１ １３４

９９ ８５ ７２ ５８ ４４ ２９５８ ４４ ２９ １３９ １２６ １１２１３１ １２６ １１２ ９９ ８５ ７２

７３ ５４ ３６ １８ １４ ９１８ １４ ９ １２７ １０９ ９１１１９ １０９ ９１ ７３ ５４ ３６

５８ ４４ ２９５８ ４４ ２９

１０９ ９３ ７８ ６２ ４７ ３１６２ ４７ ３１ １５５ １４０ １２４１５２ １４０ １２４ １０９ ９３ ７８

５２ ４０ ２９ １８ １４ ９１８ １４ ９ ８５ ７４ ６３７８ ７４ ６３ ５２ ４０ ２９

１２３ １０１ ８０ ５８ ４４ ２９５８ ４４ ２９ １８８ １６６ １４５１８１ １６６ １４５ １２３ １０１ ８０

１８ １４ ９１８ １４ ９

１８８ １６１ １３４ １０７ ８０ ５４１０７ ８０ ５４ ２６８ ２４１ ２１４２６８ ２４１ ２１４ １８８ １６１ １３４

９９ ８５ ７２ ５８ ４４ ２９５８ ４４ ２９ １３９ １２６ １１２１３１ １２６ １１２ ９９ ８５ ７２

７０ ５２ ３３ １５ １１ ８１５ １１ ８ １２５ １０７ ８８１０９ １０７ ８８ ７０ ５２ ３３

５８ ４４ ２９５８ ４４ ２９

１５ １１ ８１５ １１ ８

１６６ １４２ １１９ ９５ ７１ ４７９５ ７１ ４７ ２３７ ２１３ １９０２３７ ２１３ １９０ １６６ １４２ １１９

９７ ８３ ６９ ５５ ４１ ２８５５ ４１ ２８ １３８ １２４ １１０１３８ １２４ １１０ ９７ ８３ ６９

１２８ １１５ ９５ ７６ ５７ ３７ １８ １４ ９ １３４ １１５ ９５ ７６ ５７ ３７ １８ １４ ９

８７ ８０ ６７ ５５ ４３ ３０ １８ １４ ９ ９２ ８０ ６７ ５５ ４３ ３０ １８ １４ ９

１９０ １７２ １４９ １２７ １０４ ８１ ５８ ４４ ２９ １９５ １７２ １４９ １２７ １０４ ８１ ５８ ４４ ２９

１４０ １３１ １１６ １０２ ８７ ７３ ５８ ４４ ２９ １４５ １３１ １１６ １０２ ８７ ７３ ５８ ４４ ２９

１２８ １１５ ９５ ７６ ５７ ３７ １８ １４ ９ １３４ １１５ ９５ ７６ ５７ ３７ １８ １４ ９

８７ ８０ ６７ ５５ ４３ ３０ １８ １４ ９ ９２ ８０ ６７ ５５ ４３ ３０ １８ １４ ９

１９０ １７２ １４９ １２７ １０４ ８１ ５８ ４４ ２９ １９５ １７２ １４９ １２７ １０４ ８１ ５８ ４４ ２９

１４０ １３１ １１６ １０２ ８７ ７３ ５８ ４４ ２９ １４５ １３１ １１６ １０２ ８７ ７３ ５８ ４４ ２９

１１５ １１３ ９３ ７４ ５４ ３５ １５ １１ ８ １３２ １１３ ９３ ７４ ５４ ３５ １５ １１ ８



６類 対象麦 ６類 対象麦
うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
ビール麦 ビール麦

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
種子麦 種子麦

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦 対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦

円 円 円 円 円 円
７類 対象麦（秋まき） ７類 対象麦（秋まき）
８類 うち課税対象農業者に係るもの ８類 うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
ビール麦（秋まき） ビール麦（秋まき）

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
種子麦（秋まき） 種子麦（秋まき）

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦（秋まき） 対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦（秋まき）

円 円 円 円 円 円
対象麦（春まき） 対象麦（春まき）

うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

ビール麦（春まき） ビール麦（春まき）
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦（春まき） 種子麦（春まき）
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦（春まき） 対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦（春まき）
円 円 円 円 円 円

９類 対象麦 ９類 対象麦
10類 うち課税対象農業者に係るもの 10類 うち課税対象農業者に係るもの
11類 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 11類 円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦 種子麦
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦及び種子麦以外の麦 対象麦及び種子麦以外の麦
円 円 円 円 円 円

12類 対象麦 12類 対象麦
13類 うち課税対象農業者に係るもの 13類 うち課税対象農業者に係るもの
14類 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 14類 円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦 種子麦
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦及び種子麦以外の麦 対象麦及び種子麦以外の麦
円 円 円 円 円 円

16類 対象麦（裸麦） 16類 対象麦（裸麦）
うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
種子麦（裸麦） 種子麦（裸麦）

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
対象麦及び種子麦以外の麦（裸麦） 対象麦及び種子麦以外の麦（裸麦）

円 円 円 円 円 円

備考： 備考：

３　この表において「課税対象農業者」とは、対象農業者のうち、免税対象農業者以外のものをいう。 ３　この表において「課税対象農業者」とは、対象農業者のうち、免税対象農業者以外のものをいう。

５　この表において「種子麦」とは、種子の用に供することを目的とする麦の耕作を行う耕地に係る麦をいう。 ５　この表において「種子麦」とは、種子の用に供することを目的とする麦の耕作を行う耕地に係る麦をいう。
６　この表において「ビール麦」とは、ビールの用に供することを目的とする麦の耕作を行う耕地に係る麦をいう。 ６　この表において「ビール麦」とは、ビールの用に供することを目的とする麦の耕作を行う耕地に係る麦をいう。

１５ １１ ８ １５ １１ ８

１４４ １２４ １０３ ８２ ６２ ４１８２ ６２ ４１ ２０６ １８５ １６５２０６ １８５ １６５ １４４ １２４ １０３

９６ ８２ ６９ ５５ ４１ ２７５５ ４１ ２７ １３７ １２３ １１０１３７ １２３ １１０ ９６ ８２ ６９

９７ ８３ ６９ ５５ ４１ ２８５５ ４１ ２８ １３８ １２４ １１０

３３ １５ １１ ８

１３８ １２４ １１０ ９７ ８３ ６９

８ １２５ １０７ ８８ ７０ ５２１０９ １０７ ８８ ７０ ５２ ３３ １５ １１

１１５ １１３ ９３ ７４ ５４ ３５ １５ １１ ８ １３２ １１３ ９３ ７４ ５４ ３５ １５ １１ ８

１５ １１ ８１５ １１ ８

１６６ １４２ １１９ ９５ ７１ ４７９５ ７１ ４７ ２３７ ２１３ １９０２３７ ２１３ １９０ １６６ １４２ １１９

６８ ５０ ３３ １５ １１ ８１５ １１ ８ １２０ １０３ ８５１０４ １０３ ８５ ６８ ５０ ３３

１１０ １０８ ９０ ７１ ５２ ３４ １５ １１ ８ １２７ １０８ ９０ ７１ ５２ ３４ １５ １１ ８

１５ １１ ８ １５ １１ ８

１４４ １２４ １０３ ８２ ６２ ４１８２ ６２ ４１ ２０６ １８５ １６５２０６ １８５ １６５ １４４ １２４ １０３

８

９６ ８２ ６９ ５５ ４１ ２７５５ ４１ ２７ １３７ １２３ １１０１３７ １２３ １１０ ９６ ８２ ６９

５１ ３９ ２７ １５ １１ ８２７ １５ １１ ８７ ７５ ６３１０４ ８７ ７５ ６３ ５１ ３９

５４ ４１ ２８ １５ １１ ８

７９ ５８ ３７ １６ １２ ８３７ １６ １２ １４１ １２０ ９９１４２ １４１ １２０ ９９ ７９ ５８

１６ １２ ８ １６ １２ ８

１５１ １２９ １０８ ８６ ６５ ４３８６ ６５ ４３ ２１５ １９４ １７２２１５ １９４ １７２ １５１ １２９ １０８

８

１４６ １４５ １２４ １０２ ８１ ５９ ３８ １６ １２ １４５ １２４ １０２

１６ １２ ８ １６ １２ ８

１５１ １２９ １０８ ８６ ６５ ４３１０８ ８６ ６５ ２１５ １９４ １７２２１６ ２１５ １９４ １７２ １５１ １２９

１　この表において「区分」とは、農業保険法（昭和22年法律第185号）第136条第１項の農林水産大臣が定める区分
　をいう。

１　この表において「区分」とは、農業保険法（昭和22年法律第185号）第136条第１項の農林水産大臣が定める区
分

２　この表において「対象麦」とは、対象農業者（農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律（平成18
年法律第88号）第５条第１項の規定に基づき同法第３条第１項第２号の交付金の交付の申請をする者であって、法第２条第４項
各号に掲げる要件に該当するものをいう。以下同じ。）が耕作の業務を営む耕地に係る麦をいう。

２　この表において「対象麦」とは、対象農業者（農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する
法律（平成18年法律第88号）第５条第１項の規定に基づき同法第３条第１項第２号の交付金の交付の申請をする者
であって、法第２条第４項各号に掲げる要件に該当するものをいう。以下同じ。）が耕作の業務を営む耕地に係る
麦をいう。

４　この表において「免税対象農業者」とは、対象農業者のうち、法第３条第５項の規定に基づき農林水産大臣が定める数量単
価について、免税事業者に対するものの適用を受け法第３条第１項第２号の交付金が交付されるものをいう。

４　この表において「免税対象農業者」とは、対象農業者のうち、法第３条第５項の規定に基づき農林水産大臣が
定める数量単価について、免税事業者に対するものの適用を受け法第３条第１項第２号の交付金が交付されるもの
をいう。

１１０ １０８ ９０ ７１ ５２ ３４ １５ １１ ８ １２７ １０８ ９０ ７１ ５２ ３４ １５ １１ ８

６８ ５０ ３３ １５ １１ ８１５ １１ ８ １２０ １０３ ８５１０４ １０３ ８５ ６８ ５０ ３３

８１ ５９ ３８ １６ １２ ８

８

４０

８

８

７６ ５６ ３６ １６ １２ ８３６ １６ １２ １３６ １１６ ９６１３７ １３６ １１６ ９６ ７６ ５６

１５ １１ ８ １５ １１ ８

１３９ １１９ ９９ ７９ ５９ ４０９９ ７９ ５９ １９８ １７８ １５８２００ １９８ １７８ １５８ １３９ １１９

１１２ ９３ ８０ ６７ ５４ ４１ ２８ １５ １１ ９３ ８０ ６７

１５２ １５０ １２８ １０５ ８３ ６１ ３８ １６ １２ １５０ １２８ １０５ ８３ ６１ ３８ １６ １２ ８８

４３



# #
1 キログラム当たり共済金額の範囲 1 キログラム当たり共済金額の範囲

１類 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦 １類 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦
うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦

うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦 種子麦
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦及び種子麦以外の麦 対象麦及び種子麦以外の麦
円 円 円 円 円 円

２類 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦 ２類 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦
うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦

うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦 種子麦
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦及び種子麦以外の麦 対象麦及び種子麦以外の麦
円 円 円 円 円 円

３類 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦（秋まき） ３類 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦（秋まき）
４類 うち課税対象農業者に係るもの ４類 うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦（秋まき） パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦（秋まき）

うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦（秋まき） 種子麦（秋まき）
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦及び種子麦以外の麦（秋まき） 対象麦及び種子麦以外の麦（秋まき）
円 円 円 円 円 円

パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦（春まき） パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦（春まき）
うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦（春まき） パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦（春まき）

うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦（春まき） 種子麦（春まき）
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦及び種子麦以外の麦（春まき） 対象麦及び種子麦以外の麦（春まき）
円 円 円 円 円 円

５類 対象麦 ５類 対象麦
うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
ビール麦 ビール麦

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
種子麦 種子麦

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦 対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦

円 円 円 円 円 円

地域 岡山県 地域 岡山県
区分 区分

３９７９ ５９ ３９ １９７ １７７ １５８１９６ １７７ １５８ １３８ １１８ ９９

６３ ４８ ３３ １８ １４ ９１８ １４ ９ １０８ ９３ ７８１０１ ９３ ７８ ６３ ４８ ３３

１１０ ９９ ８３ ６７ ５０ ３４ １８ １４ ９ １１５ ９９ ８３ ６７ ５０ ３４ １８ １４ ９

６７ ５０

５４１０７ ８０ ５４ ２６８ ２４１ ２１４２６８ ２４１ ２１４ １８８ １６１ １３４

９９ ８５ ７２ ５８ ４４ ２９５８ ４４ ２９ １３９ １２６ １１２１３１ １２６ １１２ ９９ ８５ ７２

７３ ５８ ４４ ２９

１４８ １３１ １０８ ８６ ６３ ４１ １８ １４ ９ １５３

１４０ １３１ １１６ １０２ ８７ ７３ ５８ ４４ ２９ １４５ １３１ １１６ １０２ ８７

１３１ １０８

３９７９ ５９ ３９ １９７ １７７ １５８１９６ １７７ １５８ １３８ １１８ ９９

６３ ４８ ３３ １８ １４ ９１８ １４ ９ １０８ ９３ ７８１０１ ９３ ７８ ６３ ４８ ３３

９９ ８５ ７２ ５８ ４４ ２９５８ ４４ ２９ １３９ １２６ １１２１３１ １２６ １１２ ９９ ８５ ７２

１２３ １０１

１１０ ９９ ８３ ６７ ５０ ３４ １８ １４ ９ １１５ ９９ ８３

１０１ ８０

９７ ８３ ６９ ５５ ４１ ２８５５ ４１ ２８ １３８ １２４ １１０１３７ １２４ １１０ ９７ ８３ ６９

８５ ６６ ４６ ２７ ２０ １４２７ ２０ １４ １４３ １２４ １０４１２６ １２４ １０４ ８５ ６６ ４６

７３ ５８ ４４ ２９

１３２ １３０ １０９ ８９ ６８ ４８

１３１ １１６ １０２ ８７ ７３ ５８ ４４ ２９ １４５ １３１ １１６ １０２ ８７

２７

２７ ２０ １４２７ ２０ １４

１４５ １２４ １０４ ８３ ６２ ４１８３ ６２ ４１ ２０７ １８６ １６６２０６ １８６ １６６ １４５ １２４ １０４

１４８ １３１ １０８ ８６ ６３ ４１ １８ １４ ９ １５３ １３１ １０８ ８６ ６３ ４１ １８ １４ ９

８２ ６１ ３９ １８ １４ ９１８ １４ ９ １４６ １２５ １０３１３９ １２５ １０３ ８２ ６１ ３９

１９０ １７２ １４９ １２７ １０４ ８１ ５８ ４４ ２９ １９５ １７２ １４９ １２７ １０４ ８１ ５８ ４４ ２９

１８ １４ ９１８ １４ ９

１３８ １１８ ９９ ７９ ５９

１２３ １０１ ８０ ５８ ４４ ２９５８ ４４ ２９ １８８ １６６ １４５１８１ １６６ １４５ １２３ １０１ ８０

８６ ６３ ４１ １８ １４ ９

５８ ４４ ２９５８ ４４ ２９

１８８ １６１ １３４ １０７ ８０

８２ ６１ ３９ １８ １４ ９１８ １４ ９ １４６ １２５ １０３１３９ １２５ １０３ ８２ ６１ ３９

３４ １８ １４ ９

１９０ １７２ １４９ １２７ １０４ ８１ ５８ ４４ ２９ １９５ １７２ １４９ １２７ １０４ ８１ ５８ ４４ ２９

１８ １４ ９１８ １４ ９

１３８ １１８ ９９ ７９ ５９

８０ ５８ ４４ ２９５８ ４４ ２９ １８８ １６６ １４５１８１ １６６ １４５ １２３

２０ １４ １５０ １３０ １０９ ８９ ６８ ４８ ２７ ２０ １４

５８ ４４ ２９５８ ４４ ２９

１８８ １６１ １３４ １０７ ８０ ５４１０７ ８０ ５４ ２６８ ２４１ ２１４２６８ ２４１ ２１４ １８８ １６１ １３４

１４０



６類 対象麦 ６類 対象麦
うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
ビール麦 ビール麦

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
種子麦 種子麦

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦 対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦

円 円 円 円 円 円
７類 対象麦（秋まき） ７類 対象麦（秋まき）
８類 うち課税対象農業者に係るもの ８類 うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
ビール麦（秋まき） ビール麦（秋まき）

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
種子麦（秋まき） 種子麦（秋まき）

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦（秋まき） 対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦（秋まき）

円 円 円 円 円 円
対象麦（春まき） 対象麦（春まき）

うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

ビール麦（春まき） ビール麦（春まき）
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦（春まき） 種子麦（春まき）
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦（春まき） 対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦（春まき）
円 円 円 円 円 円

９類 対象麦 ９類 対象麦
10類 うち課税対象農業者に係るもの 10類 うち課税対象農業者に係るもの
11類 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 11類 円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦 種子麦
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦及び種子麦以外の麦 対象麦及び種子麦以外の麦
円 円 円 円 円 円

12類 対象麦 12類 対象麦
13類 うち課税対象農業者に係るもの 13類 うち課税対象農業者に係るもの
14類 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 14類 円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦 種子麦
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦及び種子麦以外の麦 対象麦及び種子麦以外の麦
円 円 円 円 円 円

16類 対象麦（裸麦） 16類 対象麦（裸麦）
うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
種子麦（裸麦） 種子麦（裸麦）

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
対象麦及び種子麦以外の麦（裸麦） 対象麦及び種子麦以外の麦（裸麦）

円 円 円 円 円 円

備考： 備考：

３　この表において「課税対象農業者」とは、対象農業者のうち、免税対象農業者以外のものをいう。 ３　この表において「課税対象農業者」とは、対象農業者のうち、免税対象農業者以外のものをいう。

５　この表において「種子麦」とは、種子の用に供することを目的とする麦の耕作を行う耕地に係る麦をいう。 ５　この表において「種子麦」とは、種子の用に供することを目的とする麦の耕作を行う耕地に係る麦をいう。
６　この表において「ビール麦」とは、ビールの用に供することを目的とする麦の耕作を行う耕地に係る麦をいう。 ６　この表において「ビール麦」とは、ビールの用に供することを目的とする麦の耕作を行う耕地に係る麦をいう。

９６ ８２ ６９ ５５ ４１ ２７５５ ４１ ２７ １３７ １２３ １１０１３７ １２３ １１０ ９６ ８２ ６９

６８ ５０ ３３ １５ １１ ８１５ １１ ８ １２０ １０３ ８５１０４ １０３ ８５ ６８ ５０ ３３

１１０ １０８ ９０ ７１ ５２ ３４ １５ １１ ８ １２７ １０８ ９０ ７１ ５２ ３４ １５ １１ ８

１２６ １２４ １０４ ８５ ６６ ４６ ２７ ２０

１５ １１ ８ １５ １１ ８

１４４ １２４ １０３ ８２ ６２ ４１８２ ６２ ４１ ２０６ １８５ １６５２０６ １８５ １６５ １４４ １２４ １０３

４６ ２７ ２０ １４１４ １４３ １２４ １０４ ８５ ６６

１３２ １３０ １０９ ８９ ６８ ４８ ２７ ２０ １４ １５０ １３０ １０９ ８９ ６８ ４８ ２７ ２０ １４

１１０ １０８ ９０ ７１ ５２ ３４ １５ １１ ８ １２７ １０８ ９０ ７１ ５２

１４５ １２４ １０４ ８３ ６２ ４１８３ ６２ ４１ ２０７ １８６ １６６２０６ １８６ １６６ １４５ １２４ １０４

９７ ８３ ６９ ５５ ４１ ２８５５ ４１ ２８ １３８ １２４ １１０

６８ ５０ ３３ １５ １１ ８１５ １１ ８ １２０ １０３ ８５１０４ １０３ ８５ ６８ ５０ ３３

２７ ２０ １４２７ ２０ １４

１３７ １２４ １１０ ９７ ８３ ６９

１５ １１ ８ １５ １１ ８

１３９ １１９ ９９ ７９ ５９ ４０９９ ７９ ５９ １９８ １７８ １５８２００ １９８ １７８ １５８ １３９ １１９

５１ ３９ ２７ １５ １１ ８２７ １５ １１ ８７ ７５ ６３１０４ ８７ ７５ ６３ ５１ ３９

３４ １５ １１ ８

１１２ ９３ ８０ ６７ ５４ ４１ ２８ １５ １１ ９３ ８０ ６７

１６ １２ ８ １６ １２ ８

１５３ １３１ １１０ ８８ ６６ ４４１１０ ８８ ６６ ２１９ １９７ １７５２２０ ２１９ １９７ １７５ １５３ １３１

９０ ６５ ４１ １６ １２ ８４１ １６ １２ １６３ １３９ １１４１６５ １６３ １３９ １１４ ９０ ６５

１７４ １７２ １４６ １２０ ９４ ６８ ４２ １６ １２ １７２ １４６ １２０ ９４ ６８ ４２ １６ １２ ８

１５１ １２９ １０８ ８６ ６５ ４３１０８ ８６ ６５ ２１５ １９４ １７２２１６ ２１５ １９４ １７２ １５１ １２９

７９ ５８ ３７ １６ １２ ８３７ １６ １２ １４１ １２０ ９９１４２ １４１ １２０ ９９ ７９ ５８

１５２ １５０ １２８ １０５ ８３ ６１ ３８ １６ １２ １５０ １２８ １０５ ８３ ６１ ３８ １６ １２ ８

１６ １２ ８ １６ １２ ８

１　この表において「区分」とは、農業保険法（昭和22年法律第185号）第136条第１項の農林水産大臣が定める区分
　をいう。

１　この表において「区分」とは、農業保険法（昭和22年法律第185号）第136条第１項の農林水産大臣が定める区
分

２　この表において「対象麦」とは、対象農業者（農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律（平成18
年法律第88号）第５条第１項の規定に基づき同法第３条第１項第２号の交付金の交付の申請をする者であって、法第２条第４項
各号に掲げる要件に該当するものをいう。以下同じ。）が耕作の業務を営む耕地に係る麦をいう。

２　この表において「対象麦」とは、対象農業者（農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する
法律（平成18年法律第88号）第５条第１項の規定に基づき同法第３条第１項第２号の交付金の交付の申請をする者
であって、法第２条第４項各号に掲げる要件に該当するものをいう。以下同じ。）が耕作の業務を営む耕地に係る
麦をいう。

４　この表において「免税対象農業者」とは、対象農業者のうち、法第３条第５項の規定に基づき農林水産大臣が定める数量単
価について、免税事業者に対するものの適用を受け法第３条第１項第２号の交付金が交付されるものをいう。

４　この表において「免税対象農業者」とは、対象農業者のうち、法第３条第５項の規定に基づき農林水産大臣が
定める数量単価について、免税事業者に対するものの適用を受け法第３条第１項第２号の交付金が交付されるもの
をいう。

５４ ４１ ２８ １５ １１ ８

１５ １１ ８ １５ １１ ８

１４４ １２４ １０３ ８２ ６２ ４１８２ ６２ ４１ ２０６ １８５ １６５２０６ １８５ １６５ １４４ １２４ １０３

９６ ８２ ６９ ５５ ４１ ２７５５ ４１ ２７ １３７ １２３ １１０１３７ １２３ １１０ ９６ ８２ ６９

８

８

４０

８

８

４４

８

８

４３



# #
1 キログラム当たり共済金額の範囲 1 キログラム当たり共済金額の範囲

１類 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦 １類 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦
うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦

うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦 種子麦
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦及び種子麦以外の麦 対象麦及び種子麦以外の麦
円 円 円 円 円 円

２類 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦 ２類 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦
うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦

うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦 種子麦
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦及び種子麦以外の麦 対象麦及び種子麦以外の麦
円 円 円 円 円 円

３類 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦（秋まき） ３類 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦（秋まき）
４類 うち課税対象農業者に係るもの ４類 うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦（秋まき） パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦（秋まき）

うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦（秋まき） 種子麦（秋まき）
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦及び種子麦以外の麦（秋まき） 対象麦及び種子麦以外の麦（秋まき）
円 円 円 円 円 円

パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦（春まき） パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦（春まき）
うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦（春まき） パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦（春まき）

うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦（春まき） 種子麦（春まき）
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦及び種子麦以外の麦（春まき） 対象麦及び種子麦以外の麦（春まき）
円 円 円 円 円 円

５類 対象麦 ５類 対象麦
うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
ビール麦 ビール麦

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
種子麦 種子麦

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦 対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦

円 円 円 円 円 円

７５ ５６ ３７ １８ １４ ９１８ １４ ９ １３２ １１３ ９４１２５ １１３ ９４ ７５ ５６ ３７

地域 広島県 地域 広島県
区分 区分

１３２ １１３ ９５ ７６ ５７ ３８７６ ５７ ３８ １８９ １７０ １５１１８８ １７０ １５１ １３２ １１３ ９５

５６ ４３ ３１ １８ １４ ９１８ １４ ９ ９４ ８１ ６９８６ ８１ ６９ ５６ ４３ ３１

１２３ １０１ ８０ ５８ ４４ ２９５８ ４４ ２９ １８８ １６６ １４５１８１ １６６ １４５ １２３ １０１ ８０

１８ １４ ９１８ １４ ９

１８８ １６１ １３４ １０７ ８０ ５４１０７ ８０ ５４ ２６８ ２４１ ２１４２６８ ２４１ ２１４ １８８ １６１ １３４

９９ ８５ ７２ ５８ ４４ ２９５８ ４４ ２９ １３９ １２６ １１２１３１ １２６ １１２ ９９ ８５ ７２

７５ ５６ ３７ １８ １４ ９１８ １４ ９ １３２ １１３ ９４１２５ １１３ ９４ ７５ ５６ ３７

５８ ４４ ２９５８ ４４ ２９

１３２ １１３ ９５ ７６ ５７ ３８７６ ５７ ３８ １８９ １７０ １５１１８８ １７０ １５１ １３２ １１３ ９５

５６ ４３ ３１ １８ １４ ９１８ １４ ９ ９４ ８１ ６９８６ ８１ ６９ ５６ ４３ ３１

１２３ １０１ ８０ ５８ ４４ ２９５８ ４４ ２９ １８８ １６６ １４５１８１ １６６ １４５ １２３ １０１ ８０

１８ １４ ９１８ １４ ９

１８８ １６１ １３４ １０７ ８０ ５４１０７ ８０ ５４ ２６８ ２４１ ２１４２６８ ２４１ ２１４ １８８ １６１ １３４

９９ ８５ ７２ ５８ ４４ ２９５８ ４４ ２９ １３９ １２６ １１２１３１ １２６ １１２ ９９ ８５ ７２

６３ ４７ ３１ １５ １１ ８１１ ８ １１０ ９４ ７８９３ ７８ ６３ ４７ ３１ １５

５８ ４４ ２９５８ ４４ ２９

１５ １１ ８１５ １１ ８

１３６ １１６ ９７ ７８ ５８ ３９７８ ５８ ３９ １９４ １７５ １５５１９２ １７５ １５５ １３６ １１６ ９７

８０ ６８ ５７ ４６ ３４ ２３４６ ３４ ２３ １１４ １０３ ９１１１０ １０３ ９１ ８０ ６８ ５７

１３３ １１９ ９９ ７９ ５８ ３８ １８ １４ ９ １３９ １１９ ９９ ７９ ５８ ３８ １８ １４ ９

９５ ８７ ７３ ６０ ４６ ３２ １８ １４ ９ １０１ ８７ ７３ ６０ ４６ ３２ １８ １４ ９

１９０ １７２ １４９ １２７ １０４ ８１ ５８ ４４ ２９ １９５ １７２ １４９ １２７ １０４ ８１ ５８ ４４ ２９

１４０ １３１ １１６ １０２ ８７ ７３ ５８ ４４ ２９ １４５ １３１ １１６ １０２ ８７ ７３ ５８ ４４ ２９

１３３ １１９ ９９ ７９ ５８ ３８ １８ １４ ９ １３９ １１９ ９９ ７９ ５８ ３８ １８ １４ ９

９５ ８７ ７３ ６０ ４６ ３２ １８ １４ ９ １０１ ８７ ７３ ６０ ４６ ３２ １８ １４ ９

１９０ １７２ １４９ １２７ １０４ ８１ ５８ ４４ ２９ １９５ １７２ １４９ １２７ １０４ ８１ ５８ ４４ ２９

１４０ １３１ １１６ １０２ ８７ ７３ ５８ ４４ ２９ １４５ １３１ １１６ １０２ ８７ ７３ ５８ ４４ ２９

９９ ８３ ６６ ４９ ３２ １５ １１ ８ １１７ １００ ８３ ６６ ４９ ３２ １５ １１ ８



６類 対象麦 ６類 対象麦
うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
ビール麦 ビール麦

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
種子麦 種子麦

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦 対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦

円 円 円 円 円 円
７類 対象麦（秋まき） ７類 対象麦（秋まき）
８類 うち課税対象農業者に係るもの ８類 うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
ビール麦（秋まき） ビール麦（秋まき）

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
種子麦（秋まき） 種子麦（秋まき）

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦（秋まき） 対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦（秋まき）

円 円 円 円 円 円
対象麦（春まき） 対象麦（春まき）

うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

ビール麦（春まき） ビール麦（春まき）
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦（春まき） 種子麦（春まき）
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦（春まき） 対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦（春まき）
円 円 円 円 円 円

９類 対象麦 ９類 対象麦
10類 うち課税対象農業者に係るもの 10類 うち課税対象農業者に係るもの
11類 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 11類 円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦 種子麦
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦及び種子麦以外の麦 対象麦及び種子麦以外の麦
円 円 円 円 円 円

12類 対象麦 12類 対象麦
13類 うち課税対象農業者に係るもの 13類 うち課税対象農業者に係るもの
14類 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 14類 円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦 種子麦
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦及び種子麦以外の麦 対象麦及び種子麦以外の麦
円 円 円 円 円 円

16類 対象麦（裸麦） 16類 対象麦（裸麦）
うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
種子麦（裸麦） 種子麦（裸麦）

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
対象麦及び種子麦以外の麦（裸麦） 対象麦及び種子麦以外の麦（裸麦）

円 円 円 円 円 円

備考： 備考：

３　この表において「課税対象農業者」とは、対象農業者のうち、免税対象農業者以外のものをいう。 ３　この表において「課税対象農業者」とは、対象農業者のうち、免税対象農業者以外のものをいう。

５　この表において「種子麦」とは、種子の用に供することを目的とする麦の耕作を行う耕地に係る麦をいう。 ５　この表において「種子麦」とは、種子の用に供することを目的とする麦の耕作を行う耕地に係る麦をいう。
６　この表において「ビール麦」とは、ビールの用に供することを目的とする麦の耕作を行う耕地に係る麦をいう。 ６　この表において「ビール麦」とは、ビールの用に供することを目的とする麦の耕作を行う耕地に係る麦をいう。

１５ １１ ８ １５ １１ ８

１４４ １２４ １０３ ８２ ６２ ４１８２ ６２ ４１ ２０６ １８５ １６５２０６ １８５ １６５ １４４ １２４ １０３

９６ ８２ ６９ ５５ ４１ ２７５５ ４１ ２７ １３７ １２３ １１０１３７ １２３ １１０ ９６ ８２ ６９

８０ ６８ ５７ ４６ ３４ ２３４６ ３４ ２３ １１４ １０３ ９１

３１ １５ １１ ８

１１０ １０３ ９１ ８０ ６８ ５７

１１０ ９４ ７８ ６３ ４７９３ ７８ ６３ ４７ ３１ １５ １１ ８

９９ ８３ ６６ ４９ ３２ １５ １１ ８ １１７ １００ ８３ ６６ ４９ ３２ １５ １１ ８

１５ １１ ８１５ １１ ８

１３６ １１６ ９７ ７８ ５８ ３９７８ ５８ ３９ １９４ １７５ １５５１９２ １７５ １５５ １３６ １１６ ９７

６８ ５０ ３３ １５ １１ ８１５ １１ ８ １２０ １０３ ８５１０４ １０３ ８５ ６８ ５０ ３３

１１０ １０８ ９０ ７１ ５２ ３４ １５ １１ ８ １２７ １０８ ９０ ７１ ５２ ３４ １５ １１ ８

１５ １１ ８ １５ １１ ８

１４４ １２４ １０３ ８２ ６２ ４１８２ ６２ ４１ ２０６ １８５ １６５２０６ １８５ １６５ １４４ １２４ １０３

８

９６ ８２ ６９ ５５ ４１ ２７５５ ４１ ２７ １３７ １２３ １１０１３７ １２３ １１０ ９６ ８２ ６９

５７ ４３ ２９ １５ １１ ８２９ １５ １１ ９８ ８４ ７０１１５ ９８ ８４ ７０ ５７ ４３

６０ ４５ ３０ １５ １１ ８

７９ ５８ ３７ １６ １２ ８３７ １６ １２ １４１ １２０ ９９１４２ １４１ １２０ ９９ ７９ ５８

１６ １２ ８ １６ １２ ８

１５３ １３１ １０９ ８７ ６５ ４４８７ ６５ ４４ ２１８ １９６ １７４２１８ １９６ １７４ １５３ １３１ １０９

８

１６４ １６３ １３９ １１４ ９０ ６５ ４１ １６ １２ １６３ １３９ １１４

１６ １２ ８ １６ １２ ８

１５１ １２９ １０８ ８６ ６５ ４３１０８ ８６ ６５ ２１５ １９４ １７２２１６ ２１５ １９４ １７２ １５１ １２９

１　この表において「区分」とは、農業保険法（昭和22年法律第185号）第136条第１項の農林水産大臣が定める区分
　をいう。

１　この表において「区分」とは、農業保険法（昭和22年法律第185号）第136条第１項の農林水産大臣が定める区
分

２　この表において「対象麦」とは、対象農業者（農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律（平成18
年法律第88号）第５条第１項の規定に基づき同法第３条第１項第２号の交付金の交付の申請をする者であって、法第２条第４項
各号に掲げる要件に該当するものをいう。以下同じ。）が耕作の業務を営む耕地に係る麦をいう。

２　この表において「対象麦」とは、対象農業者（農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する
法律（平成18年法律第88号）第５条第１項の規定に基づき同法第３条第１項第２号の交付金の交付の申請をする者
であって、法第２条第４項各号に掲げる要件に該当するものをいう。以下同じ。）が耕作の業務を営む耕地に係る
麦をいう。

４　この表において「免税対象農業者」とは、対象農業者のうち、法第３条第５項の規定に基づき農林水産大臣が定める数量単
価について、免税事業者に対するものの適用を受け法第３条第１項第２号の交付金が交付されるものをいう。

４　この表において「免税対象農業者」とは、対象農業者のうち、法第３条第５項の規定に基づき農林水産大臣が
定める数量単価について、免税事業者に対するものの適用を受け法第３条第１項第２号の交付金が交付されるもの
をいう。

１１０ １０８ ９０ ７１ ５２ ３４ １５ １１ ８ １２７ １０８ ９０ ７１ ５２ ３４ １５ １１ ８

６８ ５０ ３３ １５ １１ ８１５ １１ ８ １２０ １０３ ８５１０４ １０３ ８５ ６８ ５０ ３３

９０ ６５ ４１ １６ １２ ８

８

８

８

８５ ６２ ３９ １６ １２ ８３９ １６ １２ １５４ １３１ １０８１５５ １５４ １３１ １０８ ８５ ６２

１５ １１ ８ １５ １１ ８

１５０ １２８ １０７ ８６ ６４ ４３８６ ６４ ４３ ２１４ １９３ １７１２１４ １９３ １７１ １５０ １２８ １０７

１２３ １０４ ８９ ７４ ６０ ４５ ３０ １５ １１ １０４ ８９ ７４

１５２ １５０ １２８ １０５ ８３ ６１ ３８ １６ １２ １５０ １２８ １０５ ８３ ６１ ３８ １６ １２ ８８

４３



# #
1 キログラム当たり共済金額の範囲 1 キログラム当たり共済金額の範囲

１類 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦 １類 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦
うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦

うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦 種子麦
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦及び種子麦以外の麦 対象麦及び種子麦以外の麦
円 円 円 円 円 円

２類 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦 ２類 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦
うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦

うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦 種子麦
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦及び種子麦以外の麦 対象麦及び種子麦以外の麦
円 円 円 円 円 円

３類 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦（秋まき） ３類 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦（秋まき）
４類 うち課税対象農業者に係るもの ４類 うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦（秋まき） パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦（秋まき）

うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦（秋まき） 種子麦（秋まき）
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦及び種子麦以外の麦（秋まき） 対象麦及び種子麦以外の麦（秋まき）
円 円 円 円 円 円

パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦（春まき） パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦（春まき）
うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦（春まき） パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦（春まき）

うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦（春まき） 種子麦（春まき）
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦及び種子麦以外の麦（春まき） 対象麦及び種子麦以外の麦（春まき）
円 円 円 円 円 円

５類 対象麦 ５類 対象麦
うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
ビール麦 ビール麦

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
種子麦 種子麦

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦 対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦

円 円 円 円 円 円

地域 山口県 地域 山口県
区分 区分

５１１０１ ７６ ５１ ２５３ ２２８ ２０２２５３ ２２８ ２０２ １７７ １５２ １２７

６３ ４８ ３３ １８ １４ ９１８ １４ ９ １０７ ９２ ７７９９ ９２ ７７ ６３ ４８ ３３

１０８ ９７ ８１ ６６ ５０ ３４ １８ １４ ９ １１３ ９７ ８１ ６６ ５０ ３４ １８ １４ ９

６６ ５０

５４１０７ ８０ ５４ ２６８ ２４１ ２１４２６８ ２４１ ２１４ １８８ １６１ １３４

９９ ８５ ７２ ５８ ４４ ２９５８ ４４ ２９ １３９ １２６ １１２１３１ １２６ １１２ ９９ ８５ ７２

７３ ５８ ４４ ２９

１４７ １３０ １０７ ８５ ６３ ４０ １８ １４ ９ １５２

１４０ １３１ １１６ １０２ ８７ ７３ ５８ ４４ ２９ １４５ １３１ １１６ １０２ ８７

１３０ １０７

５１１０１ ７６ ５１ ２５３ ２２８ ２０２２５３ ２２８ ２０２ １７７ １５２ １２７

６３ ４８ ３３ １８ １４ ９１８ １４ ９ １０７ ９２ ７７９９ ９２ ７７ ６３ ４８ ３３

９９ ８５ ７２ ５８ ４４ ２９５８ ４４ ２９ １３９ １２６ １１２１３１ １２６ １１２ ９９ ８５ ７２

１２３ １０１

１０８ ９７ ８１ ６６ ５０ ３４ １８ １４ ９ １１３ ９７ ８１

１０１ ８０

９７ ８３ ６９ ５５ ４１ ２８５５ ４１ ２８ １３８ １２４ １１０１３７ １２４ １１０ ９７ ８３ ６９

７２ ５３ ３４ １５ １１ ８１５ １１ ８ １２８ １０９ ９０１１２ １０９ ９０ ７２ ５３ ３４

７３ ５８ ４４ ２９

１１７ １１５ ９５ ７５ ５５ ３５

１３１ １１６ １０２ ８７ ７３ ５８ ４４ ２９ １４５ １３１ １１６ １０２ ８７

１５

１５ １１ ８１５ １１ ８

１５７ １３４ １１２ ９０ ６７ ４５９０ ６７ ４５ ２２４ ２０２ １７９２２３ ２０２ １７９ １５７ １３４ １１２

１４７ １３０ １０７ ８５ ６３ ４０ １８ １４ ９ １５２ １３０ １０７ ８５ ６３ ４０ １８ １４ ９

８２ ６０ ３９ １８ １４ ９１８ １４ ９ １４５ １２４ １０３１３８ １２４ １０３ ８２ ６０ ３９

１９０ １７２ １４９ １２７ １０４ ８１ ５８ ４４ ２９ １９５ １７２ １４９ １２７ １０４ ８１ ５８ ４４ ２９

１８ １４ ９１８ １４ ９

１７７ １５２ １２７ １０１ ７６

１２３ １０１ ８０ ５８ ４４ ２９５８ ４４ ２９ １８８ １６６ １４５１８１ １６６ １４５ １２３ １０１ ８０

８５ ６３ ４０ １８ １４ ９

５８ ４４ ２９５８ ４４ ２９

１８８ １６１ １３４ １０７ ８０

８２ ６０ ３９ １８ １４ ９１８ １４ ９ １４５ １２４ １０３１３８ １２４ １０３ ８２ ６０ ３９

３４ １８ １４ ９

１９０ １７２ １４９ １２７ １０４ ８１ ５８ ４４ ２９ １９５ １７２ １４９ １２７ １０４ ８１ ５８ ４４ ２９

１８ １４ ９１８ １４ ９

１７７ １５２ １２７ １０１ ７６

８０ ５８ ４４ ２９５８ ４４ ２９ １８８ １６６ １４５１８１ １６６ １４５ １２３

１１ ８ １３５ １１５ ９５ ７５ ５５ ３５ １５ １１ ８

５８ ４４ ２９５８ ４４ ２９

１８８ １６１ １３４ １０７ ８０ ５４１０７ ８０ ５４ ２６８ ２４１ ２１４２６８ ２４１ ２１４ １８８ １６１ １３４

１４０



６類 対象麦 ６類 対象麦
うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
ビール麦 ビール麦

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
種子麦 種子麦

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦 対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦

円 円 円 円 円 円
７類 対象麦（秋まき） ７類 対象麦（秋まき）
８類 うち課税対象農業者に係るもの ８類 うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
ビール麦（秋まき） ビール麦（秋まき）

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
種子麦（秋まき） 種子麦（秋まき）

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦（秋まき） 対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦（秋まき）

円 円 円 円 円 円
対象麦（春まき） 対象麦（春まき）

うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

ビール麦（春まき） ビール麦（春まき）
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦（春まき） 種子麦（春まき）
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦（春まき） 対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦（春まき）
円 円 円 円 円 円

９類 対象麦 ９類 対象麦
10類 うち課税対象農業者に係るもの 10類 うち課税対象農業者に係るもの
11類 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 11類 円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦 種子麦
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦及び種子麦以外の麦 対象麦及び種子麦以外の麦
円 円 円 円 円 円

12類 対象麦 12類 対象麦
13類 うち課税対象農業者に係るもの 13類 うち課税対象農業者に係るもの
14類 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 14類 円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦 種子麦
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦及び種子麦以外の麦 対象麦及び種子麦以外の麦
円 円 円 円 円 円

16類 対象麦（裸麦） 16類 対象麦（裸麦）
うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
種子麦（裸麦） 種子麦（裸麦）

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
対象麦及び種子麦以外の麦（裸麦） 対象麦及び種子麦以外の麦（裸麦）

円 円 円 円 円 円

備考： 備考：

３　この表において「課税対象農業者」とは、対象農業者のうち、免税対象農業者以外のものをいう。 ３　この表において「課税対象農業者」とは、対象農業者のうち、免税対象農業者以外のものをいう。

５　この表において「種子麦」とは、種子の用に供することを目的とする麦の耕作を行う耕地に係る麦をいう。 ５　この表において「種子麦」とは、種子の用に供することを目的とする麦の耕作を行う耕地に係る麦をいう。
６　この表において「ビール麦」とは、ビールの用に供することを目的とする麦の耕作を行う耕地に係る麦をいう。 ６　この表において「ビール麦」とは、ビールの用に供することを目的とする麦の耕作を行う耕地に係る麦をいう。

９６ ８２ ６９ ５５ ４１ ２７５５ ４１ ２７ １３７ １２３ １１０１３７ １２３ １１０ ９６ ８２ ６９

６８ ５０ ３３ １５ １１ ８１５ １１ ８ １２０ １０３ ８５１０４ １０３ ８５ ６８ ５０ ３３

１１０ １０８ ９０ ７１ ５２ ３４ １５ １１ ８ １２７ １０８ ９０ ７１ ５２ ３４ １５ １１ ８

１１２ １０９ ９０ ７２ ５３ ３４ １５ １１

１５ １１ ８ １５ １１ ８

１４４ １２４ １０３ ８２ ６２ ４１８２ ６２ ４１ ２０６ １８５ １６５２０６ １８５ １６５ １４４ １２４ １０３

３４ １５ １１ ８８ １２８ １０９ ９０ ７２ ５３

１１７ １１５ ９５ ７５ ５５ ３５ １５ １１ ８ １３５ １１５ ９５ ７５ ５５ ３５ １５ １１ ８

１１０ １０８ ９０ ７１ ５２ ３４ １５ １１ ８ １２７ １０８ ９０ ７１ ５２

１５７ １３４ １１２ ９０ ６７ ４５９０ ６７ ４５ ２２４ ２０２ １７９２２３ ２０２ １７９ １５７ １３４ １１２

９７ ８３ ６９ ５５ ４１ ２８５５ ４１ ２８ １３８ １２４ １１０

６８ ５０ ３３ １５ １１ ８１５ １１ ８ １２０ １０３ ８５１０４ １０３ ８５ ６８ ５０ ３３

１５ １１ ８１５ １１ ８

１３７ １２４ １１０ ９７ ８３ ６９

１５ １１ ８ １５ １１ ８

１３９ １１９ ９９ ７９ ５９ ４０９９ ７９ ５９ １９８ １７８ １５８２００ １９８ １７８ １５８ １３９ １１９

５１ ３９ ２７ １５ １１ ８２７ １５ １１ ８７ ７５ ６３１０４ ８７ ７５ ６３ ５１ ３９

３４ １５ １１ ８

１１２ ９３ ８０ ６７ ５４ ４１ ２８ １５ １１ ９３ ８０ ６７

１６ １２ ８ １６ １２ ８

１６２ １３９ １１６ ９２ ６９ ４６９２ ６９ ４６ ２３１ ２０８ １８５２３１ ２０８ １８５ １６２ １３９ １１６

８１ ５９ ３８ １６ １２ ８３８ １６ １２ １４５ １２４ １０２１４７ １４５ １２４ １０２ ８１ ５９

１５６ １５４ １３１ １０８ ８５ ６２ ３９ １６ １２ １５４ １３１ １０８ ８５ ６２ ３９ １６ １２ ８

１５１ １２９ １０８ ８６ ６５ ４３１０８ ８６ ６５ ２１５ １９４ １７２２１６ ２１５ １９４ １７２ １５１ １２９

７９ ５８ ３７ １６ １２ ８３７ １６ １２ １４１ １２０ ９９１４２ １４１ １２０ ９９ ７９ ５８

１５２ １５０ １２８ １０５ ８３ ６１ ３８ １６ １２ １５０ １２８ １０５ ８３ ６１ ３８ １６ １２ ８

１６ １２ ８ １６ １２ ８

１　この表において「区分」とは、農業保険法（昭和22年法律第185号）第136条第１項の農林水産大臣が定める区分
　をいう。

１　この表において「区分」とは、農業保険法（昭和22年法律第185号）第136条第１項の農林水産大臣が定める区
分

２　この表において「対象麦」とは、対象農業者（農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律（平成18
年法律第88号）第５条第１項の規定に基づき同法第３条第１項第２号の交付金の交付の申請をする者であって、法第２条第４項
各号に掲げる要件に該当するものをいう。以下同じ。）が耕作の業務を営む耕地に係る麦をいう。

２　この表において「対象麦」とは、対象農業者（農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する
法律（平成18年法律第88号）第５条第１項の規定に基づき同法第３条第１項第２号の交付金の交付の申請をする者
であって、法第２条第４項各号に掲げる要件に該当するものをいう。以下同じ。）が耕作の業務を営む耕地に係る
麦をいう。

４　この表において「免税対象農業者」とは、対象農業者のうち、法第３条第５項の規定に基づき農林水産大臣が定める数量単
価について、免税事業者に対するものの適用を受け法第３条第１項第２号の交付金が交付されるものをいう。

４　この表において「免税対象農業者」とは、対象農業者のうち、法第３条第５項の規定に基づき農林水産大臣が
定める数量単価について、免税事業者に対するものの適用を受け法第３条第１項第２号の交付金が交付されるもの
をいう。

５４ ４１ ２８ １５ １１ ８

１５ １１ ８ １５ １１ ８

１４４ １２４ １０３ ８２ ６２ ４１８２ ６２ ４１ ２０６ １８５ １６５２０６ １８５ １６５ １４４ １２４ １０３

９６ ８２ ６９ ５５ ４１ ２７５５ ４１ ２７ １３７ １２３ １１０１３７ １２３ １１０ ９６ ８２ ６９

８

８

４０

８

８

８

８

４３



# #
1 キログラム当たり共済金額の範囲 1 キログラム当たり共済金額の範囲

１類 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦 １類 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦
うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦

うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦 種子麦
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦及び種子麦以外の麦 対象麦及び種子麦以外の麦
円 円 円 円 円 円

２類 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦 ２類 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦
うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦

うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦 種子麦
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦及び種子麦以外の麦 対象麦及び種子麦以外の麦
円 円 円 円 円 円

３類 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦（秋まき） ３類 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦（秋まき）
４類 うち課税対象農業者に係るもの ４類 うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦（秋まき） パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦（秋まき）

うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦（秋まき） 種子麦（秋まき）
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦及び種子麦以外の麦（秋まき） 対象麦及び種子麦以外の麦（秋まき）
円 円 円 円 円 円

パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦（春まき） パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦（春まき）
うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦（春まき） パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦（春まき）

うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦（春まき） 種子麦（春まき）
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦及び種子麦以外の麦（春まき） 対象麦及び種子麦以外の麦（春まき）
円 円 円 円 円 円

５類 対象麦 ５類 対象麦
うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
ビール麦 ビール麦

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
種子麦 種子麦

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦 対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦

円 円 円 円 円 円

７６ ５７ ３７ １８ １４ ９１８ １４ ９ １３４ １１５ ９５１２７ １１５ ９５ ７６ ５７ ３７

地域 徳島県 地域 徳島県
区分 区分

１１０ ９４ ７９ ６３ ４７ ３１６３ ４７ ３１ １５７ １４１ １２６１５５ １４１ １２６ １１０ ９４ ７９

５８ ４４ ３１ １８ １４ ９１８ １４ ９ ９７ ８４ ７１８９ ８４ ７１ ５８ ４４ ３１

１２３ １０１ ８０ ５８ ４４ ２９５８ ４４ ２９ １８８ １６６ １４５１８１ １６６ １４５ １２３ １０１ ８０

１８ １４ ９１８ １４ ９

１８８ １６１ １３４ １０７ ８０ ５４１０７ ８０ ５４ ２６８ ２４１ ２１４２６８ ２４１ ２１４ １８８ １６１ １３４

９９ ８５ ７２ ５８ ４４ ２９５８ ４４ ２９ １３９ １２６ １１２１３１ １２６ １１２ ９９ ８５ ７２

７６ ５７ ３７ １８ １４ ９１８ １４ ９ １３４ １１５ ９５１２７ １１５ ９５ ７６ ５７ ３７

５８ ４４ ２９５８ ４４ ２９

１１０ ９４ ７９ ６３ ４７ ３１６３ ４７ ３１ １５７ １４１ １２６１５５ １４１ １２６ １１０ ９４ ７９

５８ ４４ ３１ １８ １４ ９１８ １４ ９ ９７ ８４ ７１８９ ８４ ７１ ５８ ４４ ３１

１２３ １０１ ８０ ５８ ４４ ２９５８ ４４ ２９ １８８ １６６ １４５１８１ １６６ １４５ １２３ １０１ ８０

１８ １４ ９１８ １４ ９

１８８ １６１ １３４ １０７ ８０ ５４１０７ ８０ ５４ ２６８ ２４１ ２１４２６８ ２４１ ２１４ １８８ １６１ １３４

９９ ８５ ７２ ５８ ４４ ２９５８ ４４ ２９ １３９ １２６ １１２１３１ １２６ １１２ ９９ ８５ ７２

７０ ５２ ３３ １５ １１ ８１５ １１ ８ １２５ １０７ ８８１０８ １０７ ８８ ７０ ５２ ３３

５８ ４４ ２９５８ ４４ ２９

１５ １１ ８１５ １１ ８

１３７ １１８ ９８ ７８ ５９ ３９７８ ５９ ３９ １９６ １７６ １５７１９４ １７６ １５７ １３７ １１８ ９８

８３ ７１ ５９ ４７ ３５ ２４４７ ３５ ２４ １１８ １０６ ９４１１４ １０６ ９４ ８３ ７１ ５９

１３６ １２１ １００ ８０ ５９ ３９ １８ １４ ９ １４１ １２１ １００ ８０ ５９ ３９ １８ １４ ９

９８ ８９ ７５ ６１ ４６ ３２ １８ １４ ９ １０３ ８９ ７５ ６１ ４６ ３２ １８ １４ ９

１９０ １７２ １４９ １２７ １０４ ８１ ５８ ４４ ２９ １９５ １７２ １４９ １２７ １０４ ８１ ５８ ４４ ２９

１４０ １３１ １１６ １０２ ８７ ７３ ５８ ４４ ２９ １４５ １３１ １１６ １０２ ８７ ７３ ５８ ４４ ２９

１３６ １２１ １００ ８０ ５９ ３９ １８ １４ ９ １４１ １２１ １００ ８０ ５９ ３９ １８ １４ ９

９８ ８９ ７５ ６１ ４６ ３２ １８ １４ ９ １０３ ８９ ７５ ６１ ４６ ３２ １８ １４ ９

１９０ １７２ １４９ １２７ １０４ ８１ ５８ ４４ ２９ １９５ １７２ １４９ １２７ １０４ ８１ ５８ ４４ ２９

１４０ １３１ １１６ １０２ ８７ ７３ ５８ ４４ ２９ １４５ １３１ １１６ １０２ ８７ ７３ ５８ ４４ ２９

１１４ １１３ ９３ ７４ ５４ ３５ １５ １１ ８ １３２ １１３ ９３ ７４ ５４ ３５ １５ １１ ８



６類 対象麦 ６類 対象麦
うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
ビール麦 ビール麦

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
種子麦 種子麦

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦 対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦

円 円 円 円 円 円
７類 対象麦（秋まき） ７類 対象麦（秋まき）
８類 うち課税対象農業者に係るもの ８類 うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
ビール麦（秋まき） ビール麦（秋まき）

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
種子麦（秋まき） 種子麦（秋まき）

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦（秋まき） 対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦（秋まき）

円 円 円 円 円 円
対象麦（春まき） 対象麦（春まき）

うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

ビール麦（春まき） ビール麦（春まき）
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦（春まき） 種子麦（春まき）
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦（春まき） 対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦（春まき）
円 円 円 円 円 円

９類 対象麦 ９類 対象麦
10類 うち課税対象農業者に係るもの 10類 うち課税対象農業者に係るもの
11類 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 11類 円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦 種子麦
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦及び種子麦以外の麦 対象麦及び種子麦以外の麦
円 円 円 円 円 円

12類 対象麦 12類 対象麦
13類 うち課税対象農業者に係るもの 13類 うち課税対象農業者に係るもの
14類 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 14類 円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦 種子麦
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦及び種子麦以外の麦 対象麦及び種子麦以外の麦
円 円 円 円 円 円

16類 対象麦（裸麦） 16類 対象麦（裸麦）
うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
種子麦（裸麦） 種子麦（裸麦）

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
対象麦及び種子麦以外の麦（裸麦） 対象麦及び種子麦以外の麦（裸麦）

円 円 円 円 円 円

備考： 備考：

３　この表において「課税対象農業者」とは、対象農業者のうち、免税対象農業者以外のものをいう。 ３　この表において「課税対象農業者」とは、対象農業者のうち、免税対象農業者以外のものをいう。

５　この表において「種子麦」とは、種子の用に供することを目的とする麦の耕作を行う耕地に係る麦をいう。 ５　この表において「種子麦」とは、種子の用に供することを目的とする麦の耕作を行う耕地に係る麦をいう。
６　この表において「ビール麦」とは、ビールの用に供することを目的とする麦の耕作を行う耕地に係る麦をいう。 ６　この表において「ビール麦」とは、ビールの用に供することを目的とする麦の耕作を行う耕地に係る麦をいう。

１５ １１ ８ １５ １１ ８

１４４ １２４ １０３ ８２ ６２ ４１８２ ６２ ４１ ２０６ １８５ １６５２０６ １８５ １６５ １４４ １２４ １０３

９６ ８２ ６９ ５５ ４１ ２７５５ ４１ ２７ １３７ １２３ １１０１３７ １２３ １１０ ９６ ８２ ６９

８３ ７１ ５９ ４７ ３５ ２４４７ ３５ ２４ １１８ １０６ ９４

３３ １５ １１ ８

１１４ １０６ ９４ ８３ ７１ ５９

８ １２５ １０７ ８８ ７０ ５２１０８ １０７ ８８ ７０ ５２ ３３ １５ １１

１１４ １１３ ９３ ７４ ５４ ３５ １５ １１ ８ １３２ １１３ ９３ ７４ ５４ ３５ １５ １１ ８

１５ １１ ８１５ １１ ８

１３７ １１８ ９８ ７８ ５９ ３９７８ ５９ ３９ １９６ １７６ １５７１９４ １７６ １５７ １３７ １１８ ９８

６８ ５０ ３３ １５ １１ ８１５ １１ ８ １２０ １０３ ８５１０４ １０３ ８５ ６８ ５０ ３３

１１０ １０８ ９０ ７１ ５２ ３４ １５ １１ ８ １２７ １０８ ９０ ７１ ５２ ３４ １５ １１ ８

１５ １１ ８ １５ １１ ８

１４４ １２４ １０３ ８２ ６２ ４１８２ ６２ ４１ ２０６ １８５ １６５２０６ １８５ １６５ １４４ １２４ １０３

８

９６ ８２ ６９ ５５ ４１ ２７５５ ４１ ２７ １３７ １２３ １１０１３７ １２３ １１０ ９６ ８２ ６９

５１ ３９ ２７ １５ １１ ８２７ １５ １１ ８７ ７５ ６３１０４ ８７ ７５ ６３ ５１ ３９

５４ ４１ ２８ １５ １１ ８

７９ ５８ ３７ １６ １２ ８３７ １６ １２ １４１ １２０ ９９１４２ １４１ １２０ ９９ ７９ ５８

１６ １２ ８ １６ １２ ８

１５２ １３０ １０９ ８７ ６５ ４３８７ ６５ ４３ ２１７ １９５ １７４２１７ １９５ １７４ １５２ １３０ １０９

８

１５７ １５５ １３２ １０９ ８６ ６２ ３９ １６ １２ １５５ １３２ １０９

１６ １２ ８ １６ １２ ８

１５１ １２９ １０８ ８６ ６５ ４３１０８ ８６ ６５ ２１５ １９４ １７２２１６ ２１５ １９４ １７２ １５１ １２９

１　この表において「区分」とは、農業保険法（昭和22年法律第185号）第136条第１項の農林水産大臣が定める区分
　をいう。

１　この表において「区分」とは、農業保険法（昭和22年法律第185号）第136条第１項の農林水産大臣が定める区
分

２　この表において「対象麦」とは、対象農業者（農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律（平成18
年法律第88号）第５条第１項の規定に基づき同法第３条第１項第２号の交付金の交付の申請をする者であって、法第２条第４項
各号に掲げる要件に該当するものをいう。以下同じ。）が耕作の業務を営む耕地に係る麦をいう。

２　この表において「対象麦」とは、対象農業者（農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する
法律（平成18年法律第88号）第５条第１項の規定に基づき同法第３条第１項第２号の交付金の交付の申請をする者
であって、法第２条第４項各号に掲げる要件に該当するものをいう。以下同じ。）が耕作の業務を営む耕地に係る
麦をいう。

４　この表において「免税対象農業者」とは、対象農業者のうち、法第３条第５項の規定に基づき農林水産大臣が定める数量単
価について、免税事業者に対するものの適用を受け法第３条第１項第２号の交付金が交付されるものをいう。

４　この表において「免税対象農業者」とは、対象農業者のうち、法第３条第５項の規定に基づき農林水産大臣が
定める数量単価について、免税事業者に対するものの適用を受け法第３条第１項第２号の交付金が交付されるもの
をいう。

１１０ １０８ ９０ ７１ ５２ ３４ １５ １１ ８ １２７ １０８ ９０ ７１ ５２ ３４ １５ １１ ８

６８ ５０ ３３ １５ １１ ８１５ １１ ８ １２０ １０３ ８５１０４ １０３ ８５ ６８ ５０ ３３

８６ ６２ ３９ １６ １２ ８

８

４０

８

８

８１ ５９ ３８ １６ １２ ８３８ １６ １２ １４６ １２４ １０３１４７ １４６ １２４ １０３ ８１ ５９

１５ １１ ８ １５ １１ ８

１３９ １１９ ９９ ７９ ５９ ４０９９ ７９ ５９ １９８ １７８ １５８２００ １９８ １７８ １５８ １３９ １１９

１１２ ９３ ８０ ６７ ５４ ４１ ２８ １５ １１ ９３ ８０ ６７

１５２ １５０ １２８ １０５ ８３ ６１ ３８ １６ １２ １５０ １２８ １０５ ８３ ６１ ３８ １６ １２ ８８

４３



# #
1 キログラム当たり共済金額の範囲 1 キログラム当たり共済金額の範囲

１類 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦 １類 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦
うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦

うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦 種子麦
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦及び種子麦以外の麦 対象麦及び種子麦以外の麦
円 円 円 円 円 円

２類 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦 ２類 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦
うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦

うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦 種子麦
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦及び種子麦以外の麦 対象麦及び種子麦以外の麦
円 円 円 円 円 円

３類 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦（秋まき） ３類 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦（秋まき）
４類 うち課税対象農業者に係るもの ４類 うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦（秋まき） パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦（秋まき）

うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦（秋まき） 種子麦（秋まき）
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦及び種子麦以外の麦（秋まき） 対象麦及び種子麦以外の麦（秋まき）
円 円 円 円 円 円

パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦（春まき） パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦（春まき）
うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦（春まき） パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦（春まき）

うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦（春まき） 種子麦（春まき）
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦及び種子麦以外の麦（春まき） 対象麦及び種子麦以外の麦（春まき）
円 円 円 円 円 円

５類 対象麦 ５類 対象麦
うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
ビール麦 ビール麦

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
種子麦 種子麦

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦 対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦

円 円 円 円 円 円

地域 香川県 地域 香川県
区分 区分

３９７８ ５８ ３９ １９４ １７５ １５５１９４ １７５ １５５ １３６ １１６ ９７

６６ ５５ ４３ ３２ ２４ １６３２ ２４ １６ １００ ８９ ７７９３ ８９ ７７ ６６ ５５ ４３

１０２ ９５ ８２ ７０ ５７ ４５ ３２ ２４ １６ １０７ ９５ ８２ ７０ ５７ ４５ ３２ ２４ １６

７０ ５７

５４１０７ ８０ ５４ ２６８ ２４１ ２１４２６８ ２４１ ２１４ １８８ １６１ １３４

９９ ８５ ７２ ５８ ４４ ２９５８ ４４ ２９ １３９ １２６ １１２１３１ １２６ １１２ ９９ ８５ ７２

７３ ５８ ４４ ２９

１４６ １３２ １１２ ９２ ７２ ５２ ３２ ２４ １６ １５２

１４０ １３１ １１６ １０２ ８７ ７３ ５８ ４４ ２９ １４５ １３１ １１６ １０２ ８７

１３２ １１２

３９７８ ５８ ３９ １９４ １７５ １５５１９４ １７５ １５５ １３６ １１６ ９７

６６ ５５ ４３ ３２ ２４ １６３２ ２４ １６ １００ ８９ ７７９３ ８９ ７７ ６６ ５５ ４３

９９ ８５ ７２ ５８ ４４ ２９５８ ４４ ２９ １３９ １２６ １１２１３１ １２６ １１２ ９９ ８５ ７２

１２３ １０１

１０２ ９５ ８２ ７０ ５７ ４５ ３２ ２４ １６ １０７ ９５ ８２

１０１ ８０

８１ ６９ ５８ ４６ ３５ ２３４６ ３５ ２３ １１５ １０４ ９２１１１ １０４ ９２ ８１ ６９ ５８

６５ ４８ ３２ １５ １１ ８１１ ８ １１５ ９８ ８２９８ ８２ ６５ ４８ ３２ １５

７３ ５８ ４４ ２９

１０４ ８６ ６９ ５１ ３３ １５

１３１ １１６ １０２ ８７ ７３ ５８ ４４ ２９ １４５ １３１ １１６ １０２ ８７

１１

１５ １１ ８１５ １１ ８

１３６ １１６ ９７ ７８ ５８ ３９７８ ５８ ３９ １９４ １７５ １５５１９２ １７５ １５５ １３６ １１６ ９７

１４６ １３２ １１２ ９２ ７２ ５２ ３２ ２４ １６ １５２ １３２ １１２ ９２ ７２ ５２ ３２ ２４ １６

８９ ７０ ５１ ３２ ２４ １６３２ ２４ １６ １４５ １２６ １０７１３７ １２６ １０７ ８９ ７０ ５１

１９０ １７２ １４９ １２７ １０４ ８１ ５８ ４４ ２９ １９５ １７２ １４９ １２７ １０４ ８１ ５８ ４４ ２９

３２ ２４ １６３２ ２４ １６

１３６ １１６ ９７ ７８ ５８

１２３ １０１ ８０ ５８ ４４ ２９５８ ４４ ２９ １８８ １６６ １４５１８１ １６６ １４５ １２３ １０１ ８０

９２ ７２ ５２ ３２ ２４ １６

５８ ４４ ２９５８ ４４ ２９

１８８ １６１ １３４ １０７ ８０

８９ ７０ ５１ ３２ ２４ １６３２ ２４ １６ １４５ １２６ １０７１３７ １２６ １０７ ８９ ７０ ５１

４５ ３２ ２４ １６

１９０ １７２ １４９ １２７ １０４ ８１ ５８ ４４ ２９ １９５ １７２ １４９ １２７ １０４ ８１ ５８ ４４ ２９

３２ ２４ １６３２ ２４ １６

１３６ １１６ ９７ ７８ ５８

８０ ５８ ４４ ２９５８ ４４ ２９ １８８ １６６ １４５１８１ １６６ １４５ １２３

８ １２２ １０４ ８６ ６９ ５１ ３３ １５ １１ ８

５８ ４４ ２９５８ ４４ ２９

１８８ １６１ １３４ １０７ ８０ ５４１０７ ８０ ５４ ２６８ ２４１ ２１４２６８ ２４１ ２１４ １８８ １６１ １３４

１４０



６類 対象麦 ６類 対象麦
うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
ビール麦 ビール麦

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
種子麦 種子麦

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦 対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦

円 円 円 円 円 円
７類 対象麦（秋まき） ７類 対象麦（秋まき）
８類 うち課税対象農業者に係るもの ８類 うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
ビール麦（秋まき） ビール麦（秋まき）

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
種子麦（秋まき） 種子麦（秋まき）

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦（秋まき） 対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦（秋まき）

円 円 円 円 円 円
対象麦（春まき） 対象麦（春まき）

うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

ビール麦（春まき） ビール麦（春まき）
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦（春まき） 種子麦（春まき）
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦（春まき） 対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦（春まき）
円 円 円 円 円 円

９類 対象麦 ９類 対象麦
10類 うち課税対象農業者に係るもの 10類 うち課税対象農業者に係るもの
11類 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 11類 円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦 種子麦
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦及び種子麦以外の麦 対象麦及び種子麦以外の麦
円 円 円 円 円 円

12類 対象麦 12類 対象麦
13類 うち課税対象農業者に係るもの 13類 うち課税対象農業者に係るもの
14類 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 14類 円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦 種子麦
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦及び種子麦以外の麦 対象麦及び種子麦以外の麦
円 円 円 円 円 円

16類 対象麦（裸麦） 16類 対象麦（裸麦）
うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
種子麦（裸麦） 種子麦（裸麦）

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
対象麦及び種子麦以外の麦（裸麦） 対象麦及び種子麦以外の麦（裸麦）

円 円 円 円 円 円

備考： 備考：

３　この表において「課税対象農業者」とは、対象農業者のうち、免税対象農業者以外のものをいう。 ３　この表において「課税対象農業者」とは、対象農業者のうち、免税対象農業者以外のものをいう。

５　この表において「種子麦」とは、種子の用に供することを目的とする麦の耕作を行う耕地に係る麦をいう。 ５　この表において「種子麦」とは、種子の用に供することを目的とする麦の耕作を行う耕地に係る麦をいう。
６　この表において「ビール麦」とは、ビールの用に供することを目的とする麦の耕作を行う耕地に係る麦をいう。 ６　この表において「ビール麦」とは、ビールの用に供することを目的とする麦の耕作を行う耕地に係る麦をいう。

９６ ８２ ６９ ５５ ４１ ２７５５ ４１ ２７ １３７ １２３ １１０１３７ １２３ １１０ ９６ ８２ ６９

６８ ５０ ３３ １５ １１ ８１５ １１ ８ １２０ １０３ ８５１０４ １０３ ８５ ６８ ５０ ３３

１１０ １０８ ９０ ７１ ５２ ３４ １５ １１ ８ １２７ １０８ ９０ ７１ ５２ ３４ １５ １１ ８

９８ ８２ ６５ ４８ ３２ １５ １１ ８

１５ １１ ８ １５ １１ ８

１４４ １２４ １０３ ８２ ６２ ４１８２ ６２ ４１ ２０６ １８５ １６５２０６ １８５ １６５ １４４ １２４ １０３

３２ １５ １１ ８１１５ ９８ ８２ ６５ ４８

１０４ ８６ ６９ ５１ ３３ １５ １１ ８ １２２ １０４ ８６ ６９ ５１ ３３ １５ １１ ８

１１０ １０８ ９０ ７１ ５２ ３４ １５ １１ ８ １２７ １０８ ９０ ７１ ５２

１３６ １１６ ９７ ７８ ５８ ３９７８ ５８ ３９ １９４ １７５ １５５１９２ １７５ １５５ １３６ １１６ ９７

８１ ６９ ５８ ４６ ３５ ２３４６ ３５ ２３ １１５ １０４ ９２

６８ ５０ ３３ １５ １１ ８１５ １１ ８ １２０ １０３ ８５１０４ １０３ ８５ ６８ ５０ ３３

１５ １１ ８１５ １１ ８

１１１ １０４ ９２ ８１ ６９ ５８

１５ １１ ８ １５ １１ ８

１３９ １１９ ９９ ７９ ５９ ４０９９ ７９ ５９ １９８ １７８ １５８２００ １９８ １７８ １５８ １３９ １１９

５１ ３９ ２７ １５ １１ ８２７ １５ １１ ８７ ７５ ６３１０４ ８７ ７５ ６３ ５１ ３９

３４ １５ １１ ８

１１２ ９３ ８０ ６７ ５４ ４１ ２８ １５ １１ ９３ ８０ ６７

１６ １２ ８ １６ １２ ８

１７１ １４６ １２２ ９８ ７３ ４９９８ ７３ ４９ ２４４ ２２０ １９５２４４ ２２０ １９５ １７１ １４６ １２２

８５ ６２ ３９ １６ １２ ８３９ １６ １２ １５４ １３１ １０８１５５ １５４ １３１ １０８ ８５ ６２

１６４ １６３ １３９ １１４ ９０ ６５ ４１ １６ １２ １６３ １３９ １１４ ９０ ６５ ４１ １６ １２ ８

１５１ １２９ １０８ ８６ ６５ ４３１０８ ８６ ６５ ２１５ １９４ １７２２１６ ２１５ １９４ １７２ １５１ １２９

７９ ５８ ３７ １６ １２ ８３７ １６ １２ １４１ １２０ ９９１４２ １４１ １２０ ９９ ７９ ５８

１５２ １５０ １２８ １０５ ８３ ６１ ３８ １６ １２ １５０ １２８ １０５ ８３ ６１ ３８ １６ １２ ８

１６ １２ ８ １６ １２ ８

１　この表において「区分」とは、農業保険法（昭和22年法律第185号）第136条第１項の農林水産大臣が定める区分
　をいう。

１　この表において「区分」とは、農業保険法（昭和22年法律第185号）第136条第１項の農林水産大臣が定める区
分

２　この表において「対象麦」とは、対象農業者（農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律（平成18
年法律第88号）第５条第１項の規定に基づき同法第３条第１項第２号の交付金の交付の申請をする者であって、法第２条第４項
各号に掲げる要件に該当するものをいう。以下同じ。）が耕作の業務を営む耕地に係る麦をいう。

２　この表において「対象麦」とは、対象農業者（農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する
法律（平成18年法律第88号）第５条第１項の規定に基づき同法第３条第１項第２号の交付金の交付の申請をする者
であって、法第２条第４項各号に掲げる要件に該当するものをいう。以下同じ。）が耕作の業務を営む耕地に係る
麦をいう。

４　この表において「免税対象農業者」とは、対象農業者のうち、法第３条第５項の規定に基づき農林水産大臣が定める数量単
価について、免税事業者に対するものの適用を受け法第３条第１項第２号の交付金が交付されるものをいう。

４　この表において「免税対象農業者」とは、対象農業者のうち、法第３条第５項の規定に基づき農林水産大臣が
定める数量単価について、免税事業者に対するものの適用を受け法第３条第１項第２号の交付金が交付されるもの
をいう。

５４ ４１ ２８ １５ １１ ８

１５ １１ ８ １５ １１ ８

１４４ １２４ １０３ ８２ ６２ ４１８２ ６２ ４１ ２０６ １８５ １６５２０６ １８５ １６５ １４４ １２４ １０３

９６ ８２ ６９ ５５ ４１ ２７５５ ４１ ２７ １３７ １２３ １１０１３７ １２３ １１０ ９６ ８２ ６９

８

８

４０

８

８

８

８

４３



# #
1 キログラム当たり共済金額の範囲 1 キログラム当たり共済金額の範囲

１類 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦 １類 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦
うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦

うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦 種子麦
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦及び種子麦以外の麦 対象麦及び種子麦以外の麦
円 円 円 円 円 円

２類 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦 ２類 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦
うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦

うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦 種子麦
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦及び種子麦以外の麦 対象麦及び種子麦以外の麦
円 円 円 円 円 円

３類 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦（秋まき） ３類 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦（秋まき）
４類 うち課税対象農業者に係るもの ４類 うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦（秋まき） パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦（秋まき）

うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦（秋まき） 種子麦（秋まき）
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦及び種子麦以外の麦（秋まき） 対象麦及び種子麦以外の麦（秋まき）
円 円 円 円 円 円

パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦（春まき） パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦（春まき）
うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦（春まき） パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦（春まき）

うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦（春まき） 種子麦（春まき）
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦及び種子麦以外の麦（春まき） 対象麦及び種子麦以外の麦（春まき）
円 円 円 円 円 円

５類 対象麦 ５類 対象麦
うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
ビール麦 ビール麦

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
種子麦 種子麦

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦 対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦

円 円 円 円 円 円

７９ ５９ ３８ １８ １４ ９１８ １４ ９ １４０ １２０ ９９１３３ １２０ ９９ ７９ ５９ ３８

地域 愛媛県 地域 愛媛県
区分 区分

１１３ ９７ ８１ ６４ ４８ ３２６４ ４８ ３２ １６１ １４５ １２９１５９ １４５ １２９ １１３ ９７ ８１

５９ ４５ ３２ １８ １４ ９１８ １４ ９ ９９ ８６ ７２９２ ８６ ７２ ５９ ４５ ３２

１２３ １０１ ８０ ５８ ４４ ２９５８ ４４ ２９ １８８ １６６ １４５１８１ １６６ １４５ １２３ １０１ ８０

１８ １４ ９１８ １４ ９

１８８ １６１ １３４ １０７ ８０ ５４１０７ ８０ ５４ ２６８ ２４１ ２１４２６８ ２４１ ２１４ １８８ １６１ １３４

９９ ８５ ７２ ５８ ４４ ２９５８ ４４ ２９ １３９ １２６ １１２１３１ １２６ １１２ ９９ ８５ ７２

７９ ５９ ３８ １８ １４ ９１８ １４ ９ １４０ １２０ ９９１３３ １２０ ９９ ７９ ５９ ３８

５８ ４４ ２９５８ ４４ ２９

１１３ ９７ ８１ ６４ ４８ ３２６４ ４８ ３２ １６１ １４５ １２９１５９ １４５ １２９ １１３ ９７ ８１

５９ ４５ ３２ １８ １４ ９１８ １４ ９ ９９ ８６ ７２９２ ８６ ７２ ５９ ４５ ３２

１２３ １０１ ８０ ５８ ４４ ２９５８ ４４ ２９ １８８ １６６ １４５１８１ １６６ １４５ １２３ １０１ ８０

１８ １４ ９１８ １４ ９

１８８ １６１ １３４ １０７ ８０ ５４１０７ ８０ ５４ ２６８ ２４１ ２１４２６８ ２４１ ２１４ １８８ １６１ １３４

９９ ８５ ７２ ５８ ４４ ２９５８ ４４ ２９ １３９ １２６ １１２１３１ １２６ １１２ ９９ ８５ ７２

６０ ４５ ３０ １５ １１ ８１１ ８ １０５ ９０ ７５８９ ７５ ６０ ４５ ３０ １５

５８ ４４ ２９５８ ４４ ２９

１５ １１ ８１５ １１ ８

１３５ １１６ ９７ ７７ ５８ ３９７７ ５８ ３９ １９３ １７４ １５４１９１ １７４ １５４ １３５ １１６ ９７

７９ ６８ ５７ ４５ ３４ ２３４５ ３４ ２３ １１３ １０２ ９０１０９ １０２ ９０ ７９ ６８ ５７

１４２ １２６ １０４ ８３ ６１ ４０ １８ １４ ９ １４７ １２６ １０４ ８３ ６１ ４０ １８ １４ ９

１０１ ９１ ７７ ６２ ４７ ３３ １８ １４ ９ １０６ ９１ ７７ ６２ ４７ ３３ １８ １４ ９

１９０ １７２ １４９ １２７ １０４ ８１ ５８ ４４ ２９ １９５ １７２ １４９ １２７ １０４ ８１ ５８ ４４ ２９

１４０ １３１ １１６ １０２ ８７ ７３ ５８ ４４ ２９ １４５ １３１ １１６ １０２ ８７ ７３ ５８ ４４ ２９

１４２ １２６ １０４ ８３ ６１ ４０ １８ １４ ９ １４７ １２６ １０４ ８３ ６１ ４０ １８ １４ ９

１０１ ９１ ７７ ６２ ４７ ３３ １８ １４ ９ １０６ ９１ ７７ ６２ ４７ ３３ １８ １４ ９

１９０ １７２ １４９ １２７ １０４ ８１ ５８ ４４ ２９ １９５ １７２ １４９ １２７ １０４ ８１ ５８ ４４ ２９

１４０ １３１ １１６ １０２ ８７ ７３ ５８ ４４ ２９ １４５ １３１ １１６ １０２ ８７ ７３ ５８ ４４ ２９

９５ ８０ ６４ ４７ ３１ １５ １１ ８ １１２ ９６ ８０ ６４ ４７ ３１ １５ １１ ８



６類 対象麦 ６類 対象麦
うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
ビール麦 ビール麦

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
種子麦 種子麦

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦 対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦

円 円 円 円 円 円
７類 対象麦（秋まき） ７類 対象麦（秋まき）
８類 うち課税対象農業者に係るもの ８類 うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
ビール麦（秋まき） ビール麦（秋まき）

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
種子麦（秋まき） 種子麦（秋まき）

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦（秋まき） 対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦（秋まき）

円 円 円 円 円 円
対象麦（春まき） 対象麦（春まき）

うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

ビール麦（春まき） ビール麦（春まき）
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦（春まき） 種子麦（春まき）
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦（春まき） 対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦（春まき）
円 円 円 円 円 円

９類 対象麦 ９類 対象麦
10類 うち課税対象農業者に係るもの 10類 うち課税対象農業者に係るもの
11類 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 11類 円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦 種子麦
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦及び種子麦以外の麦 対象麦及び種子麦以外の麦
円 円 円 円 円 円

12類 対象麦 12類 対象麦
13類 うち課税対象農業者に係るもの 13類 うち課税対象農業者に係るもの
14類 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 14類 円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦 種子麦
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦及び種子麦以外の麦 対象麦及び種子麦以外の麦
円 円 円 円 円 円

16類 対象麦（裸麦） 16類 対象麦（裸麦）
うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
種子麦（裸麦） 種子麦（裸麦）

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
対象麦及び種子麦以外の麦（裸麦） 対象麦及び種子麦以外の麦（裸麦）

円 円 円 円 円 円

備考： 備考：

３　この表において「課税対象農業者」とは、対象農業者のうち、免税対象農業者以外のものをいう。 ３　この表において「課税対象農業者」とは、対象農業者のうち、免税対象農業者以外のものをいう。

５　この表において「種子麦」とは、種子の用に供することを目的とする麦の耕作を行う耕地に係る麦をいう。 ５　この表において「種子麦」とは、種子の用に供することを目的とする麦の耕作を行う耕地に係る麦をいう。
６　この表において「ビール麦」とは、ビールの用に供することを目的とする麦の耕作を行う耕地に係る麦をいう。 ６　この表において「ビール麦」とは、ビールの用に供することを目的とする麦の耕作を行う耕地に係る麦をいう。

１５ １１ ８ １５ １１ ８

１４４ １２４ １０３ ８２ ６２ ４１８２ ６２ ４１ ２０６ １８５ １６５２０６ １８５ １６５ １４４ １２４ １０３

９６ ８２ ６９ ５５ ４１ ２７５５ ４１ ２７ １３７ １２３ １１０１３７ １２３ １１０ ９６ ８２ ６９

７９ ６８ ５７ ４５ ３４ ２３４５ ３４ ２３ １１３ １０２ ９０

３０ １５ １１ ８

１０９ １０２ ９０ ７９ ６８ ５７

１０５ ９０ ７５ ６０ ４５８９ ７５ ６０ ４５ ３０ １５ １１ ８

９５ ８０ ６４ ４７ ３１ １５ １１ ８ １１２ ９６ ８０ ６４ ４７ ３１ １５ １１ ８

１５ １１ ８１５ １１ ８

１３５ １１６ ９７ ７７ ５８ ３９７７ ５８ ３９ １９３ １７４ １５４１９１ １７４ １５４ １３５ １１６ ９７

６８ ５０ ３３ １５ １１ ８１５ １１ ８ １２０ １０３ ８５１０４ １０３ ８５ ６８ ５０ ３３

１１０ １０８ ９０ ７１ ５２ ３４ １５ １１ ８ １２７ １０８ ９０ ７１ ５２ ３４ １５ １１ ８

１５ １１ ８ １５ １１ ８

１４４ １２４ １０３ ８２ ６２ ４１８２ ６２ ４１ ２０６ １８５ １６５２０６ １８５ １６５ １４４ １２４ １０３

８

９６ ８２ ６９ ５５ ４１ ２７５５ ４１ ２７ １３７ １２３ １１０１３７ １２３ １１０ ９６ ８２ ６９

５１ ３９ ２７ １５ １１ ８２７ １５ １１ ８７ ７５ ６３１０４ ８７ ７５ ６３ ５１ ３９

５４ ４１ ２８ １５ １１ ８

７９ ５８ ３７ １６ １２ ８３７ １６ １２ １４１ １２０ ９９１４２ １４１ １２０ ９９ ７９ ５８

１８ １４ ９ １８ １４ ９

１９５ １６７ １４０ １１２ ８４ ５６１４０ １１２ ８４ ２７９ ２５１ ２２３２８０ ２７９ ２５１ ２２３ １９５ １６７ ５６

８

１６７ １６５ １４１ １１６ ９２ ６７ ４３ １８ １４ １６５ １４１ １１６

１６ １２ ８ １６ １２ ８

１５１ １２９ １０８ ８６ ６５ ４３１０８ ８６ ６５ ２１５ １９４ １７２２１６ ２１５ １９４ １７２ １５１ １２９

１　この表において「区分」とは、農業保険法（昭和22年法律第185号）第136条第１項の農林水産大臣が定める区分
　をいう。

１　この表において「区分」とは、農業保険法（昭和22年法律第185号）第136条第１項の農林水産大臣が定める区
分

２　この表において「対象麦」とは、対象農業者（農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律（平成18
年法律第88号）第５条第１項の規定に基づき同法第３条第１項第２号の交付金の交付の申請をする者であって、法第２条第４項
各号に掲げる要件に該当するものをいう。以下同じ。）が耕作の業務を営む耕地に係る麦をいう。

２　この表において「対象麦」とは、対象農業者（農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する
法律（平成18年法律第88号）第５条第１項の規定に基づき同法第３条第１項第２号の交付金の交付の申請をする者
であって、法第２条第４項各号に掲げる要件に該当するものをいう。以下同じ。）が耕作の業務を営む耕地に係る
麦をいう。

４　この表において「免税対象農業者」とは、対象農業者のうち、法第３条第５項の規定に基づき農林水産大臣が定める数量単
価について、免税事業者に対するものの適用を受け法第３条第１項第２号の交付金が交付されるものをいう。

４　この表において「免税対象農業者」とは、対象農業者のうち、法第３条第５項の規定に基づき農林水産大臣が
定める数量単価について、免税事業者に対するものの適用を受け法第３条第１項第２号の交付金が交付されるもの
をいう。

１１０ １０８ ９０ ７１ ５２ ３４ １５ １１ ８ １２７ １０８ ９０ ７１ ５２ ３４ １５ １１ ８

６８ ５０ ３３ １５ １１ ８１５ １１ ８ １２０ １０３ ８５１０４ １０３ ８５ ６８ ５０ ３３

９２ ６７ ４３ １８ １４ ９

８

４０

９

９

８７ ６４ ４１ １８ １４ ９４１ １８ １４ １５６ １３３ １１０１５７ １５６ １３３ １１０ ８７ ６４

１５ １１ ８ １５ １１ ８

１３９ １１９ ９９ ７９ ５９ ４０９９ ７９ ５９ １９８ １７８ １５８２００ １９８ １７８ １５８ １３９ １１９

１１２ ９３ ８０ ６７ ５４ ４１ ２８ １５ １１ ９３ ８０ ６７

１５２ １５０ １２８ １０５ ８３ ６１ ３８ １６ １２ １５０ １２８ １０５ ８３ ６１ ３８ １６ １２ ８８

４３



# #
1 キログラム当たり共済金額の範囲 1 キログラム当たり共済金額の範囲

１類 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦 １類 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦
うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦

うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦 種子麦
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦及び種子麦以外の麦 対象麦及び種子麦以外の麦
円 円 円 円 円 円

２類 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦 ２類 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦
うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦

うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦 種子麦
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦及び種子麦以外の麦 対象麦及び種子麦以外の麦
円 円 円 円 円 円

３類 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦（秋まき） ３類 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦（秋まき）
４類 うち課税対象農業者に係るもの ４類 うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦（秋まき） パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦（秋まき）

うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦（秋まき） 種子麦（秋まき）
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦及び種子麦以外の麦（秋まき） 対象麦及び種子麦以外の麦（秋まき）
円 円 円 円 円 円

パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦（春まき） パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦（春まき）
うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦（春まき） パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦（春まき）

うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦（春まき） 種子麦（春まき）
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦及び種子麦以外の麦（春まき） 対象麦及び種子麦以外の麦（春まき）
円 円 円 円 円 円

５類 対象麦 ５類 対象麦
うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
ビール麦 ビール麦

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
種子麦 種子麦

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦 対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦

円 円 円 円 円 円

地域 高知県 地域 高知県
区分 区分

３０６０ ４５ ３０ １５０ １３５ １２０１４７ １３５ １２０ １０５ ９０ ７５

４９ ３９ ２８ １８ １４ ９１８ １４ ９ ８０ ７０ ５９７２ ７０ ５９ ４９ ３９ ２８

８１ ７５ ６３ ５２ ４１ ２９ １８ １４ ９ ８６ ７５ ６３ ５２ ４１ ２９ １８ １４ ９

５２ ４１

５４１０７ ８０ ５４ ２６８ ２４１ ２１４２６８ ２４１ ２１４ １８８ １６１ １３４

９９ ８５ ７２ ５８ ４４ ２９５８ ４４ ２９ １３９ １２６ １１２１３１ １２６ １１２ ９９ ８５ ７２

７３ ５８ ４４ ２９

１２１ １０９ ９１ ７３ ５４ ３６ １８ １４ ９ １２７

１４０ １３１ １１６ １０２ ８７ ７３ ５８ ４４ ２９ １４５ １３１ １１６ １０２ ８７

１０９ ９１

３０６０ ４５ ３０ １５０ １３５ １２０１４７ １３５ １２０ １０５ ９０ ７５

４９ ３９ ２８ １８ １４ ９１８ １４ ９ ８０ ７０ ５９７２ ７０ ５９ ４９ ３９ ２８

９９ ８５ ７２ ５８ ４４ ２９５８ ４４ ２９ １３９ １２６ １１２１３１ １２６ １１２ ９９ ８５ ７２

１２３ １０１

８１ ７５ ６３ ５２ ４１ ２９ １８ １４ ９ ８６ ７５ ６３

１０１ ８０

７９ ６８ ５７ ４５ ３４ ２３４５ ３４ ２３ １１３ １０２ ９０１０９ １０２ ９０ ７９ ６８ ５７

６０ ４５ ３０ １５ １１ ８１１ ８ １０５ ９０ ７５８９ ７５ ６０ ４５ ３０ １５

７３ ５８ ４４ ２９

９５ ８０ ６４ ４７ ３１ １５

１３１ １１６ １０２ ８７ ７３ ５８ ４４ ２９ １４５ １３１ １１６ １０２ ８７

１１

１５ １１ ８１５ １１ ８

１３５ １１６ ９７ ７７ ５８ ３９７７ ５８ ３９ １９３ １７４ １５４１９１ １７４ １５４ １３５ １１６ ９７

１２１ １０９ ９１ ７３ ５４ ３６ １８ １４ ９ １２７ １０９ ９１ ７３ ５４ ３６ １８ １４ ９

６９ ５２ ３５ １８ １４ ９１８ １４ ９ １２０ １０３ ８６１１３ １０３ ８６ ６９ ５２ ３５

１９０ １７２ １４９ １２７ １０４ ８１ ５８ ４４ ２９ １９５ １７２ １４９ １２７ １０４ ８１ ５８ ４４ ２９

１８ １４ ９１８ １４ ９

１０５ ９０ ７５ ６０ ４５

１２３ １０１ ８０ ５８ ４４ ２９５８ ４４ ２９ １８８ １６６ １４５１８１ １６６ １４５ １２３ １０１ ８０

７３ ５４ ３６ １８ １４ ９

５８ ４４ ２９５８ ４４ ２９

１８８ １６１ １３４ １０７ ８０

６９ ５２ ３５ １８ １４ ９１８ １４ ９ １２０ １０３ ８６１１３ １０３ ８６ ６９ ５２ ３５

２９ １８ １４ ９

１９０ １７２ １４９ １２７ １０４ ８１ ５８ ４４ ２９ １９５ １７２ １４９ １２７ １０４ ８１ ５８ ４４ ２９

１８ １４ ９１８ １４ ９

１０５ ９０ ７５ ６０ ４５

８０ ５８ ４４ ２９５８ ４４ ２９ １８８ １６６ １４５１８１ １６６ １４５ １２３

８ １１２ ９６ ８０ ６４ ４７ ３１ １５ １１ ８

５８ ４４ ２９５８ ４４ ２９

１８８ １６１ １３４ １０７ ８０ ５４１０７ ８０ ５４ ２６８ ２４１ ２１４２６８ ２４１ ２１４ １８８ １６１ １３４

１４０



６類 対象麦 ６類 対象麦
うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
ビール麦 ビール麦

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
種子麦 種子麦

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦 対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦

円 円 円 円 円 円
７類 対象麦（秋まき） ７類 対象麦（秋まき）
８類 うち課税対象農業者に係るもの ８類 うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
ビール麦（秋まき） ビール麦（秋まき）

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
種子麦（秋まき） 種子麦（秋まき）

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦（秋まき） 対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦（秋まき）

円 円 円 円 円 円
対象麦（春まき） 対象麦（春まき）

うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

ビール麦（春まき） ビール麦（春まき）
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦（春まき） 種子麦（春まき）
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦（春まき） 対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦（春まき）
円 円 円 円 円 円

９類 対象麦 ９類 対象麦
10類 うち課税対象農業者に係るもの 10類 うち課税対象農業者に係るもの
11類 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 11類 円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦 種子麦
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦及び種子麦以外の麦 対象麦及び種子麦以外の麦
円 円 円 円 円 円

12類 対象麦 12類 対象麦
13類 うち課税対象農業者に係るもの 13類 うち課税対象農業者に係るもの
14類 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 14類 円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦 種子麦
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦及び種子麦以外の麦 対象麦及び種子麦以外の麦
円 円 円 円 円 円

16類 対象麦（裸麦） 16類 対象麦（裸麦）
うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
種子麦（裸麦） 種子麦（裸麦）

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
対象麦及び種子麦以外の麦（裸麦） 対象麦及び種子麦以外の麦（裸麦）

円 円 円 円 円 円

備考： 備考：

３　この表において「課税対象農業者」とは、対象農業者のうち、免税対象農業者以外のものをいう。 ３　この表において「課税対象農業者」とは、対象農業者のうち、免税対象農業者以外のものをいう。

５　この表において「種子麦」とは、種子の用に供することを目的とする麦の耕作を行う耕地に係る麦をいう。 ５　この表において「種子麦」とは、種子の用に供することを目的とする麦の耕作を行う耕地に係る麦をいう。
６　この表において「ビール麦」とは、ビールの用に供することを目的とする麦の耕作を行う耕地に係る麦をいう。 ６　この表において「ビール麦」とは、ビールの用に供することを目的とする麦の耕作を行う耕地に係る麦をいう。

９６ ８２ ６９ ５５ ４１ ２７５５ ４１ ２７ １３７ １２３ １１０１３７ １２３ １１０ ９６ ８２ ６９

６８ ５０ ３３ １５ １１ ８１５ １１ ８ １２０ １０３ ８５１０４ １０３ ８５ ６８ ５０ ３３

１１０ １０８ ９０ ７１ ５２ ３４ １５ １１ ８ １２７ １０８ ９０ ７１ ５２ ３４ １５ １１ ８

８９ ７５ ６０ ４５ ３０ １５ １１ ８

１５ １１ ８ １５ １１ ８

１４４ １２４ １０３ ８２ ６２ ４１８２ ６２ ４１ ２０６ １８５ １６５２０６ １８５ １６５ １４４ １２４ １０３

３０ １５ １１ ８１０５ ９０ ７５ ６０ ４５

９５ ８０ ６４ ４７ ３１ １５ １１ ８ １１２ ９６ ８０ ６４ ４７ ３１ １５ １１ ８

１１０ １０８ ９０ ７１ ５２ ３４ １５ １１ ８ １２７ １０８ ９０ ７１ ５２

１３５ １１６ ９７ ７７ ５８ ３９７７ ５８ ３９ １９３ １７４ １５４１９１ １７４ １５４ １３５ １１６ ９７

７９ ６８ ５７ ４５ ３４ ２３４５ ３４ ２３ １１３ １０２ ９０

６８ ５０ ３３ １５ １１ ８１５ １１ ８ １２０ １０３ ８５１０４ １０３ ８５ ６８ ５０ ３３

１５ １１ ８１５ １１ ８

１０９ １０２ ９０ ７９ ６８ ５７

１５ １１ ８ １５ １１ ８

１３９ １１９ ９９ ７９ ５９ ４０９９ ７９ ５９ １９８ １７８ １５８２００ １９８ １７８ １５８ １３９ １１９

５１ ３９ ２７ １５ １１ ８２７ １５ １１ ８７ ７５ ６３１０４ ８７ ７５ ６３ ５１ ３９

３４ １５ １１ ８

１１２ ９３ ８０ ６７ ５４ ４１ ２８ １５ １１ ９３ ８０ ６７

１６ １２ ８ １６ １２ ８

１５０ １２８ １０７ ８６ ６４ ４３８６ ６４ ４３ ２１４ １９３ １７１２１４ １９３ １７１ １５０ １２８ １０７

７４ ５４ ３５ １６ １２ ８３５ １６ １２ １３１ １１２ ９３１３３ １３１ １１２ ９３ ７４ ５４

１４２ １４０ １１９ ９９ ７８ ５７ ３７ １６ １２ １４０ １１９ ９９ ７８ ５７ ３７ １６ １２ ８

１５１ １２９ １０８ ８６ ６５ ４３１０８ ８６ ６５ ２１５ １９４ １７２２１６ ２１５ １９４ １７２ １５１ １２９

７９ ５８ ３７ １６ １２ ８３７ １６ １２ １４１ １２０ ９９１４２ １４１ １２０ ９９ ７９ ５８

１５２ １５０ １２８ １０５ ８３ ６１ ３８ １６ １２ １５０ １２８ １０５ ８３ ６１ ３８ １６ １２ ８

１６ １２ ８ １６ １２ ８

１　この表において「区分」とは、農業保険法（昭和22年法律第185号）第136条第１項の農林水産大臣が定める区分
　をいう。

１　この表において「区分」とは、農業保険法（昭和22年法律第185号）第136条第１項の農林水産大臣が定める区
分

２　この表において「対象麦」とは、対象農業者（農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律（平成18
年法律第88号）第５条第１項の規定に基づき同法第３条第１項第２号の交付金の交付の申請をする者であって、法第２条第４項
各号に掲げる要件に該当するものをいう。以下同じ。）が耕作の業務を営む耕地に係る麦をいう。

２　この表において「対象麦」とは、対象農業者（農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する
法律（平成18年法律第88号）第５条第１項の規定に基づき同法第３条第１項第２号の交付金の交付の申請をする者
であって、法第２条第４項各号に掲げる要件に該当するものをいう。以下同じ。）が耕作の業務を営む耕地に係る
麦をいう。

４　この表において「免税対象農業者」とは、対象農業者のうち、法第３条第５項の規定に基づき農林水産大臣が定める数量単
価について、免税事業者に対するものの適用を受け法第３条第１項第２号の交付金が交付されるものをいう。

４　この表において「免税対象農業者」とは、対象農業者のうち、法第３条第５項の規定に基づき農林水産大臣が
定める数量単価について、免税事業者に対するものの適用を受け法第３条第１項第２号の交付金が交付されるもの
をいう。

５４ ４１ ２８ １５ １１ ８

１５ １１ ８ １５ １１ ８

１４４ １２４ １０３ ８２ ６２ ４１８２ ６２ ４１ ２０６ １８５ １６５２０６ １８５ １６５ １４４ １２４ １０３

９６ ８２ ６９ ５５ ４１ ２７５５ ４１ ２７ １３７ １２３ １１０１３７ １２３ １１０ ９６ ８２ ６９

８

８

４０

８

８

８

８

４３



# #
1 キログラム当たり共済金額の範囲 1 キログラム当たり共済金額の範囲

１類 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦 １類 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦
うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦

うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦 種子麦
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦及び種子麦以外の麦 対象麦及び種子麦以外の麦
円 円 円 円 円 円

２類 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦 ２類 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦
うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦

うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦 種子麦
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦及び種子麦以外の麦 対象麦及び種子麦以外の麦
円 円 円 円 円 円

３類 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦（秋まき） ３類 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦（秋まき）
４類 うち課税対象農業者に係るもの ４類 うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦（秋まき） パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦（秋まき）

うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦（秋まき） 種子麦（秋まき）
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦及び種子麦以外の麦（秋まき） 対象麦及び種子麦以外の麦（秋まき）
円 円 円 円 円 円

パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦（春まき） パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦（春まき）
うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦（春まき） パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦（春まき）

うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦（春まき） 種子麦（春まき）
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦及び種子麦以外の麦（春まき） 対象麦及び種子麦以外の麦（春まき）
円 円 円 円 円 円

５類 対象麦 ５類 対象麦
うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
ビール麦 ビール麦

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
種子麦 種子麦

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦 対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦

円 円 円 円 円 円

１０５ ８３ ６２ ４０ ３０ ２０４０ ３０ ２０ １７０ １４８ １２７１６３ １４８ １２７ １０５ ８３ ６２

地域 福岡県 地域 福岡県
区分 区分

１６２ １３９ １１６ ９３ ７０ ４６９３ ７０ ４６ ２３２ ２０９ １８６２３２ ２０９ １８６ １６２ １３９ １１６

８６ ７０ ５５ ４０ ３０ ２０４０ ３０ ２０ １３１ １１６ １０１１２４ １１６ １０１ ８６ ７０ ５５

１２３ １０１ ８０ ５８ ４４ ２９５８ ４４ ２９ １８８ １６６ １４５１８１ １６６ １４５ １２３ １０１ ８０

４０ ３０ ２０４０ ３０ ２０

１８８ １６１ １３４ １０７ ８０ ５４１０７ ８０ ５４ ２６８ ２４１ ２１４２６８ ２４１ ２１４ １８８ １６１ １３４

９９ ８５ ７２ ５８ ４４ ２９５８ ４４ ２９ １３９ １２６ １１２１３１ １２６ １１２ ９９ ８５ ７２

１０５ ８３ ６２ ４０ ３０ ２０４０ ３０ ２０ １７０ １４８ １２７１６３ １４８ １２７ １０５ ８３ ６２

５８ ４４ ２９５８ ４４ ２９

１６２ １３９ １１６ ９３ ７０ ４６９３ ７０ ４６ ２３２ ２０９ １８６２３２ ２０９ １８６ １６２ １３９ １１６

８６ ７０ ５５ ４０ ３０ ２０４０ ３０ ２０ １３１ １１６ １０１１２４ １１６ １０１ ８６ ７０ ５５

１２３ １０１ ８０ ５８ ４４ ２９５８ ４４ ２９ １８８ １６６ １４５１８１ １６６ １４５ １２３ １０１ ８０

４０ ３０ ２０４０ ３０ ２０

１８８ １６１ １３４ １０７ ８０ ５４１０７ ８０ ５４ ２６８ ２４１ ２１４２６８ ２４１ ２１４ １８８ １６１ １３４

９９ ８５ ７２ ５８ ４４ ２９５８ ４４ ２９ １３９ １２６ １１２１３１ １２６ １１２ ９９ ８５ ７２

７３ ５４ ３４ １５ １１ ８１５ １１ ８ １３１ １１２ ９２１１５ １１２ ９２ ７３ ５４ ３４

５８ ４４ ２９５８ ４４ ２９

１５ １１ ８１５ １１ ８

１７５ １５０ １２５ １００ ７５ ５０１００ ７５ ５０ ２５０ ２２５ ２００２４９ ２２５ ２００ １７５ １５０ １２５

９４ ８０ ６７ ５４ ４０ ２７５４ ４０ ２７ １３４ １２１ １０７１３２ １２１ １０７ ９４ ８０ ６７

１７１ １５４ １３１ １０９ ８６ ６３ ４０ ３０ ２０ １７７ １５４ １３１ １０９ ８６ ６３ ４０ ３０ ２０

１３３ １２２ １０５ ８９ ７３ ５６ ４０ ３０ ２０ １３８ １２２ １０５ ８９ ７３ ５６ ４０ ３０ ２０

１９０ １７２ １４９ １２７ １０４ ８１ ５８ ４４ ２９ １９５ １７２ １４９ １２７ １０４ ８１ ５８ ４４ ２９

１４０ １３１ １１６ １０２ ８７ ７３ ５８ ４４ ２９ １４５ １３１ １１６ １０２ ８７ ７３ ５８ ４４ ２９

１７１ １５４ １３１ １０９ ８６ ６３ ４０ ３０ ２０ １７７ １５４ １３１ １０９ ８６ ６３ ４０ ３０ ２０

１３３ １２２ １０５ ８９ ７３ ５６ ４０ ３０ ２０ １３８ １２２ １０５ ８９ ７３ ５６ ４０ ３０ ２０

１９０ １７２ １４９ １２７ １０４ ８１ ５８ ４４ ２９ １９５ １７２ １４９ １２７ １０４ ８１ ５８ ４４ ２９

１４０ １３１ １１６ １０２ ８７ ７３ ５８ ４４ ２９ １４５ １３１ １１６ １０２ ８７ ７３ ５８ ４４ ２９

１２１ １１８ ９７ ７７ ５６ ３６ １５ １１ ８ １３８ １１８ ９７ ７７ ５６ ３６ １５ １１ ８



６類 対象麦 ６類 対象麦
うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
ビール麦 ビール麦

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
種子麦 種子麦

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦 対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦

円 円 円 円 円 円
７類 対象麦（秋まき） ７類 対象麦（秋まき）
８類 うち課税対象農業者に係るもの ８類 うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
ビール麦（秋まき） ビール麦（秋まき）

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
種子麦（秋まき） 種子麦（秋まき）

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦（秋まき） 対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦（秋まき）

円 円 円 円 円 円
対象麦（春まき） 対象麦（春まき）

うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

ビール麦（春まき） ビール麦（春まき）
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦（春まき） 種子麦（春まき）
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦（春まき） 対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦（春まき）
円 円 円 円 円 円

９類 対象麦 ９類 対象麦
10類 うち課税対象農業者に係るもの 10類 うち課税対象農業者に係るもの
11類 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 11類 円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦 種子麦
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦及び種子麦以外の麦 対象麦及び種子麦以外の麦
円 円 円 円 円 円

12類 対象麦 12類 対象麦
13類 うち課税対象農業者に係るもの 13類 うち課税対象農業者に係るもの
14類 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 14類 円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦 種子麦
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦及び種子麦以外の麦 対象麦及び種子麦以外の麦
円 円 円 円 円 円

16類 対象麦（裸麦） 16類 対象麦（裸麦）
うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
種子麦（裸麦） 種子麦（裸麦）

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
対象麦及び種子麦以外の麦（裸麦） 対象麦及び種子麦以外の麦（裸麦）

円 円 円 円 円 円

備考： 備考：

３　この表において「課税対象農業者」とは、対象農業者のうち、免税対象農業者以外のものをいう。 ３　この表において「課税対象農業者」とは、対象農業者のうち、免税対象農業者以外のものをいう。

５　この表において「種子麦」とは、種子の用に供することを目的とする麦の耕作を行う耕地に係る麦をいう。 ５　この表において「種子麦」とは、種子の用に供することを目的とする麦の耕作を行う耕地に係る麦をいう。
６　この表において「ビール麦」とは、ビールの用に供することを目的とする麦の耕作を行う耕地に係る麦をいう。 ６　この表において「ビール麦」とは、ビールの用に供することを目的とする麦の耕作を行う耕地に係る麦をいう。

１５ １１ ８ １５ １１ ８

１４４ １２４ １０３ ８２ ６２ ４１８２ ６２ ４１ ２０６ １８５ １６５２０６ １８５ １６５ １４４ １２４ １０３

９６ ８２ ６９ ５５ ４１ ２７５５ ４１ ２７ １３７ １２３ １１０１３７ １２３ １１０ ９６ ８２ ６９

９４ ８０ ６７ ５４ ４０ ２７５４ ４０ ２７ １３４ １２１ １０７

３４ １５ １１ ８

１３２ １２１ １０７ ９４ ８０ ６７

８ １３１ １１２ ９２ ７３ ５４１１５ １１２ ９２ ７３ ５４ ３４ １５ １１

１２１ １１８ ９７ ７７ ５６ ３６ １５ １１ ８ １３８ １１８ ９７ ７７ ５６ ３６ １５ １１ ８

１５ １１ ８１５ １１ ８

１７５ １５０ １２５ １００ ７５ ５０１００ ７５ ５０ ２５０ ２２５ ２００２４９ ２２５ ２００ １７５ １５０ １２５

６８ ５０ ３３ １５ １１ ８１５ １１ ８ １２０ １０３ ８５１０４ １０３ ８５ ６８ ５０ ３３

１１０ １０８ ９０ ７１ ５２ ３４ １５ １１ ８ １２７ １０８ ９０ ７１ ５２ ３４ １５ １１ ８

１５ １１ ８ １５ １１ ８

１４４ １２４ １０３ ８２ ６２ ４１８２ ６２ ４１ ２０６ １８５ １６５２０６ １８５ １６５ １４４ １２４ １０３

８

９６ ８２ ６９ ５５ ４１ ２７５５ ４１ ２７ １３７ １２３ １１０１３７ １２３ １１０ ９６ ８２ ６９

５１ ３９ ２７ １５ １１ ８２７ １５ １１ ８７ ７５ ６３１０４ ８７ ７５ ６３ ５１ ３９

５４ ４１ ２８ １５ １１ ８

７９ ５８ ３７ １６ １２ ８３７ １６ １２ １４１ １２０ ９９１４２ １４１ １２０ ９９ ７９ ５８

１６ １２ ８ １６ １２ ８

２１２ １８２ １５２ １２１ ９１ ６１１２１ ９１ ６１ ３０３ ２７３ ２４２３０３ ２７３ ２４２ ２１２ １８２ １５２

８

１７４ １７２ １４６ １２０ ９４ ６８ ４２ １６ １２ １７２ １４６ １２０

１６ １２ ８ １６ １２ ８

１５１ １２９ １０８ ８６ ６５ ４３１０８ ８６ ６５ ２１５ １９４ １７２２１６ ２１５ １９４ １７２ １５１ １２９

１　この表において「区分」とは、農業保険法（昭和22年法律第185号）第136条第１項の農林水産大臣が定める区分
　をいう。

１　この表において「区分」とは、農業保険法（昭和22年法律第185号）第136条第１項の農林水産大臣が定める区
分

２　この表において「対象麦」とは、対象農業者（農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律（平成18
年法律第88号）第５条第１項の規定に基づき同法第３条第１項第２号の交付金の交付の申請をする者であって、法第２条第４項
各号に掲げる要件に該当するものをいう。以下同じ。）が耕作の業務を営む耕地に係る麦をいう。

２　この表において「対象麦」とは、対象農業者（農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する
法律（平成18年法律第88号）第５条第１項の規定に基づき同法第３条第１項第２号の交付金の交付の申請をする者
であって、法第２条第４項各号に掲げる要件に該当するものをいう。以下同じ。）が耕作の業務を営む耕地に係る
麦をいう。

４　この表において「免税対象農業者」とは、対象農業者のうち、法第３条第５項の規定に基づき農林水産大臣が定める数量単
価について、免税事業者に対するものの適用を受け法第３条第１項第２号の交付金が交付されるものをいう。

４　この表において「免税対象農業者」とは、対象農業者のうち、法第３条第５項の規定に基づき農林水産大臣が
定める数量単価について、免税事業者に対するものの適用を受け法第３条第１項第２号の交付金が交付されるもの
をいう。

１１０ １０８ ９０ ７１ ５２ ３４ １５ １１ ８ １２７ １０８ ９０ ７１ ５２ ３４ １５ １１ ８

６８ ５０ ３３ １５ １１ ８１５ １１ ８ １２０ １０３ ８５１０４ １０３ ８５ ６８ ５０ ３３

９４ ６８ ４２ １６ １２ ８

８

４０

８

８

９０ ６５ ４１ １６ １２ ８４１ １６ １２ １６３ １３９ １１４１６４ １６３ １３９ １１４ ９０ ６５

１５ １１ ８ １５ １１ ８

１３９ １１９ ９９ ７９ ５９ ４０９９ ７９ ５９ １９８ １７８ １５８２００ １９８ １７８ １５８ １３９ １１９

１１２ ９３ ８０ ６７ ５４ ４１ ２８ １５ １１ ９３ ８０ ６７

１５２ １５０ １２８ １０５ ８３ ６１ ３８ １６ １２ １５０ １２８ １０５ ８３ ６１ ３８ １６ １２ ８８

４３



# #
1 キログラム当たり共済金額の範囲 1 キログラム当たり共済金額の範囲

１類 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦 １類 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦
うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦

うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦 種子麦
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦及び種子麦以外の麦 対象麦及び種子麦以外の麦
円 円 円 円 円 円

２類 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦 ２類 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦
うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦

うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦 種子麦
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦及び種子麦以外の麦 対象麦及び種子麦以外の麦
円 円 円 円 円 円

３類 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦（秋まき） ３類 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦（秋まき）
４類 うち課税対象農業者に係るもの ４類 うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦（秋まき） パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦（秋まき）

うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦（秋まき） 種子麦（秋まき）
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦及び種子麦以外の麦（秋まき） 対象麦及び種子麦以外の麦（秋まき）
円 円 円 円 円 円

パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦（春まき） パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦（春まき）
うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦（春まき） パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦（春まき）

うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦（春まき） 種子麦（春まき）
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦及び種子麦以外の麦（春まき） 対象麦及び種子麦以外の麦（春まき）
円 円 円 円 円 円

５類 対象麦 ５類 対象麦
うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
ビール麦 ビール麦

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
種子２５０ 種子麦

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦 対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦

円 円 円 円 円 円

地域 佐賀県 地域 佐賀県
区分 区分

５０１０１ ７６ ５０ ２５２ ２２７ ２０２２５２ ２２７ ２０２ １７６ １５１ １２６

７６ ６０ ４５ ３０ ２３ １５３０ ２３ １５ １２１ １０６ ９１１１４ １０６ ９１ ７６ ６０ ４５

１２２ １１２ ９５ ７９ ６３ ４６ ３０ ２３ １５ １２８ １１２ ９５ ７９ ６３ ４６ ３０ ２３ １５

７９ ６３

５４１０７ ８０ ５４ ２６８ ２４１ ２１４２６８ ２４１ ２１４ １８８ １６１ １３４

９９ ８５ ７２ ５８ ４４ ２９５８ ４４ ２９ １３９ １２６ １１２１３１ １２６ １１２ ９９ ８５ ７２

７３ ５８ ４４ ２９

１６０ １４３ １２０ ９８ ７５ ５３ ３０ ２３ １５ １６５

１４０ １３１ １１６ １０２ ８７ ７３ ５８ ４４ ２９ １４５ １３１ １１６ １０２ ８７

１４３ １２０

５０１０１ ７６ ５０ ２５２ ２２７ ２０２２５２ ２２７ ２０２ １７６ １５１ １２６

７６ ６０ ４５ ３０ ２３ １５３０ ２３ １５ １２１ １０６ ９１１１４ １０６ ９１ ７６ ６０ ４５

９９ ８５ ７２ ５８ ４４ ２９５８ ４４ ２９ １３９ １２６ １１２１３１ １２６ １１２ ９９ ８５ ７２

１２３ １０１

１２２ １１２ ９５ ７９ ６３ ４６ ３０ ２３ １５ １２８ １１２ ９５

１０１ ８０

９７ ８３ ６９ ５５ ４１ ２８５５ ４１ ２８ １３８ １２４ １１０１３４ １２４ １１０ ９７ ８３ ６９

８２ ６２ ４３ ２３ １７ １２２３ １７ １２ １４０ １２１ １０１１２３ １２１ １０１ ８２ ６２ ４３

７３ ５８ ４４ ２９

１２９ １２６ １０６ ８５ ６４ ４４

１３１ １１６ １０２ ８７ ７３ ５８ ４４ ２９ １４５ １３１ １１６ １０２ ８７

２３

２３ １７ １２２３ １７ １２

１７６ １５１ １２６ １０１ ７６ ５０１０１ ７６ ５０ ２５２ ２２７ ２０２２５０ ２２７ ２０２ １７６ １５１ １２６

１６０ １４３ １２０ ９８ ７５ ５３ ３０ ２３ １５ １６５ １４３ １２０ ９８ ７５ ５３ ３０ ２３ １５

９４ ７３ ５１ ３０ ２３ １５３０ ２３ １５ １５８ １３７ １１５１５１ １３７ １１５ ９４ ７３ ５１

１９０ １７２ １４９ １２７ １０４ ８１ ５８ ４４ ２９ １９５ １７２ １４９ １２７ １０４ ８１ ５８ ４４ ２９

３０ ２３ １５３０ ２３ １５

１７６ １５１ １２６ １０１ ７６

１２３ １０１ ８０ ５８ ４４ ２９５８ ４４ ２９ １８８ １６６ １４５１８１ １６６ １４５ １２３ １０１ ８０

９８ ７５ ５３ ３０ ２３ １５

５８ ４４ ２９５８ ４４ ２９

１８８ １６１ １３４ １０７ ８０

９４ ７３ ５１ ３０ ２３ １５３０ ２３ １５ １５８ １３７ １１５１５１ １３７ １１５ ９４ ７３ ５１

４６ ３０ ２３ １５

１９０ １７２ １４９ １２７ １０４ ８１ ５８ ４４ ２９ １９５ １７２ １４９ １２７ １０４ ８１ ５８ ４４ ２９

３０ ２３ １５３０ ２３ １５

１７６ １５１ １２６ １０１ ７６

８０ ５８ ４４ ２９５８ ４４ ２９ １８８ １６６ １４５１８１ １６６ １４５ １２３

１７ １２ １４７ １２６ １０６ ８５ ６４ ４４ ２３ １７ １２

５８ ４４ ２９５８ ４４ ２９

１８８ １６１ １３４ １０７ ８０ ５４１０７ ８０ ５４ ２６８ ２４１ ２１４２６８ ２４１ ２１４ １８８ １６１ １３４

１４０



６類 対象麦 ６類 対象麦
うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
ビール麦 ビール麦

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
種子麦 種子麦

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦 対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦

円 円 円 円 円 円
７類 対象麦（秋まき） ７類 対象麦（秋まき）
８類 うち課税対象農業者に係るもの ８類 うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
ビール麦（秋まき） ビール麦（秋まき）

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
種子麦（秋まき） 種子麦（秋まき）

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦（秋まき） 対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦（秋まき）

円 円 円 円 円 円
対象麦（春まき） 対象麦（春まき）

うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

ビール麦（春まき） ビール麦（春まき）
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦（春まき） 種子麦（春まき）
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦（春まき） 対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦（春まき）
円 円 円 円 円 円

９類 対象麦 ９類 対象麦
10類 うち課税対象農業者に係るもの 10類 うち課税対象農業者に係るもの
11類 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 11類 円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦 種子麦
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦及び種子麦以外の麦 対象麦及び種子麦以外の麦
円 円 円 円 円 円

12類 対象麦 12類 対象麦
13類 うち課税対象農業者に係るもの 13類 うち課税対象農業者に係るもの
14類 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 14類 円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦 種子麦
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦及び種子麦以外の麦 対象麦及び種子麦以外の麦
円 円 円 円 円 円

16類 対象麦（裸麦） 16類 対象麦（裸麦）
うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
種子麦（裸麦） 種子麦（裸麦）

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
対象麦及び種子麦以外の麦（裸麦） 対象麦及び種子麦以外の麦（裸麦）

円 円 円 円 円 円

備考： 備考：

３　この表において「課税対象農業者」とは、対象農業者のうち、免税対象農業者以外のものをいう。 ３　この表において「課税対象農業者」とは、対象農業者のうち、免税対象農業者以外のものをいう。

５　この表において「種子麦」とは、種子の用に供することを目的とする麦の耕作を行う耕地に係る麦をいう。 ５　この表において「種子麦」とは、種子の用に供することを目的とする麦の耕作を行う耕地に係る麦をいう。
６　この表において「ビール麦」とは、ビールの用に供することを目的とする麦の耕作を行う耕地に係る麦をいう。 ６　この表において「ビール麦」とは、ビールの用に供することを目的とする麦の耕作を行う耕地に係る麦をいう。

９６ ８２ ６９ ５５ ４１ ２７５５ ４１ ２７ １３７ １２３ １１０１３７ １２３ １１０ ９６ ８２ ６９

６８ ５０ ３３ １５ １１ ８１５ １１ ８ １２０ １０３ ８５１０４ １０３ ８５ ６８ ５０ ３３

１１０ １０８ ９０ ７１ ５２ ３４ １５ １１ ８ １２７ １０８ ９０ ７１ ５２ ３４ １５ １１ ８

１２３ １２１ １０１ ８２ ６２ ４３ ２３ １７

１５ １１ ８ １５ １１ ８

１４４ １２４ １０３ ８２ ６２ ４１８２ ６２ ４１ ２０６ １８５ １６５２０６ １８５ １６５ １４４ １２４ １０３

４３ ２３ １７ １２１２ １４０ １２１ １０１ ８２ ６２

１２９ １２６ １０６ ８５ ６４ ４４ ２３ １７ １２ １４７ １２６ １０６ ８５ ６４ ４４ ２３ １７ １２

１１０ １０８ ９０ ７１ ５２ ３４ １５ １１ ８ １２７ １０８ ９０ ７１ ５２

１７６ １５１ １２６ １０１ ７６ ５０１０１ ７６ ５０ ２５２ ２２７ ２０２２５０ ２２７ ２０２ １７６ １５１ １２６

９７ ８３ ６９ ５５ ４１ ２８５５ ４１ ２８ １３８ １２４ １１０

６８ ５０ ３３ １５ １１ ８１５ １１ ８ １２０ １０３ ８５１０４ １０３ ８５ ６８ ５０ ３３

２３ １７ １２２３ １７ １２

１３４ １２４ １１０ ９７ ８３ ６９

１５ １１ ８ １５ １１ ８

１３９ １１９ ９９ ７９ ５９ ４０９９ ７９ ５９ １９８ １７８ １５８２００ １９８ １７８ １５８ １３９ １１９

５１ ３９ ２７ １５ １１ ８２７ １５ １１ ８７ ７５ ６３１０４ ８７ ７５ ６３ ５１ ３９

３４ １５ １１ ８

１１２ ９３ ８０ ６７ ５４ ４１ ２８ １５ １１ ９３ ８０ ６７

１６ １２ ８ １６ １２ ８

１５３ １３１ １１０ ８８ ６６ ４４１１０ ８８ ６６ ２１９ １９７ １７５２２０ ２１９ １９７ １７５ １５３ １３１

９０ ６５ ４１ １６ １２ ８４１ １６ １２ １６３ １３９ １１４１６５ １６３ １３９ １１４ ９０ ６５

１７４ １７２ １４６ １２０ ９４ ６８ ４２ １６ １２ １７２ １４６ １２０ ９４ ６８ ４２ １６ １２ ８

１５１ １２９ １０８ ８６ ６５ ４３１０８ ８６ ６５ ２１５ １９４ １７２２１６ ２１５ １９４ １７２ １５１ １２９

７９ ５８ ３７ １６ １２ ８３７ １６ １２ １４１ １２０ ９９１４２ １４１ １２０ ９９ ７９ ５８

１５２ １５０ １２８ １０５ ８３ ６１ ３８ １６ １２ １５０ １２８ １０５ ８３ ６１ ３８ １６ １２ ８

１６ １２ ８ １６ １２ ８

１　この表において「区分」とは、農業保険法（昭和22年法律第185号）第136条第１項の農林水産大臣が定める区分
　をいう。

１　この表において「区分」とは、農業保険法（昭和22年法律第185号）第136条第１項の農林水産大臣が定める区
分

２　この表において「対象麦」とは、対象農業者（農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律（平成18
年法律第88号）第５条第１項の規定に基づき同法第３条第１項第２号の交付金の交付の申請をする者であって、法第２条第４項
各号に掲げる要件に該当するものをいう。以下同じ。）が耕作の業務を営む耕地に係る麦をいう。

２　この表において「対象麦」とは、対象農業者（農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する
法律（平成18年法律第88号）第５条第１項の規定に基づき同法第３条第１項第２号の交付金の交付の申請をする者
であって、法第２条第４項各号に掲げる要件に該当するものをいう。以下同じ。）が耕作の業務を営む耕地に係る
麦をいう。

４　この表において「免税対象農業者」とは、対象農業者のうち、法第３条第５項の規定に基づき農林水産大臣が定める数量単
価について、免税事業者に対するものの適用を受け法第３条第１項第２号の交付金が交付されるものをいう。

４　この表において「免税対象農業者」とは、対象農業者のうち、法第３条第５項の規定に基づき農林水産大臣が
定める数量単価について、免税事業者に対するものの適用を受け法第３条第１項第２号の交付金が交付されるもの
をいう。

５４ ４１ ２８ １５ １１ ８

１５ １１ ８ １５ １１ ８

１４４ １２４ １０３ ８２ ６２ ４１８２ ６２ ４１ ２０６ １８５ １６５２０６ １８５ １６５ １４４ １２４ １０３

９６ ８２ ６９ ５５ ４１ ２７５５ ４１ ２７ １３７ １２３ １１０１３７ １２３ １１０ ９６ ８２ ６９

８

８

４０

８

８

４４

８

８

４３



# #
1 キログラム当たり共済金額の範囲 1 キログラム当たり共済金額の範囲

１類 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦 １類 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦
うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦

うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦 種子麦
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦及び種子麦以外の麦 対象麦及び種子麦以外の麦
円 円 円 円 円 円

２類 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦 ２類 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦
うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦

うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦 種子麦
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦及び種子麦以外の麦 対象麦及び種子麦以外の麦
円 円 円 円 円 円

３類 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦（秋まき） ３類 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦（秋まき）
４類 うち課税対象農業者に係るもの ４類 うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦（秋まき） パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦（秋まき）

うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦（秋まき） 種子麦（秋まき）
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦及び種子麦以外の麦（秋まき） 対象麦及び種子麦以外の麦（秋まき）
円 円 円 円 円 円

パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦（春まき） パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦（春まき）
うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦（春まき） パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦（春まき）

うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦（春まき） 種子麦（春まき）
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦及び種子麦以外の麦（春まき） 対象麦及び種子麦以外の麦（春まき）
円 円 円 円 円 円

５類 対象麦 ５類 対象麦
うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
ビール麦 ビール麦

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
種子麦 種子麦

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦 対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦

円 円 円 円 円 円

７６ ５６ ３７ １８ １４ ９１８ １４ ９ １３３ １１４ ９５１２６ １１４ ９５ ７６ ５６ ３７

地域 長崎県 地域 長崎県
区分 区分

１４０ １２０ １００ ８０ ６０ ４０８０ ６０ ４０ ２００ １８０ １６０２００ １８０ １６０ １４０ １２０ １００

５７ ４４ ３１ １８ １４ ９１８ １４ ９ ９５ ８２ ６９８８ ８２ ６９ ５７ ４４ ３１

１２３ １０１ ８０ ５８ ４４ ２９５８ ４４ ２９ １８８ １６６ １４５１８１ １６６ １４５ １２３ １０１ ８０

１８ １４ ９１８ １４ ９

１８８ １６１ １３４ １０７ ８０ ５４１０７ ８０ ５４ ２６８ ２４１ ２１４２６８ ２４１ ２１４ １８８ １６１ １３４

９９ ８５ ７２ ５８ ４４ ２９５８ ４４ ２９ １３９ １２６ １１２１３１ １２６ １１２ ９９ ８５ ７２

７６ ５６ ３７ １８ １４ ９１８ １４ ９ １３３ １１４ ９５１２６ １１４ ９５ ７６ ５６ ３７

５８ ４４ ２９５８ ４４ ２９

１４０ １２０ １００ ８０ ６０ ４０８０ ６０ ４０ ２００ １８０ １６０２００ １８０ １６０ １４０ １２０ １００

５７ ４４ ３１ １８ １４ ９１８ １４ ９ ９５ ８２ ６９８８ ８２ ６９ ５７ ４４ ３１

１２３ １０１ ８０ ５８ ４４ ２９５８ ４４ ２９ １８８ １６６ １４５１８１ １６６ １４５ １２３ １０１ ８０

１８ １４ ９１８ １４ ９

１８８ １６１ １３４ １０７ ８０ ５４１０７ ８０ ５４ ２６８ ２４１ ２１４２６８ ２４１ ２１４ １８８ １６１ １３４

９９ ８５ ７２ ５８ ４４ ２９５８ ４４ ２９ １３９ １２６ １１２１３１ １２６ １１２ ９９ ８５ ７２

６８ ５０ ３３ １５ １１ ８１５ １１ ８ １２１ １０３ ８６１０４ １０３ ８６ ６８ ５０ ３３

５８ ４４ ２９５８ ４４ ２９

１５ １１ ８１５ １１ ８

１４４ １２３ １０３ ８２ ６２ ４１８２ ６２ ４１ ２０５ １８５ １６４２０５ １８５ １６４ １４４ １２３ １０３

８１ ７０ ５８ ４６ ３５ ２３４６ ３５ ２３ １１６ １０４ ９３１１３ １０４ ９３ ８１ ７０ ５８

１３５ １２０ ９９ ７９ ５９ ３８ １８ １４ ９ １４０ １２０ ９９ ７９ ５９ ３８ １８ １４ ９

９６ ８８ ７４ ６０ ４６ ３２ １８ １４ ９ １０２ ８８ ７４ ６０ ４６ ３２ １８ １４ ９

１９０ １７２ １４９ １２７ １０４ ８１ ５８ ４４ ２９ １９５ １７２ １４９ １２７ １０４ ８１ ５８ ４４ ２９

１４０ １３１ １１６ １０２ ８７ ７３ ５８ ４４ ２９ １４５ １３１ １１６ １０２ ８７ ７３ ５８ ４４ ２９

１３５ １２０ ９９ ７９ ５９ ３８ １８ １４ ９ １４０ １２０ ９９ ７９ ５９ ３８ １８ １４ ９

９６ ８８ ７４ ６０ ４６ ３２ １８ １４ ９ １０２ ８８ ７４ ６０ ４６ ３２ １８ １４ ９

１９０ １７２ １４９ １２７ １０４ ８１ ５８ ４４ ２９ １９５ １７２ １４９ １２７ １０４ ８１ ５８ ４４ ２９

１４０ １３１ １１６ １０２ ８７ ７３ ５８ ４４ ２９ １４５ １３１ １１６ １０２ ８７ ７３ ５８ ４４ ２９

１１０ １０９ ９０ ７２ ５３ ３４ １５ １１ ８ １２８ １０９ ９０ ７２ ５３ ３４ １５ １１ ８



６類 対象麦 ６類 対象麦
うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
ビール麦 ビール麦

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
種子麦 種子麦

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦 対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦

円 円 円 円 円 円
７類 対象麦（秋まき） ７類 対象麦（秋まき）
８類 うち課税対象農業者に係るもの ８類 うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
ビール麦（秋まき） ビール麦（秋まき）

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
種子麦（秋まき） 種子麦（秋まき）

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦（秋まき） 対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦（秋まき）

円 円 円 円 円 円
対象麦（春まき） 対象麦（春まき）

うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

ビール麦（春まき） ビール麦（春まき）
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦（春まき） 種子麦（春まき）
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦（春まき） 対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦（春まき）
円 円 円 円 円 円

９類 対象麦 ９類 対象麦
10類 うち課税対象農業者に係るもの 10類 うち課税対象農業者に係るもの
11類 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 11類 円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦 種子麦
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦及び種子麦以外の麦 対象麦及び種子麦以外の麦
円 円 円 円 円 円

12類 対象麦 12類 対象麦
13類 うち課税対象農業者に係るもの 13類 うち課税対象農業者に係るもの
14類 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 14類 円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦 種子麦
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦及び種子麦以外の麦 対象麦及び種子麦以外の麦
円 円 円 円 円 円

16類 対象麦（裸麦） 16類 対象麦（裸麦）
うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
種子麦（裸麦） 種子麦（裸麦）

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
対象麦及び種子麦以外の麦（裸麦） 対象麦及び種子麦以外の麦（裸麦）

円 円 円 円 円 円

備考： 備考：

３　この表において「課税対象農業者」とは、対象農業者のうち、免税対象農業者以外のものをいう。 ３　この表において「課税対象農業者」とは、対象農業者のうち、免税対象農業者以外のものをいう。

５　この表において「種子麦」とは、種子の用に供することを目的とする麦の耕作を行う耕地に係る麦をいう。 ５　この表において「種子麦」とは、種子の用に供することを目的とする麦の耕作を行う耕地に係る麦をいう。
６　この表において「ビール麦」とは、ビールの用に供することを目的とする麦の耕作を行う耕地に係る麦をいう。 ６　この表において「ビール麦」とは、ビールの用に供することを目的とする麦の耕作を行う耕地に係る麦をいう。

１５ １１ ８ １５ １１ ８

１４４ １２４ １０３ ８２ ６２ ４１８２ ６２ ４１ ２０６ １８５ １６５２０６ １８５ １６５ １４４ １２４ １０３

９６ ８２ ６９ ５５ ４１ ２７５５ ４１ ２７ １３７ １２３ １１０１３７ １２３ １１０ ９６ ８２ ６９

８１ ７０ ５８ ４６ ３５ ２３４６ ３５ ２３ １１６ １０４ ９３

３３ １５ １１ ８

１１３ １０４ ９３ ８１ ７０ ５８

８ １２１ １０３ ８６ ６８ ５０１０４ １０３ ８６ ６８ ５０ ３３ １５ １１

１１０ １０９ ９０ ７２ ５３ ３４ １５ １１ ８ １２８ １０９ ９０ ７２ ５３ ３４ １５ １１ ８

１５ １１ ８１５ １１ ８

１４４ １２３ １０３ ８２ ６２ ４１８２ ６２ ４１ ２０５ １８５ １６４２０５ １８５ １６４ １４４ １２３ １０３

６８ ５０ ３３ １５ １１ ８１５ １１ ８ １２０ １０３ ８５１０４ １０３ ８５ ６８ ５０ ３３

１１０ １０８ ９０ ７１ ５２ ３４ １５ １１ ８ １２７ １０８ ９０ ７１ ５２ ３４ １５ １１ ８

１５ １１ ８ １５ １１ ８

１４４ １２４ １０３ ８２ ６２ ４１８２ ６２ ４１ ２０６ １８５ １６５２０６ １８５ １６５ １４４ １２４ １０３

８

９６ ８２ ６９ ５５ ４１ ２７５５ ４１ ２７ １３７ １２３ １１０１３７ １２３ １１０ ９６ ８２ ６９

５１ ３９ ２７ １５ １１ ８２７ １５ １１ ８７ ７５ ６３１０４ ８７ ７５ ６３ ５１ ３９

５４ ４１ ２８ １５ １１ ８

７９ ５８ ３７ １６ １２ ８３７ １６ １２ １４１ １２０ ９９１４２ １４１ １２０ ９９ ７９ ５８

１６ １２ ８ １６ １２ ８

１６２ １３９ １１６ ９３ ７０ ４６９３ ７０ ４６ ２３２ ２０９ １８６２３２ ２０９ １８６ １６２ １３９ １１６

８

１５１ １４９ １２７ １０５ ８３ ６０ ３８ １６ １２ １４９ １２７ １０５

１６ １２ ８ １６ １２ ８

１５１ １２９ １０８ ８６ ６５ ４３１０８ ８６ ６５ ２１５ １９４ １７２２１６ ２１５ １９４ １７２ １５１ １２９

１　この表において「区分」とは、農業保険法（昭和22年法律第185号）第136条第１項の農林水産大臣が定める区分
　をいう。

１　この表において「区分」とは、農業保険法（昭和22年法律第185号）第136条第１項の農林水産大臣が定める区
分

２　この表において「対象麦」とは、対象農業者（農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律（平成18
年法律第88号）第５条第１項の規定に基づき同法第３条第１項第２号の交付金の交付の申請をする者であって、法第２条第４項
各号に掲げる要件に該当するものをいう。以下同じ。）が耕作の業務を営む耕地に係る麦をいう。

２　この表において「対象麦」とは、対象農業者（農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する
法律（平成18年法律第88号）第５条第１項の規定に基づき同法第３条第１項第２号の交付金の交付の申請をする者
であって、法第２条第４項各号に掲げる要件に該当するものをいう。以下同じ。）が耕作の業務を営む耕地に係る
麦をいう。

４　この表において「免税対象農業者」とは、対象農業者のうち、法第３条第５項の規定に基づき農林水産大臣が定める数量単
価について、免税事業者に対するものの適用を受け法第３条第１項第２号の交付金が交付されるものをいう。

４　この表において「免税対象農業者」とは、対象農業者のうち、法第３条第５項の規定に基づき農林水産大臣が
定める数量単価について、免税事業者に対するものの適用を受け法第３条第１項第２号の交付金が交付されるもの
をいう。

１１０ １０８ ９０ ７１ ５２ ３４ １５ １１ ８ １２７ １０８ ９０ ７１ ５２ ３４ １５ １１ ８

６８ ５０ ３３ １５ １１ ８１５ １１ ８ １２０ １０３ ８５１０４ １０３ ８５ ６８ ５０ ３３

８３ ６０ ３８ １６ １２ ８

８

８

８

７８ ５７ ３７ １６ １２ ８３７ １６ １２ １４０ １１９ ９９１４１ １４０ １１９ ９９ ７８ ５７

１５ １１ ８ １５ １１ ８

１５０ １２８ １０７ ８６ ６４ ４３８６ ６４ ４３ ２１４ １９３ １７１２１４ １９３ １７１ １５０ １２８ １０７

１１２ ９３ ８０ ６７ ５４ ４１ ２８ １５ １１ ９３ ８０ ６７

１５２ １５０ １２８ １０５ ８３ ６１ ３８ １６ １２ １５０ １２８ １０５ ８３ ６１ ３８ １６ １２ ８８

４３



# #
1 キログラム当たり共済金額の範囲 1 キログラム当たり共済金額の範囲

１類 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦 １類 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦
うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦

うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦 種子麦
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦及び種子麦以外の麦 対象麦及び種子麦以外の麦
円 円 円 円 円 円

２類 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦 ２類 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦
うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦

うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦 種子麦
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦及び種子麦以外の麦 対象麦及び種子麦以外の麦
円 円 円 円 円 円

３類 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦（秋まき） ３類 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦（秋まき）
４類 うち課税対象農業者に係るもの ４類 うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦（秋まき） パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦（秋まき）

うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦（秋まき） 種子麦（秋まき）
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦及び種子麦以外の麦（秋まき） 対象麦及び種子麦以外の麦（秋まき）
円 円 円 円 円 円

パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦（春まき） パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦（春まき）
うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦（春まき） パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦（春まき）

うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦（春まき） 種子麦（春まき）
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦及び種子麦以外の麦（春まき） 対象麦及び種子麦以外の麦（春まき）
円 円 円 円 円 円

５類 対象麦 ５類 対象麦
うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
ビール麦 ビール麦

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
種子麦 種子麦

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦 対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦

円 円 円 円 円 円

地域 熊本県 地域 熊本県
区分 区分

６７１３５ １０１ ６７ ３３７ ３０３ ２７０３３７ ３０３ ２７０ ２３６ ２０２ １６９

６１ ４６ ３２ １８ １４ ９１８ １４ ９ １０３ ８９ ７５９６ ８９ ７５ ６１ ４６ ３２

１０５ ９５ ７９ ６４ ４９ ３３ １８ １４ ９ １１０ ９５ ７９ ６４ ４９ ３３ １８ １４ ９

６４ ４９

５４１０７ ８０ ５４ ２６８ ２４１ ２１４２６８ ２４１ ２１４ １８８ １６１ １３４

９９ ８５ ７２ ５８ ４４ ２９５８ ４４ ２９ １３９ １２６ １１２１３１ １２６ １１２ ９９ ８５ ７２

７３ ５８ ４４ ２９

１４４ １２７ １０５ ８４ ６２ ４０ １８ １４ ９ １４９

１４０ １３１ １１６ １０２ ８７ ７３ ５８ ４４ ２９ １４５ １３１ １１６ １０２ ８７

１２７ １０５

６７１３５ １０１ ６７ ３３７ ３０３ ２７０３３７ ３０３ ２７０ ２３６ ２０２ １６９

６１ ４６ ３２ １８ １４ ９１８ １４ ９ １０３ ８９ ７５９６ ８９ ７５ ６１ ４６ ３２

９９ ８５ ７２ ５８ ４４ ２９５８ ４４ ２９ １３９ １２６ １１２１３１ １２６ １１２ ９９ ８５ ７２

１２３ １０１

１０５ ９５ ７９ ６４ ４９ ３３ １８ １４ ９ １１０ ９５ ７９

１０１ ８０

８３ ７１ ５９ ４７ ３５ ２４４７ ３５ ２４ １１８ １０６ ９４１１４ １０６ ９４ ８３ ７１ ５９

７１ ５２ ３４ １５ １１ ８１５ １１ ８ １２６ １０８ ８９１１０ １０８ ８９ ７１ ５２ ３４

７３ ５８ ４４ ２９

１１５ １１３ ９４ ７４ ５４ ３５

１３１ １１６ １０２ ８７ ７３ ５８ ４４ ２９ １４５ １３１ １１６ １０２ ８７

１５

１５ １１ ８１５ １１ ８

２１３ １８２ １５２ １２２ ９１ ６１１２２ ９１ ６１ ３０４ ２７４ ２４３３０４ ２７４ ２４３ ２１３ １８２ １５２

１４４ １２７ １０５ ８４ ６２ ４０ １８ １４ ９ １４９ １２７ １０５ ８４ ６２ ４０ １８ １４ ９

８０ ５９ ３９ １８ １４ ９１８ １４ ９ １４２ １２１ １０１１３５ １２１ １０１ ８０ ５９ ３９

１９０ １７２ １４９ １２７ １０４ ８１ ５８ ４４ ２９ １９５ １７２ １４９ １２７ １０４ ８１ ５８ ４４ ２９

１８ １４ ９１８ １４ ９

２３６ ２０２ １６９ １３５ １０１

１２３ １０１ ８０ ５８ ４４ ２９５８ ４４ ２９ １８８ １６６ １４５１８１ １６６ １４５ １２３ １０１ ８０

８４ ６２ ４０ １８ １４ ９

５８ ４４ ２９５８ ４４ ２９

１８８ １６１ １３４ １０７ ８０

８０ ５９ ３９ １８ １４ ９１８ １４ ９ １４２ １２１ １０１１３５ １２１ １０１ ８０ ５９ ３９

３３ １８ １４ ９

１９０ １７２ １４９ １２７ １０４ ８１ ５８ ４４ ２９ １９５ １７２ １４９ １２７ １０４ ８１ ５８ ４４ ２９

１８ １４ ９１８ １４ ９

２３６ ２０２ １６９ １３５ １０１

８０ ５８ ４４ ２９５８ ４４ ２９ １８８ １６６ １４５１８１ １６６ １４５ １２３

１１ ８ １３３ １１３ ９４ ７４ ５４ ３５ １５ １１ ８

５８ ４４ ２９５８ ４４ ２９

１８８ １６１ １３４ １０７ ８０ ５４１０７ ８０ ５４ ２６８ ２４１ ２１４２６８ ２４１ ２１４ １８８ １６１ １３４

１４０



６類 対象麦 ６類 対象麦
うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
ビール麦 ビール麦

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
種子麦 種子麦

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦 対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦

円 円 円 円 円 円
７類 対象麦（秋まき） ７類 対象麦（秋まき）
８類 うち課税対象農業者に係るもの ８類 うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
ビール麦（秋まき） ビール麦（秋まき）

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
種子麦（秋まき） 種子麦（秋まき）

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦（秋まき） 対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦（秋まき）

円 円 円 円 円 円
対象麦（春まき） 対象麦（春まき）

うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

ビール麦（春まき） ビール麦（春まき）
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦（春まき） 種子麦（春まき）
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦（春まき） 対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦（春まき）
円 円 円 円 円 円

９類 対象麦 ９類 対象麦
10類 うち課税対象農業者に係るもの 10類 うち課税対象農業者に係るもの
11類 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 11類 円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦 種子麦
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦及び種子麦以外の麦 対象麦及び種子麦以外の麦
円 円 円 円 円 円

12類 対象麦 12類 対象麦
13類 うち課税対象農業者に係るもの 13類 うち課税対象農業者に係るもの
14類 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 14類 円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦 種子麦
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦及び種子麦以外の麦 対象麦及び種子麦以外の麦
円 円 円 円 円 円

16類 対象麦（裸麦） 16類 対象麦（裸麦）
うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
種子麦（裸麦） 種子麦（裸麦）

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
対象麦及び種子麦以外の麦（裸麦） 対象麦及び種子麦以外の麦（裸麦）

円 円 円 円 円 円

備考： 備考：

３　この表において「課税対象農業者」とは、対象農業者のうち、免税対象農業者以外のものをいう。 ３　この表において「課税対象農業者」とは、対象農業者のうち、免税対象農業者以外のものをいう。

５　この表において「種子麦」とは、種子の用に供することを目的とする麦の耕作を行う耕地に係る麦をいう。 ５　この表において「種子麦」とは、種子の用に供することを目的とする麦の耕作を行う耕地に係る麦をいう。
６　この表において「ビール麦」とは、ビールの用に供することを目的とする麦の耕作を行う耕地に係る麦をいう。 ６　この表において「ビール麦」とは、ビールの用に供することを目的とする麦の耕作を行う耕地に係る麦をいう。

９６ ８２ ６９ ５５ ４１ ２７５５ ４１ ２７ １３７ １２３ １１０１３７ １２３ １１０ ９６ ８２ ６９

６８ ５０ ３３ １５ １１ ８１５ １１ ８ １２０ １０３ ８５１０４ １０３ ８５ ６８ ５０ ３３

１１０ １０８ ９０ ７１ ５２ ３４ １５ １１ ８ １２７ １０８ ９０ ７１ ５２ ３４ １５ １１ ８

１１０ １０８ ８９ ７１ ５２ ３４ １５ １１

１５ １１ ８ １５ １１ ８

１４４ １２４ １０３ ８２ ６２ ４１８２ ６２ ４１ ２０６ １８５ １６５２０６ １８５ １６５ １４４ １２４ １０３

３４ １５ １１ ８８ １２６ １０８ ８９ ７１ ５２

１１５ １１３ ９４ ７４ ５４ ３５ １５ １１ ８ １３３ １１３ ９４ ７４ ５４ ３５ １５ １１ ８

１１０ １０８ ９０ ７１ ５２ ３４ １５ １１ ８ １２７ １０８ ９０ ７１ ５２

２１３ １８２ １５２ １２２ ９１ ６１１２２ ９１ ６１ ３０４ ２７４ ２４３３０４ ２７４ ２４３ ２１３ １８２ １５２

８３ ７１ ５９ ４７ ３５ ２４４７ ３５ ２４ １１８ １０６ ９４

６８ ５０ ３３ １５ １１ ８１５ １１ ８ １２０ １０３ ８５１０４ １０３ ８５ ６８ ５０ ３３

１５ １１ ８１５ １１ ８

１１４ １０６ ９４ ８３ ７１ ５９

１５ １１ ８ １５ １１ ８

１３９ １１９ １００ ８０ ６０ ４０１００ ８０ ６０ １９９ １７９ １５９２０１ １９９ １７９ １５９ １３９ １１９

５４ ４１ ２８ １５ １１ ８２８ １５ １１ ９３ ８０ ６７１１０ ９３ ８０ ６７ ５４ ４１

３４ １５ １１ ８

１１８ ９９ ８５ ７１ ５７ ４３ ２９ １５ １１ ９９ ８５ ７１

１６ １２ ８ １６ １２ ８

１５２ １３０ １０９ ８７ ６５ ４３８７ ６５ ４３ ２１７ １９５ １７４２１７ １９５ １７４ １５２ １３０ １０９

８３ ６１ ３８ １６ １２ ８３８ １６ １２ １５０ １２８ １０５１５２ １５０ １２８ １０５ ８３ ６１

１６１ １５９ １３５ １１１ ８８ ６４ ４０ １６ １２ １５９ １３５ １１１ ８８ ６４ ４０ １６ １２ ８

１５１ １２９ １０８ ８６ ６５ ４３１０８ ８６ ６５ ２１５ １９４ １７２２１６ ２１５ １９４ １７２ １５１ １２９

７９ ５８ ３７ １６ １２ ８３７ １６ １２ １４１ １２０ ９９１４２ １４１ １２０ ９９ ７９ ５８

１５２ １５０ １２８ １０５ ８３ ６１ ３８ １６ １２ １５０ １２８ １０５ ８３ ６１ ３８ １６ １２ ８

１６ １２ ８ １６ １２ ８

１　この表において「区分」とは、農業保険法（昭和22年法律第185号）第136条第１項の農林水産大臣が定める区分
　をいう。

１　この表において「区分」とは、農業保険法（昭和22年法律第185号）第136条第１項の農林水産大臣が定める区
分

２　この表において「対象麦」とは、対象農業者（農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律（平成18
年法律第88号）第５条第１項の規定に基づき同法第３条第１項第２号の交付金の交付の申請をする者であって、法第２条第４項
各号に掲げる要件に該当するものをいう。以下同じ。）が耕作の業務を営む耕地に係る麦をいう。

２　この表において「対象麦」とは、対象農業者（農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する
法律（平成18年法律第88号）第５条第１項の規定に基づき同法第３条第１項第２号の交付金の交付の申請をする者
であって、法第２条第４項各号に掲げる要件に該当するものをいう。以下同じ。）が耕作の業務を営む耕地に係る
麦をいう。

４　この表において「免税対象農業者」とは、対象農業者のうち、法第３条第５項の規定に基づき農林水産大臣が定める数量単
価について、免税事業者に対するものの適用を受け法第３条第１項第２号の交付金が交付されるものをいう。

４　この表において「免税対象農業者」とは、対象農業者のうち、法第３条第５項の規定に基づき農林水産大臣が
定める数量単価について、免税事業者に対するものの適用を受け法第３条第１項第２号の交付金が交付されるもの
をいう。

５７ ４３ ２９ １５ １１ ８

１５ １１ ８ １５ １１ ８

１４４ １２４ １０３ ８２ ６２ ４１８２ ６２ ４１ ２０６ １８５ １６５２０６ １８５ １６５ １４４ １２４ １０３

９６ ８２ ６９ ５５ ４１ ２７５５ ４１ ２７ １３７ １２３ １１０１３７ １２３ １１０ ９６ ８２ ６９

８

８

４０

８

８

８

８

４３



# #
1 キログラム当たり共済金額の範囲 1 キログラム当たり共済金額の範囲

１類 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦 １類 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦
うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦

うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦 種子麦
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦及び種子麦以外の麦 対象麦及び種子麦以外の麦
円 円 円 円 円 円

２類 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦 ２類 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦
うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦

うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦 種子麦
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦及び種子麦以外の麦 対象麦及び種子麦以外の麦
円 円 円 円 円 円

３類 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦（秋まき） ３類 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦（秋まき）
４類 うち課税対象農業者に係るもの ４類 うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦（秋まき） パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦（秋まき）

うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦（秋まき） 種子麦（秋まき）
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦及び種子麦以外の麦（秋まき） 対象麦及び種子麦以外の麦（秋まき）
円 円 円 円 円 円

パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦（春まき） パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦（春まき）
うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦（春まき） パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦（春まき）

うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦（春まき） 種子麦（春まき）
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦及び種子麦以外の麦（春まき） 対象麦及び種子麦以外の麦（春まき）
円 円 円 円 円 円

５類 対象麦 ５類 対象麦
うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
ビール麦 ビール麦

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
種子麦 種子麦

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦 対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦

円 円 円 円 円 円

９８ ７６ ５５ ３３ ２５ １７３３ ２５ １７ １６２ １４１ １１９１５５ １４１ １１９ ９８ ７６ ５５

地域 大分県 地域 大分県
区分 区分

１５０ １２８ １０７ ８６ ６４ ４３８６ ６４ ４３ ２１４ １９３ １７１２１４ １９３ １７１ １５０ １２８ １０７

７７ ６２ ４８ ３３ ２５ １７３３ ２５ １７ １２０ １０６ ９１１１３ １０６ ９１ ７７ ６２ ４８

１２３ １０１ ８０ ５８ ４４ ２９５８ ４４ ２９ １８８ １６６ １４５１８１ １６６ １４５ １２３ １０１ ８０

３３ ２５ １７３３ ２５ １７

１８８ １６１ １３４ １０７ ８０ ５４１０７ ８０ ５４ ２６８ ２４１ ２１４２６８ ２４１ ２１４ １８８ １６１ １３４

９９ ８５ ７２ ５８ ４４ ２９５８ ４４ ２９ １３９ １２６ １１２１３１ １２６ １１２ ９９ ８５ ７２

９８ ７６ ５５ ３３ ２５ １７３３ ２５ １７ １６２ １４１ １１９１５５ １４１ １１９ ９８ ７６ ５５

５８ ４４ ２９５８ ４４ ２９

１５０ １２８ １０７ ８６ ６４ ４３８６ ６４ ４３ ２１４ １９３ １７１２１４ １９３ １７１ １５０ １２８ １０７

７７ ６２ ４８ ３３ ２５ １７３３ ２５ １７ １２０ １０６ ９１１１３ １０６ ９１ ７７ ６２ ４８

１２３ １０１ ８０ ５８ ４４ ２９５８ ４４ ２９ １８８ １６６ １４５１８１ １６６ １４５ １２３ １０１ ８０

３３ ２５ １７３３ ２５ １７

１８８ １６１ １３４ １０７ ８０ ５４１０７ ８０ ５４ ２６８ ２４１ ２１４２６８ ２４１ ２１４ １８８ １６１ １３４

９９ ８５ ７２ ５８ ４４ ２９５８ ４４ ２９ １３９ １２６ １１２１３１ １２６ １１２ ９９ ８５ ７２

７２ ５３ ３４ １５ １１ ８１５ １１ ８ １２９ １１０ ９１１１３ １１０ ９１ ７２ ５３ ３４

５８ ４４ ２９５８ ４４ ２９

１５ １１ ８１５ １１ ８

１５５ １３３ １１１ ８８ ６６ ４４８８ ６６ ４４ ２２１ １９９ １７７２２０ １９９ １７７ １５５ １３３ １１１

９４ ８０ ６７ ５４ ４０ ２７５４ ４０ ２７ １３４ １２１ １０７１３４ １２１ １０７ ９４ ８０ ６７

１６３ １４６ １２４ １０１ ７８ ５６ ３３ ２５ １７ １６９ １４６ １２４ １０１ ７８ ５６ ３３ ２５ １７

１２２ １１１ ９６ ８０ ６４ ４９ ３３ ２５ １７ １２７ １１１ ９６ ８０ ６４ ４９ ３３ ２５ １７

１９０ １７２ １４９ １２７ １０４ ８１ ５８ ４４ ２９ １９５ １７２ １４９ １２７ １０４ ８１ ５８ ４４ ２９

１４０ １３１ １１６ １０２ ８７ ７３ ５８ ４４ ２９ １４５ １３１ １１６ １０２ ８７ ７３ ５８ ４４ ２９

１６３ １４６ １２４ １０１ ７８ ５６ ３３ ２５ １７ １６９ １４６ １２４ １０１ ７８ ５６ ３３ ２５ １７

１２２ １１１ ９６ ８０ ６４ ４９ ３３ ２５ １７ １２７ １１１ ９６ ８０ ６４ ４９ ３３ ２５ １７

１９０ １７２ １４９ １２７ １０４ ８１ ５８ ４４ ２９ １９５ １７２ １４９ １２７ １０４ ８１ ５８ ４４ ２９

１４０ １３１ １１６ １０２ ８７ ７３ ５８ ４４ ２９ １４５ １３１ １１６ １０２ ８７ ７３ ５８ ４４ ２９

１１９ １１６ ９６ ７６ ５５ ３５ １５ １１ ８ １３６ １１６ ９６ ７６ ５５ ３５ １５ １１ ８



６類 対象麦 ６類 対象麦
うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
ビール麦 ビール麦

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
種子麦 種子麦

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦 対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦

円 円 円 円 円 円
７類 対象麦（秋まき） ７類 対象麦（秋まき）
８類 うち課税対象農業者に係るもの ８類 うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
ビール麦（秋まき） ビール麦（秋まき）

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
種子麦（秋まき） 種子麦（秋まき）

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦（秋まき） 対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦（秋まき）

円 円 円 円 円 円
対象麦（春まき） 対象麦（春まき）

うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

ビール麦（春まき） ビール麦（春まき）
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦（春まき） 種子麦（春まき）
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦（春まき） 対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦（春まき）
円 円 円 円 円 円

９類 対象麦 ９類 対象麦
10類 うち課税対象農業者に係るもの 10類 うち課税対象農業者に係るもの
11類 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 11類 円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦 種子麦
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦及び種子麦以外の麦 対象麦及び種子麦以外の麦
円 円 円 円 円 円

12類 対象麦 12類 対象麦
13類 うち課税対象農業者に係るもの 13類 うち課税対象農業者に係るもの
14類 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 14類 円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦 種子麦
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦及び種子麦以外の麦 対象麦及び種子麦以外の麦
円 円 円 円 円 円

16類 対象麦（裸麦） 16類 対象麦（裸麦）
うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
種子麦（裸麦） 種子麦（裸麦）

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
対象麦及び種子麦以外の麦（裸麦） 対象麦及び種子麦以外の麦（裸麦）

円 円 円 円 円 円

備考： 備考：

３　この表において「課税対象農業者」とは、対象農業者のうち、免税対象農業者以外のものをいう。 ３　この表において「課税対象農業者」とは、対象農業者のうち、免税対象農業者以外のものをいう。

５　この表において「種子麦」とは、種子の用に供することを目的とする麦の耕作を行う耕地に係る麦をいう。 ５　この表において「種子麦」とは、種子の用に供することを目的とする麦の耕作を行う耕地に係る麦をいう。
６　この表において「ビール麦」とは、ビールの用に供することを目的とする麦の耕作を行う耕地に係る麦をいう。 ６　この表において「ビール麦」とは、ビールの用に供することを目的とする麦の耕作を行う耕地に係る麦をいう。

１５ １１ ８ １５ １１ ８

１４４ １２４ １０３ ８２ ６２ ４１８２ ６２ ４１ ２０６ １８５ １６５２０６ １８５ １６５ １４４ １２４ １０３

９６ ８２ ６９ ５５ ４１ ２７５５ ４１ ２７ １３７ １２３ １１０１３７ １２３ １１０ ９６ ８２ ６９

９４ ８０ ６７ ５４ ４０ ２７５４ ４０ ２７ １３４ １２１ １０７

３４ １５ １１ ８

１３４ １２１ １０７ ９４ ８０ ６７

８ １２９ １１０ ９１ ７２ ５３１１３ １１０ ９１ ７２ ５３ ３４ １５ １１

１１９ １１６ ９６ ７６ ５５ ３５ １５ １１ ８ １３６ １１６ ９６ ７６ ５５ ３５ １５ １１ ８

１５ １１ ８１５ １１ ８

１５５ １３３ １１１ ８８ ６６ ４４８８ ６６ ４４ ２２１ １９９ １７７２２０ １９９ １７７ １５５ １３３ １１１

６８ ５０ ３３ １５ １１ ８１５ １１ ８ １２０ １０３ ８５１０４ １０３ ８５ ６８ ５０ ３３

１１０ １０８ ９０ ７１ ５２ ３４ １５ １１ ８ １２７ １０８ ９０ ７１ ５２ ３４ １５ １１ ８

１５ １１ ８ １５ １１ ８

１４４ １２４ １０３ ８２ ６２ ４１８２ ６２ ４１ ２０６ １８５ １６５２０６ １８５ １６５ １４４ １２４ １０３

８

９６ ８２ ６９ ５５ ４１ ２７５５ ４１ ２７ １３７ １２３ １１０１３７ １２３ １１０ ９６ ８２ ６９

５７ ４３ ２９ １５ １１ ８２９ １５ １１ ９８ ８４ ７０１１５ ９８ ８４ ７０ ５７ ４３

１０４ ８９ ７４ ６０ ４５ ３０ １５ １１ ８

７９ ５８ ３７ １６ １２ ８３７ １６ １２ １４１ １２０ ９９１４２ １４１ １２０ ９９ ７９ ５８

２１ １６ １１ ２１ １６ １１

１７２ １４７ １２３ ９８ ７４ ４９９８ ７４ ４９ ２４５ ２２１ １９６２４５ ２２１ １９６ １７２ １４７ １２３

８

１７３ １４６ １２１ ９６ ７１ ４６ ２１ １６ １７１

１６ １２ ８ １６ １２ ８

１５１ １２９ １０８ ８６ ６５ ４３１０８ ８６ ６５ ２１５ １９４ １７２２１６ ２１５ １９４ １７２ １５１ １２９

１　この表において「区分」とは、農業保険法（昭和22年法律第185号）第136条第１項の農林水産大臣が定める区分
　をいう。

１　この表において「区分」とは、農業保険法（昭和22年法律第185号）第136条第１項の農林水産大臣が定める区
分

２　この表において「対象麦」とは、対象農業者（農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律（平成18
年法律第88号）第５条第１項の規定に基づき同法第３条第１項第２号の交付金の交付の申請をする者であって、法第２条第４項
各号に掲げる要件に該当するものをいう。以下同じ。）が耕作の業務を営む耕地に係る麦をいう。

２　この表において「対象麦」とは、対象農業者（農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する
法律（平成18年法律第88号）第５条第１項の規定に基づき同法第３条第１項第２号の交付金の交付の申請をする者
であって、法第２条第４項各号に掲げる要件に該当するものをいう。以下同じ。）が耕作の業務を営む耕地に係る
麦をいう。

４　この表において「免税対象農業者」とは、対象農業者のうち、法第３条第５項の規定に基づき農林水産大臣が定める数量単
価について、免税事業者に対するものの適用を受け法第３条第１項第２号の交付金が交付されるものをいう。

４　この表において「免税対象農業者」とは、対象農業者のうち、法第３条第５項の規定に基づき農林水産大臣が
定める数量単価について、免税事業者に対するものの適用を受け法第３条第１項第２号の交付金が交付されるもの
をいう。

１１０ １０８ ９０ ７１ ５２ ３４ １５ １１ ８ １２７ １０８ ９０ ７１ ５２ ３４ １５ １１ ８

６８ ５０ ３３ １５ １１ ８１５ １１ ８ １２０ １０３ ８５１０４ １０３ ８５ ６８ ５０ ３３

１４６ １２１ ９６ ７１ ４６ ２１ １６ １１

８

４０

１１

１１

９２ ６８ ４５ ２１ １６ １１４５ ２１ １６ １６２ １３９ １１５１６４ １６２ １３９ １１５ ９２ ６８

１５ １１ ８ １５ １１ ８

１４０ １２０ １００ ８０ ６０ ４０１００ ８０ ６０ ２００ １８０ １６０２０２ ２００ １８０ １６０ １４０ １２０

１７１

１２３ １０４ ８９ ７４ ６０ ４５ ３０ １５ １１

１５２ １５０ １２８ １０５ ８３ ６１ ３８ １６ １２ １５０ １２８ １０５ ８３ ６１ ３８ １６ １２ ８８

４３



# #
1 キログラム当たり共済金額の範囲 1 キログラム当たり共済金額の範囲

１類 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦 １類 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦
うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦

うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦 種子麦
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦及び種子麦以外の麦 対象麦及び種子麦以外の麦
円 円 円 円 円 円

２類 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦 ２類 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦
うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦

うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦 種子麦
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦及び種子麦以外の麦 対象麦及び種子麦以外の麦
円 円 円 円 円 円

３類 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦（秋まき） ３類 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦（秋まき）
４類 うち課税対象農業者に係るもの ４類 うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦（秋まき） パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦（秋まき）

うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦（秋まき） 種子麦（秋まき）
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦及び種子麦以外の麦（秋まき） 対象麦及び種子麦以外の麦（秋まき）
円 円 円 円 円 円

パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦（春まき） パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦（春まき）
うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦（春まき） パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦（春まき）

うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦（春まき） 種子麦（春まき）
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦及び種子麦以外の麦（春まき） 対象麦及び種子麦以外の麦（春まき）
円 円 円 円 円 円

５類 対象麦 ５類 対象麦
うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
ビール麦 ビール麦

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
種子麦 種子麦

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦 対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦

円 円 円 円 円 円

地域 宮崎県 地域 宮崎県
区分 区分

３１６２ ４７ ３１ １５６ １４０ １２５１５３ １４０ １２５ １０９ ９４ ７８

５４ ４２ ３０ １８ １４ ９１８ １４ ９ ８９ ７７ ６５８２ ７７ ６５ ５４ ４２ ３０

９１ ８３ ７０ ５７ ４４ ３１ １８ １４ ９ ９６ ８３ ７０ ５７ ４４ ３１ １８ １４ ９

９９ ８５ ７２ ５８ ４４ ２９５８ ４４ ２９ １３９ １２６ １１２１３１ １２６ １１２ ９９ ８５ ７２

７３ ５８ ４４ ２９

１３１ １１６ ９７ ７７ ５７ ３８ １８ １４ ９ １３６

１４０ １３１ １１６ １０２ ８７ ７３ ５８ ４４ ２９ １４５ １３１ １１６ １０２ ８７

１１６ ９７ ７７ ５７ ３８ １８ １４ ９

５４ ４２ ３０ １８ １４ ９１８ １４ ９ ８９ ７７ ６５８２ ７７ ６５ ５４ ４２ ３０

９９ ８５ ７２ ５８ ４４ ２９５８ ４４ ２９ １３９ １２６ １１２１３１ １２６ １１２ ９９ ８５ ７２

１２３ １０１

１８ １４ ９

１０９ ９４ ７８ ６２ ４７ ３１６２ ４７

３１ １８９１ ８３ ７０ ５７ ４４ ３１ １８ １４ ９

１２７ １０８ ９０１１１ １０８ ９０ ７１ ５２ ３４

７３ ５８ ４４ ２９

１１６ １１４ ９４ ７５ ５５ ３５

１３１ １１６ １０２ ８７ ７３ ５８ ４４ ２９ １４５ １３１ １１６ １０２ ８７

５８ ４４ ２９

１８８ １６１ １３４ １０７ ８０ ５４１０７ ８０ ５４ ２６８ ２４１ ２１４２６８ ２４１ ２１４ １８８ １６１ １３４

１４０

１５ １１ ８ １３４ １１４ ９４

１３７ １１８ ９８ ７８ ５９ ３９７８ ５９ ３９ １９６ １７６ １５７１９４ １７６ １５７ １３７ １１８ ９８

８０ ５８ ４４ ２９５８ ４４ ２９ １８８ １６６ １４５１８１ １６６ １４５ １２３ １０１ ８０

８３ ７１ ５９ ４７ ３５ ２４４７ ３５ ２４ １１８ １０６ ９４１１４ １０６ ９４ ８３ ７１ ５９

７１ ５２ ３４ １５ １１ ８１５ １１ ８

１５ １１ ８１５ １１ ８

１３１ １１６ ９７ ７７ ５７ ３８ １８ １４ ９ １３６ １１６ ９７ ７７ ５７ ３８ １８ １４ ９

７４ ５５ ３７ １８ １４ ９１８ １４ ９ １２９ １１１ ９２１２２ １１１ ９２ ７４ ５５ ３７

１９０ １７２ １４９ １２７ １０４ ８１ ５８ ４４ ２９ １９５ １７２ １４９ １２７ １０４ ８１ ５８ ４４ ２９

１８ １４ ９１８ １４ ９

１０９ ９４ ７８ ６２ ４７

１２３ １０１ ８０ ５８ ４４ ２９５８ ４４ ２９ １８８ １６６ １４５１８１ １６６ １４５ １２３ １０１ ８０

５８ ４４ ２９５８ ４４ ２９

１８８ １６１ １３４ １０７ ８０

７４ ５５ ３７ １８ １４ ９１８ １４ ９ １２９ １１１ ９２１２２ １１１ ９２ ７４ ５５ ３７

５４１０７ ８０ ５４ ２６８ ２４１ ２１４２６８ ２４１ ２１４ １８８ １６１ １３４

１４ ９

１９０ １７２ １４９ １２７ １０４ ８１ ５８ ４４ ２９ １９５ １７２ １４９ １２７ １０４ ８１ ５８ ４４ ２９

１８ １４ ９

３１ １５６ １４０ １２５１５３ １４０ １２５ １０９ ９４ ７８

９６ ８３ ７０ ５７ ４４

７５ ５５ ３５ １５ １１ ８

５８ ４４ ２９



６類 対象麦 ６類 対象麦
うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
ビール麦 ビール麦

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
種子麦 種子麦

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦 対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦

円 円 円 円 円 円
７類 対象麦（秋まき） ７類 対象麦（秋まき）
８類 うち課税対象農業者に係るもの ８類 うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
ビール麦（秋まき） ビール麦（秋まき）

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
種子麦（秋まき） 種子麦（秋まき）

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦（秋まき） 対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦（秋まき）

円 円 円 円 円 円
対象麦（春まき） 対象麦（春まき）

うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

ビール麦（春まき） ビール麦（春まき）
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦（春まき） 種子麦（春まき）
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦（春まき） 対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦（春まき）
円 円 円 円 円 円

９類 対象麦 ９類 対象麦
10類 うち課税対象農業者に係るもの 10類 うち課税対象農業者に係るもの
11類 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 11類 円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦 種子麦
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦及び種子麦以外の麦 対象麦及び種子麦以外の麦
円 円 円 円 円 円

12類 対象麦 12類 対象麦
13類 うち課税対象農業者に係るもの 13類 うち課税対象農業者に係るもの
14類 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 14類 円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦 種子麦
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦及び種子麦以外の麦 対象麦及び種子麦以外の麦
円 円 円 円 円 円

16類 対象麦（裸麦） 16類 対象麦（裸麦）
うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
種子麦（裸麦） 種子麦（裸麦）

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
対象麦及び種子麦以外の麦（裸麦） 対象麦及び種子麦以外の麦（裸麦）

円 円 円 円 円 円

備考： 備考：

３　この表において「課税対象農業者」とは、対象農業者のうち、免税対象農業者以外のものをいう。 ３　この表において「課税対象農業者」とは、対象農業者のうち、免税対象農業者以外のものをいう。

５　この表において「種子麦」とは、種子の用に供することを目的とする麦の耕作を行う耕地に係る麦をいう。 ５　この表において「種子麦」とは、種子の用に供することを目的とする麦の耕作を行う耕地に係る麦をいう。
６　この表において「ビール麦」とは、ビールの用に供することを目的とする麦の耕作を行う耕地に係る麦をいう。 ６　この表において「ビール麦」とは、ビールの用に供することを目的とする麦の耕作を行う耕地に係る麦をいう。

１２０ １０３ ８５１０４ １０３ ８５ ６８ ５０ ３３

１１０ １０８ ９０ ７１ ５２ ３４ １５ １１ ８ １２７ １０８ ９０ ７１ ５２ ３４ １５ １１ ８

１４４ １２４ １０３ ８２ ６２ ４１８２ ６２ ４１ ２０６ １８５ １６５２０６ １８５ １６５ １４４ １２４ １０３

９６ ８２ ６９ ５５ ４１ ２７５５ ４１ ２７ １３７ １２３ １１０１３７ １２３ １１０ ９６ ８２ ６９

９０ ７１ ５２ ３４ １５ １１３４ １５ １１ ８ １２７ １０８

１１６ １１４ ９４ ７５ ５５ ３５ １５ １１ ８ １３４

１１１ １０８ ９０ ７１ ５２

１５ １１ ８ １５ １１ ８

１１８ ９８ ７８ ５９ ３９

１５ １１ ８

５９ ３９ １９６ １７６ １５７ １３７１９４ １７６ １５７ １３７ １１８ ９８ ７８

１１４ １０６ ９４ ８３ ７１ ５９ ４７ ３５ ２４

８２ ６９ ５５ ４１ ２７

２０６ １８５ １６５ １４４ １２４

４１ ２７ １３７ １２３ １１０ ９６１３７ １２３ １１０ ９６ ８２ ６９ ５５

１０４ １０３ ８５ ６８ ５０ ３３ １５ １１ ８

８１５ １１

１１０ １０８ ９０ ７１ ５２ ３４ １５ １１ ８ １２７

１５ １１ ８ １５ １１ ８

１３９ １１９ ９９ ７９ ５９ ４０９９ ７９ ５９ １９８ １７８ １５８２００ １９８ １７８ １５８ １３９ １１９ ４０

８

７５ ６３１０４ ８７ ７５ ６３ ５１ ３９ ８２７ １５ １１ ８７

７４ ５４ ３５ １６ １２ ８３５ １６ １２ １３１ １１２ ９３１３３ １３１ １１２ ９３ ７４ ５４

７８ ５７ ３７ １６ １２ １４０ １１９ ９９ ７８ ５７ ３７ １６ １２ ８

１６ １２ ８ １６ １２ ８

１５１ １２９ １０８ ８６ ６５ ４３１０８ ８６ ６５ ２１５ １９４ １７２２１６ ２１５ １９４ １７２ １５１ １２９

１　この表において「区分」とは、農業保険法（昭和22年法律第185号）第136条第１項の農林水産大臣が定める区分
　をいう。

１　この表において「区分」とは、農業保険法（昭和22年法律第185号）第136条第１項の農林水産大臣が定める区
分

２　この表において「対象麦」とは、対象農業者（農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律（平成18
年法律第88号）第５条第１項の規定に基づき同法第３条第１項第２号の交付金の交付の申請をする者であって、法第２条第４項
各号に掲げる要件に該当するものをいう。以下同じ。）が耕作の業務を営む耕地に係る麦をいう。

２　この表において「対象麦」とは、対象農業者（農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する
法律（平成18年法律第88号）第５条第１項の規定に基づき同法第３条第１項第２号の交付金の交付の申請をする者
であって、法第２条第４項各号に掲げる要件に該当するものをいう。以下同じ。）が耕作の業務を営む耕地に係る
麦をいう。

４　この表において「免税対象農業者」とは、対象農業者のうち、法第３条第５項の規定に基づき農林水産大臣が定める数量単
価について、免税事業者に対するものの適用を受け法第３条第１項第２号の交付金が交付されるものをいう。

４　この表において「免税対象農業者」とは、対象農業者のうち、法第３条第５項の規定に基づき農林水産大臣が
定める数量単価について、免税事業者に対するものの適用を受け法第３条第１項第２号の交付金が交付されるもの
をいう。

４３

１５２ １５０ １２８ １０５ ８３ ６１ ３８ １６ １２

２１４ １９３ １７１

４１

１５ １１ ８１２０ １０３ ８５ ６８ ５０ ３３

４７ ３５ ２４１１８ １０６ ９４ ８３ ７１ ５９

８

６８ ５０ ３３ １５ １１ ８１５ １１ ８

１１４ ９４ ７５ ５５ ３５ １５ １１ ８

２１４ １９３ １７１ １５０ １２８ １０７

１０８ ９０ ７１ ５２ ３４ １５ １１ ８

１１２ ９３ ８０ ６７ ５４ ４１ ２８ １５ １１ ９３ ８０ ６７ ５４ ４１ ２８ １５ １１ ８

８

８

５１ ３９ ２７ １５ １１

１５ １１ ８ １５ １１ ８

１６５ １４４ １２４ １０３ ８２ ６２１０３ ８２ ６２ ４１ ２０６ １８５

１４２ １４０ １１９ ９９

１５０ １２８ １０５ ８３ ６１ ３８ １６ １２ ８

８

８

８

７９ ５８ ３７ １６ １２ ８３７ １６ １２ １４１ １２０ ９９１４２ １４１ １２０ ９９ ７９ ５８

１６ １２ ８ １６ １２ ８

１５０ １２８ １０７ ８６ ６４ ４３８６ ６４ ４３



# #
1 キログラム当たり共済金額の範囲 1 キログラム当たり共済金額の範囲

１類 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦 １類 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦
うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦

うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦 種子麦
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦及び種子麦以外の麦 対象麦及び種子麦以外の麦
円 円 円 円 円 円

２類 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦 ２類 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦
うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦

うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦 種子麦
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦及び種子麦以外の麦 対象麦及び種子麦以外の麦
円 円 円 円 円 円

３類 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦（秋まき） ３類 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦（秋まき）
４類 うち課税対象農業者に係るもの ４類 うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦（秋まき） パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦（秋まき）

うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦（秋まき） 種子麦（秋まき）
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦及び種子麦以外の麦（秋まき） 対象麦及び種子麦以外の麦（秋まき）
円 円 円 円 円 円

パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦（春まき） パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦（春まき）
うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦（春まき） パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦（春まき）

うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦（春まき） 種子麦（春まき）
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦及び種子麦以外の麦（春まき） 対象麦及び種子麦以外の麦（春まき）
円 円 円 円 円 円

５類 対象麦 ５類 対象麦
うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
ビール麦 ビール麦

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
種子麦 種子麦

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦 対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦

円 円 円 円 円 円

地域 鹿児島県 地域 鹿児島県
区分 区分

７５ ５６ ３７ １８ １４ ９１８ １４ ９ １３１ １１２ ９３１２３ １１２ ９３ ７５ ５６ ３７

１３２ １１８ ９８ ７８ ５８ ３８ １８ １４ ９ １３８ １１８ ９８ ７８ ５８ ３８ １８ １４ ９

１２０ １０３ ８６ ６８ ５１ ３４６８ ５１ ３４ １７１ １５４ １３７１６８ １５４ １３７ １２０ １０３ ８６

９１８ １４ ９ ８１ ７１ ６０７４ ７１ ６０ ５０ ３９ ２９ ５０ ３９ ２９ １８ １４

１０１ ８０

１９０ １７２ １４９ １２７ １０４ ８１ ５８ ４４ ２９ １９５ １７２ １４９ １２７ １０４ ８１ ５８ ４４ ２９

１８ １４ ９１８ １４ ９

５３ ４１ ３０ １８ １４ ９

５４１０７ ８０ ５４ ２６８ ２４１ ２１４２６８ ２４１ ２１４ １８８ １６１ １３４

９９ ８５ ７２ ５８ ４４ ２９５８ ４４ ２９ １３９ １２６ １１２１３１ １２６ １１２ ９９ ８５ ７２

５０ ３９ ２９ １８ １４ ９１８ １４ ９ ８１ ７１ ６０７４ ７１ ６０ ５０ ３９ ２９

８３ ７６ ６５ ５３ ４１ ３０ １８

９９ ８５ ７２ ５８ ４４ ２９５８ ４４ ２９ １３９ １２６ １１２１３１ １２６ １１２ ９９ ８５ ７２

１２３ １０１ ８０ ５８ ４４ ２９５８ ４４ ２９ １８８ １６６ １４５１８１ １６６ １４５

１４ ９ ８８ ７６ ６５

１９０ １７２ １４９ １２７ １０４ ８１ ５８ ４４ ２９ １９５

５８ ４４ ２９５８ ４４ ２９

１８８ １６１ １３４

３４６８ ５１ ３４ １７１ １５４ １３７１６８ １５４ １３７ １２０ １０３ ８６

１８ １４ ９

１２０ １０３ ８６ ６８ ５１

１７２ １４９ １２７ １０４ ８１ ５８ ４４ ２９

１３１ １１６ １０２ ８７

８３ ７１ ６０ ４８ ３６ ２４４８ ３６ ２４ １１９ １０７ ９５１１５ １０７ ９５ ８３ ７１ ６０

７３ ５４ ３４ １５ １１ ８１５ １１ ８ １３１ １１２ ９２１１５ １１２ ９２ ７３ ５４ ３４

１５ １１ ８１５ １１ ８

１３７ １１８ ９８ ７８ ５９ ３９７８ ５９ ３９ １９６ １７６ １５７１９４ １７６ １５７ １３７ １１８ ９８

５６ ３７

１２３ １０１ ８０ ５８ ４４ ２９５８ ４４ ２９ １８８ １６６ １４５１８１ １６６ １４５ １２３

９

５８ ４４ ２９５８ ４４ ２９

１８８ １６１ １３４ １０７ ８０

８３ ７６ ６５ ５３ ４１ ３０ １８ １４ ９ ８８ ７６ ６５ ５３ ４１ ３０ １８ １４ ９

７５ ５６ ３７ １８ １４ ９１８ １４ ９ １３１ １１２ ９３１２３ １１２ ９３ ７５

１０２ ８７

１８ １４ ９

１２３ １０１ ８０

１４０ １３１ １１６ １０２ ８７ ７３ ５８ ４４ ２９ １４５ １３１ １１６ １０２ ８７ ７３ ５８ ４４ ２９

１３２ １１８ ９８ ７８ ５８ ３８ １８ １４ ９ １３８ １１８ ９８ ７８ ５８ ３８ １８ １４

７３ ５８ ４４ ２９

１２０ １１８ ９７ ７７ ５６ ３６ １５ １１ ８ １３８ １１８ ９７ ７７ ５６ ３６ １５ １１ ８

１０７ ８０ ５４１０７ ８０ ５４ ２６８ ２４１ ２１４２６８ ２４１ ２１４ １８８ １６１ １３４

１４０ ７３ ５８ ４４ ２９ １４５ １３１ １１６



６類 対象麦 ６類 対象麦
うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
ビール麦 ビール麦

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
種子麦 種子麦

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦 対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦

円 円 円 円 円 円
７類 対象麦（秋まき） ７類 対象麦（秋まき）
８類 うち課税対象農業者に係るもの ８類 うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
ビール麦（秋まき） ビール麦（秋まき）

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
種子麦（秋まき） 種子麦（秋まき）

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦（秋まき） 対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦（秋まき）

円 円 円 円 円 円
対象麦（春まき） 対象麦（春まき）

うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

ビール麦（春まき） ビール麦（春まき）
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦（春まき） 種子麦（春まき）
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦（春まき） 対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦（春まき）
円 円 円 円 円 円

９類 対象麦 ９類 対象麦
10類 うち課税対象農業者に係るもの 10類 うち課税対象農業者に係るもの
11類 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 11類 円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦 種子麦
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦及び種子麦以外の麦 対象麦及び種子麦以外の麦
円 円 円 円 円 円

12類 対象麦 12類 対象麦
13類 うち課税対象農業者に係るもの 13類 うち課税対象農業者に係るもの
14類 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 14類 円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦 種子麦
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦及び種子麦以外の麦 対象麦及び種子麦以外の麦
円 円 円 円 円 円

16類 対象麦（裸麦） 16類 対象麦（裸麦）
うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
種子麦（裸麦） 種子麦（裸麦）

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
対象麦及び種子麦以外の麦（裸麦） 対象麦及び種子麦以外の麦（裸麦）

円 円 円 円 円 円

備考： 備考：

３　この表において「課税対象農業者」とは、対象農業者のうち、免税対象農業者以外のものをいう。 ３　この表において「課税対象農業者」とは、対象農業者のうち、免税対象農業者以外のものをいう。

５　この表において「種子麦」とは、種子の用に供することを目的とする麦の耕作を行う耕地に係る麦をいう。 ５　この表において「種子麦」とは、種子の用に供することを目的とする麦の耕作を行う耕地に係る麦をいう。
６　この表において「ビール麦」とは、ビールの用に供することを目的とする麦の耕作を行う耕地に係る麦をいう。 ６　この表において「ビール麦」とは、ビールの用に供することを目的とする麦の耕作を行う耕地に係る麦をいう。

９６ ８２ ６９ ５５ ４１ ２７５５ ４１ ２７ １３７ １２３ １１０１３７ １２３ １１０ ９６ ８２ ６９

６８ ５０ ３３ １５ １１ ８１５ １１ ８ １２０ １０３ ８５１０４ １０３ ８５ ６８ ５０ ３３

１１０ １０８ ９０ ７１ ５２ ３４ １５ １１ ８ １２７ １０８ ９０ ７１ ５２ ３４ １５ １１ ８

１１５ １１２ ９２ ７３ ５４ ３４ １５ １１

１５ １１ ８ １５ １１ ８

１４４ １２４ １０３ ８２ ６２ ４１８２ ６２ ４１ ２０６ １８５ １６５２０６ １８５ １６５ １４４ １２４ １０３

３４ １５ １１ ８８ １３１ １１２ ９２ ７３ ５４

１２０ １１８ ９７ ７７ ５６ ３６ １５ １１ ８ １３８ １１８ ９７ ７７ ５６ ３６ １５ １１ ８

１１０ １０８ ９０ ７１ ５２ ３４ １５ １１ ８ １２７ １０８ ９０ ７１ ５２

１３７ １１８ ９８ ７８ ５９ ３９７８ ５９ ３９ １９６ １７６ １５７１９４ １７６ １５７ １３７ １１８ ９８

８３ ７１ ６０ ４８ ３６ ２４４８ ３６ ２４ １１９ １０７ ９５

６８ ５０ ３３ １５ １１ ８１５ １１ ８ １２０ １０３ ８５１０４ １０３ ８５ ６８ ５０ ３３

１５ １１ ８１５ １１ ８

１１５ １０７ ９５ ８３ ７１ ６０

１５ １１ ８ １５ １１ ８

１３９ １１９ ９９ ７９ ５９ ４０９９ ７９ ５９ １９８ １７８ １５８２００ １９８ １７８ １５８ １３９ １１９

５１ ３９ ２７ １５ １１ ８２７ １５ １１ ８７ ７５ ６３１０４ ８７ ７５ ６３ ５１ ３９

６２ ４１ ２０６ １８５ １６５２０６ １８５ １６５ １４４ １２４ １０３

９６ ８２ ６９ ５５ ４１

１６ １２ ８ １６ １２ ８

１５１ １３０ １０８ ８６ ６５ ４３８６ ６５ ４３ ２１６ １９４ １７３２１６ １９４ １７３ １５１ １３０ １０８

７９ ５８ ３７ １６ １２ ８３７ １６ １２ １４２ １２１ １００１４４ １４２ １２１ １００ ７９ ５８

１５３ １５１ １２９ １０６ ８４ ６１ ３９ １６ １２ １５１ １２９ １０６ ８４ ６１ ３９ １６ １２ ８

１５１ １２９ １０８ ８６ ６５ ４３１０８ ８６ ６５ ２１５ １９４ １７２２１６ ２１５ １９４ １７２ １５１ １２９

７９ ５８ ３７ １６ １２ ８３７ １６ １２ １４１ １２０ ９９１４２ １４１ １２０ ９９ ７９ ５８

１５２ １５０ １２８ １０５ ８３ ６１ ３８ １６ １２ １５０ １２８ １０５ ８３ ６１ ３８ １６ １２ ８

１６ １２ ８ １６ １２ ８

１　この表において「区分」とは、農業保険法（昭和22年法律第185号）第136条第１項の農林水産大臣が定める区分
　をいう。

１　この表において「区分」とは、農業保険法（昭和22年法律第185号）第136条第１項の農林水産大臣が定める区
分

２　この表において「対象麦」とは、対象農業者（農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律（平成18
年法律第88号）第５条第１項の規定に基づき同法第３条第１項第２号の交付金の交付の申請をする者であって、法第２条第４項
各号に掲げる要件に該当するものをいう。以下同じ。）が耕作の業務を営む耕地に係る麦をいう。

２　この表において「対象麦」とは、対象農業者（農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する
法律（平成18年法律第88号）第５条第１項の規定に基づき同法第３条第１項第２号の交付金の交付の申請をする者
であって、法第２条第４項各号に掲げる要件に該当するものをいう。以下同じ。）が耕作の業務を営む耕地に係る
麦をいう。

４　この表において「免税対象農業者」とは、対象農業者のうち、法第３条第５項の規定に基づき農林水産大臣が定める数量単
価について、免税事業者に対するものの適用を受け法第３条第１項第２号の交付金が交付されるものをいう。

４　この表において「免税対象農業者」とは、対象農業者のうち、法第３条第５項の規定に基づき農林水産大臣が
定める数量単価について、免税事業者に対するものの適用を受け法第３条第１項第２号の交付金が交付されるもの
をいう。

２７５５ ４１ ２７ １３７ １２３ １１０１３７ １２３ １１０ ９６ ８２ ６９

３４ １５ １１ ８

１１２ ９３ ８０ ６７ ５４ ４１ ２８ １５ １１ ９３ ８０ ６７ ５４ ４１ ２８ １５ １１ ８

１５ １１ ８ １５ １１ ８

１４４ １２４ １０３ ８２ ６２ ４１８２

８

８

４０

８

８

８

８

４３



# #
1 キログラム当たり共済金額の範囲 1 キログラム当たり共済金額の範囲

１類 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦 １類 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦
うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦

うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦 種子麦
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦及び種子麦以外の麦 対象麦及び種子麦以外の麦
円 円 円 円 円 円

２類 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦 ２類 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦
うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦

うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦 種子麦
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦及び種子麦以外の麦 対象麦及び種子麦以外の麦
円 円 円 円 円 円

３類 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦（秋まき） ３類 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦（秋まき）
４類 うち課税対象農業者に係るもの ４類 うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦（秋まき） パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦（秋まき）

うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦（秋まき） 種子麦（秋まき）
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦及び種子麦以外の麦（秋まき） 対象麦及び種子麦以外の麦（秋まき）
円 円 円 円 円 円

パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦（春まき） パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦（春まき）
うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦（春まき） パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦（春まき）

うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦（春まき） 種子麦（春まき）
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦及び種子麦以外の麦（春まき） 対象麦及び種子麦以外の麦（春まき）
円 円 円 円 円 円

５類 対象麦 ５類 対象麦
うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
ビール麦 ビール麦

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
種子麦 種子麦

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦 対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦

円 円 円 円 円 円

７６ ５６ ３７ １８ １４ ９１８ １４ ９ １３３ １１４ ９５１２５ １１４ ９５ ７６ ５６ ３７

地域 沖縄県 地域 沖縄県
区分 区分

１０９ ９３ ７８ ６２ ４７ ３１６２ ４７ ３１ １５５ １４０ １２４１５２ １４０ １２４ １０９ ９３ ７８

５５ ４３ ３０ １８ １４ ９１８ １４ ９ ９２ ８０ ６７８５ ８０ ６７ ５５ ４３ ３０

１２３ １０１ ８０ ５８ ４４ ２９５８ ４４ ２９ １８８ １６６ １４５１８１ １６６ １４５ １２３ １０１ ８０

１８ １４ ９１８ １４ ９

５８ ４４ ２９５８ ４４ ２９

１８８ １６１ １３４ １０７ ８０ ５４１０７ ８０ ５４ ２６８ ２４１ ２１４２６８ ２４１ ２１４ １８８ １６１ １３４

９９ ８５ ７２ ５８ ４４ ２９５８ ４４ ２９ １３９ １２６ １１２１３１ １２６ １１２ ９９ ８５ ７２

１０９ ９３ ７８ ６２ ４７ ３１６２ ４７ ３１ １５５ １４０ １２４１５２ １４０ １２４ １０９ ９３ ７８

５５ ４３ ３０ １８ １４ ９１８ １４ ９ ９２ ８０ ６７８５ ８０ ６７ ５５ ４３ ３０

１４ ９８６ ７２ ５９ ４５ ３２ １８

１２３ １０１ ８０ ５８ ４４ ２９５８ ４４ ２９ １８８ １６６ １４５１８１ １６６ １４５ １２３ １０１ ８０

１８ １４ ９１８ １４ ９

１８８ １６１ １３４ １０７ ８０ ５４１０７ ８０ ５４ ２６８ ２４１ ２１４２６８ ２４１ ２１４ １８８ １６１ １３４

９９ ８５ ７２ ５８ ４４ ２９５８ ４４ ２９ １３９ １２６ １１２１３１ １２６ １１２ ９９ ８５ ７２

１４０ １３１ １１６ １０２ ８７ ７３ ５８ ４４ ２９ １４５ １３１ １１６ １０２ ８７ ７３ ５８ ４４ ２９

６０ ４５ ３０ １５ １１ ８１１ ８ １０５ ９０ ７５８９ ７５ ６０ ４５ ３０ １５

５８ ４４ ２９５８ ４４ ２９

１１ ８

１３５ １１６ ９７ ７７ ５８ ３９７７ ５８ ３９ １９３ １７４ １５４１９１ １７４ １５４ １３５ １１６ ９７

７９ ６８ ５７ ４５ ３４ ２３４５ ３４ ２３ １１３ １０２ ９０１０９ １０２ ９０ ７９ ６８ ５７

１４ ９ １４０ １２０ ９９ ７９ ５９ ３８ １８ １４ ９

９４ ８６ ７２ ５９ ４５ ３２ １８ １４ ９ ９９ ８６ ７２ ５９ ４５ ３２ １８ １４ ９

１９０ １７２ １４９ １２７ １０４ ８１ ５８ ４４ ２９ １９５ １７２ １４９ １２７ １０４ ８１ ５８ ４４ ２９

１４０ １３１ １１６ １０２ ８７ ７３ ５８ ４４ ２９ １４５ １３１ １１６ １０２ ８７ ７３ ５８ ４４ ２９

７６ ５６ ３７ １８ １４ ９１８ １４ ９ １３３ １１４ ９５１２５ １１４ ９５ ７６ ５６ ３７

１９５ １７２ １４９ １２７ １０４ ８１ ５８ ４４ ２９

１３４ １２０ ９９ ７９ ５９ ３８ １８ １４ ９ １４０ １２０ ９９ ７９ ５９ ３８ １８ １４ ９

９４ ８６ ７２ ５９ ４５ ３２ １８ １４ ９ ９９

１１２ ９６ ８０ ６４ ４７ ３１ １５ １１ ８

１５ １１ ８１５

９５ ８０ ６４ ４７ ３１ １５ １１ ８

１９０ １７２ １４９ １２７ １０４ ８１ ５８ ４４ ２９

１３４ １２０ ９９ ７９ ５９ ３８ １８



６類 対象麦 ６類 対象麦
うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
ビール麦 ビール麦

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
種子麦 種子麦

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦 対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦

円 円 円 円 円 円
７類 対象麦（秋まき） ７類 対象麦（秋まき）
８類 うち課税対象農業者に係るもの ８類 うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
ビール麦（秋まき） ビール麦（秋まき）

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
種子麦（秋まき） 種子麦（秋まき）

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦（秋まき） 対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦（秋まき）

円 円 円 円 円 円
対象麦（春まき） 対象麦（春まき）

うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

ビール麦（春まき） ビール麦（春まき）
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦（春まき） 種子麦（春まき）
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦（春まき） 対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦（春まき）
円 円 円 円 円 円

９類 対象麦 ９類 対象麦
10類 うち課税対象農業者に係るもの 10類 うち課税対象農業者に係るもの
11類 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 11類 円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦 種子麦
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦及び種子麦以外の麦 対象麦及び種子麦以外の麦
円 円 円 円 円 円

12類 対象麦 12類 対象麦
13類 うち課税対象農業者に係るもの 13類 うち課税対象農業者に係るもの
14類 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 14類 円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦 種子麦
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦及び種子麦以外の麦 対象麦及び種子麦以外の麦
円 円 円 円 円 円

16類 対象麦（裸麦） 16類 対象麦（裸麦）
うち課税対象農業者に係るもの うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
種子麦（裸麦） 種子麦（裸麦）

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
対象麦及び種子麦以外の麦（裸麦） 対象麦及び種子麦以外の麦（裸麦）

円 円 円 円 円 円

備考： 備考：

３　この表において「課税対象農業者」とは、対象農業者のうち、免税対象農業者以外のものをいう。 ３　この表において「課税対象農業者」とは、対象農業者のうち、免税対象農業者以外のものをいう。

５　この表において「種子麦」とは、種子の用に供することを目的とする麦の耕作を行う耕地に係る麦をいう。 ５　この表において「種子麦」とは、種子の用に供することを目的とする麦の耕作を行う耕地に係る麦をいう。
６　この表において「ビール麦」とは、ビールの用に供することを目的とする麦の耕作を行う耕地に係る麦をいう。 ６　この表において「ビール麦」とは、ビールの用に供することを目的とする麦の耕作を行う耕地に係る麦をいう。

１５ １１ ８ １５ １１ ８

１４４ １２４ １０３ ８２ ６２ ４１８２ ６２ ４１ ２０６ １８５ １６５２０６ １８５ １６５ １４４ １２４ １０３

９６ ８２ ６９ ５５ ４１ ２７５５ ４１ ２７ １３７ １２３ １１０１３７ １２３ １１０ ９６ ８２ ６９

７９ ６８ ５７ ４５ ３４ ２３４５ ３４ ２３ １１３ １０２ ９０

３０ １５ １１ ８

１０９ １０２ ９０ ７９ ６８ ５７

１０５ ９０ ７５ ６０ ４５８９ ７５ ６０ ４５ ３０ １５ １１ ８

９５ ８０ ６４ ４７ ３１ １５ １１ ８ １１２ ９６ ８０ ６４ ４７ ３１ １５ １１ ８

１５ １１ ８１５ １１ ８

１３５ １１６ ９７ ７７ ５８ ３９７７ ５８ ３９ １９３ １７４ １５４１９１ １７４ １５４ １３５ １１６ ９７

６８ ５０ ３３ １５ １１ ８１５ １１ ８ １２０ １０３ ８５１０４ １０３ ８５ ６８ ５０ ３３

１１０ １０８ ９０ ７１ ５２ ３４ １５ １１ ８ １２７ １０８ ９０ ７１ ５２ ３４ １５ １１ ８

１５ １１ ８ １５ １１ ８

１４４ １２４ １０３ ８２ ６２ ４１８２ ６２ ４１ ２０６ １８５ １６５２０６ １８５ １６５ １４４ １２４ １０３

８

９６ ８２ ６９ ５５ ４１ ２７５５ ４１ ２７ １３７ １２３ １１０１３７ １２３ １１０ ９６ ８２ ６９

１５ １１ ８ １５ １１ ８

１３９ １１９ ９９ ７９ ５９ ４０９９ ７９ ５９ １９８ １７８ １５８２００ １９８ １７８ １５８ １３９ １１９

５１ ３９ ２７ １５ １１ ８２７ １５ １１ ８７ ７５ ６３１０４ ８７ ７５ ６３ ５１ ３９

１２ ８ １６ １２ ８

１５０ １２８ １０７ ８６ ６４ ４３８６ ６４ ４３ ２１４ １９３ １７１２１４ １９３ １７１ １５０ １２８ １０７

８

７４ ５４ ３５ １６ １２ ８３５ １６ １２ １３１ １１２ ９３１３３ １３１ １１２ ９３ ７４ ５４

１６ １２ ８ １６ １２ ８

１５１ １２９ １０８ ８６ ６５ ４３１０８ ８６ ６５ ２１５ １９４ １７２２１６ ２１５ １９４ １７２ １５１ １２９

７９ ５８ ３７ １６

１　この表において「区分」とは、農業保険法（昭和22年法律第185号）第136条第１項の農林水産大臣が定める区分
　をいう。

１　この表において「区分」とは、農業保険法（昭和22年法律第185号）第136条第１項の農林水産大臣が定める区
分

２　この表において「対象麦」とは、対象農業者（農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律（平成18
年法律第88号）第５条第１項の規定に基づき同法第３条第１項第２号の交付金の交付の申請をする者であって、法第２条第４項
各号に掲げる要件に該当するものをいう。以下同じ。）が耕作の業務を営む耕地に係る麦をいう。

２　この表において「対象麦」とは、対象農業者（農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する
法律（平成18年法律第88号）第５条第１項の規定に基づき同法第３条第１項第２号の交付金の交付の申請をする者
であって、法第２条第４項各号に掲げる要件に該当するものをいう。以下同じ。）が耕作の業務を営む耕地に係る
麦をいう。

４　この表において「免税対象農業者」とは、対象農業者のうち、法第３条第５項の規定に基づき農林水産大臣が定める数量単
価について、免税事業者に対するものの適用を受け法第３条第１項第２号の交付金が交付されるものをいう。

４　この表において「免税対象農業者」とは、対象農業者のうち、法第３条第５項の規定に基づき農林水産大臣が
定める数量単価について、免税事業者に対するものの適用を受け法第３条第１項第２号の交付金が交付されるもの
をいう。

１１０ １０８ ９０ ７１ ５２ ３４ １５ １１ ８ １２７ １０８ ９０ ７１ ５２ ３４ １５ １１ ８

６８ ５０ ３３ １５ １１ ８１５ １１ ８ １２０ １０３ ８５１０４ １０３ ８５ ６８ ５０ ３３

１５０ １２８ １０５ ８３ ６１ ３８ １６ １２ ８

１１２ ９３ ８０ ６７ ５４ ４１ ２８ １５ １１ ９３ ８０ ６７ ５４ ４１ ２８ １５ １１ ８

１４２ １４０ １１９ ９９ ７８ ５７ ３７ １６ １２ １４０ １１９ ９９ ７８ ５７ ３７ １６ １２ ８

８

４０

８

８

１２ ８３７ １６ １２ １４１ １２０ ９９１４２ １４１ １２０ ９９ ７９ ５８

１６

１５２ １５０ １２８ １０５ ８３ ６１ ３８ １６ １２ ８

４３


